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令和５年矢巾町議会定例会１２月会議議事日程（第１号） 

  

令和５年１２月５日（火）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会議期間の決定 

第 ３ 請願・陳情 

     ５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休戦を求める 
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第 ９ 議案第８１号 矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例の一部を改正する条例につ 

           いて 
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第１２ 議案第８４号 矢巾町立不動児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求 

           めることについて 

第１３ 議案第８５号 矢巾町立矢巾東児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を 

           求めることについて 

第１４ 議案第８６号 矢巾斎苑に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求めることに 

           ついて 

第１５ 議案第８７号 矢巾町国民保養センター、矢巾町介護予防拠点施設高齢者活動センタ 

           ー、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲートボール場に係る 
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本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  髙 橋   恵 議員      ２番  髙 橋 敬 太 議員 

      ３番  横 澤 駿 一 議員      ４番  ササキマサヒロ 議員 

      ５番  吉 田 喜 博 議員      ６番  藤 原 信 悦 議員 

      ７番  齊 藤 勝 浩 議員      ８番  小 川 文 子 議員 

      ９番  木 村   豊 議員     １０番  小笠原 佳 子 議員 

     １１番  山 本 好 章 議員     １２番  高 橋 安 子 議員 

     １３番  水 本 淳 一 議員     １４番  村 松 信 一 議員 

     １５番  昆   秀 一 議員     １６番  赤 丸 秀 雄 議員 

     １７番  谷 上 知 子 議員     １８番  廣 田 清 実 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 
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 政 策 推 進 監 
 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 総 務 課 長 田 村 英 典 君 
 課 長 
 
   税 務 課 長 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  ただいまから令和５年矢巾町議会定例会を再開いたします。 

  これより１２月会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     諸般の報告 

〇議長（廣田清実議員） 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

  初めに、当職から議会関係の報告を行います。 

              （議長 議会関係報告） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、町長から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  高橋町長。 

              （町長 行政報告） 

〇議長（廣田清実議員） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本会議の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により 

    ２番 髙 橋 敬 太 議員 

    ３番 横 澤 駿 一 議員 

    ４番 ササキマサヒロ 議員 

 の３名を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会議期間の決定 

〇議長（廣田清実議員） 日程第２、会議期間の決定を議題といたします。 
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  お諮りいたします。本日再開の12月会議の会議期間は11月24日に開催の議会運営委員会で

決定されたとおり、本日から12月14日までの10日間としたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、12月会議の会議期間は本日から12月14日までの10日間と決定いたしました。 

  なお、会議予定につきましては、お手元に配付した会議日程案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 請願・陳情 

          ５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的 

                 な休戦を求める請願 

〇議長（廣田清実議員） 日程第３、請願・陳情を議題といたします。 

  10月24日に開催の議会運営委員会までに受理した請願・陳情は、お手元に配付したとおり

であります。 

  お諮りします。５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休戦

を求める請願については、会議規則第92条第１項の規定により、総務常任委員会に付託した

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、５請願第２号については総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第４ 議案第７６号 矢巾町行政区設置条例の制定について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第４、議案第76号 矢巾町行政区設置条例の制定についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第76号 矢巾町行政区設置条例の制定について提案理由の説明を

させていただきます。 
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  このたびの条例制定は、行政区長制度の廃止に伴い、行政区長に関する規則を廃止するこ

とから、新たに行政区に関して必要な事項を定めるものであります。 

  主な内容といたしましては、町行政の円滑な運営と効率的な行政事務の執行を図るため、

区域を定め、その区域に行政区を設置することとし、このたびの行政区再編後の行政区を45行

政区と定めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論がないと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第76号 矢巾町行政区設置条例の制定についてを起立により採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第５ 議案第７７号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第５、議案第77号 矢巾町税条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第77号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について提案理由の

説明をさせていただきます。 

  このたびの条例の一部改正は、全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法
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等の一部を改正する法律において、子育て世代の負担軽減、次世代の育成の観点から、出産

される方々に係る産前産後期間の国民健康保険税を減額する旨の規定が地方税法に盛り込ま

れたことから、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、出産される方に係る国民健康保険税の所得割額及び被保険者

均等割額について、令和６年、来年の１月以降、単胎妊娠の場合は産前産後４か月相当額を、

多胎妊娠の場合は産前産後６か月相当額をそれぞれ減額するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第77号 矢巾町税条例の一部を改正する条例についてを起立により

採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第６ 議案第７８号 矢巾町印鑑条例の一部を改正する条例について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第６、議案第78号 矢巾町印鑑条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第78号 矢巾町印鑑条例の一部を改正する条例について提案理由

の説明をさせていただきます。 
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  このたびの条例の一部改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する

法律第49条の規定の施行に伴い改正される電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律において、利用者証明用電子証明書が個人番号カード用利用者証明

用電子証明書と移動端末設備用利用者証明用電子証明書にそれぞれ規定が変更されることか

ら、所要の改正を行うものであります。 

  その主な改正内容でありますが、これまで印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで交付

を受ける際に、利用者証明用電子証明書が登録された個人番号カードを使用する必要があり

ましたが、法改正により、これまでの利用者証明用電子証明書が個人番号カード用利用者証

明用電子証明書になり、さらに新たに移動端末設備、いわゆるスマートフォンに登録する移

動端末設備用利用者証明用電子証明書が創設されたことから、本町におきましても、移動端

末設備用利用者証明用電子証明書を搭載したスマートフォンによる印鑑証明書の交付に関す

る規定を追加するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  16番、赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 確認です。今まで印鑑登録証明のカードを持っていましたが、それ

でも交付は受けられるのでしょうかという確認です。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  従前の印鑑登録証につきましては、窓口での交付のみとなっておりまして、今回の部分は、

コンビニにおきましてはマイナンバーカードでの交付はこれまでも可能でございましたし、

スマートフォンに新たに電子証明書をひもづけすれば、スマートフォンでもマイナンバーカ

ードの代わりとして交付をできるというものでございます。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 他に質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第78号 矢巾町印鑑条例の一部を改正する条例についてを起立によ

り採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第７ 議案第７９号 矢巾町民総合体育館条例の一部を改正する条例につ 

                 いて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第７、議案第79号 矢巾町民総合体育館条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第79号 矢巾町民総合体育館条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明をさせていただきます。 

  このたびの条例の一部改正は、健康志向の高まりにより、町民総合体育館のトレーニング

室を毎日多くの町民の皆さんに利用していただいておりますが、日中に就業されている方々

にも利用の促進を図りたく、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、現行の午前９時から午後９時までとしておりました使用時間

を１時間半延ばして、午後の10時半まで延長できるものとするものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  15番、昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 改正後の文言についてなのですけれども、「午後10時30分までとす
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ることができる」と、なぜこれ「する」というふうにならないで、「することができる」と

いうふうになったのか、その意図をお教えください。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  今回できる規定とさせていただきましたのは、10時半まで延長することができる、まずや

ってみるということを大前提にしておりますが、続けているうちに利用者が少なかったとい

うふうになった場合は、指定管理者あるいは町と協議により元の９時までに戻せるというふ

うな形で、いわゆるできる規定というふうにさせていただいたものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。 

  その他質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第79号 矢巾町民総合体育館条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第８ 議案第８０号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                 の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

                 条例について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第８、議案第80号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第80号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由の説明をさせていただ

きます。 

  このたびの条例の一部改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、矢巾町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に規定する特別利用保育、特別利用教

育を提供する場合の読替規定について、内容が一部見直しをされたことから、所要の改正を

行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第80号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第９ 議案第８１号 矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例の一部を 

                 改正する条例について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第９、議案第81号 矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第81号 矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例の一部を改正

する条例について提案理由の説明をさせていただきます。 

  このたびの条例の一部改正は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、

矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例において引用する条項が繰下げとなることから、

所要の改正を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第81号 矢巾町空家等の適切な管理等に関する条例の一部を改正す

る条例についてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１０ 議案第８２号 矢巾町立徳田児童館に係る指定管理者の指定等に 

                  関し議会の議決を求めることについて 

     日程第１１ 議案第８３号 矢巾町立煙山児童館に係る指定管理者の指定等に 

                  関し議会の議決を求めることについて 

     日程第１２ 議案第８４号 矢巾町立不動児童館に係る指定管理者の指定等に 

                  関し議会の議決を求めることについて 
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〇議長（廣田清実議員） お諮りいたします。 

  日程第10、議案第82号 矢巾町立徳田児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決

を求めることについて、日程第11、議案第83号 矢巾町立煙山児童館に係る指定管理者の指

定等に関し議会の議決を求めることについて、日程第12、議案第84号 矢巾町立不動児童館

に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求めることについて、この３議案は関連があ

りますので、会議規則第37条の規定により一括上程したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、日程第10、議案第82号から日程第12、議案第84号までの３議案については一括上

程することに決定いたしました。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま一括上程されました３議案につきましてご説明をさせていた

だきます。 

  まず最初に、議案第82号 矢巾町立徳田児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議

決を求めることについて、次に議案第83号 矢巾町立煙山児童館に係る指定管理者の指定等

に関し議会の議決を求めることについて、次に議案第84号 矢巾町立不動児童館に係る指定

管理者の指定等に関し議会の議決を求めることについて提案理由の説明をさせていただきま

す。 

  矢巾町立徳田児童館、同じく矢巾町立煙山児童館、同じく矢巾町立不動児童館の管理につ

いては、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３年間、社会福祉法人矢巾町社会福

祉協議会に指定管理を行わせるべく、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、平成18年度から18年間、指定管理による運営を行っ

ております社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会は、子どもと保護者が安全かつ安心して利用

できる居場所づくりに取り組むなど、地域の児童福祉に貢献をし、これまでの管理運営も良

好であり、今後におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれることから、紫波郡

矢巾町大字南矢幅第13地割123番地、社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会会長、藤原義一が指
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定管理者として最適であると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第４条の規定により、指定管理者の候補者として選定したところであります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定の内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積

極的に指導をしてまいります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  お諮りいたします。議案第82号から議案第84号までの３議案について、質疑、討論を一括

して行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  ご異議がないようなので、質疑、討論を一括して行います。質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。 

  議案第82号 矢巾町立徳田児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求めるこ

とについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第83号 矢巾町立煙山児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求

めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 
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  よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第84号 矢巾町立不動児童館に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求

めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１３ 議案第８５号 矢巾町立矢巾東児童館に係る指定管理者の指定等 

                  に関し議会の議決を求めることについて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第13、議案第85号 矢巾町立矢巾東児童館に係る指定管理者の

指定等に関し議会の議決を求めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第85号 矢巾町立矢巾東児童館に係る指定管理者の指定等に関し

議会の議決を求めることについて提案理由の説明をさせていただきます。 

  矢巾町立矢巾東児童館の管理については、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの

３年間、特定非営利活動法人矢巾ゆりかごに指定管理を行わせるべく、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、平成18年度から18年間、指定管理による運営を行っ

ております特定非営利活動法人矢巾ゆりかごは、子どもと保護者が安全かつ安心して利用で

きる居場所づくりに取り組むなど、地域の児童福祉に貢献をし、同施設のこれまでの管理運

営も良好であり、今後におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれることから、

紫波郡矢巾町大字西徳田第４地割１番地54、特定非営利活動法人矢巾ゆりかご理事長、半澤

久枝が指定管理者として最適であると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例第４条の規定により、指定管理者の候補者として選定したところであります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積極

的に指導をしてまいります。 
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  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第85号 矢巾町立矢巾東児童館に係る指定管理者の指定等に関し議

会の議決を求めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１４ 議案第８６号 矢巾斎苑に係る指定管理者の指定等に関し議会の 

                  議決を求めることについて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第14、議案第86号 矢巾斎苑に係る指定管理者の指定等に関し

議会の議決を求めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第86号 矢巾斎苑に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を

求めることについて提案理由の説明をさせていただきます。 

  矢巾斎苑の管理については、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３年間、株式

会社ＪＡシンセラに指定管理を行わせるべく、地方自治法第244条の２第６項の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、平成21年度から15年間、指定管理による運営を行っ

ております株式会社ＪＡシンセラは、地域の葬祭事情に精通し、施設利用者の心情に配慮し
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つつ、住民サービスの向上に努めており、同施設のこれまでの管理運営も良好であり、今後

におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれることから、紫波郡矢巾町大字南矢

幅第14地割91番地、株式会社ＪＡシンセラ代表取締役、浅沼清一が指定管理者として最適で

あると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条の規定に

より、指定管理者の候補者として選定したところであります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積極

的に指導をしてまいります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  11番、山本好章議員。 

〇11番（山本好章議員） 矢巾斎苑の運営について、ちょっとお伺いしたいのですけれども、

この近辺では、火入れというのですか、火葬の日時の紹介があるのですけれども、その場合、

矢巾町の場合は、以前コロナの関係で、火入れの時間前からということでやっていたのです

が、大分コロナも収まってきて、新聞とか、あと町の慶弔の報告で、ご法事する時間が記載

になっているときがあるのですけれども、そういった部分について、今の運営はどのように

なっているのか、もしお分かりになればお願いしたいと思いますけれども。言っている意味

分からないですか。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと指定管理にはならないので、もしも分かれば、これはきっ

と関連ということで説明を求めていると思いますけれども、答えられる部分がありましたら。 

  田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  基本的に火葬の時間、例えば午前であれば、午前10時というふうになっておりますので、

ほとんどが葬祭業者さんにお願いして進行しているかと思いますが、午前10時の火入れとい

うのがあって、その前にお寺の和尚様に拝んでいただくとかというふうにやっておると承知

しております。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田清実議員） 個人によって10時45分にするのか、やるのは葬祭業者さんに個人が
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お願いする部分で、掲載しているのは……。 

  11番、山本好章議員。 

〇11番（山本好章議員） 管理するほうから言われて、火入れの時間前にやるというふうに、

何かコロナの関係でやっていたというふうに認識していたのですが、そういうことではない

のですね。葬祭会社が決めているということでよろしいのですか。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、火入れは基本的に10時だと思います。コロナの関係で、たしか前であればある程度、

９時40分とかから拝むというのがあったと思うのですが、それを９時15分から例えば30分ぐ

らいかけて、参列の方があまり密にならないようにというふうにコロナ禍の間はやってまい

りました。そこは、町としても、そこまでコロナ対策という部分はもうやらなくてもいいと

いうふうにお話ししておりますので、あと実際拝む、参列の方の時間に関しては葬儀会社さ

んによって多少違うかもしれませんが、町として必ずこの時間から始めてくださいとか、そ

ういうことは今時点ではやっていないところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 基本的に変わっていないということでしょう。 

  よろしいですか。町として時間をずらしてくださいということは言っていないで、10時と

いうものは決まっているので、葬儀会社さんのほうで、コロナで、密になるのか、ならない

のかということを判断しながら、人数のこともあるでしょうし、そういうことでやっていて、

町のほうは10時からというものは書いていないということでしょう。 

  では、もう一度、11番、山本好章議員。 

〇11番（山本好章議員） 矢巾の場合は、火入れの時間をきっちりやりたいということで、15分

前にご法事とか終わらせるようにというふうなのがあったというふうに私の中では記憶して

いるのですけれども、現在もそのようなことでよろしいのですね。それを町のほうでお願い

しているのか、管理している側のほうで勝手にそこのところは決めているのか、ちょっとそ

このところをお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、火葬の火入れが10時、これはもう決まっておりますので、そこに向けてどういうふ

うにご法事とかをやるということかと思います。例えばですけれども、私自身喪主をやった

ときで言わせていただくと、コロナ禍のときにやったのであれば、葬祭業者さんと打合せし
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たときは、９時15分から大体30分にかけて参列者の方をお迎え入れすると。その後に、うち

のお寺の和尚さんに拝んでいただいて、10時に火入れができるようにという流れでやりまし

たので、基本的に10時の火入れという部分だけは変わっていないことをご承知いただければ

と思います。 

〇議長（廣田清実議員） 町のほうの姿勢は変わっていないということでよろしいですか。 

  その他ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第86号 矢巾斎苑に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求

めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時15分といたします。 

              午前１１時０６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  これからもまだ指定管理のことが続くので、指定管理に関する条項に入っているかをしっ

かり答弁していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１５ 議案第８７号 矢巾町国民保養センター、矢巾町介護予防拠点施 

                  設高齢者活動センター、矢巾町屋内ゲートボール 

                  場及び矢巾町屋外ゲートボール場に係る指定管理 

                  者の指定等に関し議会の議決を求めることについ 
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                  て 

〇議長（廣田清実議員） それでは、日程第15、議案第87号 矢巾町国民保養センター、矢巾

町介護予防拠点施設高齢者活動センター、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲート

ボール場に係る指定管理者の指定等に関し議会の議決を求めることについてを議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第87号 矢巾町国民保養センター、矢巾町介護予防拠点施設高齢

者活動センター、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲートボール場に係る指定管理

者の指定等に関し議会の議決を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。 

  この４つの施設の管理については、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３年間、

矢巾観光開発株式会社に指定管理を行わせるべく、地方自治法第244条の２の第６項の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、平成18年度から18年間、指定管理による運営を行っ

ております矢巾観光開発株式会社は、同社所有の旧源泉ポンプ設備やボイラー設備など、町

施設と一体的に効率的な管理を行い、利用者に対するサービスの向上を図っており、これま

での管理運営も良好であり、今後におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれる

ことから、紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地、矢巾観光開発株式会社代表取締役、高

橋昌造が指定管理者として最適であると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない指定管理者の候補者として選定した

ところであります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積極

的に指導をしてまいります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  ８番、小川文子議員。 
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〇８番（小川文子議員） この議決をする際に、町長はこの場所におられるのか、退席される

のかについてお聞きをいたしたいと思います。中身ではないのですけれども。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと待ってください。採決するのは私たちで、町長は当事者で

すけれども、採決はできませんから。 

〇８番（小川文子議員） 普通自分が関係する団体のときは、退席をするような傾向がござい

ましたけれども、今回の場合はそれに当たるかどうかをちょっとお聞きしたかったのでござ

います。 

〇議長（廣田清実議員） 基本的に退出しなければならない場合は、私たちこの前全協でもお

話ししましたとおり、役員が採決に加わる場合は退席しなければならない。当事者であろう

が、採決に加われませんから、ということを考えれば、退席しなければならない理由がない

と思うのですけれども。 

〇８番（小川文子議員） そういう判断であれば、それでよろしいです。それを聞きたかった

ので。 

〇議長（廣田清実議員） 議会の運営上は、そういうふうなルールになっておりますので、そ

れはまさしく曖昧な部分があったのです。観光開発の役員が議員の中におりましたので、そ

のときは退席してやると。今回は、役員入っておりませんので、退席しなくてもいいし、採

決する人間が関係者であれば、退席しなければならないという部分はありますけれども、関

係者と言えば関係者ですけれども、議決に関われませんので、そこの部分は理解していただ

きたいと思いますけれども、よろしいですか。 

  その他質疑ございますか。 

  15番、昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 今言っていることは、多分町長が町長に対して指定管理をするとい

うことで、そこで適切な指導をするということだったのですけれども、自分に対して自分に

どういうふうな適切な指導ができるのか、そういうところを私はお伺いしたいです。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 会社の仕組み上、町長が社長という立場でトップにいるわけ

でございますけれども、契約等に関しましては、その辺は町長代理ということで、副町長が

代理でそういった契約関係を結んでございますし、指導に関しましても組織的に、町のトッ

プは町長でありますけれども、組織全体で指導しているというふうに理解していただきたい

と思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 副町長は答弁ありますか。 

  岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 補足させていただきますが、いずれこの指定管理者の指導、監督に

当たりましては、町として対応するものでございまして、私を含め、あと産業観光課、組織

として一緒になって、指導、監督に当たってまいりますということでございます。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 

  他に質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第87号 矢巾町国民保養センター、矢巾町介護予防拠点施設高齢者

活動センター、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲートボール場に係る指定管理者

の指定等に関し議会の議決を求めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１６ 議案第８８号 矢巾町営キャンプ場に係る指定管理者の指定等に 

                  関し議会の議決を求めることについて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第16、議案第88号 矢巾町営キャンプ場に係る指定管理者の指

定等に関し議会の議決を求めることについてを議題といたします。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第88号 矢巾町営キャンプ場に係る指定管理者の指定等に関し議

会の議決を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。 

  矢巾町営キャンプ場の管理については、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３

年間、矢巾観光開発株式会社に指定管理を行わせるべく、地方自治法第244条の２第６項の規
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定により、議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、令和５年度から指定管理による運営を行っておりま

す矢巾観光開発株式会社は、矢巾町国民保養センター等の公共施設と一体的に効率的な管理

を行い、利用者に対するサービスの向上を図っており、これまでの管理運営も良好であり、

今後におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれることから、紫波郡矢巾町大字

南矢幅第13地割123番地、矢巾観光開発株式会社代表取締役、高橋昌造が指定管理者として最

適であると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規

定により、公募によらない指定管理者の候補者として選定したところであります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積極

的に指導をしてまいります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  ２番、髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） キャンプ場についてですが、キャンプ場というのはレクリエーショ

ンの要素が非常に強いこと、あとは少し前ですが、一時期全国的にキャンプブームがあって、

各地域、各組織、いろいろなノウハウも蓄積されているかと思うのですが、そのような外部

の運営が入る余地を残すためにも、公募としたほうがやはりよいのではないかと思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がありましたとおり、確かに公募によるやり方という

こともあったかと思いますけれども、先ほど町長からも説明の中で、提案理由の中でお話が

ありましたが、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条というの

は、矢巾町が出資する法人もしくは公共団体もしくは公共的団体ということで、それに対し

て指定管理を公募によらないでやることができるというような条項がございます。それにな

ぞらえまして、本町でもキャンプ場を矢巾観光開発にお願いすることで、温泉施設との相乗

効果が見込めるのではないかと。お互い西部地区の活性化に向けて、そういった位置づけも

ありまして、特に温泉施設ばかりでなく、ゲートボール場、あと屋内ゲートボール場という



  

－ 27 － 

ことで、そういった関連施設も一緒になって指定管理をすることで、町としてもいろいろ利

用者の向上につながるのではないかということで、今回公募によらない指定管理ということ

でお願いするものでございます。 

〇議長（廣田清実議員） ２番、髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 西部地区の施設の連携を見込んでということでしたが、もう少し今

の段階で具体的なビジョンであったり、どういうふうに利用者を循環させていくのか、何か

お考えがあれば、教えていただきたいのですが。 

〇議長（廣田清実議員） 今は指定管理に関することだから、ビジョンのことを決議している

わけではないので、そういう部分であれば、この指定管理にビジョンが関わっているのであ

れば質問を認めますけれども、今の段階では、指定管理の中でやっている部分なので、違う

質問の仕方をしてもらえますか。 

  ２番、髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 選定理由の中に、そういった西部地区の連携を見込むというような

内容だったかと思うので、その選定理由についてもう少し深く教えていただけたらと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） これまでキャンプ場につきましては、役場のほうで受付をし

ておったわけでございますけれども、やはりキャンプ場と距離があり過ぎるというところが

ございます。一旦役場で受け付けたものを、またさらにキャンプ場に足を運ばなければなら

ないというよりも、やはりキャンプ場に近い保養センターのほうで受け付けたほうが、お客

様も、あっ、こういう施設があるのだというふうに保養センターのことを認知していただけ

る機会にもなりますし、またキャンプした後、あそこには入浴施設ございませんので、シャ

ワーとかというのもないですし、立ち寄れるというようなきっかけになってくれればなとい

うふうに思います。 

  また、保養センターを利用している方も、キャンプ場を逆に利用するというふうな方も今

後出るかと思いますし、現に今利用されている方の中でも、そういった思考の方がいれば、

進んでやっている方もいらっしゃるというふうにお聞きしておりますので、観光開発のイベ

ントも含めまして、相乗効果が今後も一層見込まれるような仕掛けをお願いするような形で

進めたいと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 
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  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、実はキャンプ場は町の管理にしておっ

たのですが、髙橋敬太議員もご存じのとおり、今この西部地域は熊の被害で、本当は１年キ

ャンプ場を町で管理して、次、町内にはキャンプ同好会とかあるわけで、本来はそこにお願

いするのが筋だったのですが、やはり今熊の被害でキャンプ場も、本当に私ども町と、それ

から矢巾観光開発株式会社が一体となって、電気柵をキャンプ場に設けたりしてやってきた

経緯があるのです。そういったことで、何か事故なり事件が起きてからではあれなので、そ

ういった取組もありましたので、将来いわゆる有害鳥獣の被害がまず考えられないような時

期が来たらば、民間にお願いするのも一つの方法だと思いますので、今のところは、今回も

11月までキャンプ場を開放することにしておったのですが、10月の末で、これは町と矢巾観

光開発と一緒になって、事故があったら大変なことになるからと、そういうものに本当に一

緒になって考えていかなければならない今状況下にありますので、そういうことをひとつご

理解していただいて、今後のキャンプ場の運営なりビジョンについてはご指摘のとおりです

ので、まずは検討させていただきますが、今のところはそこをご理解賜りたいと。私も、ど

うも今日答弁に立つのに、いわゆる矢巾観光開発の社長でもあり町長の立場ですが、いずれ

そこのところはご理解をしていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第88号 矢巾町営キャンプ場に係る指定管理者の指定等に関し議会

の議決を求めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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     日程第１７ 議案第８９号 矢巾勤労者共同福祉センターに係る指定管理者の 

                  指定等に関し議会の議決を求めることについて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第17、議案第89号 矢巾勤労者共同福祉センターに係る指定管

理者の指定等に関し議会の議決を求めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第89号 矢巾勤労者共同福祉センターに係る指定管理者の指定等

に関し議会の議決を求めることについて提案理由の説明をさせていただきます。 

  矢巾勤労者共同福祉センターの管理については、令和６年４月１日から令和９年３月31日

までの３年間、一般財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センターに指定管理を行わせるべく、

地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の選定に当たりましては、平成16年度から20年間、指定管理による運営を行っ

ております一般財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センターは、同法人が隣接地に所有する大

ホール及び体育館と一体的に効率的な管理を行い、これまでの管理運営も良好であり、今後

におきましても施設の安定的な管理及び運営が見込まれることから、紫波郡矢巾町流通セン

ター南１丁目２番７号、一般財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センター理事長、内舘茂が指

定管理者として最適であると判断し、矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第５条の規定により、公募によらない指定管理者の候補者として選定したところであ

ります。 

  なお、指定管理者の再指定に当たっては、さらなる効率的かつ効果的な施設の管理運営を

図るため、協定内容の見直しを含め、町として指定管理者に対し、改善すべきところは積極

的に指導をしてまいります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  ７番、齊藤勝浩議員。 

〇７番（齊藤勝浩議員） 私のほうからの質問ですけれども、指定管理者制度、82から89議案

の総体を論じてなのですが、指定管理者の選定をするに当たっては、当局においては外郭団
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体と考えられるわけで、公募と非公募あるわけですが、特に仕様書には明確になって業務の

委託をされているかどうかと。 

  また、あと実績評価なのですけれども、実績評価においては実績を評価できる、管理運営

が良好、適切に管理運営という文言はあるものの、根拠となるエビデンスですが、数値的な

ものとか評価体制の確立みたいなものはあったのでしょうか。そこをちょっとお聞かせくだ

さい。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  指定管理におきましては、まず公の施設の指定管理委員会、矢巾町は組織されてございま

す。その中で指定管理候補者の選定を行います。選定の方法につきましては、選定基準がち

ょっと細かいので、内容までは申し上げられないのですけれども、大きな項目で選定基準が

５項目、審査項目が11項目、それから審査の内容が29項目にわたりまして資料や聞き取り調

査を行い、選定することになります。それに基づきまして選定されました事業者においては、

受託を受けた翌年から実際の運営内容について、書類をもって提出していただきます。運営

状況、管理状況、それから資金の状況とかです。そういった部分につきましては、公の施設

の管理委員会のほうにも提出していただいて、委員において、管理課から説明をいただき、

具体的な判断をしていただくという状況でございますので、今のところそういった判定基準

の中で明らかに運営がまずいのではないかとか、それからお客様に対するサービスが悪いの

ではないかといった基準もございますので、そういったものをしっかり判断して次の指定管

理、あるいはあまりひどい場合については、直接指導等に入っていることは実際今まではご

ざいませんけれども、そういったことで指導も入っているということでご理解いただきたい

と思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） ちょっと補足させていただきますが、齊藤勝浩議員もご存じのとおり、

この制度がスタートしてから20年たつのです。そこで、これはやっぱり20年を節目というこ

とで、制度そのものの見直しをして、検証しなければならない時期に来ております、制度自

体そのものをです。だから、当初この指定管理者制度が導入されたときは、経費の節減とか、

あとはまず民間にとか、ＮＰＯ法人とかにお願いすることによって新たな、いわゆる新規の

就業の場の確保とか、そういうものがいろいろ検討されてできた制度なのですが、いずれ私
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ども本町でも平成18年度からこのことに取り組んでおりますので、齊藤議員の今ご指摘あっ

たことも踏まえながら、ただ指定管理するということではなく、町民の目線から見ても、ま

た周りの方々からも見ていただいて、おかしくないかと言われないような、やはりそういっ

た検証の時期に来ておりますので、そういうことも踏まえながら、今検討していきたいなと

思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。 

  ７番、齊藤勝浩議員。 

〇７番（齊藤勝浩議員） 町長からも今お話がありましたが、指導していくと。あと、公募に

よらない形で、特に非公募の部分については、これからの取組のところで進めていかれるの

だとは思いますが、私的には町の発展施策、あと競合の原理というものもやっぱり必要では

ないかと。髙橋議員も先ほどキャンプ場の件でお話しされましたけれども、プレゼンなどを

して、数値を明確にした形で、透明性を確立していくような検討をしていただきたいと思い

ますが、どうぞよろしくお願いします。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今齊藤議員からご質問あったことも踏まえて、今後意を体して、しっ

かり指定管理者制度、先ほども答弁させていただいたのですが、慣れ合いとか、そういうこ

とはあってはならないので、だからやはり私どもも自己検証しながら、そしていろんな分析

させていただいて、本当に指定管理制度で民間なりＮＰＯ法人とか、そういうところにお願

いしてまずよかったと言えるような仕組みづくりを今後ともしっかり考えていきたいと思い

ますので、ご質問本当にありがとうございました。今後も襟を正して、意を体して取り組ん

でまいりますので、ご理解をいただきます。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。 

  他に質疑ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第89号 矢巾勤労者共同福祉センターに係る指定管理者の指定等に
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関し議会の議決を求めることについてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１８ 議案第９０号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）に 

                  ついて 

     日程第１９ 議案第９１号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正 

                  予算（第２号）について 

     日程第２０ 議案第９２号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算 

                  （第２号）について 

     日程第２１ 議案第９３号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４ 

                  号）について 

〇議長（廣田清実議員） お諮りいたします。 

  日程第18、議案第90号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について、日程第19、

議案第91号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、日

程第20、議案第92号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、

日程第21、議案第93号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４号）について、こ

の４議案は関連がありますので、会議規則第37条の規定により一括上程したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、日程第18、議案第90号から日程第21、議案第93号までの４議案については一括上

程することに決定いたしました。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま一括上程されました４会計の令和５年度補正予算につきまし

てご説明を申し上げます。 
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  議案第90号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について提案理由の説明を申

し上げます。主な歳入につきましては、14款国庫支出金の公共土木施設災害復旧費負担金、

16款財産収入の分収林売払収入を新設補正し、１款町税の個人町民税、固定資産税、17款寄

附金のまち・ひと・しごと創生寄附金（企業版ふるさと納税）、21款町債の緊急自然災害防

止対策事業債を増額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、２款総務費の財政調整基金積立事業を増額補正し、町長、

町議会議員選挙費を減額補正し、３款民生費の障害者支援事業、４款衛生費の予防接種事業、

８款土木費の道路橋梁総務事業、11款災害復旧費の道路橋梁災害復旧事業を増額補正し、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億6,932万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ124億9,932万5,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第91号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について提案理由の説明を申し上げます。主な歳入につきましては、４款県支出金の保険給

付費等交付金、６款繰入金の一般会計繰入金をそれぞれ増額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、２款保険給付費の一般被保険者療養給付費、一般被保険

者高額療養費、５款基金積立金の財政調整基金積立金をそれぞれ増額補正し、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億4,232万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ26億8,791万5,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第92号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。主な歳入につきましては、１款保険料の第１号被保

険者保険料、７款繰入金の事務費等繰入金をそれぞれ増額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、１款総務費の一般管理費、２款保険給付費の施設介護サ

ービス給付費をそれぞれ増額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,851万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億1,851万7,000円とするもので

あります。 

  続きまして、議案第93号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４号）について

提案理由の説明を申し上げます。補正の内容でありますが、収益的収入及び支出のうち、支

出の第２款農業集落排水事業費用の営業費用を 22万 1,000円増額補正して、総額を３億

3,446万9,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入及び支出のうち、支出の第１款公共下水道資本的支出の建設改良費を

1,985万7,000円増額補正して、総額を４億6,653万5,000円とするものであります。 
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  なお、それぞれの会計の詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。一括上程いたしました議案第90号から議案第93号までの補正予算４議

案については、会議規則第39条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託することに

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第90号から議案第93号までの補正予算４議案については、予算決算常任委員

会に付託することに決定いたしました。 

  お諮りいたします。ただいま予算決算常任委員会に付託した補正予算４議案については、

12月14日午前10時までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するよう期限をつけたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、４議案については12月14日午前10時までに審査を終了し、当職のもとに報告書を

提出するようお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しましたので、これにて散会いた

します。 

  なお、明日６日は一般質問を行いますので、午前10時に本議場に参集願います。本日は大

変ご苦労さまでした。 

              午前１１時５３分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会１２月会議議事日程（第２号） 

  

令和５年１２月６日（水）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第２号） 

第 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  髙 橋   恵 議員      ２番  髙 橋 敬 太 議員 

      ３番  横 澤 駿 一 議員      ４番  ササキマサヒロ 議員 

      ５番  吉 田 喜 博 議員      ６番  藤 原 信 悦 議員 

      ７番  齊 藤 勝 浩 議員      ８番  小 川 文 子 議員 

      ９番  木 村   豊 議員     １０番  小笠原 佳 子 議員 

     １１番  山 本 好 章 議員     １２番  高 橋 安 子 議員 

     １３番  水 本 淳 一 議員     １４番  村 松 信 一 議員 

     １５番  昆   秀 一 議員     １６番  赤 丸 秀 雄 議員 

     １７番  谷 上 知 子 議員     １８番  廣 田 清 実 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
 政 策 推 進 監  総 務 課 長 
 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 兼 選 挙 管 理 田 村 英 典 君 
 課 長  委 員 会 
   事務局書記長 
 
   税 務 課 長 
 企画財政課長 花 立 孝 美 君 兼会計管理者 佐々木 智 雄 君 
   兼 出 納 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 
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 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
   文化スポーツ 
 道路住宅課長 水 沼 秀 之 君  高 橋   保 君 
   課 長 
 
 農 業 委 員 会 
  田 口 征 寛 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
   教 育 次 長 
 教 育 長 菊 池 広 親 君 兼学校教育課長 南 幅 正 勝 君 
   兼 学 校 給 食 
   共同調理場所長 
 
    
 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君  
    

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長 吉 田   徹 君  高 橋 俊 英 君 
  補 佐 
 

 主 事 渋 田 稀 結 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  また、17番、谷上議員は都合により遅参する旨の報告がありましたので、よろしくお願い

いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、順次質問を許します。 

  15番、昆秀一議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （15番 昆 秀一議員 登壇） 

〇15番（昆 秀一議員） 議席番号15番、新誠会の昆秀一でございます。 

  まず初めに、矢巾町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画等についてお伺いいたし

ます。矢巾町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画は、本年策定が進行しています。こ

れらの計画は、老人福祉法、介護保険法に基づき、一体的に策定しています。計画の期間は

３年間であり、来年度は介護報酬の改定もされる予定となっています。高齢者を取り巻く状

況は厳しくなる一方、介護職員、特にも訪問介護員の不足が懸念されています。ほかにも独

り暮らしや高齢者世帯の増加が見込まれるなど、各種課題が山積しているように思われます。

加えて、第１号被保険者の増加などの問題もあり、介護給付費も増加しています。そのよう

な中において、この高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画をどのように策定していくの

か等について、以下お伺いいたします。 

  １点目、現在の高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画をどのように評価、検証して、

次期計画の策定に結びつけているのでしょうか。 
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  ２点目、上位計画である第８次総合計画との整合性をどのように取っているのでしょうか。 

  ３点目、訪問介護員の不足をどう解決しようとしているのでしょうか。 

  ４点目、計画の今後のスケジュールはどうなっているのでしょうか。 

  ５点目、次期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定する上で、特に注意してい

ることはあるのでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 15番、昆秀一議員の矢巾町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計

画等についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現在の高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の評価につきま

しては、住民ニーズ調査及び介護事業所調査を行い、加えて給付費の動向及び地域支援事業

等の取組状況を評価、検証することにより、次期計画におきましては地域支援事業の充実な

どを強化して、取り組む項目を精査しているところであります。 

  ２点目についてですが、現在策定中であります第８次矢巾町総合計画の基本理念を考慮し、

目指すべきまちの将来像などを念頭に置き、総合計画に係る施策の方向であります介護保険

制度の適切な運営及び高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進などに示されております

方向性に沿って、計画内容の検討を行ってまいります。 

  ３点目についてですが、国では現在、来年度の介護保険制度見直しに向け、介護人材不足

の解消の一つとして、ＩＣＴ化の導入により業務の効率化を推進するなど検討されておりま

す。町内におきましては、令和３年度に訪問介護事業所が１か所開所しておりますが、介護

人材が不足している状況である旨、ケアマネジャーの皆様からご意見をいただいております

ことから、訪問介護員を含めた専門職の介護人材の確保につきましては、国が先導して取り

組むべき課題として、県を通じて直接的な支援を強く要望してまいります。 

  ４点目についてですが、現在は計画案を作成中であり、12月中には矢巾町介護保険事業計

画等検討委員会において検討を行い、年明けにはパブリックコメントを実施した上で、年度

内に計画決定を行う予定であります。 

  ５点目についてですが、各種介護保険事業の適正な運営のほか、住み慣れた地域で生きが

いを持って安心して暮らし続けることができることを目指し、フレイル予防の取組をより一

層強化し、総合的かつ効果的に高齢者施策を推進すべく、計画策定作業を進めているところ
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であります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） まず、介護保険料なのですけれども、現在基準段階で月6,500円とな

っています。これ今後どれだけ増えていくのでしょうか。年金は増えないのに物価は上がる

一方で、町民の暮らしはますます苦しくなるばかりであります。加えて、要介護者の増加に

よる保険給付がかさんできていることも要因として挙げられますけれども、次の見直しでも

増えてくることが予想されるわけですけれども、ただこれ仕方ないと手をこまねいて見てい

るだけでは何も解決しないわけで、一体この状況をどのように見ているのか、またどのよう

に解決に向けて計画していくのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  介護保険料につきましては、国のほうでの介護給付費財政調整交付金、いわゆる様々な乗

じる係数だとか、新聞報道等でも出ておりますが、12月中にということで、例年の計画より

もちょっと押している形です。それで、その内容につきましては、我々のほうでも国から示

されるものを今本当に待っている段階で、そこから精査するというような状況でございます。

今議員からお話がありましたとおり、6,500円で据え置いております。今第８期、そして第

７期と同じ保険料を選定させていただいておりますが、そこからどのように今後高齢化の率、

そして要介護、給付の状況ですね、そこを鑑みながら、町のほうでの介護保険料の算定とい

うふうになっております。できるだけ私どもも、予防的な部分に力を入れながらの介護保険

料の上がり幅を精査できるように、これからも予防活動を進めていきたいというふうに捉え

ております。 

  以上お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 介護保険料も含めて、町民からはアンケートを取られているようで

すけれども、今現在アンケートの結果をどのように扱って、集計して、計画に生かそうとさ

れているのか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  住民ニーズアンケートということで、前回同様介護予防・日常生活圏域ニーズ調査という

ことで、介護保険の要介護認定を受けていない65歳以上の方、要介護１から５の認定を受け

ていない方ですね、1,000名抽出させていただきまして、544名の回答をいただいております。

また、在宅介護実態調査ということで、これも今の期と同じような対象者になりますが、在

宅で生活している要介護者の皆様のほうに、200名に通知をし、95名のご回答をいただいて

おります。それらのアンケート内容を今我々のほうでは精査をしながら、一人一人お声を聞

き、様々な自由記載のところもございましたので、そういうところを、介護保険の策定委員

会の中でもご意見を頂戴しながら、今精査しているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そこで、各サービスについてなのですけれども、まずサービスを提

供する事業所というのは、矢巾町は隣接する盛岡市もあることから、大変充実しているよう

に思うのですけれども、やはり先ほど申し上げたようにヘルパーの不足、特にも夜間のヘル

パーが不足しているという声を聞くことが多いのですけれども、その点の解消法は、国から

だけでなく町でもするべきだと思うのですけれども、そこら辺はどうお考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  ご質問にありましたとおり、本当にヘルパーの方々の、これはこのエリアだけではなくて

全国的にということで、非常に不足しているということで出ております。この件に関しまし

ては、何度か私どもも県を通じて国のほうに要望しながら、介護報酬をそもそも上げていた

だくような取組だとか、様々行ってきているところでございます。今回の介護保険計画の中

では、やはり１つ核になるのがこの人材確保の部分だというふうに捉えております。これは、

介護保険の策定委員会の皆様のほうからもご意見を頂戴している内容で、要望活動ももちろ

んなのですが、県、そして町のほうでできることということをもう少し推し進める形のこと

が必要ではないかなというふうに今担当、我々のほうでは考えているところでございます。 

  県のほうでは、県社協を通じて様々奨学金制度とか、資格を取る際の奨学金制度とか、い

わゆる直接的なところの部分に関して整えているところでございますが、いろいろ調べてい

くと、他県ではとか、各自治体でそのような取組をされているところもあるようです。ここ
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ら辺に関しましても私どものほうで、さらにヘルパーさん以外の部分も、人材確保という点

では今期の次の第９期の核になる問題というふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 人材確保をよろしくお願いしたいと思うのですけれども、矢巾町で

は認知症対策に力を入れているように感じるのですけれども、ただ宣言や条例をつくったか

ら、それでおしまいというわけではないと思うので、何らかの効果が生まれてこないと、何

の意味もないことになってしまいかねません。認知症施策に対する今後の動き、非常に大事

になってくると考えるのですけれども、町としてはその辺を今後どのようにしていこうと考

えられているのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  町のほうで経過を踏まえながら、昨年度認知症の人にやさしいまちづくり宣言、そして４

月には条例ということで、議会の皆様のほうにもご理解いただいて、ご可決していただきま

して条例制定したところでございます。ここから私どもが推し進めているところは、多くの

方々に理解していただく、様々なアンケートでお声を聞くと、やっぱり年代だとか地域によ

って、まだまだ認知症に関わる部分の理解が不足しているのではないかというようなご意見

も頂戴しております。その部分につきましては、さらなる理解啓発を進めていこうというと

ころで捉えております。 

  また、実は先日、土曜日ですね、12月２日に脳とカラダのいきいき健診ということで、岩

手医大が全国８か所の大学ということで、矢巾町が対象の健診事業を行ってきている成果報

告会と、そして記念講演会を行いました。やはり今後は医大、そして様々な医学的な部分の

関係機関も含めて、予防的な取組をより推し進めていく必要性があるというふうに捉えてお

ります。記念講演会は、約200名の方々においでいただきまして、８か所の、平成28年から

この健診は行いましたが、そのリーダー的な九州大学の先生がおいでになった中では、やは

り生活習慣予防の活動、予防の取組は認知症にもつながることであるということで、一体的

に進めていく必要があるなということを再認識したところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 
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  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 認知症施策といってもいろいろあって、まず予防というものがある

のですけれども、そのためには居場所づくりというのが大切になってくるのですけれども、

これ矢巾町で地域差があるように感じているのですけれども、その辺町としてはどう考えて

この問題に取り組んでいるのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、居場所、そして役割づくりが非常に大事だというふうに捉えており

ます。エン（縁）ジョイネットワークの中でえんじょいサロン、それから通いの場、社協を

中心にこびりっこサロンということで、様々な形での集いの場、居場所をつくり上げてきた

わけですけれども、やはり全くない地域もございます。そういう部分を生活支援コーディネ

ーター、生活支援体制整備事業の中でいろいろコーディネーターの皆様の力を借りながら、

居場所をつくり上げてきた実績もございます。 

  また、この事業をやっていく中で、やっぱりコロナ禍でなかなか集まれない、どうしよう

かということもあったのですが、参加の皆様、そして地域のリーダーの皆様と継続できたこ

とは本当に皆さんのお力があったからこそだというふうに捉えております。少しずつではご

ざいますが、先日も１か所、えんじょいサロンを立ち上げというところがございますので、

今後も居場所づくりのところは推し進めていかなければならないと思っておりますし、健康

長寿課だけではなくて福祉課、そして多世代の方々が集えるような仕組みづくりも必要なこ

とだろうというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、介護が始まるきっかけとして、認知症よりも多くなって

きているのが脳血管疾患、いわゆる脳卒中です。それらの予防も非常に大切になってきてい

ます。岩手県では、全国でもワーストワンになっておりまして、この予防、喫緊の課題とな

っていると思います。認知症でも脳卒中でも病気の原因は食生活にあることが多いようです。

あとはストレス。そのためには、食改善だったり適度の運動が欠かせないように思いますの

で、その辺の脳卒中の予防策については、町としてはどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  脳血管疾患になっての血管性の認知症もございます。その予防の部分につきましては、１

つはやっぱり健診だというふうに捉えております。特定健診、そして特定保健指導、そして

さらなる自分の暮らし方を振り返られるきっかけづくり、健診以外の部分でも様々な部分で

食生活改善推進員が行っている地域の栄養講習会だとか、そういうふうな地域に入っての活

動が今後さらに必要だというふうに捉えております。なかなか、コロナを言い訳にはできな

いのですが、その部分がこの２年ぐらい、本当に３年ぐらいできかねている部分はございま

したが、今年度に入って地域の中で食生活改善推進員さんがいろいろ企画をしながら、保健

推進員が企画しながら、少しずつできている地域もございますので、皆様のお力を借りなが

ら、共に進めていくというふうに捉えております。 

  脳血管疾患に関しましては、様々やっぱり運動のこともございますし、食生活のこともご

ざいます。一体的に今見直している健康やはば21プランの中、そしてデータヘルス計画、国

保に関わる部分ですが、それと一体となった取組が必要だというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 脳血管疾患、いわゆる脳卒中ですけれども、そこら辺健診をしっか

りとしていただきたいと思います。 

  私、一番というか気になっているのが人生の最期を見ることで、ＡＣＰ、いわゆるアドバ

ンス・ケア・プランニングなのですけれども、人生の最期をどのように締めくくるかという

のが非常に大事になってきて、介護について先の見えないところでたくさんの、ご本人もそ

うですけれども、ご家族の方も非常に不安に思っていることがあるだろうかと思います。そ

こをある程度先を見越して、この場合はどうしたらいいかなど話し合うことも重要であると

思います。 

  そこで、ＡＣＰによって延命処置であったり、ご本人の望む最期をあらかじめ決めていけ

れば、ある程度安心して介護に当たれるのかなと思うので、なかなか本人と家族が話し合う

機会というのを持つことは難しいと思うので、そこのところを町としても介護関係者とも話

し合う機会をつくるよう推進することは、高齢者福祉計画なりに位置づけていくことも必要

なのではないかと思うのですけれども、どうお考えになられるでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  ＡＣＰに関しましては、昆議員から何度かご質問いただいたり、ご提言をいただいている

ところでございます。今お話しされたとおり、少子高齢化、そして多死社会になることが国

のほう、それから県の様々な動向を聞きながらも言葉として出てきているところでございま

す。先日も盛岡医療圏の医療、今計画を練っているところで、盛岡圏域の会議があったので

すが、みとりと、いわゆる在宅の医療と介護をどうやっていくかということが１つ話題に上

がっておりました。やはり自分の医療、そしてケアをどうしていくかということを自ら、家

族が考える機会として、町としてもあらかじめ考える、備えておくというか、そういう部分

の啓発的なところは町民の皆様対象、そしてコアな支援者の皆様対象で、いろいろ紫波郡の

医療介護連携のセンターのほうでも行っていますが、様々一体となった取組が必要だという

ふうに捉えております。今お話ありましたこの計画の中に盛り込むという点は、私も同様の

とおり受け止めておりますので、ＡＣＰにつきましては推し進めていく一つの大事な点だと

いうふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、ＡＣＰに関連して、ターミナルケアであったりグリーフ

ケアについても、福祉計画に対する位置づけをしっかりしていくことが町民の安心にもつな

がるのではないかと思うのですけれども、しっかりと今後の計画に対してある程度盛り込ん

でいくこと、グリーフケア、ターミナルケアだったりも必要だと思うのですが、その点はど

うお考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ターミナルケア、グリーフケアに関しましても、在宅での医

療、介護という点では大事な点だというふうに捉えております。この点に関しましても、こ

のエリアで往診ができる医療機関という点も、様々関係機関の皆様からのお話では、このく

らいの医療機関ございますが、往診という点でいうとなかなか難しい点もあるというような

ことをお聞きしておりますので、そこら辺の体制づくりを一つのエリアではなく、やっぱり

県域としてどう考えるか、県としてというところは今県のほうでも様々医療計画のところを

練っているところでございますので、連動した一連の取組が必要だというふうに捉えており

ます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、問題になっているのが介護離職の問題です。私も親の介

護をしていますから、この問題、非常に実感しているのですけれども、こういう方々がます

ます増えていくことが考えられます。子育てが終わったと思ったら今度は親の介護と、そう

いう方やその両方をやられる方もあると思いますし、それと仕事の両立は非常に難しくて、

ちょっと古いのですけれども、2017年の調査では介護による離職者は約10万人いて、働きな

がら介護する人、いわゆる介護離職予備群と言われる方は約346万人に上っていると言われ

ています。この対策については、勤務先独自の支援策と労働者全員に適用される公的な支援

策があって、仕事と介護の両立には、できるだけこれから支援策や介護保険サービス等を有

効的に活用することが必要であると思うのですけれども、町としてはこの介護離職の問題に

ついてはどのように取り組もうとされているのか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 介護離職につきましても、今お話ありましたとおり、本当に

これは本当に企業の部分、その理解ですね、制度として介護休暇の取組を推し進めていくよ

うな、今育児休業のところで非常に推し進めているところはありますが、介護休業を取れる

環境づくりという点では我々の分野、そして産業の分野とか、そういう部分での情報を発信

しながら、制度としてその組織の中でつくり上げていくような何らかの働きかけが必要かな

というふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それで、公的な支援策として、先ほど申し上げられたような介護休

業制度、それから介護休暇制度が育児・介護休業法に規定されているわけですけれども、な

かなか休みが取れないという方も多いのではないかと思います。特にも自営業や個人商店、

フリーランスではそういう休みが取れない場合が多いわけでして、そこのところをどのよう

に首長としては支援していこうとされているのか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それでは、お答えをさせていただきますが、今昆秀一議員からいろい
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ろ、介護予防から始まって、それでご存じのとおり地域包括支援センターが設置されて、そ

の中では、地域包括支援センターは大きく４つの役割を果たすことになっているのはもうご

存じかと思うのですけれども、まず介護予防、それから１つは高齢者の権利を守ること、そ

して様々な問題に、先ほどお話あったＡＣＰ問題もそうですし、それから栄養、例えばいろ

んなものがあるわけですが、そして何よりも充実したサービス、これが今求められておると。 

  この間新聞報道にも、恐らく日報にも出ておったはずなのですが、実は介護休暇制度とか、

こういう制度の仕組みがしっかり社内でも周知されない。せっかく利用できるのに利用しな

いというような実態も浮かび上がってきているわけです。今介護離職の問題というのは、や

はり人ごとではないのです。だから、我が事としてやはり取り組んでいかなければならない。

今まで地域包括支援センターも外に出て、受けるほうはやっているのですが、出ての介護予

防教室とか、いろんなことの勉強会、研修会、なかなかできなかったので、そういった意味

で４つの大きな柱、役割を果たすことになっているのですが、今後地域包括支援センターと

しっかり連携して、今ご指摘あったことについては一つ一つ丁寧に対応していきたいと。特

にも介護離職というのは、これはあってはならないことなので、だからそういうことも含め

て、特にも労使間でそういうことは労働基準法とか何かでもしっかり決められて、定められ

ておるわけでございますので、就業規則とかもあるわけですので、そういうことを今後地域

包括支援センターを核として取り組んでまいりたいと、こう思っておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） ぜひそのように包括のほうを利用しながら取り組んでいただきたい

と思いますけれども、その中の、包括の中の一つの役割で人権擁護という問題があります。

そこで、今後身寄りのない高齢者がますます増えていくことが考えられるのですけれども、

成年後見制度であったり任意後見制度の活用が求められてくると思うのですけれども、町と

してはこの成年後見、任意後見についての推進をどのように図っていくのか、お伺いいたし

ます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 詳細については担当課長から答弁させますが、この成年後見制度、実

は岩手医科大学の附属病院が本町にあれして、身寄りのない方が亡くなるという事例が今出

てきているのです。そのときに成年後見制度とか、そういう仕組みをしっかりつくり上げて
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おけば問題はないのですが。だから、今私ども、これも人ごとではない。今自分たちの町で

はないよその市町村から、いわゆるこれから亡くなった後どうするかと、医大からもいろい

ろご相談されておるわけでございます。だから、そういうことも含めて、いずれ今後、今お

話あったことについても我が事として、特にも身寄りのない高齢者の方、こういうようなも

のについては本町でもしっかり状況を把握しながら対応していかなければならないと、こう

思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 成年後見制度と任意後見制度をどう進めていくかという点に

つきましてですが、今ちょうど介護の計画と併せて、同じ期で成年後見の第２期の計画の見

直しも行っております。この点につきましても審議会の中で、やはりまだまだ制度の理解が

不十分だという点で、多くの方に知っていただくような取組、これは町社協のほうでも出前

の相談、出張相談ということで、広域のセンターの職員の方が来てのそういう相談日を設け

ています。ご利用の数もある程度予約が埋まっているような状況で、こういう身近な相談、

どうしたらいいのか分からないけれども、まず一回相談してみようというような、このよう

な相談の場を充実していく必要性があるかなと思っておりますし、今申し上げました理解、

制度のことがなかなかご理解が難しいところもございますので、その点が今後進めていく重

要な点だというふうに思っております。成年後見制度の利用のことと介護、そして障がいの

計画の中でも連動して、計画の見直しのところを入れ込むようなつくりで考えておりますの

で、そのような進め方で取り組んでいきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それで、人材育成に戻るのですけれども、先ほどもヘルパーの不足

についてお話ししましたけれども、介護職員不足については、現在処遇改善加算という形で

上乗せされているわけですけれども、この処遇改善加算だけでは職員の不足は補えないとい

うふうに感じます。もっと抜本的な施策を打ち出していかなければならないのではないでし

ょうか。職員の不足は、サービスの不足にもつながります。したがって、利用者の不便にも

つながってきますので、そのためにはやはり介護職を目指す若い人への魅力発信であったり

シニアの活用、それから時には外国人労働者の活用も大事になってくると思いますが、その

点町としてはどのように介護職員の不足を補おうとされているのかお伺いいたします。 



  

－ 48 －  

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 介護職員の不足に関しましては、今ご指摘のあったとおりだ

というふうに受け止めております。矢巾町のほうでも今回計画の見直しに合わせながら、様

々事業所の皆様にお聞きしております。その中で、ヘルパー事業所は全部で７か所ございま

すが、５か所からご回答いただいた中で、やはり不足が２名、３名いらっしゃると、より我

々のほうでも余裕を持った訪問介護ができるのではないかというようなご意見も頂戴して

おります。 

  介護の人材不足に関しましても、これも県要望の中で、何とかやはり１つは介護報酬を上

げていただくというような取組も必要だということで、今年もこの介護報酬に関しまして、

介護人材の確保という点では要望を行っておるところでございます。先ほど冒頭で申し上げ

ましたとおり、もちろん要望活動も行っておるのですが、それだけでは多分次の期、そして

今後矢巾町の高齢化の率、そして認定の状況を見たときに、我々のほうの試算ではやはり

2040年に向かって矢巾町は高齢化がぐっと上がっていくだろうと、今からだからその準備を

する必要性があるなと。そういう点では、人材の確保という点でも今計画の中の重要な点だ

というふうに捉えております。具体的な点は、この場ではなかなか申し上げられるところは

ございませんが、いずれにしても概念的な部分だけではない部分が必要になってくるように

捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、職員の働き方に関わることなのですけれども、高齢者へ

の虐待問題。というのは、お隣の紫波町の施設で職員による虐待があったわけで、本町でも

影響があったことですので、お伺いしたいのですけれども、虐待というのはあってはならな

いことでありまして、本町としてはこの虐待の問題、職員もそうですし、家族の虐待も含め

て、なぜそのようなことが起きるのか、そしてその予防法についてはどのようにお考えにな

られているのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 高齢者の虐待につきましては、なぜ起きるのかという点では

様々な要因があろうかというふうに捉えております。在宅、そして施設の様々なお暮らしに

なっている環境の中での違いがあると思いますが、やはりそこまで追い込まないような相談
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できる場が、まず施設においても在宅においても重要な点だというふうに捉えております。

私どももケアマネジャーさんのほうから、やはりご家族の様子とか、様々な環境の中でご相

談を受けるような事案もございます。その際は、早く相談をいただいて、早く手だてがない

かということ、例えばそれがサービスが入ること、できることをみんなで知恵を出し合う中

で、悲しいそういうような事案に結びつかないようにすることが私たちの本当に大事な役目

だというふうに捉えております。高齢者の虐待につきましても、連携、そしてケアマネジャ

ーの皆様から連絡をいただきながら、包括、そして私どもを中心に様々ケース会議等、早急

に対応するような仕組みができておりますので、そこをしっかりと進めてまいりたいと思っ

ております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 虐待についてなのですけれども、介護職員の虐待については業務の

多忙化だったり、身体拘束だったりが考えられるのですけれども、いずれどんなことがあっ

ても虐待は許されることではありませんし、介護する家族にしても最初から虐待しようと思

って虐待しているわけではないと思いますので。私も親の介護をしていて、日常を介護によ

って侵害されたりすると、虐待まではいかなくても、冷たい扱いをしてしまうこともあるの

で、よく分かるのですけれども、本当にこの先いつまで介護が続くのか先が見えない、認知

症で親がまるで別人のようになってしまったという思いはよく分かって、介護者を追い詰め

てしまうものです。そのような思いで追い詰めてしまわれないように、身の回りの人間が助

けを求めたり、同じ介護経験者に相談できたりする環境をつくる必要もあろうかと思います

ので、そういう相談が気軽にできて、何でも話せるところを幾つかつくっていただいて、話

せるのもいいのではないか、どこかガス抜きできる場所、環境をつくってほしいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきますが、家庭なり施設なり、一番あれなのは

一人でどのように介護したらいいかという判断を求められたとき、やはり虐待につながるの

ではないのかなと。やはりそういったことで、特にも今施設なんかでは、夜間に虐待の事案

が多く発生しているというのは、恐らくグループでやっているのであれば、そういうことは

ないと思うのですけれども、一人で判断して、こういうときはどういう対応、だから身体拘
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束なんかもやってはならないこと、そういうようなことがいろいろあると思うのです。だか

ら、施設介護、または自宅での介護、特にも自宅の介護の場合は、今矢巾町では役場のそば

にはえんじょいセンター、先ほどからお話ししている地域包括支援センターの役割も果たし

ているわけですので、本当は基幹型のえんじょいセンターということで、まずあそこに設置

をさせていただいたのですが、今後あそこを核として、各自治公民館なり、また今社協でや

っているこびりっこサロンとか、いろんなものがあるわけですので、そういうところで身近

に困ったことの相談ができるような体制整備を考えていかなければならないということで、

やはり１か所だけではなく、地域にもそういうみんなで支え合える、だからこそ私は地域コ

ミュニティと介護というのは切り離せないと思うのです。だから、あそこのおうちで何か夜

泣き声するとか、大きい声を出されているとか、そういうような情報をキャッチしたらお互

いに情報を共有して、初期の段階で解決できるような仕組みを考えていかなければ、あくま

でも虐待につながる前での対応を今後しっかり考えていかなければならない。そのためにも、

先ほどから言っている地域包括支援センターの中身ももう少し精査しながら、そしてできる

限り相談窓口を、今あそこも日中だけなのですが、電話とか何かの対応もできるようなこと

も含めて検討してまいりたいと思いますので、そこのところも含めてご理解をいただきたい

と思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 虐待は、あってはならないことですので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  それで、これも問題だと思うのですけれども、介護保険の範疇に入る若年性認知症という

問題があります。65歳未満で発症する認知症のことを言うわけでして、全国で推計で３万

5,700人いらっしゃるということで、この人数把握がなかなか難しくて、先ほどから言って

いる地域包括の推進員の方も把握なさっていないと聞きました。若年認知症の方というのは、

高齢者と異なって現役で働いていることが多くて、仕事上の困難や経済的な問題などに直面

して非常に大変になってくるということです。支援策としては、高齢者と同じで介護保険サ

ービスも利用できますし、ほかにも障がい者の認定を受けていれば、障がい福祉サービスも

利用できることになります。さらに働いている場合には、雇用保険制度も適用になります。

矢巾町には、岩手医科大学附属病院もありまして、そのような相談に乗ってくれるところも

あると思うのですけれども、この若年性認知症についての施策については、町としてはどの
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ようにお考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 若年性認知症につきましては、先ほど議員お話あったとおり、

なかなか実態というのがつかみ切れない部分があろうかなと思いますし、あとはやはり今回

私どものほうで条例、そして宣言を行った際に誰もがあり得る身近なことだということをお

伝えしております。それは、自分もだし、家族が認知症に関わることが何かあるかもしれな

いということで、決して恥ずかしいことではない、相談できるのだよということをしっかり

伝えていくメッセージも大事かなというふうに捉えております。そういう中で、やはり若年

性認知症の場合は、医療の部分も専門的な部分にしっかりつなげて、そして必要な手だて、

制度を使っていただく、そして職場への理解という部分が重要な点だというふうに捉えてお

りますので、町としては理解をしていただくことをより本当に進めていくことの必要性を感

じております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 若年性認知症、実態把握されていないと思うのですけれども、高齢

者の認知症もそうですけれども、本当にいつ誰がなるか分からないわけでして、認知症を発

症してから焦ってしまうかもしれないので、しっかりとこれも第９期の介護保険事業計画に

位置づける必要があるように思うのですが、いかがでしょう。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問についてですが、これから本当に、今介護

保険事業計画の策定委員会、今度12月13日に行う予定ですが、そういう中でも今回いただい

たご提言を生かしながら、この計画の中にどういうふうに盛り込んでいくかをご意見として

いただいて、そして精査してまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） また長くなったので、何か言われるかもしれないので、そろそろ終

わりにしたいと思うのですけれども、社会保障費の抑制にはまず予防促進が必要なことは当

たり前であって、なおかつ医療や介護のデジタル化による費用抑制が必要だと言われていま
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す。町としては、この医療、介護のデジタル化についてはどのようにお考えになられるでし

ょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それでは、今医療、介護のお話が出たのですが、やはりよく言われる

医療、介護の川上と川下の話が議論されるのですが、川下はもうお医者さんが待って治療し

たり、または施設で介護したりと、おっしゃるとおり川上の取組がこれから非常に大事にな

ってくるわけです。それで、川上の対応というのは予防なのです。特にも今私どもがあれな

のは、川上から川下に行かないように予防と、それから地域密着型サービス、住み慣れた地

域でサービスを受けることです。だから、このことについては、やはり今後デジタル化は避

けては通れないということで、今これは内部で、これからいろんなことを検討させていただ

きますが、ただ国の方向性が、ご存じのとおり、来年度の介護報酬、診療報酬なんかの、こ

れもまだ決まらないわけで、そこで今うちで困っているのは来年度の介護保険料をどうする

かと。今の状況では、今日も新聞なんかに出ていると、いわゆる介護のあれも１割から２割

負担、今日たまたま新聞見たら、介護の２割負担対象を拡大すると。これまでは、１割負担

すればできたわけです、利用が。それがもう２割、そしてあれなのであれば、後期高齢者の

ように３割負担も出てくると思うのです。だから、これからデジタル化を含めて川上、予防

で、そして予防してもなおあれなのであれば、今の若年性の痴呆症も含めて、地域でしっか

り支える仕組みを考えていかなければならないと。だから、私どももやはり市町村として、

できることはいろんなみんなで声出しをしてやっていかなければならない。だから、今ちょ

うどコロナもこういう時期に入ってきたので、先ほどもお答えしたとおり、地域コミュニテ

ィと医療、介護、保健、これは切り離すことのできないことなので、今後そこのところにし

っかり意を用いて取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） この項の最後にしたいのですけれども、いずれ各問題がある介護の

問題に対して、しっかりと対峙された高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定されるよう

求めまして、この項の質問を終えたいと思いますけれども、最後に所感があればお伺いいた

します。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 最後に、介護に関する所感と。やっぱりさっきお話ししたとおり、住
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み慣れたおうちで、住み慣れた地域で人生を送る、それがまさにＡＣＰにもつながるのでは

ないかと、私もそういう人生を送りたいなと思っております。それは、やっぱりお互いいろ

んな意味で、まずしっかり先ほど言った取組も、昆秀一議員からもお話あった脳梗塞とか、

アルツハイマーとか、心筋梗塞とか、そういうことにならないような生活習慣をしっかり送

っていかなければならないのではないかなということで、これも人ごとではない我が事とし

て今後取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくひとつお願いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 

  次に、第２問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 次に、がん対策についてお伺いいたします。 

  がんや糖尿病、脳梗塞などの病気は、生活習慣が要因であるとの考えの下、生活習慣病と

名づけられております。ただ、幾ら生活習慣をよくしようとも、かかってしまう病気でもあ

ります。中でもがんについては、日本人の２人に１人はかかる病気であると言われています。

まずは、がんにならないこと、なりにくい体をつくること、予防することが重要であります。

そして、がんになったとしても、早期発見、早期治療によって助かることも多くあるはずで

す。そこで、がんの予防、検診が大切であることから、がん対策について以下お伺いいたし

ます。 

  １点目、がんにならない体をつくるためには、何が重要であると考え、その推進を図って

いるのでしょうか。 

  ２点目、がん検診率の向上をどう図っているのでしょうか。 

  ３点目、がんに関する相談体制はどうなっているのでしょうか。 

  ４点目、がんに関する正しい知識を身につけることは重要であると考えますが、そのよう

な情報をどのように周知しているでしょうか。 

  ５点目、小中学校教育の中で、がんを含めた生活習慣病をどのように扱っているのでしょ

うか。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 
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〇町長（高橋昌造君） がん対策についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、科学的根拠に基づくがん予防ガイドラインにおいて、禁煙、節酒、

食生活を見直す、身体を動かす、適正体重の維持、がんの原因となる感染を予防、早期発見

するの６項目ががんにならないために重要とされておりますことから、がんになりにくい生

活習慣を身につけることや、がん検診を定期的に受けることで早期発見に努めるように、町

ホームページや町広報紙等で周知活動を行っているところであります。 

  また、がん検診受診結果が精密検査対象となった方で、その後に受診の確認ができない方

には、保健師が訪問や電話で受診勧奨を行うことにより、精密検査の受診を促しております。 

  ２点目についてですが、検診を受けやすい体制として、昨年度から全てのがん検診と健康

診査を集団健診から個別健診に切り替え、１日で全ての健診を受けられる体制にしておりま

す。また、令和４年度から令和６年度まで、成果連動型民間委託契約方式推進交付金を活用

し、大腸がん検診受診率向上に取り組んでおり、今年度は未受診者への再勧奨のほか、年代

を絞って検査キットの送付を行っております。これらの成果を重視した効果検証を行うこと

により、他のがん検診の受診率向上につながる施策展開に生かしてまいります。 

  ３点目についてですが、がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターが設置されており、

患者やご家族のがんの治療や療養生活に関するご質問や相談などについて、専門の相談スタ

ッフによる対応を行っており、がんに関する様々な情報提供を行っております。町では、昨

年度から、がん患者の経済的な負担軽減を目的に医療用ウイッグ購入費用の助成事業を実施

しており、その申請の際には体調の確認を行いつつ、状況に応じてがん相談支援センターと

連携して対応しております。 

  ４点目についてですが、特定保健指導において、管理栄養士などの専門職がお一人お一人

に合わせて生活習慣を見直すためのサポートを行っているほか、各地区での健康教育や栄養

講習会において周知を図っているところであります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、がん対策についてのご質問にお答えいたします。 

  ５点目についてですが、学習指導要領におきましては、小学校の５、６年生及び中学校の

保健体育の中で、健康な生活と病気の予防について学習することとなっております。学習の

内容は、がんの発症や進行には生活習慣が影響していること、またその予防のためには適切
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な運動習慣と生活習慣、食習慣を身につけ、継続することが有効であり、子どもたちはがん

を含めた生活習慣病になりにくい体づくりのため、学校では体育の授業等を通じた適度な運

動や、日常生活の中では栄養の偏りのない食事を取ることに取り組んでおります。 

  また、生活習慣病の予防に関しましては、町教育委員会の委託を受けた岩手県予防医学協

会が小学校４年生及び中学校１年生を対象に健診を実施しており、その健診の判定結果によ

り支援が必要な児童生徒の保護者に対し、学校を通じて受診案内または生活習慣の見直しを

促す取組を行っているところであります。 

  今後におきましても、子どもたちが生涯にわたり健康で豊かな生活が送ることができるよ

う、家庭と連携し、各種検査、健診結果等を活用した健康の保持増進を進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はあると思いますけれども、ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時10分といたします。 

              午前１０時５７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇議長（廣田清実議員） それでは、再開いたします。 

  再質問はありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それでは、がん対策基本法のほうからお聞きしたいのですけれども、

やはりがんに対する正しい知識の広報であったり衛生教育というのは重視されているわけ

ですけれども、この正しい広報については町としてはどのような広報の仕方をしているので

しょうか。お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） がん対策に関わる周知につきましては、町長答弁にもござい

ましたとおり、広報等で、そして町ホームページ等で行っておるところですが、正直なとこ

ろまだまだ不足の点は多々あるというふうに捉えております。この点につきましては、個別

のところも含めて、しっかりと周知を行っていく必要性があるというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 
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〇15番（昆 秀一議員） まず、がんという病気を知るためには必要なことがありまして、そ

の上でどう生活していけばいいのか、それから併せて先ほど認知症でもありました食生活の

改善も必要な場合もあるでしょうから、そういう知識、つまりヘルスリテラシーを高める努

力を町としても、広報、ホームページばかりではなく、もっとしてほしいと思うのですが、

その点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今議員ご指摘のとおりだというふうに捉えております。今回私どものほうでも、町長答弁

にありましたとおり、がんの予防に対する考え方もやっぱり変わってきているなというふう

に捉えております。一つ、今回町長答弁にあったとおり、感染という点もがん予防につなが

るというところとか、様々な新しい知見、いわゆる科学的根拠に基づくがんの予防対策を推

し進める必要性があるというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） また、やはり早期発見というので、がん検診、健康診断の実施が必

要なのですけれども、その点は、受診率の向上に努めているのは分かるのですけれども、ま

だまだ十分とは言えない、もっと受診率を上げる必要があると思うのですけれども、なぜ受

診率がなかなか上がらないのか、どうお感じになられているでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） がん検診の受診率につきましては、今まで50％ということで

国のほうでも目標を掲げており、今回の国の第４期のがん対策推進基本法の中では50から

60に上がってきました。矢巾町もそこまで追いついていない本当に現状ですが、１つここ数

年でいうと、コロナのせいにはできないのですが、やはりコロナによる受診控えということ

も１点あるかというふうに捉えています。ただ、私どものほうの大きくコロナ禍で変わった

保健事業の取組は、がん検診の体制です。集団から個別に大きく変わりました。その中で、

令和４年度に関しましては４つかな、前年度と比較して受診率が向上している、上がってい

る検診もございます。そういうところをさらに体制を整えながら進めていく必要があるとい

うふうに捉えております。国の60にはまだまだですが、まだまだと言わず、今後自分が検診

を受けようという行動に結びつけるような働きかけをこれからも進めていきたいと思って
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おります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 受診率を上げるためには、がんをさらに知ることが必要なのではな

いかなと思うのですけれども、がんは社会とともに姿を変えていく病気であると言われてお

ります。食生活の変化、運動不足、少子化、性行動の多様化など、マイナス面に配慮しなが

ら時代に応じた対策を進める必要があります。がんの罹患率は、現在年平均で男性57万人、

女性41万人程度と言われておりまして、これが20年後には男性で61万人、女性は50万人と推

計されていまして、男性は20年で13％、女性は何と３割も増えると見込まれております。 

  ただ、治療後の５年生存率は65％に達しておって、がんは早期発見、早期治療をすること

と医学の進歩で助かる命も多くなってきています。今後も肉食や運動不足といった欧米型の

ライフスタイル、また妊娠や授乳ががんのリスクを低下させると言われていることから、少

子化が乳がんを増やすとも言われております。食生活の改善は重要であります。乳がん発見

には、マンモグラフィーのほか、別の苦痛を伴うことのない検診の方法もあるようですし、

何よりも自己触診というのを実施することが重要であると言われておりますけれども、これ

らに対して何か所感があればお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  科学的根拠に基づくがん予防のチラシの中で、やはりがんの原因は１つではなくて、複数

の要因が関連して発生すると、そして様々な要因の中で予防的なところが町長答弁にあるよ

うな内容になります。今議員ご指摘があった乳がん検診に関しては、自分で気づくという点

で自己触診の点、この点につきましては正直なところなかなか本町でここ数年取り組めてい

ない点だというふうに捉えていますので、今後いろんな場面で機会を捉えて自己触診の周知

について、そして多分書面でお見せするだけではどうやってやったらいいのということにな

ると思いますので、ある意味対がん協会とか、様々な専門的な機関と連携して、検診に一回

おいでになったときに何かできるようなこととか、できることを考えてまいりたいと思って

おります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 
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〇町長（高橋昌造君） 補足させていただきますが、先ほどからのご質問の中で、なかなかい

いご質問をいただいているなということは、私も最近は心筋梗塞を罹患してから真面目に受

けておるのですが、頭では分かっていてもなかなか受診をしないと、だからその動機づけを

やはりこれからしっかり考えていかなければならない。特にも働き世代の方々に対しての受

診、効果的な受診勧奨をやはり考えていかなければならないと。それから、今女性の受動喫

煙のこともあったのですが、女性もたばこを吸わないからってがんにならないわけではない

ですので、そういったことも含めて、先ほどお話あった、浅沼課長も答弁させていただいた

のですが、やっぱりこれからそういった受診の動機づけをするのにはしっかりした情報提供

と、それから今ナッジ理論というのがよく言われるので、このナッジ理論に基づいた、そし

てそれに併せてインセンティブと、あとはできるのであれば最後は強制的にという４つの考

え方があるのですが、その中でもナッジについては簡単、分かりやすくて、ああ、そうかと、

こういうがん検診を受ければというような魅力的というか、そういうこともしっかり、それ

からやはりがん検診を受けなければと規範的な訴えもすること、それに併せて何と言っても

一番大事なのはいわゆるタイムリーな情報提供です。このことにやはり今後しっかり取り組

んでまいりたいということで、実は私、県のほうのがん対策のほうの委員もやらせていただ

いて、その中でやっぱり一番あれだったのは、全体目標で言われたのは科学的根拠に基づく

がん予防、がん検診の充実、それから患者本位のがん医療の実現、ここが一番大事だと思う

のです。尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築ということです。このことが県の計画の

中で示されたので、町としてもそういうことを踏まえながら、しっかり受診率の向上に努め

てまいりたいということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そこで、がんの情報に関してなのですけれども、ほかの病気もそう

なのですけれども、セカンドオピニオンの活用というのが有効な場合があります。また、日

本ではセカンドオピニオンの活用が進んでいない状況ではあるのですけれども、セカンドオ

ピニオンを活用して別の医師の意見を聞くことができますし、またほかの治療法や選択肢、

今の治療に納得することにつながるのではないかと思うので、このセカンドオピニオンにつ

いては町としてはどのようなお考えをお持ちでしょうか、お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 
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  セカンドオピニオンの活用について、改めてという点は今までお示しするようなことはな

かったというふうに捉えておりますが、そういう相談の場ができるのだということを何かし

らの場でお伝えしていく必要性があるかなと思っております。それは、ご本人の納得できる

治療に向かう一つのステップだというふうに捉えておりますので、その点は私どもも様々関

係機関、専門機関とも今の治療の在り方とか、どういうふうに治療を進めていくかという点

も、知見をいただきながら考えていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それで、今お話あったとおり、やはり今国でもかかりつけ医をしっか

り設けることが大事だと。それから、チーム医療のお話もされておりますので、昆秀一議員

からあった、やはりお一人のお医者さんだけではなく、医療チーム、または今お話あったセ

カンドオピニオン、そういったものをしっかり構築していくことはがんの予防にもつながる

ことなので、地元には岩手医科大学の附属病院もあるし、郡の医師会もあるので、そういっ

た機会を捉えながら、前向きに検討してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） セカンドオピニオンだったり、主治医以外にがんの情報を得るとこ

ろというのは、いろいろあると思うのですけれども、なかなか簡単にほかに相談できない状

況も多くあるように思いますので、まずは気兼ねなく相談できるところ、医大でもいいです

し、町としてもそういうところを発信していただきたいと思うのですが、その点はいかがで

しょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  岩手県でも岩手のがん相談支援センターということで、拠点病院、岩手医科大学ほか様々

な県内の各病院のほうがチラシ等でホームページ上に掲載しております。こういう相談先が

あるということを私どものほうでも周知を進めてまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 
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〇15番（昆 秀一議員） それから、そういうところに相談できればいいのですけれども、今

は情報をインターネットで得ることが多いと思いますけれども、ネットには誤った情報があ

ふれていることであります。ですから、しっかりとした情報を得る必要があるために、１つ

には国立がん研究センターが運営するがん情報サービスというものも利用できるのだと思

いますので、そういう正しい情報を得られるように、町としてもなお一層努力していただき

たいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今昆議員からご指摘あったとおりだというふうに受け止めております。今本当にネットで、

そしてちょっと調べると、いろんな情報が得られます。ただ、これがどうなのかというとこ

ろをそういう専門の、がんの本当に専門機関のところに確認できるような、そういうふうな

仕組みを進めてまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そこで、子どもへのがん教育についてなのですけれども、がん教育

を受けた児童生徒、保護者等の大人にがん検診を勧めるということが調査で分かってきてい

ます。ある自治体では、がん教育を開始してから、そこの町民のがん検診受診率が急上昇し

ていることが確認されたそうです。特にも子宮頸がん検診と乳がん検診については、子育て

世代や働き盛り世代の受診率が増えたのが大きな成果だったということで、このようにがん

教育は子どもたちの将来を支えるだけではなく、逆世代教育を通して日本人全体ががんから

守る力を持っているということですから、ぜひ本町としても子どもたちへのがん教育に力を

入れてほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） 質問にお答えいたしま

す。 

  がん教育の目的は、子どもたちが生涯にわたって健康で過ごせるようにというような目的

で行われているものでございます。したがいまして、保健体育の中で取り組んでいるもので

はございますが、なりにくい体づくりということで、体育の授業でありますとか、あとは特

別活動、様々な場面で体系的に行われております。その中で、本町といたしましても、ほか
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のところで、ほかの市町でやられているもののほかに、栄養教諭を活用した規則正しい生活

習慣づくりであるとか、規則正しい栄養バランスの取れた食事の有効性等々、そういった子

どもたちへの指導、また間接的に、直接的に保護者への啓発になるような取組も引き続き充

実させてまいりたいと考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） ぜひ子どもたち逆世代教育もありますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  がんになるリスクを減らす方法というのは、たくさん言われておりまして、大豆に乳がん

の予防効果があるとか、高齢となってもたんぱく質は大事だとか、野菜や果物は加工せず食

べるほうが有益であるとか、コーヒーが肝臓がんのリスクを下げるとか言われていますけれ

ども、先ほど町長も申し上げられたように喫煙はがんの原因のトップであります。ほかにも、

喫煙は脳卒中や心臓病のリスクも増やす要因となっています。よくたばこ税を払っているか

ら文句言われる筋合いないと言われる方もいますけれども、喫煙によってどれだけの医療費

の予算が使われているか問題としないのは私はおかしいと感じていまして、何より受動喫煙

は大問題ですので、できるだけ町民全体に禁煙を進めていただきたいと思うのですが、その

ための第一歩として町としても受動喫煙防止条例を目指してほしいと思うのですけれども、

がんと喫煙の関係について、町としてはどのような考えをお持ちでいらっしゃいますでしょ

うか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきます。 

  これは、市町村とか都道府県ではない、やっぱり国がやるべきことだと思うのです。だか

ら、受動喫煙防止というのは、これはかなり前から出ておるわけですので、一時車の中でた

ばこ飲む人と飲まない人であれなのですが、いろいろ議論になったこともあるのですが、医

学的なデータ、根拠も今もうしっかり示されておるので、そういったことを考えた場合には、

これは市町村とか都道府県ではなく、国が先導的な取組、役割を果たして、そして先進的な

取組を都道府県なり市町村にお示しをして、それにしっかり取り組んでいく形が私は一番理

想な形ではないのかなと。 

  ただし、いつまでもそう言っては解決できないので、今あったことについては今後、私も
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今は町村会の理事をやらせていただいておりますので、町村会を通して県なり国にも要望し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 国でやることもあるのですけれども、やっぱり身近な町がやること

もあると思いますので、よろしくお願いしたいと思いますけれども、これで町ができること

という１つに、小児がんについてのことなのですけれども、小児がんは文字どおり小児のか

かるがんでありますけれども、がんにかかってしまって、その治療に伴う影響で定期予防接

種ワクチンの抗体が失われる子どもを対象に、再接種の費用を独自に助成する自治体がある

ようですけれども、本町としてはそのような助成は行われているのでしょうか、お伺いいた

します。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  何らかの事情で、またかかりつけ医の先生がいらっしゃると思いますので、そういうやり

取りの中で助成については行っている事案もあるというふうに捉えております。体制的には、

町のほうでもそういう定期の期間内で受けられなかったような事情がある場合、かかりつけ

医の先生とのやり取りの中で判断したような助成制度は現行もあるというふうに捉えてお

ります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そういう助成制度があればいいのですけれども、まずない場合はそ

ういうのをやっぱり続けてほしいと思います。 

  それから、胃がん発症の大きな要因と言われるヘリコバクター・ピロリ菌、これはピロリ

菌の感染有無を調べる検診を中高生に導入する動きが全国の自治体に広がり始めているそ

うです。これ感染期間が短い10代半ばまでに除菌すれば、胃がんの発症リスクをほぼ抑制で

きると言われているためですけれども、ただ日本小児栄養消化器肝臓学会では、症状のない

15歳以下の子どもに対して胃がんや予防のためのピロリ菌検査や除菌をしないようにと提

案する指針も出しており、学会では賛否が分かれている状況であります。一定の効果が示さ

れるのは明らかではありますけれども、正確なエビデンスを得るためにはこの先30年か40年
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かかるということでした。それを受けてからではあまりにも遅いので、岩手県では一関市で

中学３年生と20歳以上40歳未満の成人者を対象に、希望制でピロリ菌検査を実施しているよ

うです。このようなピロリ菌検査については、花巻市も今年度から実施するようでして、本

町としてもピロリ菌検査の実施、検討してはいかがでしょうか、お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたしますが、私どもも医学的な見地からピロリ菌の除去につ

いてコメントする立場にはないのですが、いずれ私自身も最近、ここ四、五年前にやはりピ

ロリ菌を除去して、胃の中が非常にきれいになったということを言われておりますが、いず

れこのことについては私どもは紫波郡医師会ともよく相談しながら、特にも帯状疱疹のワク

チン接種も郡の医師会と相談して、これはもう今年の11月から本町と紫波町で、両町で実施

をさせていただいたわけですが、そういったことも含めて医学的な見地、知見をお聞きしな

がら検討してまいりたいと思いますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、この項で最後にしたいのですけれども、岩手県では平成26年

に制定された岩手県がん対策推進条例がありますけれども、その後平成30年に一部改正が行

われております。この条例、国のがん対策基本法の趣旨を踏まえて、がん対策を総合的かつ

計画的に推進することを目的としております。その中で、市町村の役割が第５条にあるので

すけれども、そこでは「市町村は、基本理念にのっとり、その地域の特性に応じたがんの予

防及び早期発見に関する施策を推進するよう努めるものとする」とあるのですけれども、本

町として地域の特性をどう把握して、どのようにこの施策を推進するように努めておるので

しょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをいたします。 

  今昆秀一議員からは、第３次の岩手県のがん対策推進計画の策定のこと、ここの中には、

岩手県のがん対策の推進に当たっては、やはり一番あれなのは県民をはじめ医療機関、大学、

検診機関、関係団体、企業、事業者、県や市町村などの行政機関等による一体的な取組が必

要であり、それぞれの主体が役割を担いながら、お互い連携、協力してがん対策に取り組む

ことが期待されているということで、一番最初の前文にこういうことが記述されております

ので、私どももそういった記述の意を体して、本町としてできることから速やかにやってま
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いりたいと思います。だから、先ほどからもお話あったとおり、がん対策は国家的な課題で

もあるし、私ども市町村にとっても非常に大事な、大きな町政課題でもあるわけですので、

そのことについて一つ一つ丁寧に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくひとつお

願いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 補足させていただきます。 

  地域の特性という点で言いますと、矢巾町の死因はやはり第１位はがんです。その中でも、

やはり過去の状況を見ますと、大腸がんが平成29年から令和３年の５年間の年齢調整を含め

た死亡の状況を見ると第２位です。大腸がんが第２位になっております。がんのうちでも大

腸がんでお亡くなりになる方が第２位という状況です。そういう状況を鑑みて、私どもも成

果連動型、いわゆるＰＦＳの取組を行っておるところでございます。成果連動型のこの取組

を通じてナッジ理論を使った様々な取組を行っておりますので、こういう部分で知見を得た

ことを、我々別のがんの様々な検診体制のほうに結びつけていきたいと思っております。 

  なお、昨年度、がん検診精密検査を受けていただいた方の中で、大腸がんに関しましては

４名の方の発見がございます。できるだけ精密検査を受け、そして早い治療の段階に持って

いけるように我々も推し進めていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 次に、子ども・子育て支援についてお伺いいたします。 

  本町の人口は、２万7,000人前後で推移しておりますが、出生率は伸びずにいます。そんな

中、子どもを取り巻く環境も変化し、子ども・子育て支援についてもさま変わりしていくこ

とが考えられます。各自治体においても子ども・子育て支援事業計画を策定し、事業の推進

を図っております。岩手県でもいわて子どもプランを策定しており、本町においても第２期

矢巾町子ども・子育て支援事業計画を策定しております。子どもは、地域の宝であります。

その宝を導き、輝かせるのは、大人の役目でありますことから、みんなが連携、協力しなが

ら子どもを健やかに育むことの重要性を共有していくことの必要性から、以下お伺いいたし
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ます。 

  １点目、本町の出生率をどう考え、その向上を図っていこうとされているのでしょうか。 

  ２点目、子どもの貧困についてどう考え、支援していこうとしているのでしょうか。 

  ３点目、子どもの実際の声をどのように支援に結びつけさせているのでしょうか。 

  ４点目、本年４月にこども基本法が施行されていますが、子どもの権利をどう広めている

のでしょうか。 

  ５点目、本町の子ども・子育てについて、どのような特色があり、重点的に取り組もうと

考えていることはあるのでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 17番、谷上議員が遅参で今入りましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 子ども・子育て支援についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、国全体における少子高齢化の状況は本町におきましても顕著であ

り、県が発表する最新の保健福祉年報において本町の出生率は、平成29年の出生数が226人、

人口1,000人当たりの出生数が8.1人に対し、令和３年の出生数は170人、人口1,000人当たり

の出生数は6.1人と大幅に減少に転じております。 

  出生率の向上に向けた取組といたしましては、今後も子育てに優しいまちづくりを進める

べく、例えば祝金や各種子育てに関する無償化、無料化の取組を推進し、子育て環境の充実

を図ることにより、子育て世帯の定住化を促し、他の施策と併せながら、子育て支援に必要

な取組を総合的に勘案し、町全体として進めてまいります。 

  ２点目についてですが、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、

全ての子どもたちが夢や希望を抱くことができる社会の実現に向け、支援に取り組んでいく

ことが大切であると考えております。経済的な側面に限らず、子どもたちが心身ともに安定

して毎日の生活を送ることができるよう、そのご家族の状況に合わせた相談への対応や、利

用可能な制度を紹介するなど、お一人お一人に寄り添い支援を行っており、今後もさらに関

係課と連携を図りながら、子どもの貧困対策の充実に取り組んでまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 
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              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、子ども・子育て支援についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  ３点目についてですが、こども基本法において、子ども施策を策定、実施、評価する際に、

子どもや子育て当事者等の意見を幅広く聴取し、意見を反映しなければならないこととされ

ております。このことから、令和７年度からの第３期矢巾町子ども・子育て支援事業計画策

定におきましては、保護者のみならず、子どもたちの意見も伺い、その内容を精査した上で

計画に反映させてまいります。 

  ４点目についてですが、こども基本法と児童の権利に関する条約の内容や考え方について

は、国が周知することとされておりますことから、その方法について動向を注視しており、

こども家庭庁では子どもたちに分かりやすいホームページを公開しておりますので、国や県

と連携して周知、啓発に取り組んでまいります。 

  ５点目についてですが、町独自の取組としましては、保育施設における副食費や学校給食

費の一部無償化、児童館利用料無料といった支援を行うことで、子育て家庭の経済的負担軽

減を図っております。 

  また、育児に不安を抱える保護者の居場所として、地域子育て支援拠点事業として広場を

３か所設置し、子育てについての相談や助言等を行っているほか、福祉課、健康長寿課、学

校教育課、子ども課が連携し、安心して子どもを産み育てることができるよう、相談支援体

制の充実に努めております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） まず、子どもの人権に関してお伺いしたいのですけれども、1994年、

政府が批准した子どもの権利条約で、子どもは親の所有物でも国の所有物でもなく、一人の

人間として基本的人権を持っているということを基本理念としております。したがって、児

童の人権を無視するような虐待はあってはならないことであります。弱い立場である子ども

に対する虐待防止については、町としてはどのような考えで防止対策をしているのか、お伺

いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 
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  児童虐待の防止につきましては、矢巾町要保護児童対策地域協議会というものを設置して

おりまして、そちらで30人ほどの委員がいるわけですけれども、そちらの構成機関のメンバ

ーでもって虐待の早期発見に努めておりまして、通告があった場合はケース会議を開いて、

児童虐待防止の支援に努めているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 子どもの権利についてですけれども、政府が子ども権利条約を批准

して29年にもなっているのですけれども、このことを知らない大人が多いのではないかと思

っております。一口に子どもの権利といってもいろいろあります。生きる・育つ権利、差別

されない権利、子どもによって最もよいことを考えてもらう権利、それから意見を聞かれる

権利は、子どもの権利の全てに関わるものとして特に重要な権利と言われております。その

中で、教員による子どもの権利の認知度は、約３割が知らないという調査結果が出ておりま

す。子どもと接する機会の多い教員ですらそのくらいなのですから、普通の親はもっと認知

度は低いのではないかと思うのですが、今後子どもの権利を広めていく必要がもっとあるの

ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  子どもの権利の周知につきましては、昆議員がおっしゃるとおり、多分保護者の方はあん

まり知らないのではないかなというふうに思われますので、今後関係機関、関係課と連携し

て、周知に努めてまいりたいと思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 子どもの権利、どうすれば守られるのかというところですけれども、

子どもや障がいのある方が生きやすい社会というのは、誰にとっても生きやすい社会であり

ます。そのために私は、子どもや障がいのある方の声をしっかりと聞く必要があると思って

おります。つまり子どもの声を聞くことはもちろんのこと、子どもが意見を表明するサポー

トをすることが大事なのではないかと思っておりますけれども、この子どものアドボカシー

については、町としてはどうお考えになられているでしょうか。 
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〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  先ほど教育長答弁にもありましたとおり、こども基本法においては、保護者のみならず、

子どもの意見も聴くというふうな方向になってきておりましたので、国のほうでも、こども

家庭庁のホームページには「こども若者★いけんぷらす」ということで、小学校１年生から

20代の皆さんの意見を聴くというぷらすメンバーを大募集ということをやっておりました

ので、それに加えて矢巾町においても、第３期子ども・子育て支援事業計画を策定する際は、

小学校、中学校にタブレットを配付しておりましたので、そちらを活用して意見を聴いて、

計画に反映させたいというふうに考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 今障がいのある方についてもお話ししたのですけれども、障がいの

ある子どもについての支援は特に必要になってくると思うのですけれども、そういった方々

は大変自分の意思を表明するのが難しくて、親だったりの保護者などがそういう子どもたち

の意思表示、意思決定を手伝ったり、代わりに意思決定することもあると思うのですけれど

も、その場合の相談機関はちゃんとあるのですけれども、まだまだ敷居が高いと感じる人も

いるのではないかと思うのですけれども、その点については町としてはどのようにお考えで

しょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  子どもに限らず障がいの方ということで、こちらのほうでお答えさせていただきますが、

確かに子どものほうは自分の自己主張、なかなか難しい点もあると思います。今昆議員の話

したとおり、保護者であったり周りの方が代弁というか、意思を酌んでお話ししていると、

伝えているという形になっていると思いますので、そういった相談できる場所ということで、

矢巾町でもいろいろな障がいの関係の事業所がありますので、そういったところへの声かけ

とか、今矢巾町では紫波町と一緒に基幹センターという形で、相談を受け付ける基幹センタ

ーも設置しておりますので、そういったところに相談しながら、障がいの子どもの声をでき

るだけ聞いて、対応していきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そういう子どもたち、声出せない方たちに相談機関というのは、敷

居を低くして、もっと相談しやすいような体制をつくっていただきたいと思います。 

  子どもの貧困についてお伺いしたいのですけれども、貧困とはお金にばかり目が行きがち

ですけれども、貧困の定義は人としての尊厳が守られ、人権が守られ、社会参加の機会が保

障されていないということであります。お金があっても貧困と言われることもあるわけです。

つまり貧困とは、経済的困窮だけではなく、人を社会的孤立に追い込む、居場所さえも奪い、

人間が生きていく上で精神的豊かさ、安心感、人とのつながり、自尊心、希望、安定した居

場所を奪うものであります。この貧困は、日本はＯＥＣＤ36か国中35位の48.3％、つまり約

半数は貧困であると言われております。子どもの支援は、大人への支援であります。子ども

の貧困対策は、適正な社会的相続と非認知能力を高めることにあります。社会的相続とは、

自立する力の伝達行為でありますし、非認知能力は学力以外の意欲であったり、自制心、や

り抜く力、社会性などであります。この非認知能力を高めるには、基本的信頼というものが

必要になってきて、この基本的信頼、つまり周りを信用できなければ目標を持てない、コミ

ュニケーションがうまく取れない、やり抜く力、社会性が育たないことにつながってきます。

この基本的信頼については、どういうふうに育てていこうと考えているのか、お考えがあれ

ばお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） 質問にお答えいたしま

す。 

  まず、学校教育におきましては、第２期の矢巾町教育振興基本計画において、人権尊重の

理念、それを正しく子どもたちが理解をし、生命を大切にし、社会生活の基本ルールあるい

は善悪の判断、思いやりを持つ、そういった子どもを育てましょうということで示して、各

学校、学校教育に取り組んでいただいているところでございます。これは、子どもの権利条

約の趣旨も踏まえた取組であるものというふうに認識してございます。具体的に各学校にお

きましては、いじめあるいは暴力、虐待等の課題を踏まえて、人権が尊重される、一人一人

が大切にされる、そういった学校づくり、学級づくり、そういったことに資する子どもたち

の実践的な態度であるだとか、行動力の育成をするために、学校全体を通した道徳教育、そ

の充実でありますとか、いじめ防止対策、そういった取組を充実させて、子どもたちを育て
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ていきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 今の答弁、あんまり子どもの貧困についてというのは触れられてい

なかったように感じるのですけれども、今ひとり親家庭、母子家庭、父子家庭は、特にも母

子家庭の貧困率が高いようであります。子どもを育てるのは支出が伴い、消費税が高いので、

減税は消費税減税が有効であると言われておりますけれども、それから母子家庭は持家率が

低く、母本人の名義の持家に限ると11.2％しかないということで、家賃の負担がある世帯も

多いと言われております。それから、今は電気料金等の光熱費も負担となってきていて、母

子家庭は生活を切り詰めないとやっていけないという悲鳴が聞こえてきます。しかしながら、

給料は上がらないし、多少の減税や給付金ではあまり役に立たないという現状、町としては

どう見ていて、その支援をどうしていこうとされているのか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  確かに母子、父子家庭に関しては、収入がどうしても低い関係があって、貧困の傾向にあ

ります。確かに物価高騰などもありますので、経済的な問題も非常に絡んでくると思います。

町としては、まず第１にこういった方々の相談に乗るというのが町の考えでございます。い

ろんな経済的な問題、また家庭の問題等ありますので、福祉課としてはそういった方の、ま

ず一人一人のお話を聞いて、その方に対してどのような支援が一番必要なのかというところ

を重点的に行いたいと思います。また、経済的なものにつきましては、町のほうで制度とい

うよりは、県のほうの福祉制度がございますので、そういった制度を紹介しながら、その方

に合った支援の方法を教えるというか、お伝えしていきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） そこで、母子家庭の食生活であったり居場所づくりとして、一助と

なっているのが子ども食堂であります。矢巾町ではここかむ食堂なのですけれども、これ町

としてはどのような支援を子ども食堂に対して行っているのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 
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〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  ここかむ食堂につきましては、母子寡婦福祉協会のほうで実施している内容でございまし

て、直接的な支援というのはないのですけれども、場所の相談であったり、あと具体的な支

援というか、ものについては様々な企業からの寄附とか、あと社会福祉協議会のほうからの

寄附という形で運営しているところでございます。今後につきましても、このここかむ食堂

が安定的に行えるよう、またここかむ食堂の目的は、先ほど昆議員からもお話がありました

孤立的なところを防ぐという意味もありまして、居場所づくりが主な内容でございます。そ

ういったところを町としては支援しながら、生活に困っている方が孤立しないように、こち

らのほうで支援を今後とも進めていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） この子ども食堂、今全国で広がっているようでして、各所で無料あ

るいは少額で食事や場所が提供されているようでして、都道府県別の人口比による充足率を

見てみますと、１位が沖縄県、沖縄県の貧困率が高いということもあろうかと思いますけれ

ども、これトップダウンで行政の支援が厚いからとも言われております。ですが、行政の支

援がなくても、地域共生社会の中で、地域の支援は地域でできるように仕組みをつくってい

かなければならないと思うのですけれども、その点について何か考えがあればお伺いしたい

のですけれども、町内の子ども食堂は少ないように思うのですけれども、町としてはどうお

考えでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  確かに現在矢巾町では１か所ということで、あと福祉施設のほうで、放デイのほうでやっ

ているところも始まっておりますので、今後地域の方々と連携しながら、この子ども食堂、

１か所から２か所というような感じで増やしていけるように、ちょっと母子寡婦福祉協会と

も連携しながら、検討してまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 子ども食堂が増えていかない理由の一つに、そもそも子ども食堂と
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いうのは１人で行ける無料または少額の食堂なのですけれども、そこを経済的貧困のためだ

けの支援ではないということを誤解されている人がいて、食事を取ることもできない貧乏な

人が来るものだと思っている人も多くいるようです。この食堂では、必ずしも経済的貧困な

方ばかりではなく、そこに行っていろんな相談などができたり、居場所づくりの場所である

ことをあまり知られていないようですので、ぜひそこのところを誤解のないように広報活動

していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  先ほど私もお話ししたとおり、この子ども食堂に関しては、様々な方の居場所づくりとい

うことで、主に目的として設置しているものでございます。ですので、そこのところを、や

はりもう一度皆さんのほうに基本的なところを周知しながら、単なる食事を取るところとい

う意味ではなくて、皆さんの相談の場、そして居場所づくり、そして地域の方々との触れ合

いの場ということを、目的を改めて周知しながら進めてまいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） ぜひそのようにして子ども食堂を進めていただきたいと思いますけ

れども。 

  それから、先月教育民生常任委員会で子どもに関わる支援についての視察をしてきたので

すけれども、その中で非常に興味深かったことをお話ししたいのですけれども、それは大阪

府の門真市の取組であります。門真市では、子どもの貧困対策事業として、様々な主体の長

所を生かす子どもを真ん中においたネットワークを展開していて、子どもの未来応援ネット

ワーク事業というものを展開しておりました。そこでは、子どもの未来応援団として養成研

修を受けた人たちがボランティアで応援団となって、気になる子どもがいた場合にはすぐに

子どもの未来応援チームと言われる元校長先生たちの集まりに連絡が行って、必要な場合は

情報の収集をしてアウトリーチで行うということで、大変すばらしい取組だなと感じて帰っ

てきたのですけれども、ぜひ本町でもこのような取組ができないものなのか、お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） お答えいたします。 

  ただいまの取組をお聞きしまして、大変いい取組だなというふうに思っております。これ
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がいわゆる継続的にきちんとなされること、そしてその支援が子どもにきちんと届くこと、

こういうふうな体制づくり、どのようにあればいいかというのを今後検討してまいりたいな

というふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） また、子どもの居場所づくりとしても門真市では、今子ども食堂の

話があったのですけれども、子ども食堂のほかに宿題カフェといって市内の空きスペースな

どを利用して居場所の確保をしたり、さらに宿題カフェを発展させた子どもＬＯＢＢＹ、企

業のロビーを企業の寄附などで賄い、予算をあまりかけない形で造っているということで、

これも本町としても大変参考になると思いました。何よりも公務員である職員の評価を気に

しない頑張りというのが必要だなと改めて感じてきたのですけれども、これ職員に頑張って

ほしいと思うのですけれども、よろしくお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  先ほどの質問とも関連するかと思います。そのことも含めまして、今後検討させていただ

きたいというふうに考えております。いずれこれが子どもたちの支援につながることがやっ

ぱり第一義でございます。その辺り、今の取組も含め、町としてまた別な取組ができるかも

しれません。その部分も含めて検討させていただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 今紹介した子どもＬＯＢＢＹの取組なのですけれども、非常にすば

らしいと感じたので、ぜひ本町でも取り入れてほしいと思い、ほかのもあるでしょうけれど

も、やはり参考にしてほしいと思って。この子どもＬＯＢＢＹというのは、４点について重

点的に取り組んでいて、１点目としては保護者や子育て関係者を対象とした子どもの、先ほ

ど言った非認知能力、いわゆるＥＱを向上させるプログラムの実施。それから、２点目に子

どもの居場所及び保護者の相談支援の場としての活用。３点目にキャリア教育、イベントの

実施がありまして、これ70企業と提携して行っているということでして、子どもの視野を広
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げて、その中で将来の夢や目標を見つけて、それに向けて努力し、生きる力をつけることを

目指すということです。そして、４点目には、不登校児童支援があるそうですので、このよ

うな取組、ぜひ本町でも取り入れていただきたいと思いますので、ご紹介いたしますので、

お考えをお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 恐らく自治体の規模等につきましても、違うものもあるのかなと思

います。そして、矢巾町は矢巾町の持っている資源というのがやっぱりございます。これも

含めて総合的に検討させていただきたいというふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） それから、視察に行ったのが奈良県の葛城市でして、ここではＡＩ

を活用した相談システムを構築していまして、これも大変に参考になる取組だなと感じて帰

ってまいりました。というのは、ＡＩによる相談というと少し冷たい感じを受けるのですけ

れども、あくまでもＡＩはその取っかかりとして、実際の相談には臨床心理士が一人一人に

向き合う中で相談に乗っているということです。せっかくのＧＩＧＡスクール構想による１

人１台端末環境を活用するという意味からも、大変有効だなと思いました。詳しくは、子ど

も課の職員も視察研修に同行しましたので、報告あったと思いますけれども、これ予算約

1,000万円からできるそうなのですけれども、システムはできたとしても、結局は人の関わ

ることですので、そこがネックになってくるのかなと私は感じておりまして、会計年度任用

職員としても臨床心理士を雇うなどして、児童生徒たちに少しでも多く寄り添えるようにし

てほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  ＡＩが入り口になって、その後ろのほうには臨床心理士、いわゆる心の専門家がいるとい

うふうなシステムとお伺いしました。恐らく人件費も結構かかるものというふうに思います。

まず、その人材の確保ができるかどうかということ、そしてそのシステムも含めまして、子

どもの相談に乗って、そして子どもの気持ちを変えていくのはやっぱり人なのだと思ってい

ます。ただし、その人というのは、それなりの専門的な知識や技能を持っていなければ、誤

った方向に導くことも考えられます。慎重に検討したいというふうに思います。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇15番（昆 秀一議員） 今まで言った支援したからって急に問題が解決するわけではないと

思うのですけれども、まずその辺の機運の醸成というものが必要ではないかと思います。そ

こで、本町として子どもの貧困は絶対になくすのだという本気度、やる気を見せる条例をつ

くることを提案したいと思います。子ども貧困対策条例を制定することによって本町の本気

度、やる気度を内外に周知することができますし、各種取組を条例の中に位置づけることで

安定的に推進していくことを保障すべきものであります。そして、さらに取組を発展させて

いくことにもつながってきますので、ぜひこの子ども貧困対策条例の策定の検討をお願いで

きないでしょうか。ぜひ前向きな答弁をお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  子どもの貧困については、まず矢巾町でも考えなければならない課題ということで、今後

これについては、条例については検討させていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で15番、昆秀一議員の質問を終わります。 

  暫時休憩に入ります。 

  再開を１時、13時といたします。 

              午後 ０時０６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  ここで浅沼健康長寿課長より発言の申出がありましたので、許します。 

  浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 午前中の昆議員からのがん対策の中で、特別な理由による予

防接種の再接種の助成があるかというご質問ということでしたが、私がちょっと質問の捉え

を間違えてお答えしましたので、答弁を修正させていただきます。訂正させていただきます。
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矢巾町では、この特別の理由、いわゆる骨髄移植等による医療行為によって定期予防接種の

効果が認められないというような場合の費用助成に関しましては、本町のほうでは今取り組

んでいないところでございます。県内でも、このような費用助成の制度を行っている自治体

がございますので、参考にしながら、今後この件に関しましては検討してまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） よろしくお願いいたします。 

  引き続き、一般質問を行います。 

  次に、14番、村松信一議員の質問を許します。 

  １問目の質問を許します。 

              （14番 村松信一議員 登壇） 

〇14番（村松信一議員） それでは、１問目の質問に入りたいと思います。議席番号14番、矢

巾未来の会、村松信一でございます。 

  質問事項といたしまして、令和６年度予算編成方針について町長にお伺いしたいと思いま

す。さきに閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2023によると、国は時代の転換点

とも言える内外の構造的な課題の克服に向けて大胆な改革を進め、新時代にふさわしい経済

社会を構築しなければならないとし、そのため人への投資の強化、ＧＸ、ＤＸ等の加速、少

子化対策・こども政策の抜本強化、包摂社会の実現などにより新しい資本主義を加速させ、

その上で中長期の視点に立った持続可能な経済財政運営を図るとしております。このような

状況下での本町の令和６年度当初予算編成について伺います。 

  １点目、町は予算編成に当たり、国、県補助金などの積極的な活用やふるさと納税の取組

により、町財政運営に必要な収入の確保に努めると思いますが、令和６年度の歳入について

どう見込んでいるのか。また、ふるさと納税の運用が10月より厳格なものとなりましたが、

寄附額の見込みはどうか。 

  ２点目、厳しい財政の折、公債費の削減等に努めると思いますが、見直しを検討している

事業はあるのか。また、物価高により、従来のやり方のままでは経費が膨らむが、どのよう

な手法により削減を図るのか。 

  ３点目、矢巾町公共施設等総合管理計画の計画期間は、平成28年度から令和７年度までの

10年間でありますが、令和６年度の予防保全型の管理はどのように進めるのか。また、この

計画において、第８次総合計画策定時に公共施設等の方向性の精査を行い、総合計画に盛り

込むこととなっておりますが、どのような精査を実施されたのか。 
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  ４点目、空き家について、長年放置することは美観の問題以外にも小動物による不衛生状

態の問題発生につながり、町全体のイメージダウンにもなります。改修、解体するには、ア

スベストの事前調査や処理など様々なハードルがあります。空き家解消を進めるため、アス

ベスト事前調査等への補助を考えてはどうか。 

  ５点目、減災の取組について伺いたいと思います。 

  １点目、平成23年の東日本大震災の折も、本町の水道事業は無事に水の供給ができ、優良

な水供給自治体として評価されております。今後もいつ災害が起こるか予測がつかない状態

の中、災害時に断水が起こった場合の供給対策を伺いたいと思います。 

  ２、田んぼダムについて、令和４年、５年度の施政方針で重点的に取り組むことを明記し

ており、流域全体で被害を少なくする流域治水の考えに基づいて、煙山ダム２杯分の貯水効

果がある田んぼダムの取組を進めるとありましたが、推進のためにどのような対応をしたの

か。令和６年度は、どのように推進する考えであるのか。 

  ６点目、町から町内の各組織や諸団体、地域や町民に対し委託や委嘱などを依頼し、活動

等を実施している事項は多岐にわたっておりますが、有償、無償にかかわらず、法律で定め

られているもの、町独自のものなど、どのようなものがどれくらい存在しているか、全体と

してどう把握しているのか。本当に必要な組織、役職、依頼内容を精査する必要があるので

はないか。 

  ７点目、令和６年度の予算編成において、農畜産物を生かした矢巾ブランド化のための産

業振興センターと、中小企業振興基本条例推進のための（仮称）矢巾町地域産業育成・お役

立ちセンターにおいて取り組む計画の内容を伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 14番、村松信一議員の令和６年度予算編成方針についてのご質問にお

答えをいたします。 

  １点目についてですが、予算編成に当たり作成いたしました財政見通しにおきましては、

令和６年度の歳入の決算見込額を114億円程度と見込んでいるところであります。また、ふ

るさと納税の運用が本年10月より厳格化されたところでありますが、現在新たな返礼品や事

業者の開拓に向けて前向きに取り組んでおり、来年度の寄附額につきましては今年度の動向

を見極め、計上してまいります。 
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  ２点目についてですが、見直しを検討しております事業につきましては、現在予算編成中

であり、具体的に事業をお示しできるところに至ってはおりませんが、既存事業を第８次矢

巾町総合計画に適合する事業へ見直しを行うよう令和６年度予算編成方針に定め、編成を行

っているところであります。 

  物価高に対応した経費の削減につきましては、中期的な視点により公債費を低減していく

ことにより、単年度収支のバランスを黒字化していく必要があると認識しており、そのため

に事務事業全体をいわゆるスクラップ・アンド・ビルドで見直しを図りつつ、経費の抑制を

継続してまいりたいと考えております。 

  ３点目についてですが、矢巾町公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、令和６年度

以降におきましても持続可能な財政運営を図りつつ、予防保全を通じた施設の長寿命化に努

めてまいります。 

  また、第８次矢巾町総合計画における公共施設等の方向性の精査に向けて、第７次矢巾町

総合計画における修繕等の状況を把握し、方向性の検討資料としております。引き続き、基

本方針に基づき、建設工事費の高騰など社会情勢や人口動態、財政状況等を総合的に勘案し

ながら、施設ごとの方向性につきましても精査、検討を進めてまいります。 

  ４点目についてですが、空き家のみならず、全ての建築物の改修、解体を行う際には、事

業者がアスベストについて含有の事前調査、飛散防止の封じ込めまたは囲い込み作業を行わ

なければならないことから、発注者がその費用を負担しているところであります。 

  空き家の解体につきましては、速やかに着手していただいているところでありますが、着

手を阻む一因として解体費用の高騰が想定されますことから、今後国、県に働きかけながら、

補助事業の導入が可能か研究をしてまいります。 

  ５点目の災害時に断水が起こった場合の供給対策についてですが、基本的には給水車や給

水タンクを活用し、断水地域へ拠点給水を実施することを想定しております。断水規模が広

範囲に及ぶ場合には、公益社団法人日本水道協会を通じて応援要請を行い、他の事業体から

の応援を受けるほか、自衛隊への災害派遣要請を含め、対応することとしております。 

  また、当町では、東部系給水区域と西部系給水区域にブロックを分けて給水を実施してお

り、非常時においては東西ブロック間での水の運用を行うことで、断水区域の縮小に努める

こととしております。ほかにも令和元年度には盛岡市と、令和３年度には岩手中部水道企業

団とそれぞれ災害等緊急時の相互応援給水に関する協定を締結しており、現在盛岡市との間

に緊急連絡管を流通センター地内に整備しており、断水時には活用する計画としております。 
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  なお、簗川ダム利水のための水道施設整備時におきましては、災害等の緊急時の相互応援

給水機能を付加させるべく盛岡市と協議を重ねており、方向性がまとまりましたなら、議員

各位、町民の皆様にご報告することとしております。 

  次に、田んぼダムの取組の推進のためにどのような対応をしたかについてですが、近年は

ゲリラ豪雨や線状降水帯発生による長時間の降雨など、季節を問わず自然災害のリスクが増

加する中、減災効果があるとされる田んぼダムの取組が全国で注目され、本町でも令和３年

度から試験的に導入を図り、初年度は調整器具の選定及び2.6ヘクタールの水田における器

具設置、実際の効果検証を行ったところであります。 

  また、昨年度は対象圃場を10.7ヘクタール、今年度は11.4ヘクタールにまで拡大をしてい

るところであり、さらに圃場整備を実施または予定しております矢次、広宮沢地区におきま

しても、全ての水田の排水溝に器具の取付けを予定しておりますことから、下流域の岩崎川

及び芋沢川における内水氾濫の抑制効果が期待できるところであります。 

  ご質問の令和６年度の取組についてですが、田んぼダムの仕組みやもたらされる効果につ

いて、水田及び水路を管理する各地域の多面的機能支払制度団体に対し、県及び土地改良区

と連携を図りながら、排水調整ます設置に向け説明会を開催することとしております。 

  ６点目についてですが、現在、町の事業に日常的に関わりのある団体や役職は約80程度あ

ると認識しており、地域の皆様には多岐にわたりご協力をいただいておりますことに、まず

もって感謝を申し上げます。町では、各種事業を効果的に実施する上で、コミュニティや各

種団体、個人の方々などのご協力をいただき進めていくことは大変重要であり、それぞれの

組織、役職につきましては、法律により人数や補助率、単価等が規定されているものもあり

ますことから、一概に見直しを行うことは難しい場合もあると捉えておりますが、少子高齢

化の影響により、各組織や役職の担い手不足が深刻な昨今の状況を鑑み、第８次総合計画の

中で各組織や役職の必要性と、有償または無償の在り方について見直しを行ってまいりたい

と考えております。 

  また、７点目についてですが、（仮称）産業振興センターの令和６年度予算編成における

計画につきましては、労働者協同組合法による希望する事業者同士の事業体設立について、

現在協議を進めている段階でありますことから、予算化については見込んでいないところで

あります。また、矢巾町地域産業育成・お役立ちセンターにつきましては、今年度、中小企

業振興基本条例の推進のため、中小企業の学びや活動として、町内経営者及び社員が共に学

び合う機会を創出したほか、次の世代、いわゆる次世代の人材育成事業として、町内中学校
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における職場体験、高校の探究学習等に地域企業とともに町も積極的に関わっているところ

であり、令和６年度におきましても、このような取組を地域産業育成・お役立ちセンター事

業として、各関係機関と連携を図りながら実施をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、税収、それからふるさと納税について伺いたいと思いま

す。本町の住民税のまず非課税世帯は、全世帯のおおむね何％ぐらいなのか。そして、令和

になってから非課税世帯の増減傾向はどうなのか、まずこれを伺いたいと思います。そして

次に、町民税の見込みについて、令和５年度対比でどのように見込んでいるのか。そして、

新規宅地造成、今３か所やっておるわけでありますけれども、宅地が全て完売した場合の固

定資産税の見込みはおおむねどれくらいになるのか。 

  以上をお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長兼会計管理者兼出納室長（佐々木智雄君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

  まず、住民税の非課税世帯でございますが、当初課税時点では約１万900世帯ほどの世帯数

がございまして、そのうち約2,200世帯、20％ほどが非課税世帯ということになっておりま

す。 

  次に、非課税世帯の増減の傾向でございますが、これは令和に入りましてから少しずつ増

えてきているという状況でございます。 

  それから次に、町民税の見込みについてですが、令和５年度と比べてどのようになるかと

いうことですが、６年度の予算については現在編成中ということですので、具体的なところ

はまだ申し上げられませんが、５年度と６年度の大きな違いといたしまして、５年度の課税

の際には譲渡所得による課税が、大きな課税がございましたが、６年度に向けてはこの課税

がなくなるということになりますので、そういったことが大きな要因としてまず１つあると

いうことをご承知おきいただきたいと思います。 

  次に、新規宅地造成の３か所の件でございますが、こちらにつきましては令和６年から８

年にかけて恐らく新築が進んでいくものと思われますが、３地区で、今のところ見込みとし

ましては430棟ほど新築されるのではないかなというふうに見込んでおりまして、金額的に

は2,700万円ほどの固定資産税の増収を見込んでいるというところでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 質問では、もう少し知りたいところがありまして、ふるさと納税の

返礼品のことです。答弁でちょっと分からないところがありましたので、詳しく知りたいと

思います。 

  まず、返礼品や事業者の開拓に向け取り組んでいるということでありますけれども、返礼

品や事業者の見直しはなかったのか、そしてまた企業版ふるさと納税を呼び込むための方策

は何か考えがあるのか、以上をお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） ふるさと納税返礼品について、私のほうからご質問にお答え

いたします。 

  今年10月１日からの地場産品の基準の厳格化に伴いまして、町では返礼品と事業者を精査

したところでございます。それを一時的に返礼品の提供を取りやめたところでございます。

引き続き、地場特産品等の掘り起こしに努めながら、新たな戦略を立てて取り組んでまいり

ます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） 私のほうからは、企業版ふるさと納税の呼び込

みに対する考え方ということで、改めてなのですが、企業版ふるさと納税は正式名称を地方

創生応援税制と申します。企業が地域再生法の認定自治体が実施するまち・ひと・しごと創

生寄附活用事業に対して寄附を行った場合に、その企業が税制上の優遇を受けられるという

仕組みですので、名前は似ておりますが、ふるさと納税とは全く別のものですので、同様の

視点で申し上げることはできませんが、令和５年度には４法人から3,500万円の寄附をいた

だいているところでございます。その３件が、トップセールス及び未来戦略課で行っている

営業がベースになっているところでございます。すなわち矢巾町を知っていただき、政策に

共感していただくことが最も重要なことだと考えているところでありまして、その点につき

ましては引き続き強化してまいりたいと思います。 

  また、事業はそれぞれ担当課で行っております。各課においても、そのような営業が行え

るように調整することができれば、例えば町長あるいは未来戦略課だけではなくて、オール

矢巾町でＰＲしていくことができれば、こちらはさらなる共感を呼ぶことができるのではな
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いかなと思っておりますので、そのような調整を内部で進めていきたいと考えております。 

  あとは、最近は成功報酬型ではありますけれども、自治体と企業版ふるさと納税を行いた

い企業のマッチングをする企業がございます。そういったところを積極的に活用しながら、

企業版ふるさと納税の増額に努めてまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） ただいま答弁いただきましたふるさと納税、いわゆる今まで登録し

ていた業者、それから返礼品、これの入替えがあるということですか。ほとんどそれを見直

ししなければならないということですか。それとも、今まであった返礼品に何かまた新しい

ものを追加するということなのでしょうか。その辺のところを詳しくちょっと教えていただ

きたいと思います。そして、それはいつ頃確定して、新たな返礼品として、ふるさと納税と

して、いつ頃からそれが新たな方法でできるのか、伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 現在、県を通じて総務省に問い合わせている部分があります

ので、これまであった中での見直しということで、それが基準に合致したものかどうかとい

うような問合せ等も含めて、今見直しを図っているところでございまして、いつ頃かという

と、なかなか矢巾町だけでなくて、全国相手に対応されているようでございますので、その

辺はお時間がかかるのかなと思います。あと、確実に基準に合っているというものにつきま

しては、それは新たな取組として、新たな特産品を見つけて、ふるさと納税の返礼品に加え

ていきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問はありませんか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 分かりました。 

  では、次の２点目に質問しました見直しの事業についてです。ちょっとこれについてお伺

いしたいと思いますが、事業の見直しについて、現時点で予算編成中のことで、主要事業の

見直しでも対象や廃止、事業縮小などもあるという、そういう考えで私はおりますけれども、

この事業縮小や見直し、それから廃止が決定した場合は、私たちにはいつの時点でそれを説

明し、マスコミ等には公表するのでしょうか。それについて伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 
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〇企画財政課長（花立孝美君） 事業見直し及び公表等に関しましてお答えいたします。 

  例えば主要事業におきましても、見直しはしたいというふうに考えています。ただ、国の

補助とかで実施しております子育てとか福祉に関係する事業につきましては、こちらは見直

しはできないというふうに考えています。見直し対象としては、主に町の単独事業、こちら

を考えておりまして、現状と課題、今後の見通し等を見据えまして、予算のほうを重点的に

つけていきたいというふうに考えています。縮小とか廃止、新たな事業、こちらのほうをい

ずれ検討しているわけなのですけれども、公表につきましては当初予算の議決後に、それぞ

れの事業において公表のタイミングというのはどうしても異なるかと思われますので、その

タイミングを見ながら、随時公表のほうを行っていきたいと思います。町民に不安等ないよ

うに、なるべく早期にやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、３点目の総合管理計画について伺いたいと思います。 

  公共施設等総合管理計画における公共施設等の方向性の精査に向けて、これから検討する

ということでありますけれども、総合計画の策定までは僅か３か月ほどしかないわけです。

それで、方向性の精査はもっと早くに行うべきではなかったでしょうか。実は、公共施設等

の点検結果、それからデータベースや各種長寿命化計画がもともとありまして、それに修繕

の必要性があると分かっている施設もあります。例えばさわやかハウスは、現在健全資産と

されております。配電盤設備は、日本電機工業会更新推奨時期を経過しており、更新の必要

性が点検事業者から指摘されていると記載されているのです。それから、予防保全と言って

おりますけれども、さわやかハウスの施設カルテには、当該施設は本来機能のほか、災害避

難場所として指定されていることから、毎年度改修予算の要望はしているものの、予算化さ

れていないと記載されているのです、このように。ですから、このままでは、本来は予防保

全ということをうたっているわけでありますけれども、これ事後保全になるのではないでし

ょうか。 

  ほかにも学校教育施設長寿化計画、令和３年の２月策定における個別施設の整備計画の中

には、令和６年度施設整備の部位修繕として、例えば煙山小学校が2,000万、不動小学校が

1,000万、北中が1,600万を計画しているわけです。そしてまた、都市公園施設長寿命化計画

においては、健全度で最悪のＤと評価されている施設が２施設あるわけです。Ｃ判定でも緊

急度の高いとされている施設が24施設あります。これら以外にも様々な修繕等が必要となっ
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ていると思われますが、どの修繕を行うか、何を優先するかどうか、検討もこれから行うの

でしょうか、それとも全部精査して、それはもう完成しているのでしょうか。全て精査して

総合計画に盛り込むことは、本当に可能なのでしょうか。まず、そこまでお伺いしたいと思

います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（田村英典君） お答えいたします。 

  総合管理計画全般についての考え方ということでお話しさせていただきます。管理計画の

考え方といたしましては、ある意味大規模な新設の施設設備、それから除却する必要がある

施設設備等の状況について、例えば国のインフラ長寿命化計画や、それから第７期、これか

ら第８期の総合計画の策定にも入りますけれども、入っておりますが、この部分の基本構想

や基本計画において定められた部分について、矢巾町公共施設等総合管理計画に定めるもの

になります。ですから、大規模なものについて、それから高額なものについては総合管理計

画に定め、それから個別の長寿命化計画に落とし込んでいくというスタイルになってござい

ます。 

  そういった中で、今回ご指摘のありました例えばさわやかハウスの例がありました。これ

も、我々のほうの施設管理担当総務課のほうでも把握はしてございました。例えばこちらの

管理課のほうで書かれた変圧器全体のお話で記載にはなっていましたけれども、日常の設備

点検の報告、専門の業者に頼んでおりますけれども、例えば保健福祉交流センターの高圧の

変電、キュービクルにつきましては、真空遮断器なども20年経過していますよとか、それか

ら保健福祉交流センターの各変圧器も、これも20年経過しておりますので、そろそろ更新が

必要ですということで、この変圧器につきましては法令に基づく定められた期限ではないと

いうこと、その部分については日常の保全管理、点検において確認しながら、この表現が正

しいかどうかはあれですが、だましながら使っているというような状況でございます。 

  ただし、議員ご指摘のとおり、この施設につきましては、災害対策基本法に定められた矢

巾町の９つの大切な基幹避難所でございます。そういったところで、災害はいつ来るか分か

りませんので、いざというときに電気が通らないとか、設備が機能しないということはあり

得ないことでございますので、ご指摘のとおり、こういった部分については財政、それから

そこの施設担当管理課としっかり情報を共有して、この点検状況も加味しながら、今回の予

算のほうにも反映させてまいりたいというふうに考えてございます。いかんせん予算という

ものは、どうしても義務的経費、扶助費等のほうをやはり確定させて、それからどれくらい
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我々の余力があるかという部分で財政のほうも苦労してございますので、そういった部分で

予算要求、それから予算編成の時期に集中して考えなければならないという部分もございま

す。ただ、それを中長期的な目で資産管理をやっていかなければならないことも承知してご

ざいますので、そこら辺のバランスも担当課、財産管理課の総務課もしっかり把握して、取

り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、この件、もう一点ちょっと伺いたいと思います。今の答

弁では、どこまでの更新や修繕等を、総合計画に盛り込むとは言っていますが、盛り込むか

もはっきりしないわけですね。そして、他の更新や修繕との兼ね合いもあるわけであります。

必ずしも全てを予防保全はできないと思いますけれども、財政状況を総合的に勘案しながら

精査するには時間がかかると思うのです。これ今になって時間がないというような形になり

ますけれども、ずっとあったわけですよね、この計画は。ですから、早め早めに今後は検討

すべきと思うが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（田村英典君） お答えいたします。 

  ご指摘のとおりだと思います。今回の計画につきましては、令和７年度までという10年間

の区切りもございますので、７年度まで待たずに必要な見通しが入るような計画にできるよ

うに研究しながら、この計画書を実効性のあるものにできるようにしてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） よく分かりました。 

  それでは、４点目の空き家について再質問をしたいと思います。空き家の解体費用の補助

事業の導入が可能か検討するということでありますが、もう一歩踏み出して、補助事業に向

けて前向きに検討を、これをまずしていただきたい。 

  さらに、平成２年頃までに建てられた家屋には、低濃度のＰＣＢ廃棄物が入っている可能

性があります。それは蛍光灯の中のトランスでありますけれども。ＰＣＢの特措法は、令和
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９年、2027年の３月31日で終了となっているわけでありますけれども、このようにＰＣＢが

含まれている可能性があるということで、分かりませんけれども、処分期限があることから、

これもしあった場合に確認を呼びかけることが、そういうことでコンデンサーの特措法で令

和９年３月31日までになっていますよというようなことを何かで告知しなくてもいいので

しょうか。もしあった場合の行政の処分手続の窓口は、確立されていますでしょうか。 

  以上について伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） 前段についてお答えいたします。 

  昨日ご可決いただきました空家条例、そちらのほうの基となっております空家等の特措法

のほうがこの12月13日に施行される予定となっております。それに伴いまして新たな指針が

示される予定となっておりまして、そちらのほうを見極めながら、前向きに検討してまいり

たいと思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） それでは、私のほうからＰＣＢの部分についてお答えさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、ＰＣＢに関する廃棄物に関しては、これは県のほうで担当しておりまして、県のほ

うではＰＣＢの廃棄物処理実施計画というものを定めて計画的に行っておりまして、いろん

な相談窓口に関しましては、矢巾町の場合は盛岡広域振興局のほうの保健福祉環境部のほう

が相談窓口のほうになっております。 

  それから、今議員ご質問あったように、令和９年の３月末で期限が終わるということで、

まさに今これ県のほうで事業者向けの説明会を来週予定しておりまして、当課のほうにも案

内がございましたが、矢巾町という一事業者としてやっぱり参加しなければならないと思っ

ておりまして、当課のほうで職員出席して、この説明会のほうを受講してきたいなと思って

おります。受講したならば、当然矢巾町として様々な施設を管理しておりますので、各施設

管理課と情報共有をして、適切な処理を行わなければならないものはきちんと漏れなくやる

ようにしたいと思っておりますし、あと説明会の中で一般の町民の方ともやはり情報を共有

したほうがいいなと思うことがありましたら、それについて、県と相談しながらにはなりま

すけれども、ホームページ等でお知らせしていきたいなと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 
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〇14番（村松信一議員） ＰＣＢにつきましては、よく理解しました。 

  それでは次に、５点目の減災について伺いたいと思います。現在本町には、自家水、井戸

水を使用している家庭もございます。電源が消失しましても、簡易発電機があれば給水は可

能なわけであります。答弁の災害時の給水対策は理解できます。広域大規模災害となった場

合、答弁のような供給体制が全てうまくいくとは限らない場合もあると思います。不備が生

ずる場合もあると思います。水は命の源でもあり、遠くに行って供給いただかなくても、身

近なところに水があれば、それを確保できれば多くのメリットがあるのだろうと思いますの

で、このことから身近な水の供給先として、自家水を供給できる協力家庭を災害時の水供給

先として登録しておくと、そして水の安定的な供給場所として確保する考えについてまず伺

いたいと思いますが、その場合は事前に水質検査料の補助等くらい考えてみてはいかがかと

いうことでお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、ご質問のありました自家水の供給場所のリスト化、水質検査料の補助というものに

ついては、自助、共助、公助、近助、この観点からしてもかなり重要なものと考えます。そ

の中でも、共助、自助の範囲かなとも考えます。なぜ公助が入っていないかというと、自家

水道という性質上、公衆衛生の安全確保の観点からしても、今の水道法、厚生労働省の取扱

いにおいても、水道事業管理者が自家水の水質のほうまでカバーし合うというところまでは

現状ではなっておりません。なぜかというと、やはりもともとの水質がどうなのかというの

が分からなければ、そこに幾ら町単費とはいえ、補助を出すのはなかなか厳しいと。それが

原因で町民の多くの方に何かしらの害が、生じないと思いますけれども、害が生じた場合に

責任はどうなるのだということにもなりますし、それを防ぐためにも、その補助制度という

のはなかなか難しいというのが現状になっております。 

  では、災害時に自家水の利用者の方が困ってどうするのだと。そういう場合においては、

大災害時ですので、避難所等が開設されるかと思います。ここは町長答弁にもありましたよ

うに、我々の給水車による給水とか他事業体との連携、自衛隊との連携によって給水は確保

できるものと考えております。また、１トン程度の簡易水槽も10基ほどありますので、それ

らも活用して、避難所等のほうには拠点給水場所ということで、ぜひそちらを活用していた

だきたいと。個別に自家水利用者の方から、では俺のところの自家水が壊れたので、どうし

たらいいと、切り替えたいのだという相談を受けましたらば、これは直生活、命に関わるこ
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とですので、６リッターの給水パック、そちらのほうは提供したいと考えております。 

  なお、その上で、それを永続的にずっと続けるわけにはいきませんので、給水を自家水か

ら町水道のほうに切り替えてはどうですかというような相談をもって対応したいと。自家水

道の組合、矢巾町にも何か所かあります。同様な事例ではないですけれども、その自家水の

組合のほうからは、以前にも自分たちの自家水の水源が枯れてきたとか、自家水道の水位が

下がってきたというようなご相談を受けたことがありました。そのときには、電気の修理業

者さんを紹介したり、町水道に切り替える手続、それの段取り等を行って、身近に対応して

ご相談には乗っておりますので、自家水だからそっちで考えてください、そういう態度では

なくて、その辺については自家水の利用者とも協力し合いながら進めていきたいと考えてお

ります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 分かりました。 

  それでは、５点目の田んぼダムのほうについて伺いたいと思いますが、答弁にございます

排水調整ます設置ということで、田んぼダムの説明会を計画しているということでありまし

たが、これはいつ頃やられるのかということ、それをまずお伺いしたいと思います。 

  それから、令和５年３月の会議の一般質問で、多面的機能支払交付金の契約に関する説明

会の開催を提案いたしました。検討するという答弁をいただいておりましたけれども、今度

はそういうことは、ちょっといつやるのか分かりませんけれども、田んぼダムの説明会とい

うことを計画しているのであれば、そういったときに契約に関する説明も一緒にやられては

どうかということです。 

  なぜかといいますと、これは国の交付金なのです。それで、ある一定の金額を超えますと、

書類というのは30種類ぐらい出さなければならない、全てそろえますと。それを簡素化して

いるものとか、それから準備しているものとか、すごくあるのです。だから、それが統一さ

れていないのです。最低必要なものは、見積書であるとか、いろいろあるのですけれども、

30種類ぐらいある中で最低必要なものとして、それぞれが簡単なやつをそろえてとか言って、

いろんな国の監査なんかもあります。これは用意したほうがいいですよとか、これは必ず用

意してくださいとかいう形ではなくて、やわらかく説明、指導を受けたりしているわけです

けれども、最低それらはそろっているわけですけれども、そういうすごくある書類の中でも
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やっぱり統一するべきだと思うのです。最低必要なのはこれとこれとか、そういうことでの

説明会に最低必要なものを契約の中で準備してくださいとかいう、そういう説明会をしてい

ただきたいということであります。 

  それから、もう一点聞きますけれども、答弁にございました2.6ヘクタールの試験的導入の

実施の効果検証も、４年度の10.7ヘクタールですか、それから５年度の11.4ヘクタールの拡

大は、これは試験的なものではなく、本格的な田んぼダムとして機能する装置を取り付けた

ものなのか、それとも試験的なものなのか、まずお伺いしたいと思います。この場合、取り

付けた装置は耕作者が管理すると思いますけれども、これは多面的機能支払交付金事業との

兼ね合いはどうなっているのか、この点について伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） ただいま多面的機能支払交付金事業のお話がありましたけれ

ども、この事業の活動計画が、これは５年計画になりますけれども、ちょうど今年度末に終

了する組織が多いということで、来年の３月になりますけれども、事業の計画の更新を予定

している組織が29組織のうち25組織あるということで、その更新の説明に合わせて田んぼダ

ムに係る説明もできればいいのかなというふうに考えてございます。 

  次の試験導入の話でございますけれども、お話があった令和４年、令和５年、去年と今年

度も実施しておりますけれども、あくまでも試験的なものでございまして、煙山の西部地区

のほうで、広げるという意味の横展開ができるかどうかの実証実験でございましたので、本

格的な装置の運用につきましては、先ほどお話しいたしました多面の計画変更のときに、地

域によって賛同していただける地域とそうでない地域があるかと思いますけれども、それら

の組織において説明をしながら、耕作者と、あと管理する側の調整によって装置の取付けが

できるのかなというふうに思ってございます。なかなかこちらから一方的にやりなさいとい

うものではなくて、これはやはり多面的支払いというのは自主的な組織でございますので、

そういった方向性につきましては矢巾町で方針を示してまいりますけれども、そういった自

主的な運営に委ねるという部分も理解いただきたいなというふうに思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 先ほど質問した田んぼダムの説明会の折、契約書類の在り方につい

ても含めて説明会を開いたらどうかということについてはどうなのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 
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〇産業観光課長（佐藤健一君） 計画更新時に合わせて個別になるか、それとも全体の説明に

なるかどうか分かりませんけれども、行ってまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですね。その他。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、この１問目の最後の質問を町長に伺いたいと思います。

町から各組織や町民に依頼している事項は、精査するということなのでありますけれども、

まずこれをまとめますと、新しい時代に向けた地域人材の活用の在り方と、それから住民協

働のまちづくりの在り方を考えることだと思います。それで、町民も加わった検討委員会の

ようなもので、二、三年後をめどに抜本的な見直しをしてはどうかということをまず検討い

ただきたいと思います。特にその場合、都市化が進む地区と農村文化が残る地区があり、皆

さんもご存じのとおりです。今後、文化を生かして人を呼ぶことではなく、その姿そのもの

の暮らしが文化に生きてしまうようなときが来そうでなりません。いわゆる農村文化を生か

すのではなく、文化が生きる農村づくりが農村文化の保全につながり、そのような地区が移

住、定住の場所として大人気となることも考えられます。いろんな法律規制がありますが、

今後の少子高齢化を考えれば、人口密度解消特区のようなものも考えられないわけではない

わけであります。今後、各組織や役割の必要性と在り方の検討をするときには、ぜひともこ

のようなことを考えに入れて検討いただきたいと思いますが、町長にお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、まず１つは二、三年をめどに検討委員

会を立ち上げるかということですが、この矢巾町が合併してちょうど70周年の節目が令和７

年の３月なのです。矢巾町と徳田村、煙山村、不動村が昭和30年の３月に合併して、ちょう

ど再来年３月。そこで、当時合併したときの思いは、この山村の地域コミュニティの価値観

の共有、価値観の共創だと思うのです。価値観を共有しながら、価値を共につくり上げてい

くということではなかったのかなと思うのです。 

  その中で、私がまず今考えておるのは、これは職員もそうですし、議員さん方も、おうち

に帰ればみんなコミュニティにそれぞれ属しているわけですので、今うちのほうでは、財団、

地域活性化センターというところがあるのですが、今はそこに職員３人派遣して、もう終わ

ったのもおるのですが、地域づくりの中核となる人材を今養成しております。そして、職員

もやはり地域コミュニティ、地域づくり、まちづくりについてのしっかりした理念とか、信
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念とか、そういうものを持ち合わせてほしいということで今研修に出して、それから議員さ

ん方も地域に帰れば、これはコミュニティ会長さん、もう来年４月から45の地域コミュニテ

ィになるわけですが、それぞれこれまでも地域に対しての愛着とか、つながり、こだわり、

いろいろあったと思うのです。そこで、そういうものを議員各位にもやっぱりもう一度原点

回帰していただいて、昭和30年３月に合併したときの、先人、先輩たちが築き上げてきたも

のをもう一度、当局だけではなくみんなで力を合わせて考えるときが来ているのではないの

かなと。そのための議論は大いに、第８次の総合計画の大きな柱には地域コミュニティの構

築、今村松信一議員から協働社会と、これは何を言わんといったら、互いに心を通わせ、力

を合わせて、そしてまちづくりをすることなのです。だから、そういうことを当局だけでは

なく議会も一緒になって考えていこうではありませんか。そして、みんなでつくり上げたも

のが強いのです。 

  先ほど昆秀一議員の質問にもあったのですが、介護のこととか、いろいろがん対策とか、

これもやはり原点回帰すれば地域コミュニティなのです。だから、みんなでこれまでやって

きたことを掘り返してみて、今各小学校には耕心田と、心の田を耕すというのが校長室にあ

るのです。この耕心田、今まさに私たちが求められているのは、職員も議員の皆さん方も、

お一人お一人もう一度耕心田の原点に立ち返って取組を考えていきたいと。そのために私ら

もしっかり先導的な役割を果たしていきますが、皆さん方にもしっかりした応援、お力添え

をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「１問目はありません。終わります」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） ここで暫時休憩といたします。 

  再開を14時５分といたします。 

              午後 １時５５分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時０５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、２問目の質問、農業経営の在り方について町長にお伺い

をいたします。 
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  町内には、９農事組合法人ほか、個人、会社方式等の組織経営体においては、農業経営に

対し、補助金や各種支援策を有効に利活用し、各種作業においては最新の農業機械を導入し、

効率的運営がなされております。また、補助金のほか、様々な面で優位な農業経営でもあり

ます。 

  しかし、多様な地域事情により、法人化に向けた進展がない地域組織も多く存在します。

今後、早急な法人化が必要と捉えておりますが、第８次総合計画（案）でも集落営農組織の

法人化を推進するとともに、農業生産力及び農業所得の向上を図り、経営近代化を推進する

とあります。法人化に対して、どのような方策を考えているのか伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 農業経営の在り方についてのご質問にお答えをいたします。 

  町内の農事組合法人につきましては、それぞれ特色のある経営がなされ、一例を申し上げ

ますと、米の生産のみならず、小麦や高収益作物栽培との二毛作に取り組むなど、組織的な

運営に取り組まれております。 

  しかしながら、町の営農組合数全体に占める農事組合法人数は約３割にとどまり、現在法

人化を目指す営農組合からの相談も数件のみとなっており、組合員の高齢化や生産コストの

上昇など、農業を取り巻く環境が厳しさを増しておりますことから、今後の課題と認識して

おります。 

  なお、法人化を目指す地域の集落営農組織につきましては、法人化への勉強会、先進地事

例調査、構成員への制度説明会を開催し、農業改良普及センター及び岩手中央農業協同組合

とともに積極的に支援をしてまいります。 

  また、法人化へのメリットといたしまして、法人化後の基幹作業に必要な機械の導入や運

営に必要な資金調達に関しまして、国及び県補助金、制度資金メニューの提案を行うなど、

申請に係るワンストップ化を図って対応してまいります。 

  今後につきましても、法人化を目指す経営体の状況に応じて相談を重ね、課題の解決に向

けた取組を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、まず１点目です。法人化になっていない地域は多くある



  

－ 93 －  

わけですけれども、ない地域では数件単位で四、五人くらい集まって、10町歩ぐらいですよ

ね、それで完結農業に取り組んでいるグループが多くあるのです。完結というのは、春の初

期作業から秋の収穫までそのグループがやるということです。ですから、集落営農単位です

と、30件とか40件くらいのグループになるのでしょうけれども、それをまとめて法人化に向

けて取り組もうという発想から、完結農業に取り組んでいる数件単位のそういった小規模な

ところを法人化するというようなことも早道ではないかと思うのです。それで、集落単位で

そういうのが２つか３つできたら、そういった人たちがまた一つの法人になるような方法を

考えればいいのではないかと、そのように思うわけです。やっぱりいろんな問題があって、

なかなかできないのです。このことについて、小さい法人をいっぱいつくるというようなこ

との考え方について伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がありましたとおり、集落営農単位で法人化するとい

うメリットもありますし、小規模でやるメリットもあるわけでございますけれども、農業経

営につきましては様々な経緯がございまして、矢巾町でも先ほどの９農業法人のほかにも小

規模な法人を加えて22あるわけでございまして、そういった法人化経営を目指すということ

にはいろいろ社会的責任を負わなければならない、義務負担とかも含めて、そういったこと

がありますことから、なかなか法人化に踏み出せないというような地域もあるやに聞いてご

ざいます。 

  いずれにしても、メリットの話として今村松議員からもありましたとおり、法人化する場

合には機械化の部分でもいろいろメリットあるわけでございますが、生産組織の構成員、あ

とは数件単位が法人となる場合は、その人たちの周りの意見が合致しないと、なかなか方向

づけをすることが厳しいというところがあるわけでございまして、町といたしましては法人

化を目指すそういった組合もしくは団体があった場合には、必要なサポートを構築しながら、

関係機関と連携してサポートを行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 今の答弁ですと、そういった小単位でもまず支援をすると、積極的

に支援するということの考えでよろしいでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） やはりいろいろ後継者問題がございますので、そういった農
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業経営体があってもよろしいのではないかなというふうに捉えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 支援するということ。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） そこをちゃんと答えて。 

  他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、次の質問ですが、農業経営基盤強化促進法が改正になり

まして、令和７年３月までには各地区において人・農地プランに代わる地域計画を作成する

こととなっております。各地域への働きかけはどのように行っているのか、また今までどの

ように行ったのか。そして、関係者がほぼ重なる多面的機能支払交付金事業の地域資源保全

管理構想との関連はどのようにあるのか。また、留意点があれば、その留意点について伺い

たいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 地域計画につきましては、令和４年度、昨年度から全31地区

で説明会を実施してございます。今年度も今月から、12月から来年の３月にかけて農業委員

とともに、順次地域計画策定に係る意見交換会を実施することと計画をしてございます。地

域資源保全管理構想との関連性につきましては、地域計画に農用地の集約化の方針、これを

記載する必要があることから、いずれの計画についても整合性を図ってまいりまして、最終

的に地域の農地を維持することを目標として掲げてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「２問目はありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、教育に係る予算編成方針について教育長にお伺いいたし

ます。 

  令和３年４月から小中学校の全児童生徒がタブレットを使用するようになりましたが、こ

うした教育環境の大きな変化がある中での令和６年度の教育行政に係る予算編成について

伺いたいと思います。 
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  １点目、タブレット導入から３年が経過いたしますが、現在の活用状況を伺いたいと思い

ます。タブレットを使用した授業には、様々なメリットやデメリットもありますが、この場

合、メリットを生かしたもので利活用ができていると思う点は何か、伺いたいと思います。 

  そして、今後の教育の中で、さらにどのような利活用を考えているのか。 

  ２点目、タブレットの導入等、教育現場の環境に大きな変化がありますが、理科授業にお

いては実際に観察、実験することも大きな意義があると考えております。機器の導入ととも

に必要となる観察や実験を行う授業時間、これも確保されていますでしょうか。教員、それ

から補助教員などの確保はできているのか。 

  以上について伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 教育に係る予算編成方針についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、国の諮問機関である中央教育審議会はその答申において、個別最

適な学びと協働的な学びを一体的に充実することを示し、この答申によりＧＩＧＡスクール

構想が実施され、児童生徒一人一人がタブレットを活用した授業を受けることが可能になっ

たところであります。 

  学校の授業では、児童生徒が予想する場面や自分の考えをまとめるなどの場面でタブレッ

トに自分の考えを入力し、教師はその結果を瞬時に把握し、学級全体で交流したい回答を映

像装置に映し出し、学びの定着を図る活用を行っておりますし、児童生徒一人一人の理解に

応じたドリル問題の取組もなされている状況であります。これらの取組が個別最適な学びと

協働的な学びの一体的な充実に資するものであり、大きなメリットと捉えております。 

  今後におきましては、引き続き児童生徒の学びの質を高められる授業の実践を積み重ねる

とともに、メリットを生かした効果的な活用場面を広げられるよう努めてまいります。 

  ２点目についてですが、理科の授業においては、直接的な体験となる観察、実験はなくて

はならない学習活動であります。予想する場面、結果を記入する場面においてタブレットを

活用することで、従来よりも短時間で児童生徒の意見を集約でき、結果からの考察等の思考

力を高める場面の時間を確保できると捉えております。 

  また、理科の補助教員につきましては、県内のどこの公立小中学校にも配置されていない

と認識しております。一方で、小学校においては、高学年の教科担任制が進められており、

２つの小学校には理科や英語の専科教員を配置しております。 
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  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） タブレットの使用によりまして、子どもの荷物を減らすことや教師

の授業時間の準備の負担軽減になっていますでしょうか。教員同士や、それから保護者との

情報共有がスムーズになるような使い方ができていますでしょうか。 

  また、タブレットを使った効果的な授業を行うための研修などはあるのでしょうか。そし

て、県内で教員の異動が毎年あるわけでありますけれども、他市町村での経験を生かせるよ

う、教員同士の情報交換などは行われているのでしょうか。 

  以上につきまして伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） ただいまの質問にお答

えいたします。 

  まず、１点目の子どもたちの荷物を減らすことにつながっているかという質問についてで

ございますが、タブレット導入とは別に、子どもたちの教科書と教材を学校に置いていくこ

とも可能であると、そういった対応もございます。したがいまして、タブレット導入が全て

子どもたちの荷物を減らすことにつながっているかということにはならないかと思います

が、幾分子どもたちの負担軽減には寄与しているものというふうに捉えてございます。 

  また、教員の授業準備の負担軽減にというところでございますけれども、先生方の声とし

て、児童生徒へのプリントを配付することの回数が減ったと。印刷製本、あるいは実際に配

付する、そういった時間の削減にもつながっていると、そういった声も聞かれてございます。

負担軽減に大きく寄与しているのではないかという認識でございます。 

  また、３点目の教員同士、あとは保護者との情報共有がスムーズになるような使い方に関

してですけれども、教員同士につきましては、毎朝先生方で朝礼を行うのですけれども、１

日の流れでありますとか連絡事項、そういったものを口頭でやり取りしていたもの、あるい

は紙の配付をしていたものを端末のほうにデータ送信をしてというようなことで、短時間で、

しかも効率的に共有ができるというふうなことも聞いております。 

  また、保護者との情報共有につきましても、例えば今のこの時期でありますと、インフル

エンザ等々感染症の罹患報告等、そういったものの学校と保護者とのやり取りについて、保

護者、学校、双方の勤務時間を気にせずに報告ができるといったところで、お互いの情報共
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有等々についてスムーズにできていると、そういった声も聞こえてございます。 

  また、タブレットを使った効果的な授業を行うための研修につきましてですが、教育研究

所におきまして、今年度につきましてはＩＣＴを活用した授業実践、それを町内の先生に授

業実践を委嘱するような形で、この夏に町内全先生方にその実践報告の発表をしていただき、

それを基に全職員で協議をすると、そういった場面を持っております。また、各校において、

各校のニーズに応じた研修会を講師を派遣する形で実施をしてございます。そういった意味

では、先生方のスキルアップにつながる研修のほうは、本町では充実させられているかなと

いう認識でおります。 

  あとは、教員の異動に関わっての他市町村での経験を生かせるような情報交換の場面でご

ざいますけれども、先ほども申し上げましたとおり、本町では町内の先生方を一堂に集めて、

同じコンテンツを見て協議等をする場面も設けております。当然そこには、他市町から新た

に来た先生方もおりますので、そこでの交流ということも行われているものというふうに認

識してございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） 学校にタブレットを導入して安心したことが１つあります。毎日交

差点等に立って19年になりますけれども、子どもたちにこの頃というか、１年くらい前から、

タブレットで楽しいということを聞きます。ほとんど全員が楽しいと言います。それで安心

しました。 

  次の質問に移りますけれども、タブレットを使用するに当たって、生徒のＩＴリテラシー

の育成が必要となると思いますが、どのように指導しているのか。 

  それから、タブレットの活用については、先生においてはやっぱり試行錯誤があると思う

のです。その中で、教員の負担になって、あるいは過重になっていないかという心配もある

わけであります。 

  それから、不登校の児童です。児童生徒が自宅でタブレットを使って勉強することはでき

るのかどうか。タブレットの話を、「自宅に持って帰るの」と言ったら、持って帰るときも

あるし、置いてくるときもあるという、いろいろなのです。そこで、今の件についてお伺い

したいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 
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〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  情報モラルを含めましたリテラシー、いわゆる情報活用能力、そちらの指導につきまして

は、技術科においてまず基本操作あるいは情報セキュリティーについて学びます。あとは、

道徳におきましてはモラル、情報モラルについて、やっていいのか悪いのかといったところ

も含めての情報モラルを学びます。あとは、算数、数学におきましては、目的に応じたデー

タの収集と、あとは分析、あるいは批判的に物事を考察するだとか、そういった力も身につ

ける、そういった場面もございます。また、国語におきましては、その情報が本当に正しい

のかどうかと。そういったものの学びを通して力をつけるというように、例えばでお話しし

ましたけれども、各教科等におきましてＩＴリテラシー、情報活用能力ですね、体系的に身

につけるような仕組みになってございます。 

  ２点目についてですが、教員の負担についてですけれども、タブレットを導入してもう数

年たつところではございます。そうではありますが、新しい国挙げての取組ということで、

新しいことをやろうとすると、どうしても負担感といいますか、不安、戸惑いもあるのも実

際のところでございます。そういった気持ち、思いを持たれている先生方がいるというとこ

ろも認識してございます。負担過重になっているかどうか、そういう先生もいるのかなとい

うふうに思っているところでございますが、ただ本町といたしましてはそのままにはせずに、

先ほども申し上げましたとおり、各校に講師を派遣して、学校のニーズあるいは先生方のニ

ーズ、あるいは先生方のスキルの習熟度別と言ったらいいのでしょうか、そういった段階的

に、本当にニーズに合った形で、先生方が負担感なく新しいものに取り組めるような研修の

ほうを準備してございます。 

  ３点目の不登校の児童生徒の自宅での活用につきましてですけれども、議員が先ほどお話

しされたとおり、家庭に持ち帰るというところにつきましては、学校からの今日は持ってい

ってくださいねというふうな促しもあろうかと思いますが、子どもたちが主体的に持ってい

って使おうかなと、そういった形で持ち帰る児童生徒もおります。持ち帰って、不登校児童

生徒だけではなく、漏れなく子どもたちが端末に入っているドリルですか、こちらのほうを

活用して勉強ができる、学びを続けることができる、そういった体制を整えておるところで

ございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 
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〇14番（村松信一議員） ありがとうございました。令和５年３月に策定されました小中学校

の教職員働き方改革アクションプランの中で、全小中学校ともＩＣＴの活用を掲げておりま

す。ＩＣＴの活用とは、この場合は主にタブレットでよろしいと思いますけれども、タブレ

ットの活用の中で、５年度もあと残すところ３か月になりましたが、学校で教職員が掲げて

おります働き方改革プランの中でＩＣＴの活用ということを掲げておりますけれども、どの

ような進捗状況か把握していますでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  働き方改革に関わってですけれども、現在時間外在校時間等、いわゆる超過勤務の時間の

ほうですけれども、今、月ごとに取りまとめているところでございます。今年度についても、

昨年度との比較ということで見ているところではございますが、まだ分析の途中、年度の途

中ということもございます。 

  また、昨年度と今年ですか、コロナ禍が明けたということもあって、単純にその数字の比

較では、働き方改革にどれくらい寄与したかというところの分析が単純な比較では難しいな

というふうに捉えております。今後、じっくり分析はしていきたいなというふうに考えてご

ざいます。 

  ただ、先ほども申し上げましたとおり、先生方の感触といたしましては、様々な諸会議で

あるとかをペーパーレスで進められるとか、あとは保護者との対応についても、勤務時間を

気にせずにやり取りができるだとか、そういった声もございますので、時間に表れない気持

ちの面での少しの効果というところもあるのかなというふうに捉えておるところでござい

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） ちょっと質問なのですけれども、タブレットを活用すれば全員が同

じ勉強するばかりではなくて、例えば宿題なら同じ宿題なのですけれども、そうではなくて、

必要や趣味に応じた勉強をそれぞれすることも可能になるわけでありますが、このような活

用方法は現在行われていますでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 
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  本町で子どもたちに配付をしておりますタブレットのほうには、ＡＩを使ったといいます

か、そういった子どもたちの理解度あるいは習熟度に応じて、端末のほうで、アプリのほう

で、その子の得意あるいは不得意なところを分析して、その子の状況、状態に合った復習問

題であるとか類似の問題、そういったものが準備されると、そういったドリル教材を準備し

てございます。個別最適化された学びというものがタブレットによって提供されると、そう

いった体制を整えておるところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇14番（村松信一議員） それでは、最後の再質問であります。理科及び算数、それから数学

は、科学技術創造立国の基盤といたしまして特に重要とされております。本日の新聞記事に

もありました。日本の高校生の数学的応用力や、それから科学的応用力の３分野において、

世界のトップレベルであるとの記事がありました。皆さんも御覧になったと思います。喜ば

しく思います。学力・能力の育成と過ごしやすい学校づくりは両立できるのかとの議論の必

要性が高まるとも記載されておりますが、以下本町の科学の学習を中心に伺いたいと思いま

す。 

  子どもたちが学校における観察、実験などの教育活動を通じて、自然及び科学技術に関す

る関心や探究心を高め、科学的な知識、技術及び態度を習得させることで、科学的な見方や

考え方を養う必要があるとされております。長年理科を中心とした教育論文を募集し、全国

の優秀な教育実践校を表彰している民間企業があります。40年以上になると思います。50年

くらいになります。岩手県でも入賞した学校が２つあります。例えば盛岡ですと東松園小学

校とか、それから河南中学とか、矢巾町ではたしか不動小学校が優良校になっています。小

さい学校では畑小学校です。女子の本当に少人数のところでした。それから、田瀬小学校と

か、何十年かの間に、こういった理科の研究というか、そういう教育で表彰を受けたところ

が多くあります。これには、多数の上場企業が賛同されておりまして、今は名称が変わりま

して、やっぱり募集はしているようでありますけれども、科学が好きな児童生徒の育成に努

められておりました。かつてその受賞校の表彰式の挨拶に、大人になったらノーベル賞を受

賞できるような人になってほしいという文言が入っておりました。その会社は、実際にノー

ベル賞を受賞した方がいる会社でありましたけれども、今考えてみますと、何とも大きな夢

のある話であったと思っております。 
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  そこで、理科教育に係る教材の整備について、本町について伺いたいと思いますが、国の

指針では全ての学校が最低限整備すべき設備として最重点品目が指定されているわけであ

りますけれども、矢巾町の小中学校で理科教材の基本的な重点設備品目で不足しているもの

はないのか、最後に伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  本町におきましては、今議員のご指摘がございました国で示されております重点設備品目、

そちらにつきましては全ての学校で全品目充足されているということでございます。そうい

った状況でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で14番、村松信一議員の質問を終わります。 

  次に、10番、小笠原佳子議員の一般質問を受けます。 

  小笠原佳子議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （10番 小笠原佳子議員 登壇） 

〇10番（小笠原佳子議員） 議席番号10番、公明党、小笠原佳子でございます。通告に基づき

まして一般質問をいたします。 

  質問１、防犯カメラ助成制度創設について、町長、教育長にお伺いいたします。昨年から

今年にかけ全国で発生いたしました連続強盗事件は、多くの人々に不安を与えました。こう

した犯罪を防ぐには、地域の住民による人の目が大切でございます。高齢化や人間関係の変

化などで、その抑止力は低下していると思います。それに代われるのは、防犯カメラをはじ

めとした機械の力であろうと考えます。特に高齢者宅を狙った犯罪対策や、通学路、公園、

小中学校などへの設置は犯罪防止に威力を発揮いたします。災害への備えと並び、犯罪防止

は暮らしの安心を支える重要な施策と考えます。町民の不安解消と地域の防犯力向上の観点

から、防犯カメラの整備推進について以下お伺いいたします。 

  １、当町における防犯カメラの設置状況及び運用に関する諸整備はどのようになっている

のかお伺いいたします。 

  ２、今後、行政区で防犯カメラの設置要望があった場合の考え方についてお伺いいたしま
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す。 

  ３、小中学校へ防犯カメラ設置状況と不審者の学校侵入防止対策についてお伺いいたしま

す。 

  ４、防犯カメラつきの自動販売機がありますが、公募方式による導入について、どのよう

な見解にあるのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 10番、小笠原佳子議員の防犯カメラ助成制度創設についてのご質問に

お答えをいたします。 

  １点目についてですが、本町が管理する防犯カメラは、公共施設やごみの不法投棄などが

多発する箇所などに設置しており、年間を通じて保守点検業務を業者に委託しております。 

  なお、防犯カメラの設置場所及び台数に関しましては、お答えしかねることにご理解をい

ただきたいと思います。 

  ２点目についてですが、行政区から防犯カメラの設置要望があった場合の考え方につきま

しては、各行政区に対する助成制度として、前年に翌年度の意向調査を実施しながらコミュ

ニティ整備事業補助金を交付し、行政区掲示板や防犯灯の設置費、ごみ集積所や公民館の整

備等に対する補助を行っております。このほかの補助メニューとしてコミュニティ活動促進

事業を設けており、コミュニティ活動の促進に寄与する内容と判断した場合には補助対象と

しております。 

  これまでに行政区から防犯カメラ設置に関する具体的な要望はありませんでしたが、公民

館等のコミュニティ内の施設において防犯を目的とした設置要望があった場合には、その活

用方法や情報の管理方法も含め、設置の妥当性についてコミュニティと相談しながら検討し

てまいります。 

  ４点目についてですが、防犯カメラの特性として、連続または感知の都度、24時間撮影が

可能であることから、犯罪の抑止効果が期待できるとともに、犯罪発生時においては容疑者

の特定にも役立つなど、大きな役割が期待できる利点がありますが、一方で不特定多数の人

物を撮影することで個人のプライバシーを侵害するおそれもあることから、周辺住民の理解

が必要不可欠となるものと認識しております。 

  今後は、公共施設等において自動販売機を設置する事業者に対し、自動販売機の更新や新

規の設置の機会を捉え、防犯カメラつきの自動販売機の設置について検討していただくよう
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呼びかけてまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、防犯カメラ助成制度創設についてのご質問にお答えいた

します。 

  ３点目についてですが、防犯カメラの設置状況につきましては、６校のうち２校に設置し

ております。 

  次に、不審者の学校侵入防止対策につきましては、国、県の通知、マニュアルを参酌し作

成した各校の危機管理マニュアルにおいて、児童生徒の登下校時も含めた様々な場面を想定

し、それぞれの場面に応じた対応を策定しており、このマニュアルに沿って対応することと

しております。 

  また、各校におきましては、児童生徒の登校後は昇降口や職員玄関を施錠する、来校者に

はインターホンで対応した後、目視による確認を経て入校を許可するなどの対策を徹底して

おります。ほかにも不審者が侵入した場合に備えまして、校長室、職員室などにさすまたを

設置するなどの対策を講じております。今後におきましても、不審者から児童生徒を守るた

めの安全管理に努めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） それでは、再質問ですが、答弁書の中に、保守点検業務は業者に

委託しているということでありますけれども、実際に防犯カメラが矢巾町内に行政で設置さ

れているけれども、これに関しての要綱というのですか、運用に関する諸整備については、

特に何か答弁には載っていないのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（田村英典君） お答えいたします。 

  矢巾町が設置し、または管理する防犯カメラの画像の取扱いに関する指針ということで、

内規で定めてございます。これにつきましては、この指針は町が設置し、または管理する防

犯監視カメラにより撮影し記録される画像について、個人情報の保護に配慮した適正な画像

の取扱い等が行われるよう、実施機関を対象として基本となる事項を整理してまとめている
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という状況で、機械の保守点検については個々にやっているという状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 内規があるということで、ちょっと調べたのですけれども、私に

は分かりませんでした。それで、具体的に台数は示せないということは、ある程度理解する

のかなということは思ったのですけれども、２点目に行政区で今のところ要望はないという

ことですけれども、ごみ集積所の不法投棄とか、私も公園の前に住んでいますが、早朝、深

夜の騒音等、結構やっぱりあります。これからそういう要望が行政区としてもあり得るので

はないかということは感じております。答弁書の中には、そういった場合には意向調査をし

ながら補助金を交付していくということで、そういう対応は、必ずしも何もしないというこ

とではないという答弁をいただいておりますが、具体的に幾らぐらいの補助をしていただけ

るのか。 

  また、内規はあるわけですけれども、コミュニティと相談しながら検討していくと、設置

の妥当性とかということについてのそういうことは出ておりますけれども、そういうことを

検討するとしたら、ガイドラインというのですか、おっしゃるとおり肖像権やプライバシー

の保護が求められるわけですから、事前に住民に意識調査とか、やっぱり運用の規定を設け

るとか、そういうことは必要だと思うのですが、この点についてお聞かせください。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） まず、私のほうから、集積所とかの話が今ございました。

その点に関して、町民環境課のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

  まず、先ほど町長答弁にもございましたとおり、不法投棄が多い場所に監視カメラを昨年

度設置いたしまして、実際これ効果があったと思っております。今年度につきましては、例

えばごみ減量推進員の皆様の会議とかでも、やはり各集積所でルールを守らないとか、ある

いはいわゆる本来廃棄していけないものが捨ててあるとかというお声がありましたので、今

年度貸出用の監視カメラ、小型のものなのですけれども、これを当課のほうで用意して、ご

要望があったところに、長期は無理なのですが、例えば１か月単位ですとか、そういった感

じでお貸しするのを始めたところで、今は１台買ってある場所に、多発している集積所があ

りましたので、そこにちょっと今お貸しして、どんな感じかなと思ってお試しでやっている

ところでございます。そこに関しましても、やはり画像というのは、先ほど町長答弁にもご
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ざいましたとおり、やっぱり個人情報保護の対象になっておりますので、基本的にこの画像

の取扱いについては、いわゆる不法投棄、法律違反に当たるような行為があった場合に、そ

れを確認して警察のほうのお力をお借りするということを当課では考えておりまして、例え

ば自治会のほうで画像を見ていただくというのは、これは適切ではないなと思っているとこ

ろでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ちょっと１つ補足させていただきます。今本町は、盛岡・

紫波地区環境施設組合のほうでごみの収集処理を行っているわけでございますが、ごみの収

集の業者さんにおいて、独自にごみ集積所に何時何分に集積に行ったといったものを全部ア

プリで入力して管理して、そこに本来収集できないものが捨ててあれば、それをスマホで写

真を撮って、全部データを集積して対応するというふうな取組を行っておりまして、そうい

った場合に、例えば住民の方から何でごみが収集されないのだといったような場合は、こう

いう理由でこれは収集していないのですよというふうにお答えできるような、そういう迅速

な対応も今行っているところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） コミュニティのほうからの防犯カメラの要望に関しましては、

町長答弁のとおり、今のところはないというふうな状況ではございますけれども、今後、確

かに議員ご指摘のとおり、要望、そして補助に関してのご相談というのは十分あり得ると思

います。設置に関しまして、これは先ほど町が設置して管理する指針に関してはお話があっ

たところですけれども、町が設置ではないことになりますので、これは行政区に補助を出し

て、行政区が設置するものに対して補助を出すというふうなたしか考えで今お話しいただい

ていると思うので、その補助の額はどれくらいというのは、大変申し訳ありません、これか

ら検討させていただくところですが、その設置運営に関してのある程度ガイドライン的なも

の、こういったものを含めて検討のほうを進めていきたいというふうに考えるところでござ

います。 

  お答えさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（田村英典君） お答えいたします。 

  地域住民の同意、コンセンサスのところについてご説明申し上げます。ただいま企画財政

課長が申し上げたとおり、地域で設置するということになりますと、地域コミュニティの課
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題ということになりますので、コミュニティの補助金で申請するということは、そのコミュ

ニティの同意が取られているというのが大前提になりますので、そういったことで地域での

同意をいただくという形、必要があれば我々も当然お邪魔してご説明という形になると思い

ます。そこら辺は、ご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今行政区からの要望については、そのような対応ということはと

ても納得できるということは感じました。ただ、教育委員会の前に、大阪市の公園の自動販

売機の中にということを先にお話しさせていただきたいと思うのですが、大阪市では、矢巾

町と大阪市を比べるのはどうかと言われるかもしれませんけれども、防犯カメラの設置費用

や水道光熱費の負担を、公募方式を採用することによって初期費用もかかっていないし、ラ

ンニングコストもゼロということで、そしてなおかつ行政財産の目的外使用料として、１台

当たり平均５万7,000円の設置料まで取っているそうなのです。そうしますと、211の公園で

1,261万円もの増収になっているという、そういうことを聞いたときに、防犯カメラが設置

でき、なおかつ自主財源の確保も進んで、防犯対策もできるという三拍子そろってすごいな

と思ったのですけれども、ただ矢巾町でそれをできるかというときに、答弁書には更新の機

会を捉え検討と、望みがあるのかないのかちょっと分からない答弁なのですけれども、呼び

かけとありますが、矢巾町で実際に自動販売機の設置業者がそういうコスト面で合うのかと

いうことは実際のところいかがでしょうか、お聞きします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（田村英典君） お答えいたします。 

  行政財産の使用許可という部分になると思います。行政財産の使用許可につきましては、

面積当たり、それから期間ということで金額がはじき出されますので、自動販売機の面積で

あれば、そんなに大きな金額にはならないというふうに考えてございます。 

  それから、今大阪のほうの例いただきましたが、自動販売機に防犯カメラをつける目的が

何になるかというところが問題になるのかと。自動販売機を守るために業者がつけるものな

のか、あるいは防犯、それを行政が防犯として頼みたいということになると、また料金のほ

うも変わってくるのかなというふうに思ってございますので、使用目的の部分で考え方が変

わってくるかというふうに考えられます。矢巾町として、公園とか一般の町民の皆様の安全
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を守るために、不特定多数、行政財産の敷地に置かせてくださいということになれば、そう

いった考えでやるということであれば、また考え方も料金も変わってくるということで、そ

こはちょっと整理してやっていかないと、今ちょっと即答はできかねますので、いろんなパ

ターンが出てくるということでご理解いただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それで、今総務課長から答弁させていただいたのですが、自販機の設

置場所、公のところか民間のところ、それから今自動販売機が本町で何台設置されているか、

そういうようなものを総合的に勘案しながら、そしていろんな犯罪の抑止効果が期待できる

ものですので、これは私どもといたしましては、例えばここであれば矢巾交番、紫波警察署

なんかとも連携しながら、そしてやはり一番あれなのは、安全安心のまちづくりが私どもの

本当に一丁目一番地の対応なわけでございますので、そういったことをちょっと精査させて

いただいて、検討させていただきたいということで、今自動販売機がどのぐらい設置されて

いるかということも含めて検討させていただきたいと。そして、関係する機関、団体とも協

議の上、方向性を定めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） それでは、学校のほうの防犯カメラのことについてお聞きしたい

と思います。学校に、不審者対策ということで小中学校の防犯カメラ、６校中２校のみの設

置ということになっているのですけれども、２校というのがどこなのか、ここにないという

ことは言えないということなのか、ちょっとよく分からないのですが、２校にとどまってい

る理由がありましたら、お聞きしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  ２校にとどまっている理由というところについては、すみません、持ち合わせておりませ

んが、今の世の中の流れといいますか、ニーズといたしまして、防犯カメラというところが

議員のご指摘のとおり上がってございます。そういったことも踏まえて、各学校には次年度

予算、その要求に当たりまして、我々のほうで学校に赴いて説明をして、必要であればとい

うことでお話をさせていただきました。その結果、既に設置済みの学校での増設、あるいは

まだ設置されていない学校からの新設、そのどちらの要望もなかったということでございま
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す。その声といたしましては、理由といたしましては、カメラをつけても、それを見ている

人間の配置というところでちょっと不安だなと。常に誰かが見ていないと、不審者侵入とい

う目的でのカメラの効果の部分、そこがちょっと体制として整えられないというふうなこと

もあり、まず今やっている危機管理マニュアルにあるような、子どもたちが登校したらば昇

降口を閉めるであるとか、そこを徹底していこうというような声がございました。一部紹介

をさせていただきます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今ご答弁いただきまして、小中学校にそういう意見を聴くという

ときには、次年度に対しての予算を取るというときには、額というのはもう決まっているも

のなのでしょうか、それとも額に関係なく、いろんなものを出してくださいというような要

望を取るのでしょうか、お聞かせください。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  国の助成制度がございます。その中で、100万円以上のものであれば、半額助成といった制

度がございます。そういったものがございますというようなことで、説明、紹介をさせてい

ただいていたところです。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 防犯カメラがなくても、そういうふうにできているということで、

大変古い話で恐縮なのですが、うちの20歳から30歳ぐらいの子どもが中学校に行っていると

きはちょうど中学校が荒れておりまして、ガラスが割れたりなんかしまして、防犯カメラは

つけないけれども、防犯カメラ作動中というステッカーをつけたら、そういういたずらがな

くなったというようなことがありまして、この話を聞いたときに古き時代の話かななんて、

ちょっと余談ですが、思いました。今小中学校では、防犯カメラに頼らないスクールガード

の皆さんとか、また関係者の皆様が、本当に感謝申し上げるなということをちょっとお聞き

して思ったのですけれども、ただ不審者と言うのかどうかあれなのですけれども、知らない

人に児童生徒が声をかけられるというような事案は最近ないものでしょうか、お聞きしたい

と思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  声をかけられるということについてですが、その後大きな事案に発展したということはな

いですけれども、日々学校のほうで、子どもたちに不審者と思われる方からの声がけである

とか、あとは写真撮影をされただとか、そういった場合はすぐ連絡をするようにと、「いか

のおすし」というふうなキャッチコピーですか、そちらのほう随時触れながら、子どもたち、

保護者に周知しているところですけれども、そういった効果が出ているのだと思いますけれ

ども、怪しい人、知らない人から声かけられた、じっと見られた、スマホで撮影された、そ

ういった声は情報として上がってはおります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） そこで、今そういうこともあるということをお聞きしまして、見

守るということに関して、本当にスクールガードの皆さんとか、お願いしていてありがたい

と思っているのですけれども、人のすることというのは限度があるのかなと思いまして、見

守りの防犯カメラを生徒用に登下校のところにつけているというところに関しましては、防

犯カメラが、端末を所持した子どもが通ると、それが保護者に、今ここに子どもが通りまし

たみたいな、スマホでそういう連絡が渡るような機能が一般的にあるということをちょっと

今回このことを知ったとき調べまして、今すぐ矢巾町でこのことが必要でないかもしれませ

んけれども、やはりそういう防犯カメラが必要になるようなこともあるのかなというふうに

思いましたので、このことについてのお考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまの質問にお答えをいたします。 

  スマホの位置情報等、例えばお子さんがスマホを持っていて、今どこにいるかということ

は防犯カメラがなくても確認はできるというふうな今状況にあります。ただ、スマートフォ

ンを持たせるか持たせないかというのは保護者の考え方もあり、そして学校のほうで好まし

い好ましくないというふうなことも指導をされるということであります。一般に防犯カメラ

の大きな役目というのは、１つは抑止力、もう一つは犯人特定、こういうことが大きな役目

かと思います。学校におきましては、先ほど次長が答弁したように、入り口を１つにして、

そこからの人を確認するというのが今の基本の対策でございますので、これを一層強化しな
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がら、そして万一入ったときにはどう対応するかと、この部分を重点として扱ってまいりた

いというふうに思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今の教育長のお話で、確かに私は東小学校に月１回ぐらいだけな

のですけれども、朝伺うのですが、しっかりチェックされて入っておりますので、そこの部

分はやっぱり安心なのかなということは感じております。 

  この項の最後なのですけれども、今教育長もおっしゃいましたけれども、防犯カメラの設

置の効果は３点あるということで、一番大きいのは、おっしゃったとおり、犯罪の抑止とい

うことがやっぱり大きい、２つ目は証拠写真の撮影というのがあると、３点目は防犯カメラ

があることで守られているという安心感があるということがあるそうです。今の時点では、

町として積極的に防犯カメラをどこかにということではないので、何か要領、要綱をつくっ

たり、条例つくったりするようなことは考えていないという答弁でございましたが、設置の

目的の明確化や、撮影をする範囲とか、カメラ本体の管理運営体制とか、ここに防犯カメラ

がありますよという表示をするとか、画像をどういうふうに適正管理するとか、プライバシ

ーの保護など、そういうことをきちんと定めたガイドラインの整備はやっぱり必要になって

くる、今はそうでなくても、そうなのかなということを考えております。警察や防犯協会と

連携して、他の市町村ではもう導入が進んでいるわけですから、この点について最後お考え

をお聞きして、終わりにしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 今の質問についてお答えいたします。 

  防犯カメラの設置状況について私もちょっと調べてみたのですが、先ほど議員のほうから

大阪市の事例がございました。あとそのほかに、最近は自治体と警察と、それから飲料メー

カーが協定を結んで設置しているというのが今全国的に進んできております。今東北では、

今年の６月に宮城県で取組を進めてまいりました。先ほど町長の答弁もありましたとおり、

防犯という位置づけの中でありますので、我々としては警察、それから飲料メーカーとこれ

からお話をしながら、検討して進めていければいいかなというふうに考えております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 
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〇議長（廣田清実議員） ここで暫時休憩に入ります。 

  再開を15時15分、３時15分といたします。 

              午後 ３時０５分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時１５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） それでは、２問目の質問をいたします。 

  質問事項は、学習用端末を活用した児童生徒の悩み相談についてでございます。教育長に

お願いいたします。教育相談こころの相談室とは、令和５年度より本県の県立高校で実施さ

れている取組です。教職員等の体罰、ハラスメントに関連する児童生徒の自死事案の再発防

止及び様々な悩みを抱える生徒に対し、問題の深刻化を未然に防止する観点から、各県立高

校に整備されました。これは、１人１台端末等を利用した相談体制の構築を推進するもので

あり、生徒の悩みについて相談方法の選択肢を広く整えることで教育相談体制の充実を図れ

ることから、以下伺います。 

  １、学習用端末を使い悪口を書き込むといったいじめは、本町でもあるのでしょうか。あ

った場合、何件でしょうか。 

  ２、本町の小中学校における児童生徒の学校での悩みなどについて、相談体制の現状と課

題についてお伺いいたします。 

  ３、端末には、児童生徒が教職員に悩みを相談できるような専用のアプリは導入されてい

るのでしょうか。 

  ４、本町の小中学校で、学習用端末を活用した児童生徒の悩み相談を新設する考えはない

かお伺いいたします。 

  お願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 学習用端末を活用した児童生徒の悩み相談についてのご質問にお答

えいたします。 

  １点目についてですが、学習用端末を使って悪口を書き込むといったいじめ案件は、本年
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11月20日時点において認知しておりません。 

  ２点目についてですが、児童生徒は悩みを抱えた場合、教員への教育相談のほか、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを活用して悩み相談をすることができます。

相談を受けた学校は、相談内容を共有し、スクールカウンセラー等の専門職等とともに連携

して支援策を検討し、当該児童生徒の心のサポートに当たるなどの重層的な支援体制を構築

しておる現状であります。 

  また、相談体制における課題についてですが、現在は学校以外の相談窓口として、24時間

子供ＳＯＳダイヤルやふれあいメールなど、児童生徒が直接電話やメール等を活用して相談

できる仕組みも年々充実しているところであり、今後において児童生徒が相談できる窓口が

拡大する中、適切な相談機関を選択できるように周知等に努めることが課題の一つと捉えて

おります。 

  ３点目についてですが、町が配付した学習用端末には、児童生徒が教職員に悩みを相談で

きる専用アプリは導入していないところであります。 

  ４点目についてですが、県立高校においてこころの相談室が運用開始されたことは承知し

ているところであります。この県の取組は、まだ新しいものでありますので、県の取組状況

等を注視するとともに、他の自治体におけるアプリ導入の成果と課題、予算等の情報収集に

努めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 先ほどの村松議員の学習用端末の使い方について、様々お聞かせ

いただいて、とても納得した部分もいっぱいありましたけれども、私としては学習用端末を

使った相談ということを今回提案したいと思っております。その中で、矢巾町で行われてい

るかどうか分からないのですけれども、例えば健康観察というような形を学習用端末を使っ

てアンケートということで、その中に気持ちがいいときは赤色のカードを表示するとか、嫌

な気持ちのときは青のカードを提出するとか、そういうことで、その時々のその子の気持ち

をはかるようなことをしているような事例もあるそうなのですけれども、矢巾町ではアプリ

は入っていないということ、悩みを相談するような専用アプリは導入していないということ

なのですけれども、何かそのようなことに代わるような取組があるのかどうかお聞きしたい

と思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  今議員がご紹介してくださったスタンプ的なといいますか、わくわくするようなアプリの

導入につきましては、先ほど教育長答弁からもありましたとおり、本町においては導入して

ございません。ただ、そういったものがあるというようなところについては、こちらとして

も承知をしているところでございます。先ほど教育長の答弁にもございましたけれども、や

はり心のやり取りにつきましては、人と人との対面でのキャッチボール、それが第一かなと

いうに考えてございますが、ただ自分の言葉で、あるいは自分の表情で自分の思いを伝える

のにちょっと壁があるお子様がいるということも事実でございますので、そういったツール

も生かせるものかなというふうに考えてございます。そういったものを導入しているところ

の様子等につきましてもちょっと注視をしながら、その扱い、導入等につきましては慎重に

考えていきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今そういうふうに電話もできないし、メールもできないし、先生

に言うこともできないと、そういう子に対してはどうするのですかと聞こうと思ったら、先

におっしゃったので、この部分は、必ずそういうお子さんはいらっしゃるのではないかなと

いうことを自分としても想像いたしますし、先ほどの村松議員の話だと、とても学習用端末

というものが生徒にとって身近なツールにすごくなっているなということをちょっと感じ

ましたので、その中であくまでもこれは初期段階の、自分はちょっと今嫌な気持ちなのだと

いうようなことの相談する一つの手段ということで、それで終わるわけではないのですけれ

ども、そういうことをちょっと提案したいなということで思っております。 

  これ先進事例で、多分もう皆さんご存じなのかもしれませんが、静岡の掛川市では、タブ

レットを導入したのはいいけれども、いじめとか、そういう悪口みたいな書き込みが多くて、

それではちょっと困るということで開発したのがこころの相談というシステムなのですけ

れども、こころの相談ノートという部分なのですけれども、2021年の12月から22年の５月末

までで、半年間で453件寄せられたそうなのですけれども、内訳はいじめが179件で特出して

いるのですけれども、勉強についての悩みが56件、家庭について52件ということで、そうい

う形のものが来たと。それに関して運用開始以降は、悩み相談の件数が本当に同月に比べて
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２から６割どんどん下がっていく水準になっているというのです。結局システム導入の大き

な効果としては、暴力行為や暴言とか出席停止などの問題行動に行く前に、そういうことを

察知できたということがすごく大きいということが出ておりました。子どもたちの悩みは、

問題行動にまで発展したら、やっぱりそれを回復させる、改修するのというのは本当に大変

だと思います、多大な時間と労力が要ると。そういう問題行動になってしまう前に、嫌な気

持ちということを自分が発信することができるものがあるということが早期に芽を摘んで、

それが絶大な効果を生んでいるということが記入されておりました。本当にこのシステムを

どんどん改修されて、児童生徒が悩みを共有したい相手を最初に指定するようなことも、そ

ういうふうな手も加えられているということでございます。 

  今の時点では、矢巾町としてはこういう導入はしていないということですけれども、ぜひ

お考えいただいて、身近な道具で、そして今年始まってまだ新しいシステムだということな

のですけれども、県立高校の導入においては教職員の方々に新たな負担をかけていないとい

うこともお聞きしておりますので、この点もちょっと大きいかなと思って提案させていただ

きました。お考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） なかなか難しい質問ですよね。 

              （「すみません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  掛川の例として、いわゆる問題行動が非常にそれで抑止されたという結果になったという

ことでございます。県のほう、いわゆるこころの相談室、これから運用していくわけですけ

れども、内容的には一元的に復興庁が全部の情報を集めて、そして適切なところにつなぐと

いうのがこのシステムの概要です。ですので、最終的には専門家、いわゆる適切な相談場所

につなぐということがこの目的であります。ですから、アプリを使うといったときに、その

アプリで相談したときに、どの相手につないでいくかという選択肢がきちんと担保されてい

ないと、アプリを導入しただけではその成果が出てこないということがこのシステムの流れ

というふうに捉えております。そうすると、相談する先というのは、心の専門家がやっぱり

必要になってくるわけで、今現在矢巾町内の学校にはスクールカウンセラーを全部配置して

おります。これがいわゆる心の専門家であります。よって、例えば先生方が日常の観察から、

あっ、この子ちょっとというときにはその辺りを注視しながら、きちんとつないでいくとい

うことが現在取られているというふうに認識しているところであります。今後において、検
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討していく一つの視点となると思いますが、現段階においては早期に導入というふうなこと

は考えておらないところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 答弁ちょっと重複している部分があるので、質問の内容をちょっと

変えながらやってもらえばよろしいかと思います。よろしくお願いします。 

  他に再質問ありますか。 

              （「また重複するかもしれないので、やめます。すみ 

                ません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと意見のほうが多いので、そういう部分でいけば、今の答え

は前の南幅教育次長が答えている中でもう出ているので、なかなか次も答えづらいという部

分があるので、そこら辺はちょっと工夫していただければと思います。 

  それでは、他に再質問ありますか。 

              （「いいです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、３問目の質問を許します。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） それでは、３問目は矢巾町の活性化に向けてということで、町長

にお願いいたします。 

  コロナ禍を経て、様々な交付金が使えるようになりました。地方創生に係る交付金や補助

金は多くありますが、地方自治体での活用にはばらつきがあると感じております。新型コロ

ナが終息し、経済や社会活動が元に戻っていければ、この地方創生関係交付金の形も変わっ

ていくと考えられます。今地域の特性を生かし、地方創生関係交付金の活用で地域を活性化

していくことができるチャンスであると捉えております。地方創生関係交付金は、地方自治

体が従来の縦割り事業だけでは対応し切れない課題を克服することを目的とするものであ

ることから、これを活用した取組は、政策分野が広範にわたり横断的な取組となることが期

待されております。 

  １、当町として地域の特徴や強みは何と考えているのかお伺いいたします。 

  ２、その我が地域の特徴や強みで、誘致したい業界はどういう業界と考えておられるのか

お伺いいたします。 

  ３番目、地方創生関係交付金を利用して横断的に取り組んでいる事例はあるのかお伺いい

たします。 
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〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 矢巾町の活性化に向けてについてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、地方創生の観点から見た本町の特徴や強みは、岩手県のほぼ中央

に位置し、交通アクセスに恵まれていることから、日常生活や企業活動の利便性が高いこと、

コンパクトで住みやすいまちづくりが実現し、人口が増加傾向にあること、また近年は岩手

医科大学及び附属病院の移転等もあり、医療や福祉面が充実していることなどが挙げられま

す。 

  ２点目についてですが、産業の誘致に当たっては、土地利用の見直しを図りながら立地環

境を整えていく長期的視点と、既存の不動産等を活用する短期的、中期的視点が必要である

と考えておりますが、交通アクセスのよさが強みとなる流通業、生活環境のよさや人口増加

を背景としたサービス業、医療福祉分野の産業集積が見込めるヘルスケア産業のほか、製造

業、飲食業、娯楽業などを考えているところであります。 

  ３点目についてですが、地方創生関係交付金を活用して複数の施策を横断的に進めている

事業といたしましては、矢幅駅東西自由通路に交付金を活用して整備した矢巾町情報発信ス

テーションを拠点に、町内外への観光情報の発信や特産品販売による地域経済活性化などの

取組を進めております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） まず、１点目なのですけれども、この答弁書を頂いて読んだとき

に、人口増加傾向ということで幾つか文言出ているのですけれども、ここについてちょっと

違和感がありまして、2022年が２万7,377人で、この間の12月の矢巾の広報を見ますと２万

6,367人、国勢調査で令和２年が２万8,056人、そして今宅地開発の話とかが出ておりますが、

こういうことを織り込み済みで人口が増加傾向ということをおっしゃっているのかなと、そ

こをちょっとお聞きしたいなと思いました。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えいたします。 

  今議員おっしゃったとおり、住民登録そのものはないかもしれないのですけれども、国勢

調査で言いますと、実際の住民基本台帳よりかなり多いということ、そしてあとは今後宅地
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造成があるということ、こういったところを見込んで人口増加傾向というような表現を使わ

せていただいたところでございます。 

  以上、お答えさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 人口が、住民登録自体も増えていくようなことが本当に望まれる

というふうに思います。 

  ２点目の産業の誘致に当たりなのですけれども、答弁書の中に製造業、飲食業、娯楽業と

ありまして、よく飲食業に関してはファミレスがないとか、カラオケボックスがあるといい

よねとかということをよく若い方からは言われるのですけれども、これまで企業からそうい

ったところの何か引き合いというか、問合せみたいな実績があるのか、また娯楽業といった

ときには具体的にはどのような業種というか、どのようなお店を言うのかをちょっと教えて

いただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） では、私のほうからその点についてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

  まず、そのような引き合いがあったのかということでございますが、例えばカラオケとか

どうこうという形で具体的な形でお答えすることはできませんが、様々な企業が矢巾町に関

心を持っていただいていることについては間違いございません。私どもも今年度に入りまし

てから様々営業して歩いておりまして、12月５日の時点で延べ89の企業とやり取りをさせて

いただいております。その中からは、様々な可能性だったり、私たちが考えている以上にや

はり企業が見ている数値は厳しいなということだったりするところを実感しているところ

でありますが、矢巾町への出店を強く希望しているというところもございますので、そうい

ったところにつきましては引き続き企業の誘致というところで図っていきたいなというふ

うには考えております。 

  また、企業誘致を進めていく中ですごく感じることが最近ありまして、外から連れてくる

ことばかり、私たちそれを企業誘致というようなお話をしていますが、本来であれば既存の

企業が発展して拡大していくということも同じ効果があるのだと私は思います。それらが両

輪でいくからこそ産業が発展していくということを考えますと、例えば経済センサスなんか

で飲食店、矢巾町に85あるのです。あれ、そんなにあったっけかという形で思うと思うので
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すけれども、これが少ないと見るかどうかということは別として、既存のものを盛り上げて

いくという視点もこれからは必要なのかなと思っています。当然これは、企業誘致を頑張ら

ないということではなくて、こちらも盛り上げ、なおかつ外からも呼び込むというようなこ

とを捉えていく必要性があるのかなというふうに考えているところでございます。 

  また、娯楽というようなところでございますが、娯楽業につきましては日本標準産業分類

で言いますと、スポーツ提供型、例えばフィットネスジムであったり、あるいはゴルフ練習

場であったりというようなものが分類の中にはございますし、遊技場といったようなところ

もございます。矢巾町に遊技場、ゲームセンターが１あることになってありますし、フィッ

トネスジムが３あるということ、これが矢巾町における娯楽施設という形での分類に今なっ

ているところですが、そういう意味では、それだけに限らず分類の中で、やっぱり娯楽とい

うのは人々が、町民の皆さんが楽しいなと思ってくれたり、リフレッシュしてくれる場所だ

と思いますので、そういったサービスを提供する企業なんかにもお声がけはしていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今89もの企業が矢巾町に関心を持ってくださっているということ

を聞いて、本当にうれしいことだなと思いました。その中で、答弁にもあるのですけれども、

ヘルスケア産業ということで、ここに医療福祉分野の産業集積が見込めるヘルスケア産業を

誘致していくことをまた考えているようなことも出ておりますが、本当10年後はこのビジネ

スが今の自動車産業の７倍近くに市場規模が成長するとよく聞いてはいたけれども、やっぱ

り医大のある矢巾町、本当にヘルスケアの産業が来るというのはすごいことだなと思うので

すが、高齢化の進む自治体が抱える健康とか、福祉とか、地域課題、様々あると思います。

ヘルスケア企業がそうやって矢巾町に来てくださることでデジタル技術が結びついて、地域

の発展がすごく期待できるのかなというふうに思うのですけれども、この点について、話せ

る段階で何かありましたらお聞かせください。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） 私のほうからお答えいたします。 

  ヘルスケア産業の集積ということは、北上、奥州市等については半導体の集積、あと盛岡、

ここら辺、紫波につきましてはヘルスケア産業の集積というようなことを県のビジョンとし
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ても持っておりますし、今議員もおっしゃいましたように、矢巾町には岩手医科大学がござ

います。そういった意味で、環境は整っているかなと思っているのですけれども、ここで大

きな勘違いをしてはいけないのが、医大があるから企業が来るとかということでもございま

せんし、医大があるから健康になるということでも全くないと思っております。 

  そういった意味では、議員がご指摘のとおり、デジタル技術を活用してという、まさに的

を射たところだと思いますが、まず私たちが考えておりますものにつきましては、ヘルスケ

ア産業というものは標準分類の中で具体的にはないのです。なので、製造業の中でのヘルス

ケアをやるところであったり、サービス業でヘルスケアをやっているところだったりという

ものがそれぞれあるのですが、ただ単に企業がそこに移転してきてもらって、事業を営んで

もらって、税金を落としてもらうという関係ではなくて、ヘルスケア産業の地元の企業のサ

ービスが矢巾町に浸透して、町民の皆さんに浸透として健康になっていただくというような

循環をつくり出して初めて出来上がるものなのではないかなと思っています。そういう意味

では、今岩手医科大学さんのほうと議論を重ねておりまして、全国では大学と連携して、そ

ういう企業とか研究拠点を誘致している例というのがありますので、できればそういう形に

持っていって、やっぱり岩手医大があって、なおかつヘルスケア産業の集積地というのは矢

巾だよねというような形をつくることができればいいなと思っておりますし、今それに向か

って検討を進めているところでございますし、検討だけではなくて実際にアクションを起こ

しながら企業の方々と、あるいは医大の方々と議論を進めているところでございますので、

そういう状況であるということをご報告させていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） 今本当に期待の持てるお話で、自治体のそういう課題が、本当健

康福祉の地域課題がそのことによって克服できるという、すごく希望の持てる話かなという

ふうに聞きました。 

  最後のところに、矢巾町の情報発信ステーションについてが出ているのですけれども、確

かにあそこは空き店舗で、それが今観光発信、情報発信になっていたり、物産品の販売にな

ったりとかして、駅に降りてお店があるということはやっぱりいいことだなというふうにも

ちょっと感じてはいるのですけれども、今後のイベントや企画、また各種団体との連携とか、

そういうことについてお考えがあったらお聞きしたいと思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今行っている情報発信ステーションの事業につきましては、

主に観光事業とかコミュニティ活動の紹介等、そういったものを来場された方に紹介すると

いうのがメインでございますけれども、今後はそういった今お話がありましたイベント等を

通じまして、その場所にこういうものがあるのだ、情報発信ステーションというような場所

が、ｉｃｏｔｔｏという名称ですけれども、そういったものを紹介しつつ、皆さんが気軽に

集い、気楽に情報発信に触れられるような場になってくれればなというふうに思ってござい

ますので、今現在は委託してございますけれども、その委託先と連携を密にしながら、矢巾

町の情報発信に努めてまいりたいと思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） もうこれで最後にしますけれども、企業誘致に優位になるために、

企業が来やすい環境整備は不可欠であると思うのですが、インフラ整備の状況とかもありま

すし、地域の特性の優遇措置などもあるかと思います。企業誘致を考えて、矢巾町の地域の

特性を生かしたときの国の交付金事業などを活用する考えについてお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） お答えいたします。 

  企業誘致に際してということで、個別の企業を呼んでくるときの補助金、交付金というと

ころは、今のところ念頭に置いているところではございませんが、例えば用地を開発すると

きといったものにつきまして、新たに区画整理事業が必要であるとか、あるいは何らかの補

助がある場合というものは大いに期待するところでございます。そういうインフラ整備にお

きましては、そういう自治体の負担あるいは事業者の負担、形態によって全く違いがありま

すし、現段階で具体的な構想がどうこうという話があるわけではないので、概論としてお話

を申し上げますけれども、活用できるものがあれば活用していく方向にしたいと思います。 

  また一方で、個別の企業さんにヒアリングなんかをしていきますと、おおむね二極化した

お話を聞くことがあります。１つは、例えば国の交付金なんかは要らないよというところが

あります。それは、しがらみになってしまったり、足かせになってしまったり、目先のこと

によってお金が欲しいあまり本来のやりたいことが、自由度が失われてしまうということは

企業の成長にとって大きなマイナスだという企業と、いやいや、たくさんお金をもらってい
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きたいよというようなところがございます。様々な財務状況や事業展開を見ますと、圧倒的

に前者のほうが広がりが多いというふうに認識しています。そういう意味では、矢巾町に来

るから何かお金ないかなというような企業よりは、本当に矢巾町の政策や地域環境にほれ込

んでいただいて、なおかつ私たちの営業とマッチングして、歩調を合わせて地域課題の解決

に何らかの形で連携して、そして地方に来る意味というものを本当に考えているような企業

と連携していきたいなと思っているところが、今議員がおっしゃった交付金をどのように活

用していきたいのかといったところの現段階での私が思っているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ないです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で10番、小笠原佳子議員の質問を終わります。 

  次に、６番、藤原信悦議員の一般質問を受けます。 

  藤原信悦議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （６番 藤原信悦議員 登壇） 

〇６番（藤原信悦議員） ６番、町民の会、藤原信悦でございます。 

  １問目の質問は、矢巾町中小企業振興計画についてお伺いいたします。農業や商工業の振

興は、町の発展には不可欠であり、本年３月には令和３年６月に制定された矢巾町中小企業

振興基本条例に基づき矢巾町中小企業振興計画が策定され、10年後の目標達成に向け、重点

施策を短期的で３年後、中期的で６年後、長期的で10年後に分けて取組を始めることになっ

ていますが、その進捗について伺います。 

  １つ目、計画では４つの基本方針、１つは共学・共育・共生の地域づくり、具体的には地

域のくらしを支える元気な中小企業を育てる、２つ目は新事業創出、地域課題解決のための

新たな仕事づくり、雇用づくり、３つ目が地域住民との協働、矢巾町民の困りごとに応え中

小企業をつなぐ場づくり、４つ目が地域の人材の育成、地域のあらゆる世代が活き生きと活

躍できる場づくりに基づき、それぞれの施策に取り組むことになっていますが、具体的な進

捗はどうなっていますでしょうか。 

  ２つ目、取組の中で新たに発生した課題はあるのか。また、その解決に向け、どのような

取組をしているのか伺います。 

  ３つ目、中小企業振興計画の推進機関として、（仮称）矢巾町地域産業育成・お役立ちセ
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ンターを立ち上げ、推進することになっておりますが、具体的にはどのように運営されるの

か。また、町民、金融機関、中小企業関係団体、教育機関、大学との連携はどのように図ら

れているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ６番、藤原信悦議員の矢巾町中小企業振興計画についてのご質問にお

答えをいたします。 

  １点目についてですが、計画の基本方針の１つ目、共学・共育・共生の地域づくりにつき

ましては、主に中小企業の経営強化を目的としております。今年度は、経営者及び社員が共

に学べる場として、中小企業の学び舎活動を３回実施したほか、生産性向上や販路開拓等の

取組に対する経費の助成や事業継続計画策定に係る講座の開催等の取組を行ったところで

あります。 

  ２つ目の新事業創出につきましては、地域産品の消費喚起を図るため、首都圏で開催され

た出展会への参加支援のほか、新商品開発や新技術導入費用に対する補助を行っております。 

  ３つ目の地域住民との協働につきましては、にぎわい創出イベントを実施した団体へ補助

を行うことで地域企業と住民をつなぎ、地域内における経済循環の活性化を図ることに寄与

しております。 

  ４つ目の地域の人材の育成につきましては、町内中学校の職場体験及び高校の探究学習に

おきまして、今年度新たに地域内で地域企業とともに連携して取り組むことで、次の世代に

おける今後の人材育成事業の仕組み構築につなげることができたものと捉えております。 

  以上のことから、それぞれの重点施策における短期的な事業から着実に取組を始めており、

基本計画の目指すべき将来像の実現に向けて堅実に進んでいるものと認識をしております。 

  ２点目についてですが、町内教育機関で過去に実施した職場体験におきまして、町内企業

との連携が希薄だったことから、職場体験事業が町外へ流出していたことが今回の人材育成

事業を実施していく中で確認できたところであります。このことから、今年度は町及び商工

会が自主的に窓口となり、教育機関と地域企業をつないだ結果、多くの企業が地域の中学生

を受け入れ、町内での人材育成に係る連携体制が確立できたものと捉えており、引き続きこ

の体制強化を図りつつ、円滑かつ積極的な事業展開を目指してまいります。 

  ３点目についてですが、（仮称）矢巾町地域産業育成・お役立ちセンターとして今後推進

する事業といたしましては、中小企業の強化を図る学びの場の創出、新事業創出等を目指す
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企業実践への支援、地域住民と地域企業との協働を見据えたマッチングの促進、次の世代、

いわゆる次世代の人材育成を図るための事業実践の相談窓口機能を想定しております。今挙

げた事業につきましては、既に町として実施しておりますことから、今後町主体での実施か

ら発展し、自主的にセンター事業として取り組めるよう、要綱制定や予算確保等の準備を進

めてまいります。 

  また、町民、金融機関、中小企業関係団体、教育機関及び大企業との連携につきましては、

現在設置しております中小企業振興円卓会議のほか、矢巾町企業連絡会における研修や交流

事業を通じて連携を図っており、実際に交流事業に参加した企業同士の取引があり、１企業

のＰＲ動画制作といった仕事につながった事例もありましたことから、引き続き新たな仕事

づくりという観点におきましても、効果的な事業を推進してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） まず、大きいところから行きます。中小企業振興計画について、当

然関係する団体、企業等あるわけですけれども、その方々とはどのような頻度で打合せをな

さっていらっしゃるのか、そこをお聞きいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほど町長からの答弁にもございましたけれども、いずれに

しても学び舎活動、あるいは学校、中学校、高校とのそれぞれ探究学習、職場体験、いろい

ろあったわけでございますけれども、関係団体、商工会あるいは企業あるいは金融機関、学

校等集まりまして、その都度、事業の都度事前打合せから始めまして、あとは終わった後の

洗い出し、その辺も含めまして、毎月と言っていいほど打合せ等は行っている状況でござい

ます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） 以前頂きました計画書のここのところ、４つの大きな施策と重点項

目があります。これを突き合わせてみると、従来からやっている話、これは無視して、従来

の流れでしかちょっと動いていないような気がするのです。ということは、関係団体さんに

町はこうやりたいという、この部分がよく伝わっているのかちょっと疑問な部分があります。

その辺についてはどのようになっているのかを聞きたくて、さっき説明という形でお尋ねし
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た部分です。どのようになっていますでしょうか、この下ろし方について。計画があって、

施策方針があって、それぞれわざわざ４つずつ項目つけているわけです。本来であれば、こ

の下に、この項目ごとに項目を選んで実行計画書をつくらなければ動かせないと思うのです

けれども、その都度何か動いているみたいなので、ちょっとそこがばらばらになるのではな

いかという不安があってお尋ねいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がありました４つの体系があるわけでございまして、

その体系ごとに、先ほどの町長の答弁でも各種事業を展開しているというふうなお話をさせ

ていただいているところでございますけれども、確かに今議員がお話ししたとおり、目に見

えるような部分がはっきり分からないというようなところがあれば、その辺は多分実施する

側のＰＲが足りないのかなというふうにも思ってございますし、各事業者、この基本計画に

当てはめました町民、企業、学校関係、金融関係、そういった産学官金を含めまして、その

辺の連携不足というところも否めないところもございますので、そこはしっかり今後やって

いきたいなというふうに思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） みんなで何かをやろうとすると、やっぱり同じ目標と、そこに到達

するための流れ、手だて、相互に理解していないと、誰かは右に行って、誰かは左に行って、

ある人は後ろからたたくかもしれません。そういう状況だってある話ですので、その辺はぜ

ひ吟味してやっていただきたいと思います。動いてもう８か月になるのですけれども、ある

程度その辺をはっきりさせておかないと、最初の重点課題として取り組んだ４年が無意味に

終わる可能性があるので、ぜひそれをお願いしたいということ、そういうことでございます。 

  それで、もう一つお願いしたいことは、言葉の定義が、ちょっとやっぱりこれを間違うと、

ばらばらに解釈されてしまうと。例えば共学・共育・共生の地域づくりの中の回答で、経営

強化の目的は何ですか、皆さん、関係団体さん、了解しているのでしょうか。生産性の向上、

これはどういう形になるのか。そういうふうにやっぱり一つ一つの言葉についても丁寧に吟

味しないと、最終的には何をやったのか分からなくなるような状況にならないか。正直申し

上げまして、この資料をもらったときに、私だったらこういうふうには作りません。とにか

く実行計画まで落として初めて出します。そうでないと、とっても怖くて出せないと私は思

ったので、ちょっとお聞きしたのですけれども、その辺についてお考えを伺います。 
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〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 共学・共育・共生の地域づくりにつきましてはということで、

経営者と社員が一緒に学ぶ学び舎活動ということでお話をさせていただいたわけでござい

ますけれども、それがどういうふうに生産性向上や販売開拓に影響というか効果があるのか

というようなお話しになるかと思いますけれども、経営者と社員とが問題点を洗い出ししま

して、どういった形にすれば、それが経費削減になったりとか経営向上につながるかという

ことを学ぶ機会を、講座を立ち上げたという意味で、共学・共育・共生という意味でお話し

させていただいたものでございまして、実際今年開催しました３回の講座のご紹介をさせて

いただきますと、１つは町外から講師先生をお呼びしまして、「私たちは何のために働くの

か」というようなことをテーマにやりました。これは、６月にやったものでございます。２

つ目は、７月に実施したものでございますけれども、「共に学び、共に育ちあう会社づくり

を社員と経営者が一緒になって考える」というようなテーマをやりました。３つ目につきま

しては、８月に実施したものでございますけれども、これは町外の農事組合法人の生産組合

の代表者の方をお呼びしまして、「私たちの描く地域の未来」ということをテーマに、それ

ぞれ３回に分けて開催したところでございます。これは、経済同友会と共催で実施したもの

でございますけれども、参加した方からの意見を聞きますと、自分の会社なり自分を見直す

いいきっかけになったというふうな効果を聞いてございます。まさしく先ほどお話ししまし

た共学・共育・共生の地域づくりに合致するのかなというふうに思ったところでございまし

て、今後もこのような形で学びや活動を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっとかみ合っていないような感じで、もう少しかみ砕いて質問

していただければ。理解できていないような気がします。 

  他に再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） 今の説明聞いて、いいと思ってきっちりやっている話は見えてきま

した。そういう話をしてくれれば、この４つの項目、それからそれぞれの４つの項目、どう

いうふうに下ろしたか分かるし、進捗も分かるわけです、お互いに。お互い分からないと、

どこかで破裂することだってあり得るわけですから、せっかく始めたことなのですから、ぜ

ひ４年でやっていただければと思います。 

  問題は、この計画の中での中小企業の区分の仕方ですけれども、質問でございます。中小

企業の区分には、中小企業と小規模と２つあるのです。流通センターにあるのは、あれは支
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店さんだから、動かそうと思っても本店は別にありますので、なかなか難しいのですけれど

も、どちらの割合が矢巾町の場合は多いのでしょうか。それによってやり方も変わるのでは

ないかと思うのですけれども、その辺お考えと現状を教えてください。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 件数とすると、矢巾町の場合はやっぱり小規模のほうが多い

かと思います。ただ、数字に関しましては、ちょっと今現在押さえていませんので、お話し

することはできませんけれども、今お話あったとおり、確かに小規模事業者と中小企業者と、

そこはやはり使い分けをしながら育成していかなければならないのかなというふうに思っ

ていますし、やり方もそれぞれに合わせて講座なり、研修なり、そういったものもやってい

かなければならないと思っておりますので、いろいろとご指摘ありがとうございました。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） 会社のトップというのは１人しかいないのですけれども、トップの

下にどれだけのスタッフを抱えられるか。町長も優秀な部下の方いらっしゃいますけれども、

抱えないとトップが自分で全部考えなければならないというレベルになってしまうので、や

はりまず小規模事業者さんに立派なスタッフがつくように教育して、トップが考える方向に

持っていけるようにしないと、中小の間でまたずれが出てきたりしますので、その辺も進め

るときにはぜひ考慮いただければと思いますが、ご意見を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） その辺今トップが、例えばたくさんの社員を抱えている場合

と、トップのみで動いている場合と、確かにいろいろなケースがあろうかと思います。それ

は、やはり経営体系に応じたフォローアップというか支援をしていかなければならないとい

うふうに考えてございますので、今お話がありましたとおり、それに合わせた形で、こちら

のほうとしても正式なセンター立ち上げの際には一つの体系ばかりではなくて、いろんな体

系に対して支援できるような方策をこちらも考えていきたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） ちょっと最後に確認したいことが１つあります。産業振興センター

という言葉が前の産業振興の質問のときに出てきて、このときには令和６年度に設立すると
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いう話がありました。今回仮称ですけれども、矢巾町地域産業育成・お役立ちセンター、こ

の組織の違いというのをちょっと説明いただけますでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 地域と地域をつなぐという意味では、同じような組織ではご

ざいますけれども、役割といたしましては、やはりお役立ちセンターのほうについてはあく

までも中小企業が中心となりますけれども、産業振興センターにつきましてはそれが農業だ

ったり、いろんな産業分野が絡んでの連携というふうな形になりますので、逆にお役立ちセ

ンターと産業振興センターがお互いに連携し合うこともあろうかと思いますけれども、今の

ところは別々の立ち位置の中で事業を進めていくというふうな形になってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「結構です」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、２問目の質問を許します。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） それでは、２問目の質問に移ります。 

  農業における人手不足、後継者問題に対する取組についてお伺いいたします。10月25日、

産業建設常任委員会所管事務視察で、新潟県上越市の特定地域づくり事業組合、星の清里協

同組合を視察いたしました。この事業協同組合は、地元の８つの農業法人を組合員とし、主

な事業の一つに組合員への労働者派遣による人手不足解消があります。そもそも特定地域の

組合については、労働派遣業が認められた組織になります。組合員の耕作面積は、平場で

400ヘクタール、山手、山のほうに200ヘクタールの総計600ヘクタールの農地を管理してい

る組合でございました。従来の農業法人の枠を超えて人手不足に取り組んでいるこの事例か

ら伺います。 

  １つ目、町内の農業専従従業者の人数と平均年齢は。また、後継者となる意思のある方は

何人ぐらいいるのか。 

  ２つ目、町内で後継者がいない、存続が難しくなっている農家や農業法人等はどれぐらい

あるのか。 

  ３つ目、星の清里協同組合の事例は、令和２年６月に施行された地域人口の急減に対処す

るための特定地域づくり事業の推進に関する法律、通称人口急減地域特定地域づくり推進法

によるものであります。組合認定は、各都道府県の知事が行うと。認定要件としては、過疎

地に限らず、人口規模、人口密度、事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区
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とある。当町は、比較的人口が多く、人口密度も平米当たり400人を超えまして、県下では

たしか１番、盛岡を抜いております。まち中心部から離れた地区は、そういう人口密度はあ

るのですけれども、私が住んでいる４号線東側であるとか、引き合いに出して申し訳ござい

ません、町長のお住まいの西側のほうとか、こちらのほうはこういう状況ではございません。

中心部から離れた地区は、法に定める認定対象要件を満たす地区としてなり得るのか、この

辺をお伺いします。 

  ４つ目、特定地域づくり事業協同組合には、運営費の２分の１以内で公費負担があります。

それを国と市町村が２分の１ずつ負担することになっておりまして、運営面でも助かる制度

でございます。特定地域として認定された場合、町として負担は可能かということでござい

ます。 

  最後になります。現在農業の中軸として活躍している団塊の世代も、ここ数年で就農でき

なくなる人が増えることは明白であり、担い手も少なくなる中で、矢巾町の農業の将来はど

うあるべきか、また具体的にどのような施策をお考えか、これについても伺いたいと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 農業における人手不足、後継者問題に対する取組についてのご質問に

お答えをいたします。 

  １点目についてですが、直近の国勢調査及び農林業センサスによると、第１次産業のうち、

農業従事者は1,014人となっており、農業に年間150日以上従事する者の平均年齢は65.9歳と

なっております。 

  また、昨年度実施いたしました農業経営に係るアンケートによりますと、回答いただいた

有効回答数1,200件のうち、後継者がいると回答した経営体は126経営体、後継者はいるが、

本人の意向が定まっていないと回答した経営体は501経営体となっております。 

  ２点目についてですが、先ほどのアンケートによりますと、今後おおむね10年以内に農業

をやめたいと回答した経営体は302経営体であり、そのうち252経営体が後継者がいないこと

が主な理由になっております。 

  ３点目についてですが、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関

する法律の令和２年６月の施行を受け、特定地域づくり事業協同組合制度がスタートしたと

ころでありますが、令和５年11月現在、全国で91組合、94市町村が協同組合認定されており、
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岩手県内におきましても葛巻町及び大槌町において、それぞれ認定を受けたところでありま

す。 

  議員ご承知のとおり、本制度の認定基準といたしましては、地域社会の維持が著しく困難

となるおそれが生じるまで人口が急激に減少するほか、高齢化の進行及び若年層の減少、人

口密度や地域の事業者数など、様々な地域の事情を鑑み、都道府県知事が認定することとさ

れております。 

  本町における知事認定につきましては、現段階において総務省自治行政局ガイドラインに

示す基準に合致する地域とはなっておりませんが、今後地域において取り組む機運があった

際には、地域が抱える課題の洗い出しと、特定地域づくり事業の内容について話合いを進め

てまいります。 

  ４点目についてですが、特定地域づくり事業協同組合の認定を受けますと、組合の運営費

の半分について、町が２分の１を補助することとされておりますことから、今後知事の特定

地域づくり事業協同組合の認定があった場合は、組合運営費の補助について検討が必要と考

えております。 

  ５点目についてですが、町内における農業の担い手として、認定農業者や農事組合法人、

営農組合組織が地域の農地を引き受け、水稲及び高収益作物栽培を行っております。しかし

ながら、営農座談会等の懇談の中でも、今後の担い手不足による基幹産業の遅れや経営の継

続への不安の声も伺っております。 

  ご質問の本町の農業の将来がどうあるべきかにつきましては、食料自給率の維持及び国民

の食料生産の一翼を担う本町の農業として、矢巾ならではの農業の確立を目指していきます。

具体的には、来年度中に策定する地域計画策定の過程の中で、10年後における水稲作付及び

地域農業の在り方について、地域の担い手をどう確保するか、また効率が図られる作業形態

の在り方について、中心経営体及び関係団体、行政が一体となり、計画を策定してまいりま

す。 

  また、農業従事者の拡大といたしましては、新規就農者の掘り起こしのほか、Ｕターン者

を対象とした定年帰農を促す補助金を導入し、一度実家を離れた方が実家の農業経営を引き

継ぐきっかけとなるよう、多様な人材の確保に向け、取組を推進してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  藤原信悦議員。 
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〇６番（藤原信悦議員） やはり農業後継者の問題については、なかなか大変な問題だと思い

ます。矢巾町農林業ビジョンというのが平成31年の３月に作成されておりますけれども、こ

の数字を見ても、総農家数は平成17年の1,591に対して２年度は912減の670。やっぱり激減

ですよね。それから、経営体も1,461から454と減少しています。非常に矢巾町は、特定地域

づくり対象外になり得るところではありますけれども、この激減を盾に取って、何とか特定

地域づくりの組合の申請ができれば、既存の農業法人はそのままにして組合になってもらえ

ばいいわけです。それから、単独でやっている人も、自分が組合員になると手を挙げれば入

れるわけです。そして、その中にいろんな人が出入りしながら、春は田植をやったり、草刈

りやったり、除草剤後の刈取りをやったり、いろんな仕事もできるし、ほかの産業へもこの

組合は派遣できますから、工場とか食品加工業とか、だからそういう意味で非常に使い勝手

のある私は制度だと思っています。この辺について、やはり県知事の認定を取るというのは、

町長ご自身としてなかなか難しい話だとお考えでしょうか。できれば、何とかやるぞという、

条件さえそろえばやるぞということをひとつ言っていただければ、大変皆さんも心強いので

はないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今ご提案がありました特定地域づくり推進法に伴うこちらの

協同組合のことなのでございますけれども、よく似ているのが中山間等地域直接支払交付金、

これも当初は矢巾町は該当にならなかったのですけれども、県の特認地域ということで、特

別に不動地区が中山間地域に指定されたと。これは、当時町長が県議のときにいろいろ工面

していただいて、特別に不動地区が中山間地域に選定されたという、認定されたというとこ

ろがございます。今新しい、藤原議員からもお話がございました特定地域づくり事業協同組

合もやはりいろんな条件がございまして、あくまでもやはり旧村単位でこういった地区が選

定されなければならないということで、国あるいは県の認定の仕方が変われば、矢巾町も旧

村単位にはなりますけれども、そういった町全体としてではなくて、旧村単位、徳田、不動、

煙山、いずれかの地区でこういった認定を受けられる可能性はゼロではないと思いますので、

そういった動向を見据えながらこういった事業を使えば、運営に対しまして非常に農家さん

にもいろいろなメリットがあるということも踏まえて、町としても国や県に対して働きかけ

を行っていけばいいのかなというふうに感じてございますので、いろいろとまたご指導いた

だければと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 本当は区切りのいいところで切ればよかったのですけれども、ちょ
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っと皆さん、声がらがらになっておりますので、ここで暫時休憩に入ります。 

  再開を、ちょっと短いですけれども、16時30分といたします。 

              午後 ４時２１分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時３０分 再開 

〇議長（廣田清実議員） それでは、再開いたします。 

  他に再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） この特定地域づくり事業協同組合の利点、もう一つあるのです、働

く人にとっても。というのは、働く人は特定地域づくり事業協同組合の職員となります。星

の清里もそうでしたけれども、給与はちゃんと定額出るわけです。それから、保険もつく、

社会保険が掛けられる、それから退職金も何か話ししていました。つくろうと思えば、幾ら

でもつくれる法人なのです、企業として。そういう意味で、そういう処遇面でのすごいメリ

ットもあります。それからもう一つは、私たち20年代までに生まれた人は、どっちかという

と古いから、１つの企業に一生いるという頭を持っているのですけれども、今は地域おこし

協力隊の方々を見れば分かるとおり、自分の好きなところで好きな仕事をしながら、こだわ

らずに暮らしていきたい、子どもたちを育てたいという人たちもいるわけです。そういう人

たちがもしこっちに移住してくれて、そして働いてくれて、生活も保障できるのであれば、

お互いにウィン・ウィンの関係になると思います。ですから、この辺の考えで一生懸命しつ

こく食い下がるのですけれども、ぜひ何とかできないかというのが私の本音でございます。

この辺で、あとほかに問題になりそうなこと、設立に当たって問題になりそうなことという

のは何かあるのでしょうか、ちょっとお聞きします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 本来特定地域づくり事業の目的というか、それは今お話があ

ったとおり、労働者の派遣が主なものかというふうに思います。そうなると、当然運営する

先立ちという人が必要になってくるでしょうし、それが皆さんに理解を得られた中で運営が

できるかどうかというのがございます。その先頭、先立ちに立つ人が誰かいれば、リーダー

的な人がいればいいのですけれども、なかなかちょっと今難しいところかなというのがあり

ます。 

  先ほどの質問の中で、お役立ちセンターなり産業振興センターの話もございました。これ
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は、あくまでも産業間の連携とかの話でございますけれども、労働者の派遣についてもこう

いったセンターを通じてやってやれなくはないと思いますので、制度を利用して財政的な援

助をいただくのは一番いいことなのですけれども、運営費とか、それこそ社員となっていろ

んな健保とか、保険なり利用できるといういい面もありますけれども、そういったのではな

くて、別な形でもしできるのであれば、それも検討する余地があるのかなと思いますので、

使える補助事業なり、支援なりというのは使うにこしたことはないのですけれども、そうい

った別な手法も考えながら、今必要な労働力不足に対して労働派遣できるような仕組みづく

りというのも大切かと思いますので、そこは検討させていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 藤原信悦議員。 

〇６番（藤原信悦議員） 実は、私もお役立ちセンターにくっつけたらどうだというあれもち

ょっとあったのですけれども、組織上違う団体なので、それらしいものがつくれて、農業だ

けではなくて、ほかともつなげれば、派遣だってもっとしやすくなるしねと思って、言おう

と思っておりました。 

  いずれ農業問題、後継者問題については、はっきり言って、身近な話ししますけれども、

私の宅地の隣の畑３反歩、草ぼうぼうです。後継者が亡くなりました、若くして。これは、

もう役場さんにはしゃべっていますけれども、亡くなったのです。相続人誰もいないと。で

は、私が草刈ったらいいかといったら、よその土地の草を刈るわけにいかないので、それで

こういう状態があちこち続くようになったら矢巾町大変だなと。住宅地以外は、全部草ぼう

ぼうになるのではないかという恐怖感から、いろいろと質問させていただいた次第です。い

ろいろと県とかとのやり取り、大変だと思いますけれども、ぜひこの辺について何か明るい

ご発言をいただければ、発言を閉めたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 地域特定のはなかなか難しいのだから、それ以外のところを考えた

ほうがいいのではないか。そこを言ってもらえれば。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたします。 

  何か今藤原信悦議員さんから答えを出していただいたようです。それで、実は私、今課題

になっているこの法律のガイドラインを引っ張り出して見ていたのです。それで、担当課の

職員等は認定にならないと。ただ、ここに希望を持てるのは、過疎地域でなくても可能性は

あるということを書いているのです。そこで、駄目もとでいいのだから、認定申請したらい

いのではないかということで、今ちょっとここを、最終的にまず県を通して国にお願いしな
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ければならないのですが、それで今私読み解いてみてあれなのは、近年の人口の動向とか高

齢化の進行、それから若年層の減少と、人口密度や地域の事業者数ということで、一番あれ

なのは地域づくり人材の確保について、特に支援を行うことが必要と認められる地区なので

す。町ではないのです。だから、ここにちょっと可能性を見いだして検討していきたいと。 

  それから、今藤原信悦議員からご質問いただいている内容は、人手不足、農業の後継者問

題なのです。この間も日報に、ここでお名前出していいのか、間野々地区で阿部さんのご一

家、おじいさん、そして息子さん、お孫さんのことが出ておったのですが、ああいう明るい

話題もあるのですが、いずれこれからは農業の人手不足、後継者、これは深刻な問題です。

だから、あらゆることに、先ほど村松信一議員のあれでは、いわゆる法人化の関係、ただ法

人化もつくり上げても継ぐ人がいなければ駄目なわけです。だから、先ほどからいわゆる商

工業の振興、農業の振興で人手不足、後継者不足、やっぱりこれは原点、一度ゼロからスタ

ートして調べてみなければならない。１次産業、２次産業、３次産業、足し算すれば確かに

１次産業がゼロでもいいのですが、掛け算であればもうゼロなわけです。だから、この１次

産業、農業、本町のやっぱり根幹をなす大きな地域振興にも関わることですから、ここのと

ころは、担当課はなかなか前向きではないのですが、挑戦すること、それからあとはこれ中

小企業団体のあれがあるのですが、そこともちょっと相談して、中小企業中央会ありますの

で、そこにも私はお願いしておりますし、そこには県庁ＯＢの専務もおりますので、こうい

うことの人脈を使って前向きに検討させていただく。だから、何回も言うように、過疎地域

でなくてもということがありますので、一縷の望みを託してみたいと。いずれ後継者問題、

人手不足問題は、これからさらに深刻になるので、その歯止め策をこれから全体的な中でし

っかり考えていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で６番、藤原信悦議員の質問を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しましたので、これにて散会いた

します。 

  なお、明日も引き続き一般質問を行いますので、午前10時に本議場に参集されますようお

願いいたします。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 
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              午後 ４時３９分 散会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、順次質問を許します。 

  13番、水本淳一議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （13番 水本淳一議員 登壇） 

〇13番（水本淳一議員） 議席番号13番、町民の会、水本淳一でございます。 

  まず初めに、不動地区の活性化策についてお伺いします。まちの変遷を見ますと、昭和30年

に煙山村、徳田村、不動村の３村が合併し、人口約１万4,200人の矢巾村となり、さらに11年

後の昭和41年、町制が施行され、人口約１万3,400人の矢巾町となりました。 

  不動小学校は、今年創立150周年を迎え、この11月２日に記念式典が行われましたが、学区

の再編等にもかかわらず、全校児童数は年々減少しており、現在は180人を下回っています。 

  不動地区は、第７次矢巾町総合計画において、ほぼ全域が農業的土地利用ゾーンとなって

いますが、基幹産業である農業も価格の低迷や高齢化、後継者不足など、いろいろな問題を

抱え、地域の活力が低下しており、戸数も減少しつつあります。不動地区の活性化を願い、

以下についてお伺いします。 

  １点目、不動地区の活性化には、企業誘致や宅地開発が不可欠であると思います。第７次

矢巾町総合計画後期基本計画の進捗状況を見ますと、室岡地域の大規模町有地及び矢巾中学

校跡地の利活用方針が令和５年度中に決定の見込みということですが、その内容と進捗状況

をお伺いします。 
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  ２点目、将来の方向性を決めるに当たり、地域の意見を聞いて進める必要があることから、

地域懇談会の今後の予定をお伺いします。 

  ３点目、町営火葬場の岩清水地区への移転の請願がありましたが、移転した場合の利点と

問題点についてどう認識しているのかお伺いします。 

  ４点目、小学校の周辺を核とした地域の活性化が必要であり、不動地区の子ども、子育て

世帯を増やす施策を考えるべきであると思いますが、その考えについてお伺いします。 

  以上、４点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 13番、水本淳一議員の不動地区の活性化策についてのご質問にお答え

をいたします。 

  １点目についてですが、室岡地域の大規模町有地については、都市計画マスタープランに

おいて、農村中心集落と位置づけられておりますエリアの一つに包含されているところであ

ります。町内に２か所ある農村中心集落につきましては、今後小中学校適正化方針の動向を

鑑みつつ、農村中心集落そのものだけではなく、波及するエリア全体の在り方を踏まえ考え

ていくことで、第７次矢巾町総合計画後期基本計画において総括するものと考えております。

その上で、第８次矢巾町総合計画期間において、農村産業法、地域未来投資促進法及び都市

計画法における地区計画制度などの活用に関する地権者との協議について検討してまいり

ます。 

  ２点目についてですが、様々な施策を推進する上で、地域のご意見を伺うことは非常に重

要なことと捉えておりますことから、不動地区活性化協議会に働きかけ、地域の皆様との懇

談会を開催してまいりたいと考えております。 

  ３点目についてですが、矢巾町火葬場の在り方の方向性は、第８次矢巾町総合計画の期間

内において検討することとしており、具体的な検討前ではございますが、議会への請願があ

りました岩清水地区へ移転した場合の利点といたしましては、現在の火葬場では会葬者の受

付場所や待合室が狭隘であることから、それを改善するための動線等の空間を広く確保した

施設整備のため、現在地での整備と比較して余裕のある用地を確保できるものと考えており

ます。 

  一方、問題点といたしましては、新たな用地を取得することから、地権者の同意をいただ

くことなどが必要となってくるものと考えております。 
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  ４点目についてですが、少子高齢化の状況を鑑み、地域の宝であります子どもを持つ子育

て世帯に対して、子育てに優しいまちづくりをより一層推進できるよう、不動地区に限定す

ることなく、子育て施策と他の施策を併せながら、町全体として子育て環境の充実に努めて

まいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） １点目の質問の大規模町有地及び矢巾中跡地の利活用の方針で、第

７次矢巾町総合計画後期基本計画の進捗状況において、指標、室岡地域の大規模町有地及び

矢巾中学校跡地の利活用の方針ということで、今年度中に決定するということで、もう一度

ちょっと確認しましたけれども、これは８次総に向けてそれまでに決まるということで、今

まだ新たに何かはっきりというか、この方向だと分かるところは今のところはないかお伺い

します。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

  ７次総の計画では、まちづくりの指標につきまして、室岡地域の大規模町有地と矢中跡地

の活用方針を決定する、これ目標２件ということなので、この２つに結論をつけるというこ

とを目標にしております。 

  ご質問は、達成度、見込み判定をちゃんとやるよと言っているのに、何か見えていないで

はないかということが根底にあることだと思いますけれども、まずここで７次総における方

向性は達成できたということで、私どもはＡということでお示しはしているところでござい

ますが、これどのような形でそうなったのかということの説明をさせていただきたいと思い

ます。まず、室岡地域の大規模町有地につきましては、今年度中に教育委員会のほうで矢巾

町立学校の再編に関する基本方針というものが示されることになっております。これは、町

立の小中学校の老朽化等を踏まえて、今後どのような形にしたらいいのかというのを人口の

動態を見ながら、抜本的に、計画的に、場当たり的にならないように示していくという考え

が基本的に示されることになっているのですが、今後土地利用の関係や本町の財政にもこの

ことは大きなインパクトがあります。そのことから、その結果を受けて、８次総において具

体的な調査とビジョンを策定して、市街化調整区域における地区計画ガイドラインによって、

既存集落の維持と活性化につながる土地利用の誘導を進めていきたいということをひとま
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ず７次総の総括として決めたいということで、まずこれが一つの結論ということで考えてお

ります。というのも、やっぱり早急に何かしますということではなくて、慎重に出たものを

考えてから取り組みたいというものがございます。 

  なお、手段といたしましては、これまで都市計画法における地区計画制度というものを想

定していたのですが、今回答弁でもお示ししましたように、農村産業法や地域未来投資促進

法という法律も活用の視野に入れて、幅広い視点で具体化していくということを検討してお

りますし、大規模町有地だけではなくて、岩手中央農協さんが今ございますけれども、そこ

ら辺周辺一帯をやはり今後不動地区の中心として、改めてどのように集約していくのかとい

う議論を進めながら、８次総の中で取り組んでいきたいというふうに今のところは考えてい

るところでございます。そういった意味で、方向性が１つついているということで、まず１

つＡ。 

  また、矢中跡地につきましても同様でございまして、町立学校の再編に基づく基本方針を

踏まえてこれも決定したいと考えております。矢中跡地については、本年度地域経営推進費

を財源としております地域連携型ＰＰＰ推進事業という中で、在り方というものを検討して

おりまして、活用策を検討しているところでありまして、この結果一つをもちまして７次総

の総括としたいと思っております。これもやはりこの土地がどのように今後活用されていく

べきかということを考えていきたいと思っておりますが、そういうことを一つ結論づけたと

いうことでＡということです。 

  議員から見ると、不十分ではないかということになると思いますけれども、今の段階では

８次総に向けてそのような考えでいるということです。そのことはご理解していただきたい

のですが、どうしてそのようにしたのかということなのですが、令和４年度に実施しました

人口減少社会における持続可能なまちづくりに関する有識者会議というところでご意見を

いただいておりまして、町有地の活用についてはそれぞれの土地をどのように扱うかという

議論の前に、短期的ではなくて、中長期的にどうするのかというビジョンを持ってきちんと

取り組まないと、同じような問題を繰り返しますよねという非常に厳しい意見をいただいて

おりまして、当局もこの反省に立ちまして、場当たり的な対応ではなくて、きちんと検討、

調査を踏まえた上で今後の町政に結びつけたいという意識でございますし、議員の期待に応

えるべく頑張りますので、ご理解をいただければと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありませんか。 
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  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） １点目については了解しました。 

  ２点目ですけれども、これもそういうことだと思いますけれども、地域懇談会の今後の予

定ですけれども、以前お伺いしたときはコロナ禍で予定が立たないということで、これから

の全体的な関わりもあると思いますけれども、これからはコロナの問題もなく進められると

思いますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。計画とかそういうのは、

まだ全然懇談会の予定とかはこれからということですね。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  地域懇談会におきましては、今年度各コミュニティのほうから開催要望をいただきまして、

計６回開催させていただいているところでございます。今後も同様に、積極的に取り組みた

いというふうに考えております。 

  なお、地域から要望をいただくというのが今までの地域懇談会なわけなのですけれども、

地域の問題解決を一緒にやっていくというふうな形にだんだん切り替えていければという

ふうに考えています。その方法といたしまして、ワークショップという方法を地域の方々と

一緒にやっていこうというふうに考えていまして、その準備として、今地域の役員の方々と

問題点であるとか状況を資料としてまとめるための地域カルテというものを作成中でござ

います。こういったものをもちまして、これから地域の皆さんと話合いを進めていきたいと

いうふうに考えているところです。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、３点目の質問の町営火葬場の件ですけれども、岩清水地

区への移転については、２年ほど前になりますけれども、岩清水コミュニティさんのほうか

ら請願が出され、議会のほうでも火葬場の在り方について検討を求める意見書を提出してお

ります。６月会議で高橋安子議員が一般質問を行った際は、担当課において参考となる他の

自治体への視察などを通し、情報収集を始めたということですけれども、現時点で何か情報

が集められているのかお伺いします。 

  また、現在火葬炉等の改修を行い、火葬場の耐久性を延ばしている状態だと思いますけれ

ども、改めて建て替えの時期がいつ頃を想定しているのかお伺いします。 
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〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、視察を通じて何か情報がということでございますけれども、視察してみて思ったの

が、先ほどの町長答弁にもありましたとおり、レイアウトがやはり今の矢巾町の矢巾斎苑と

は違うなというところを感じたところでございます。今の矢巾斎苑ですと、ご遺族の待合室

が正面受付入って右側にあって、実際の告別をする斎場が左側にあるということで、ご遺族

が実際告別するときに移動するときには受付の前を通りながら行くという、どうしても会葬

者と動線が交わってしまうということがあるのですが、やはり最近の火葬場の傾向を見ます

と、そういう動線がぶつからないようにレイアウトしているなというふうに感じたところで

ございます。なので、次の施設を考えたときは、やはりそういう動線というのがすごく大事

になるなということで、町長答弁でも述べさせていただいたところでございます。 

  それから、建て替え時期につきましては、いつ頃というのも含めて第８次総合計画の中で

検討したいなと思っておりますが、それこそこれも視察の中でお伺いしますと、実際ある自

治体ですと、まず用地を決定するまでに時間を要するというところもあります。用地を決定

してから実際建設をして、供用開始までやはり３年から４年はかかるというふうなお話を伺

っておりますので、それらをスケジュール感を持って計画を立てていかなければならないの

だと思いますし、ご承知のとおり火葬場に関しては国等の補助金がないものですから、全部

単独での事業となりますから、財政との協議も必要になってくるかなと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、４点目の質問になりますけれども、不動地区の子ども、

子育て世帯を増やす施策ですけれども、不動地区はほぼ全域農業的土地利用ゾーンというこ

とで、特に農業世帯の子育て支援も必要であると思います。2023年における日本の基幹的農

業従事者は116万人であり、その平均年齢は68.4歳ということです。年齢構成は70歳以上の

層がピークになっているということで、矢巾町はそれよりも若いという、昨日何かお伺いし

ましたけれども、今後10年から20年先を見据えますと、基幹的農業従事者数は大幅に減少す

ることが確実であり、それどころか今の状況が続けば、さらに米農家が減少し、米の需要に

対し供給が追いつかないという予測もあるということで、ＮＨＫの番組でありましたけれど

も、このようになる前に深刻化する農業後継者問題の解決が喫緊の課題であり、昨日ですけ

れども、藤原信悦議員の質問でも取り上げられておりますけれども、その中の一つとして子
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育て世帯が容易に参加できる環境づくりも重要であると思います。 

  これは、不動地区と挙げておりましたけれども、町の農業地域全体の問題でもあると思い

ますけれども、ちょっとネットで、農業協同組合新聞で「特集 第50回ＪＡ全国女性大会特

集号 農業の新世紀づくりのために」というのがありましたけれども、その中で子育て支援、

その取組についてということで、全国農業協同組合中央会の佐藤皓一さんという地域振興部

長の記事が掲載されていました。その中で、最初のところを見ますと、「本号では特集とし

て「農村女性の子育て支援を考える」を企画した。ＪＡではこれまで高齢者福祉対策には力

を入れてきたが、子育て支援は注目されてこなかった。しかし、少子化の進行は都市部より

深刻で、次世代を担う子どもたちの減少は、農業や集落の維持にさえも影響する。一方で農

村の豊かさは子育てにとって都会にない良い環境でもある。女性が安心して出産・子育てが

できるためのＪＡの果たす役割について、ＪＡ全中地域振興部の佐藤皓一部長に提言しても

らった」ということで、その内容がずっとあるわけですけれども、そういうことで佐藤皓一

部長も地元自治体と連携して、これから進めていかなくてはならないではないかということ

を載せていましたけれども、町でも農業協同組合と連携し、子育て世帯が農業に容易に参加

できる施策を考えなければならないのではないかと思います。その点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がございました、子育て世帯が農家に容易に参加でき

る環境をということで、施策をということでお話がございました。町全体といたしましては、

小中学生の家庭を対象に、地元学び塾というものを年３回程度毎年行ってございます。小学

生、各学校のほうに案内募集をかけまして、毎回二十数名程度参加いただいてございます。

直近ではリンゴの収穫ということで、選果場とかに行って、どういう農作物の流れがあるの

かというようなことも実際行ってございます。 

  不動地区に限ってお話をさせていただきますと、不動中山間地域協定というものがござい

ますし、あとは農業法人が幾つか不動地区にはございます。そういった身近なところで、身

近な組織で農業体験とか、収穫祭とか、そういったもののイベントを開催していただいて、

積極的に農業と子育て世帯が触れ合えるような場の提供というものが今後必要なのではな

いかなというふうに思ってございますので、地元学び塾以外にも、そういったイベントの仕

掛けというものを各農業法人あるいは不動中山間地域協定のほうに、組織のほうにご提案を

させていただきたいなというふうに思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 
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〇町長（高橋昌造君） それと、今不動地区の活性化、４点にわたってご質問、まさにこのと

おりだと思うのです。まず、室岡地域の大規模町有地、それから地域懇談会の開催、そして

町営火葬場の岩清水地区への移転、それから不動小学校を中心にした子どもさんたちの子育

てのこと、これを考えたとき、やはりこれから不動地区活性化協議会と、それから岩手中央

農業協同組合がしっかり連携して、ちょうど私がそれで今考えているのは、今までは今さえ

よければとか、急場、そのときだけ、その場しのぎとかではなく、やっぱり先ほど吉岡政策

推進監答弁したとおり、しっかりした政策立案の中で、特にも不動の３ヘクタールについて

は農協さんです。例えば農村環境改善センターの底地は、農協さんなのです。建物は町のも

の。そういうようなものも、いつかはやはり解決しなければならないと。だから農協さん。 

  それから、農協さんもあそこの室岡地域には、いわゆる建物が所有されてあるわけです。

この間も浅沼組合長とも、行って話をしてきたのですが、いずれ考え方は、双方ともやはり

将来はそういうことはしっかり考えていかなければならないと。だから、３ヘクタールの町

有地、それに併せて農協の今所有しているものも一緒に考えて、そしてそれは不動地域、矢

巾町にとってやはりどういう政策を掲げてやっていけば一番喜ばれるか、そのことにしっか

り取り組んでいかなければならないと。 

  それから、もう一つは、いわゆる地域懇談会、不動地区の活性化懇談会は毎年やっておっ

たのですけれども、コロナ禍の関係で、今はちょっと当番が今回どこだったか、和味でなか

ったかなと思っているのですけれども、和味であればすぐ高橋コミュニティ会長さんに話を

して、当番幹事はしっかりやらなければならないのだということで、不動地域の課題の解決

のために、活性化協議会ともしっかり協議していきたいということで。 

  あとは、火葬場の関係も、これはちょっと私出過ぎたことになるかもしれませんが、今駅

前にあるシンセラ、こういうものも火葬場の移転と併せて、やはり検討しなければならない

時期が来ているのではないかと。 

  一番最後に、子育ての関係。今子育ては、簡単に言えば大変だとかつらいとか、いろいろ

あるのですが、子育てが楽しくなるような、やっぱりそれを、特にも不動地域は農家の方々

が多いわけですので、地域と職業、農業とそういったコミュニティをしっかり結びつけて、

つながり、こだわり、そういうものを維持しながら、だから私は少子化対策はやっぱりしっ

かり地域コミュニティを構築することではないのかなと。遠回りかもしれませんけれども、

いろんな、今度も児童手当もいろいろまた国では考えていることもあるのですが、そういう

ことも含めてもう少し、だから不動地域のあれは、岩手中央農業協同組合とも一緒になって
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考えていくことが非常に大切ではないのかなと。 

  だから、先ほど答弁させていただいたとおり、不動地区の活性化協議会、岩手中央農業協

同組合としっかりこれから連携を図りながら、そして方向性をお互いに示しながら、不動地

域にとってこの政策が一番よかったと言えるような落としどころを模索していきたいと思

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、２問目の質問を許します。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、２問目、野生動物の被害対策についてお伺いします。 

  矢巾町内の有害鳥獣による農業被害状況を見ますと、以前は大半がツキノワグマによるも

のでありましたが、平成30年頃からイノシシが目撃されるようになり、令和２年度に初めて

農業被害が発生しております。その後、年々被害が増え続け、令和３年にはツキノワグマ、

イノシシによる年間の被害総額合計が初めて500万円を超えております。 

  今年は、熊による人的被害が例年になく全国的に多発しております。環境省の発表により

ますと、熊によってけがや死亡するなどの被害を受けた人数について、４月から10月末時点

の速報値で180人に上っております。これは、今年７か月間の集計にもかかわらず、これま

で最多だった平成20年度の158人を既に上回っております。７か月間というのは、４月から

10月までということです。また、今年度10月末時点の都道府県別の被害人数では、最も多い

秋田県の61人に次ぎ、岩手県は42人に及んでいます。 

  矢巾町においても多数の目撃情報が寄せられており、人的被害が懸念されることから、以

下についてお伺いします。 

  １点目、令和４年度、５年度に町に寄せられた熊やイノシシの目撃情報の件数及びそれぞ

れの捕獲頭数についてお伺いします。 

  ２点目、令和４年度、５年度の野生動物による被害状況とその対策についてお伺いします。 

  ３点目、町では、イノシシなどによる農作物への被害防止のため、不動山間地域の山沿い、

大白沢地区及び城内山沿いに、合わせて約11キロメートルの電気柵を設置しましたが、その

効果についてお伺いします。 

  ４点目、ツキノワグマやイノシシの目撃情報があった場合、地域住民に対し、注意喚起を

どのように行っているのかお伺いします。 
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  ５点目、矢巾町猟友会に所属している会員を鳥獣被害対策実施隊に任命し、有害鳥獣駆除

をしていますが、猟友会の会員数及び実施隊員数等の状況についてお伺いします。 

  ６点目、他の自治体では、熊の駆除を公表するたびに殺処分したという話がありますと、

動物愛護家などから熊を殺すのはかわいそう、殺す必要があるのか、税金泥棒、役場を辞め

ろなど、大量の苦情が寄せられ、中には１時間以上の抗議を続ける人もあり、業務に支障が

出た自治体もあったということです。 

  矢巾町では、駆除に当たり、電話等によるクレーム、抗議等はなかったのかお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 野生動物の被害対策についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、昨年度の熊の目撃件数は19件で、３頭が捕獲されております。ま

た、イノシシの目撃件数は34件で、４頭が捕獲されております。今年度は11月末時点で、熊

の目撃件数は47件で、12頭が捕獲されております。イノシシの目撃件数は７件で、４頭が捕

獲されております。 

  ２点目についてですが、昨年度の野生鳥獣による農作物被害の問合せは５件、今年度は10月

末時点で６件寄せられており、それぞれの農作物被害状況に合わせたわなの設置の検討のほ

か、餌になり得る農作物の適切な管理について助言を行っております。 

  ３点目についてですが、設置後にイノシシの目撃情報が減少していることや人的被害が発

生していないことから、一定の効果があったものと認識しております。 

  しかしながら、農作物被害は継続して発生していることから、今後も被害状況に合わせた

わなの設置など、引き続き町猟友会と協力して効果的な対策を講じてまいります。 

  ４点目についてですが、熊等の鳥獣目撃情報が入り次第、町のホームページやわたまるメ

ール、町の公式ラインを活用して情報発信するとともに、町教育委員会を通じて学校連絡網

メールで児童生徒の保護者への連絡を行うなど、周知を図っております。 

  また、目撃情報があった現場付近につきましては、紫波警察署及び矢巾交番の警察車両と

ともに、町広報車でパトロール及び付近の住民に注意喚起を行い、町民の安全確保に努めて

いるところであります。 

  ５点目についてですが、町猟友会の会員数は、４月末時点で27人、鳥獣被害対策実施隊は

23人となっております。また、鳥獣被害対策実施隊は、男性が21人、女性が２人となってお

ります。 
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  ６点目についてですが、全国的に他の自治体におきましては、鳥獣保護に関する問合せが

多く寄せられると伺っておりますが、本町に有害鳥獣の駆除に関する問合せは、現時点では

ないところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） 12月に入り、そろそろ熊も例年ですと冬眠ということで、質問の時

期が遅過ぎるのではと思いましたが、矢巾町でも過去に人身被害があったということで、今

後に備え、あえて質問させていただきました。 

  今年は、全国的に熊の目撃情報や熊による人的被害がこれまでになく多い年で、またイノ

シシ等の目撃情報の増加や農作物等の被害も問題になっております。 

  環境省は、熊によってけがや死亡する等の被害を受けた人数について、12月１日、新たに

公表しましたが、それによりますと４月から11月末時点の速報値では、いずれも統計開始以

降最多で、被害件数は193件、人的被害を受けた人は212人、死者は６人に上がっております。

今年度被害を受けた人は、10月末時点で既に過去最多となっていましたが、さらに11月末で

被害が拡大し、初めて200人を超えたということです。 

  また、今年度11月末時点の都道府県別被害人数では、最も多い秋田県の70人に次ぎ、岩手

県は47人に及んでいるということです。12月に入ってからは、５日の朝に紫波町南伝法寺で

熊が目撃されております。これは、矢巾町との境辺りになりますけれども、あと県内では12月

に入っても熊の人身被害が続いており、12月２日には和賀町のほうで60代の男性が熊に左手

をかまれた。それから、５日朝には、大船渡市の住宅地で40代の男性が熊に襲われ、頭をけ

がした。12月に県内で熊による人身被害が発生するのは、少なくとも2017年以降初めてとい

うことです。 

  ネットを見ますと、当町においては11月、12月以降の目撃情報はありませんが、今年は「ア

ーバンベア」という言葉が新語流行語大賞のトップテンに入るなど、人里への出没が全国的

に多い年になっております。矢巾町においても、まだまだ警戒を怠れない状況であると思い

ます。 

  それで、再質問ですけれども、１点目ですけれども、捕獲した動物、これ聞いていいのか

あれですけれども、殺処分しているのか、逃がしているのか、どのような処分をしているの

かお伺いします。 
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〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 捕獲した有害鳥獣でございますけれども、子熊の場合はその

まま放獣することもありますけれども、ほとんどの場合は殺処分ということで対応してござ

います。殺処分した部分については、町猟友会のほうで適切な処理という、解体なりもしく

は埋葬なりを行っているところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、２点目の野生鳥獣による今年度10月末時点の農作物被害

の問合せの件数ですが、この野生鳥獣の種類は何々か、それからそれぞれの件数、あとは全

体的な被害額をお知らせ願います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほど町長答弁にもありましたとおり、熊、イノシシ以外の

野生鳥獣の種類でございますけれども、キツネが２件、タヌキが２件、あとハクビシンも最

近増えてきてございます。 

  被害額につきましては、水本議員の質問にもあったとおり500万ちょっとになってございま

すけれども、その内訳につきましは、令和４年度、被害面積が164アール、あとは金額が熊

が大体400万程度、残り、イノシシが83アールで54万円程度というふうになってございます。 

  今年度、令和５年度につきましては、今まで農業被害、ハクビシンが５件、タヌキが１件

の計６件となってございます。被害額につきましては、令和５年度、今年度の分については

まだ集計されてございません。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、３点目ですけれども、熊対策として電気柵を設置してい

ますけれども、雑草が電気柵のワイヤーに接触して漏電するのを防ぐため、草刈り作業が結

構大変だと思いますけれども、私も養蜂業をやっていて、昔遠くのほうに置いているときは

やっておりましたけれども、熊の爪跡とかあったり、箱を遠くまで持っていかれたりという、

そういう被害がありましたけれども、町では総延長11キロメートルにもわたる電気柵の草刈

りなどの管理などをどのようにやっているのかお伺いします。 

  あとはまた、今後も電気柵の設置を行うとしておりますけれども、令和６年度はどの辺り
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を検討しているのかお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 町内でも電気柵が張られている、個人で張られているものか

ら、組織で張られているものもございます。組織的に共同設置したものについては、不動中

山間地域協定と、あるいは町内地区の電気柵の管理組合がございますけれども、そちらにつ

きましては今お話あった草刈り作業等、それらの日常管理については、町のほうから維持管

理をお願いしているところでございまして、金額についても、例えば人夫賃とか電気料の部

分、こちらを助成しているところでございます。 

  今後の有害鳥獣の対策の取組についてでございますけれども、今年度から個人に対する電

気柵の設置補助をしているところでございまして、それは山間地域だったわけでございます

けれども、最近ではハクビシン等で平場のほうでも農作物被害出ているということで、令和

６年度からはそういった平場地区の補助についても考えていかなければならないのかなと

いうふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） ４点目の質問ですけれども、いろいろ注意喚起を行っているという

ことで、この中で地域の方から防災ラジオで熊の目撃情報を放送しているけれども、防災ラ

ジオは全戸に普及していないので、防災無線も活用していただきたいと。子どもが歩いてい

ると、急に何かあった場合心配なのでという話もあったりしましたので、今回いろいろ調べ

て質問したわけですけれども、その点について防災無線の活用について、その用意はないか

お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 広範囲に被害が想定される場合には、確かに防災無線という

ものも有効かなというふうに考えてございます。現在は局所的に、この場所にいるというこ

とが分かっているので、わたまるメールなり、あとは学校を通じた学校網の連携を使ったり

とか、あとは広報車による、町長答弁にもありましたとおり、注意喚起ということをやって

いるところでございますけれども、防災無線、防災スピーカー、そういったものの活用も、

今後そういった被害の想定される状況を見ながら、活用も考えていかなければならないのか

なというふうに捉えてございます。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） ５点目の質問ですけれども、町猟友会の会員で活動可能な方が全て

鳥獣被害対策実施隊員になっているのか、全員がそうなっているのかちょっとお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） お見込みのとおりでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） そうすると、活動できないという方もいてちょっと少なくなってい

るとか、定員には全然何もないということで。 

  近年は、全国的にハンターの数が減少傾向にあり、岩手県でも狩猟免許取得者数は、平成

元年度の約5,400人から令和２年度でありますけれども、3,600人に減っているということで、

矢巾町においても減少しているのか、高齢化しているのか、新しく入ってくる人がどのよう

な状態なのか、現在の猟友会の会員数や鳥獣被害対策実施隊の人数は足りているのかお伺い

します。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 確かに実施隊員の高齢化は進んでございます。一方で、若い

隊員も徐々に増えている傾向でございまして、今年度からわなとか、そういった許可を取る

のに必要な助成も行ってございますので、そういった助成している効果も出てきているのか

なというふうには思います。実際実施隊の中でも、捕獲に携わる人というのが最近偏ってき

ている状況にございます。それが、やはりせっかく人数23人いるわけでございますので、何

人かチームを組んでやるということも必要なのかなというふうに今考えてございます。今連

絡網として、こういう目撃情報があった際に、猟友会の方にもすぐ動いてもらえるような形

で、ラインのグループラインをつくりまして、そういった情報が一目で見られるような、隊

員の人たちが見られるような、情報を得られるような状況も今環境として整備してございま

すので、そういったものも生かしながら、実施隊の皆さんに活躍していただけるような方法

を考えていきたいと思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは、ちょっと早いのですけれども、ちょうど区切りがいいの
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で、ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時とします。 

              午前１０時４８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時００分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、３問目の魅力的な音楽のまちについてお伺いします。 

  田園ホールは、平成２年、地域交流とにぎわいの拠点として開館しました。音響効果にも

優れており、当時としては県内初の音楽ホールで、人気アーティストのコンサート等や町民

による手作りのいろいろな講演も盛んに行われています。開館当時、町民オーケストラを結

成しようということで、町の助成により弦楽教室が始まり、これが田園室内合奏団、田園フ

ィルハーモニーオーケストラにつながり、また同時に田園混声合唱団や町民劇場なども結成

され、現在も活動が続けられております。田園ホール開館20周年の際は、田園フィルハーモ

ニーオーケストラによりベートーヴェンの第九交響曲が演奏されております。 

  また、不来方高校音楽部は、平成28年、第69回全日本合唱コンクール全国大会において９

年連続の金賞を、そして最高賞に当たる文部科学大臣賞、全国１位相当を受賞しております。 

  このような中で、町は町民一人一人が音楽に親しみ、もっと身近に感じられる機会を日常

的につくり上げることを目指し、平成28年11月６日に音楽のまち宣言をしております。 

  不来方高校は、昭和63年４月に開校して今年で35年になるわけですけれども、その中で不

来方高校音楽部は全日本合唱コンクール全国大会に29回出場しております。今年10月28日に

行われた第76回全国大会では、15回連続23回目の金賞を受賞。また、文部科学大臣賞をこれ

まで８回受賞しております。 

  そのほか、煙山小学校の吹奏楽部が吹奏楽コンクールで、平成29年以来、東北大会金賞を

連続９回受賞、東日本大会金賞を３回受賞、矢巾北中学校合唱部などもすばらしい成績を収

めて、音楽のまちを盛り上げております。 

  また、これもネットですけれども、「音楽のまちってどんなまち！？」として、川崎市と

浜松市を比較したネット記事もありまして、魅力的な音楽のまちを願い、以下についてお伺

いします。 
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  １点目、演奏する子どもたちのために新しい楽器を送りたいということで、ふるさと納税

のクラウドファンディングを実施しましたが、その後の結果と今後の計画についてお伺いし

ます。 

  ２点目、芸術文化団体の高齢化や活動の停滞が課題となっているようですが、音楽のまち

宣言以来の新しい団体等の参加状況についてお伺いします。 

  ３点目、若い人ほど実力が身につきやすい。町内外にいる指導者の力をお借りし、弦楽に

興味を持つ子どもが増えるような支援も行ってはどうかお伺いします。将来、第九を一緒に

弾けるような子どもたちを育てられたらいいと思います。 

  ４点目、矢巾町が音楽のまち宣言に至った経緯と今後の取組についてお伺いします。お願

いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 魅力的な音楽のまちについてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、令和元年度に実施したふるさと納税型のクラウドファンディング

におきましては、500万円のご寄附をいただき、町内小中学校に必要な楽器の聞き取りを行

い、それぞれ購入をさせていただいたところであります。 

  今後の計画につきましては、現在のところ予定はございませんが、計画的に楽器の購入を

進めてまいります。 

  ２点目についてですが、令和２年度から矢巾町音楽祭を開催し、町内で音楽活動に取り組

む中学生や高校生、一般の方々の発表の場として定着しております。 

  また、芸術祭の舞台部門においては、子どもたちが出演する新規の団体にもご参加をいた

だいており、今後も内容を検討しながら進めてまいります。 

  ３点目についてですが、弦楽も含め様々な芸術活動に幼少期から取り組むことは、貴重な

経験になると考えております。このことから、各団体と子どもとの世代間交流の場を企画す

るなど、支援を通じて子どもの学びの場の創出と併せ、団体の活性化にも寄与するよう検討

してまいります。 

  ４点目についてですが、音楽のまち宣言は、町民の皆さん方のお一人お一人がより身近に

音楽を感じられるまちづくりを目指し、平成28年11月に宣言したところであります。音楽を

大切にする心豊かなまちづくりとして、町公民館や矢幅駅へのピアノ設置のほか、音楽祭を

中心に身近に音楽を感じられる取組を進めております。 
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  今後におきましても、本町の芸術文化の拠点であります田園ホールを中心に、様々な音楽

事業を催し、進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） 「音楽のまちってどんなまち！？」として、川崎市と浜松市の２大

都市を比較したネット記事を見ましたけれども、最近は移住ブームも手伝って、何とかのま

ちというフレーズをよく見るような気がし、検索してみると自称音楽のまちが非常に多く、

その中でも特に神奈川県川崎市と静岡県浜松市の音楽のまちに関する情報量が群を抜いて

いるということで、どちらが魅力的な音楽のまちかを勝手に比べてみたという内容の記事が

ありました。 

  その中で、川崎市は人口がもう150万人という大都市で、市制180周年の平成16年に、ミュ

ーザ川崎シンフォニーホールの開設を機に音楽のまちづくりがスタート。川崎シンフォニー

ホールの世界水準の音響は、多くの世界的な指揮者からも高評価を受けているとともに、市

民の晴れ舞台や音楽イベントの場としても親しまれているということです。そして、平成

14年に川崎市とフランチャイズ提携を交わした東京交響楽団、地域密着で演奏活動を行って

いるということです。川崎市では、ほかにも昭和音楽大学、洗足学園音楽大学とか、４つの

市民オーケストラとか、100を超える市民の合唱団とか、吹奏楽団や合唱団など、豊富な音

楽資源に恵まれております。 

  一方、浜松市は人口78万、これも多いのですけれども、ヤマハやカワイ、ローランドとい

った世界に名立たる楽器メーカーが立地しており、音楽のまち活動歴も昭和56年からで、ユ

ネスコ創造都市ネットワークの音楽分野での加盟認定は、世界で７都市目の偉業なそうです。

浜松市というのは、音楽のまちと言わないで音楽の都と名のっているということです。 

  矢巾町は、人口、内容ともに、この２大都市とは比較にはならないと思いますけれども、

私たちのまちに合った音楽のまちを目指していければよいと思っております。 

  再質問ですけれども、１点目の演奏する子どもたちのためのクラウドファンディングです

けれども、これを実施した期間、結構途中でやめるとか、何かちょっと見たような感じがし

ますけれども、また以前小中学校に必要な楽器の聞き取りを行ったということですけれども、

このクラウドファンディングで集まった500万円だけで十分な支援ができなかったのではな

いかと思います。教育民生の視察で煙山小学校を訪問した際、吹奏楽部では楽器が結構古く
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なっている。足りない楽器もあって、よその学校から借りているということも聞きました。

また、そういうことで、煙山のばかりでなく、ほかの部分でもそういうことがあると思いま

すので、またクラウドファンディングなどを再開して支援を続けていただきたいと思います

けれども、その点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  まず、前回行われたクラウドファンディングの期間でございますけれども、令和元年10月

21日から令和２年１月21日の３か月実施してございます。この際、更新されていない楽器も

あったところでございますけれども、まず楽器の購入、種類にもよるのですが、１台当たり

数十万、あるいは100万円以上かかるものもございます。要望をこれからも聞き取りを行い

ながら、クラウドファンディングという手法も含めて、計画的に楽器の更新を進めたいとい

うふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、２点目の芸術文化団体、新しい団体等の参加状況ですけ

れども、この間、芸術祭の状況、私たちのところしか見ていないのですけれども、若い人の

参加がまだまだ少ないのではないかと思います。 

  先日、町民と議会の懇談会において、出席した町民の方から、音響のすばらしい田園ホー

ルがあるのだけれども、どのような活動をしているのかちょっと見えていないというところ

があるということで、活動状況が町民全体にまだ十分伝わっていないのではないかという感

じも受けました。これからさらに広報活動に力を入れ、若い人たちの参加を促していければ

と思いますけれども、その点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  今年度開催しました音楽祭、芸術祭につきましては、音楽祭につきましては水本淳一議員、

そして小川文子議員にもご出演をいただいたところでございます。そして、芸術祭、邦楽・

ダンス部門も開催したわけでございますけれども、今回座組がよかったと思っておりますけ

れども、バトントワリングですとか、町民劇場の子どもたちが総勢約50人ぐらい出演いただ

いております。それで大いに盛り上がったところでございますし、あとは詩吟の会、これは
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ちょっと人数は少ないのですけれども、小さい女の子、お母さん、そしておじいちゃん、３

世代で詩吟を歌っている、これは本当に理想だなというふうに思ったところでございます。 

  田園ホールの稼働率につきましては、コロナ禍というところもあったところでございます

けれども、75.2％をキープしてございまして、公立文化施設協議会に加盟しております県内

の公共文化施設の中でもトップの稼働率を推移しているところでございます。 

  広報活動につきましては、これはイベントを開催するときにはもう課題になってございま

すけれども、田園ホールガイドを中心に、町のあらゆる媒体を活用しながら、町民の方々、

そして若い皆さんが、できるだけ多くの皆さんがステージに立てるように広報、周知に努め

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  水本淳一議員。 

〇13番（水本淳一議員） それでは、３点目の弦楽に興味を持つ子どもへの支援、あるいは４

点目の今後の取組につながるわけですけれども、先日東京交響楽団団員の方で、町内在住の

方、中塚さんという方ですけれども、その方からバイオリンは３歳からと言われているけれ

ども、若い子ほど技術が身につきやすいので、矢巾町は音楽のまち宣言をしていることから、

弦楽器を習う子どもたちへの支援などを行い、将来中学校の吹奏楽部とも一緒に第九の演奏

などをしてはどうか、そのような体制があってもいいのではないかというご意見をいただき

ました。 

  ということで、音楽のまちということでちょっと質問をさせていただいたわけですけれど

も、県では世界で活躍するスポーツアスリートとなる人材の発掘、育成を目指し、平成19年

にスーパーキッズ発掘・育成事業を開始しております。こういうのが音楽関係においても、

このような支援があればいいのではないかと思いますけれども、このようなスーパーキッズ

のような事業は県のほうでやっていただいて、矢巾町は音楽のまちを宣言していることから、

何か音楽のまちにふさわしい矢巾町独自の子どもたちへの支援があってもいいのではない

かということで、また結構今いわてフィルの先生方に田園室内合奏団も手伝ってもらうとい

うか、いろいろ指導していただいたりしていますけれども、このような方たちを利用といい

ますか、お願いしまして、子どもたちを育てることもいいのではないかと思っております。

声をかければ、結構そういう先生方も協力してくれると思いますので、お金もそんなにかか

らないという話も聞きましたけれども、そういうことで若い子どもたちを盛り上げる施策を
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お願いしたいと思います。その点についてお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  子どもたちの音楽に対しての支援というところでございますけれども、音楽、芸術文化で

活動、活躍していく人材の育成に、有識者の皆様のご意見をいただきながら検討していきた

いというふうに思ってございますし、指導者の人集めというところ、今お話があったところ

でございますけれども、いずれは第九の演奏会というのも想定しておりますけれども、練習

期間とか、あとは準備期間、かなり相当数かかるというふうにも聞いておりますので、その

辺も十分計画的にいろいろ検討しながら、将来的には第九の演奏会ができるようにしたいな

というふうに思ってございますし、あともう一つでございますけれども、町長答弁にもあり

ましたとおり、音楽のまちというところで田園ホールを拠点というふうに答弁させていただ

いたところでございますけれども、音楽のまち宣言にはいつでもどこでも音楽が聞こえると

いうフレーズがありますとおり、今年度は徳丹城の曲家で曲家ミュージックフェスティバル

を開催させていただき、一定の効果を得たというふうに思ってございます。 

  来年度につきましては、町内あらゆるところで、例えば駅前ですとか、駅の西側ですとか、

そういったところでもいろんな皆さんが出演、演奏できる場、そして聞ける場、こういった

ものも考えていきたいというふうに思ってございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それで、今まさに時宜を得た再質問をいただいたのではないのかなと。

まず１つは、小中学校の児童生徒さんたちに対する楽器、このことについての支援は、煙山

小学校の吹奏楽部、今は卒業したお子さんなのですが、私に直接「町長、楽器もう古くなっ

てきているから考えてほしい」と直訴があったことを今思い出しておりました。そういうこ

とを、やはりだから子どもたちの夢を実現しておあげするということは、非常に大事でない

のかなと。 

  あとは、再質問の２点目には、来るのは音楽祭とかいろいろな芸術祭、関係の方々がほと

んどで、だからやはり若い人たちの掘り起こしもしなければならないと。 

  そして、３つ目のご質問では、スーパーキッズのお話あったのですが、水本淳一議員はも

ういわゆるバイオリンのプロですから、やはり英才教育を受けられてきたと思うので、私ご

とで大変あれなのですが、私小学校に入学してから音楽と図工はずっと２だったのです。と
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いうことはなぜかというと、小学校１年生、今も忘れないのですが、カスタネットを何かや

れということで、いつだり鳴らすものですから、もうカスタネットも取り上げられて、それ

から反抗期が始まっている。図工も自分なりに上手だと思ったのですが、さんざん酷評され

て、そういったあれがあるのですが、やっぱり指導者です。最初にすばらしい指導者に、そ

ういうことを上手に、だから音楽でもスポーツでも指導者ではないのかなと。 

  だから、そういうことも含めて今例えば、来年は実現できないのですが、来年の二十歳の

集いのときには、やはり矢中とか北中の生徒さんたちが来て、校歌でもいいし、何かふるさ

との歌でもいいし、心に響く、そういうものをやったら喜ばれるのではないかと。あとは、

不動小学校では、今コロナのあれで不動っ子の集い、小さいときからああいうふうなものに

しっかり、あとは例えばふるさと矢巾会も今人が集まらないのです。そういうときに煙山小

学校の吹奏楽、全国常連校のものが行くと集まってくれるのではないかと。そうやって、本

町の主要になるイベントなんかにうまく、ただ児童生徒のお子さんたちに負担にならないよ

うに、学校現場ともよく相談しながら、せっかくもう本当に小中高すばらしいものがあるわ

けですから、そのほかにも何か産技短とか医大にも軽音楽とかいろいろあるようですので、

そういうものをやって、音楽のまちです。 

  今矢巾町でも絵画の関係で、コンクールとか何かいろいろ催しして、職員にもそういうも

のに、今なかなか県内ではもう知られた、何か先生になっておる職員もおりますので、そう

いう芸術文化の振興をみんなでつくり上げていきたいと。だから、これからのクラブ活動を

地域に移行するというものも、そういう原点回帰に振り返りながらやっていくことが、やは

り指導者が一番私は大事ではないのかなと。それに併せて、お父さん、お母さんはじめ家族

の理解、こういうふうなものをしっかりつくり上げて、音楽のまちをさらに磨きをかけてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で13番、水本淳一議員の質問を終わります。 

  次に、12番、高橋安子議員の質問を受けます。 

  高橋安子議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （12番 高橋安子議員 登壇） 

〇12番（高橋安子議員） 議席番号12番、町民の会、高橋安子でございます。若者の意見を町
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政に取り入れる考えについて、町長にお伺いいたします。 

  若者の地元離れが続いております。特に18歳での大学進学時と大学を卒業する22歳の就職

時に、地元を離れる若者が多いと言われております。本町で生まれ育った子どもたちが将来

も矢巾町に住み続けるために、あるいは町を一度出た若者が戻りたいと思えるような町を自

分たちで考えるべきと思いますが、このことについて本町ではどのように考えているか、以

下についてお伺いいたします。 

  １点目、小中学生の頃から、自分が生まれ育った故郷への思いを培うことも大切であると

思いますが、今までに小中高校生を対象に、町当局とのまちづくりに関する懇談会等の開催

を検討したことがあるのかお伺いいたします。 

  ２点目、同じように親子で自分のふるさとを知る機会も必要と思いますが、親子町政懇談

会等を開催する計画はないかお伺いいたします。 

  ３点目、高校生のみを募集し、矢巾町の将来を考えるフューチャーデザインによるワーク

ショップ開催の考えがないかお伺いいたします。 

  ４点目、本町出身で県外への進学をした大学生や就職した若者を対象に、二十歳の集い等

の帰郷する機会を捉えて企業等と連携し、地元をＰＲできるセミナー開催の考えがないかお

伺いいたします。 

  ５点目、コロナ禍前に開催していた小中学生参加の子ども議会の開催について、再開する

考えがないか。 

  以上、５点お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 12番、高橋安子議員の若者の意見を町政に取り入れる考えについての

ご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、小中高の児童生徒を対象としたまちづくりに関する町当局との懇

談会につきましては、町民懇談会の対象を子どもに拡大して実施する予定でありましたが、

コロナ禍によりこれまで実現しておりませんが、次代を担う若者の貴重な意見をまちづくり

に反映させるためにも、そのような機会を設定できるように検討してまいります。 

  ２点目についてですが、非常に貴重なご提言として受け止め、対象となり得る年齢層や家

族構成を検討しながら、またこれまでに開催してまいりました地域懇談会に親子での参加を

いただけるような仕組みづくりを検討してまいります。 



  

－ 159 －  

  ３点目についてですが、高校生のみを対象としたフューチャーデザインによるワークショ

ップの開催は可能と考えております。町の将来を話し合うためには、参加者自身にある程度

身近な地域での生活経験や町に関する知識があることが望ましいことから、開催に当たりま

しては、どのような方法で多くの高校生に関心を持って参加していただくべきかを検討して

まいります。 

  ４点目についてですが、現時点でセミナーを開催するまでには至っておりませんが、県と

協働、そして連携しながら、県外からの帰省者に向け、岩手で働く魅力のＰＲに取り組んで

いるところであります。本町といたしましても、町内企業や関係団体、関係課等と連携しな

がら、県外へ進学した学生や就職した若者に対し、ご提言の二十歳の集いの場も含め、機会

を捉えて本町の魅力のＰＲに努めてまいります。 

  ５点目についてですが、これまでは各小中学校を代表した児童生徒による町への提言とし

て開催しておりましたが、現在は町長と語る会として、私が小中学校に出向き、町への提言

をいただいておりますが、この提言を通じて、多くの児童生徒に本町のことをより深く理解

していただく貴重な場にもなっておりますことから、引き続き学校とも協議しながら継続し

てまいりたいと考えております。 

  また、小学生の児童を対象とした町への提言の機会につきましては、先ほど１点目でもお

答えしたとおり、次の世代、次代を担う若者の貴重な意見をまちづくりに反映させるべく取

り組んでまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 学校での開催ということであれば、先生方の負担になるかと思いま

す。また、人選の際、生徒会等に限定されるのではないかちょっと考えるところでもありま

す。子どもたちの将来の夢や希望を語る場所としての誰でも参加できる懇談会にしてほしい

のですが、例えば小中高の生徒それぞれでもいいのですけれども、児童生徒を対象とした町

当局の懇談会について、町民懇談会の対象を子どもに拡大してという先ほど答弁がございま

したけれども、それとは別にやはぱーくとか、それから町の公民館とかで、土日の時間とか、

あるいは春休み、夏休み、冬休み等の長期休業を利用して、子どもたちの本当のこれからの

夢とか希望、このまちがどんなまちになってほしいというような、誰でも参加できるような

懇談会もやってみてもいいのではないかなと思うのですけれども、そのような考えはないの
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でしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  誰でも参加できる懇談会、大変すばらしいご意見かなと思うのですが、人を集めるという

のがちょっと難しい部分もあるのかなと思うところがありまして、いずれ検討してまいりた

いと思います。逆に誰でも参加できるといいますと、確かに学校の先生に負担がかかるとい

うのはございますけれども、総合学習の時間というのがやっぱりあるので、そちらのほうの

活用をぜひ考えてみて、そちらと併せていずれどちらも検討してまいりたいと思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 今おっしゃったような総合学習の場でもよろしいのですけれども、

それでは逆に地区懇談会に親子で参加できる仕組みを検討するというお答えが先ほどあり

ました。この地区懇談会に親子で参加できる仕組みについてご検討されましたら、地域にお

いてそういう説明とかをして、実は今度こういうふうな子ども対象の懇談会を予定している

けれども、子どもだけでもいいし、親子で参加してみませんかというような呼びかけもいい

のではないかと思いますけれども、そういう若者たちが進学を機に地元を離れ、卒業しても

地元に戻らない理由の一つとして、保護者自身が住んでいる土地に魅力を感じていない場合

に、将来子どもに戻ってほしいと願うことをためらうからだとも言われておりますので、ぜ

ひ親子でそういう懇談会を実施して、意見を出し合い、本町の魅力に気がつくことで、自分

たちが地域づくりを町当局とともに考える、ここに住みたいという気持ちが強くなるのでは

ないかなと思っております。 

  子どもたちに本町の魅力を知ってもらうことも大切であり、できるだけ早い時期での開催

を望みますが、地区懇談会については何か今年度は６か所実施したということでございまし

た。これは、コロナの影響もあったから少ないのかなと思って先ほどお聞きしたのですけれ

ども、年に６か所ずつだと、来年から45行政区になりますので、物すごく長い年数がかかり

ますよね。そうではなくて、子どもたちが純粋な気持ちでいられる間を利用して、こんな町

になってほしいという子どもたちの意見が一つでも通ると、ここに住みたい、あるいは戻っ

てこようという気持ちが芽生えてくるのではないかと思いますので、ぜひそのような計画を

していただきたいと思いますが、今時点ですと地区懇談会は来年度はいつ頃からの実施かは
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計画があるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  今ご提言いただきました、先に地域の中で呼びかけて、あとはやがて親子での開催をした

いというふうなご提案、こちらのほうは、それこそまだ地域懇談会をいつ行うというふうな

計画は立っていないところでありますけれども、機会を捉えて呼びかけて十分できることか

と思いますので、取り組んでいきたいと思ってございます。 

  あとは、実際参加していただくのが、どういった状況になるかは分かりませんけれども、

いずれ若い世代、早くからというふうなお話だったので、子ども会を中心にというふうな取

組がもしかしたらいいのかもしれません。そういったところも含めて検討してまいりたいと

思います。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） ぜひそのようにお願いしたいと、できるだけ早い時期に計画してい

ただきたいと思います。実は、以前に仕事をしていたときに、中学生を対象に非行防止サミ

ットというのを計画して実行したことがございます。その中で、子どもたちからの意見で、

大きな声を出すことによって自分を制することができる。合唱コンクールをしませんかとい

う意見が出されました。本当にその夢をかなえてあげたいと、一生懸命バスを探したり、会

場を探したりして開催させていただいた経緯がございます。本当に中学生、小学生でもすば

らしい意見、いろんなことを考えている子どもたちが多いのではないかなと思っております

ので、できるだけ早く計画を進めていただきたいと思います。 

  最近私の知り合いで高校１年生の女の子が、聞きたいことがあると訪ねてきました。その

内容は、自分たちの先輩は高校を卒業すると都会の大学を目指して進学し、大学を卒業する

とそのまま都会に就職して住み続ける人が多い。自分も２年後には大学を受験し、多くの先

輩たちと同じように都会に就職する可能性が大きい。でも、今若者たちが矢巾町に住み続け

るにはどうしたらよいか本気で考えているという女の子がいます。矢巾に住んでいる大人は、

若者の地域離れについて何か対策を考えているのか聞きたいなということで私を訪ねてき

ました。このように、本町の将来を真剣に考えている若者が少なくないと思います。私は、

その子に対して、子どもたちが都会に憧れるのは分かる。いいよと、１年でも、２年でも都
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会に行って、いいところをいっぱい吸収して、戻ってきて矢巾のために働いてほしいという

ことを子どもに話をしました。 

  この町内在住の高校生や親世代、祖父母世代参加のフューチャーデザインにより、自分た

ちの将来を真剣に考えてほしいと思います。フューチャーデザインというのは、矢巾がすご

く早く取り組んだところでもあります。ぜひあるものを利用して、子どもたちや親子だけで

はなくて、地域の高齢者なども交えたフューチャーデザインの取組をみんなで考えていけれ

ばいいのではないのかなと思っています。それがまた町長がよく言われる地域コミュニティ

の活性化につながっていくのではないかなと思っておりますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

  そこで、これとはちょっと違いますが、現在町長が小中学校に出向き、町長と語る会を実

施しているとのことですが、今まで何校ぐらい実施したのでしょうか。来年１月には矢巾東

小学校を予定しているようですが、これからどのぐらいの頻度で学校訪問をされる予定なの

かお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  一番最後の出前授業というか、このことについては担当課からお答えさせていただきます

ので、それで今日質問の１点目の、いわゆる若者の意見を町政に取り入れると、これは本当

に大事なことです。そして、私もちょっと県の教育振興のほうの審議会のメンバーになって、

今いろいろ議論されているのは、小中の、高校も含めて、ふるさと学習に力が入っていない

のではないかと。もう岩手県にはいろんな偉人が、本町にもおるわけです。そういったこと

を、いわゆるふるさと学習、偉人も含めて、それからふるさとの成り立ちとか。 

  そこで、今町史の編さんをやっていただいておりますが、町史の編さんなんかも、私も作

っていただいたのがありますが、ほとんど見ることがないのです。ところが、あれを目を通

してみると、すごいことを書いているのです。だから、その町史の、もしあれなのであれば

概要版でもいいので、そういったガイドブックというか、小学生、中学生、高校生用の、こ

れはもう恐らく今日お話しすれば、菊池教育長がすぐ取り組むと思うので、社会科で４年生

でも恐らく勉強していると思うので、そういった矢巾の歴史、ふるさとを知ること、これは

まさにそのとおりだと、まずふるさと学習に力を入れていきたいと、それを親子で。今矢巾

で生まれ育った人ばかりではない、転入されてくる方も多いわけです。もう昭和30年のあれ

からいくと、当時の人口が倍になって、そうするとそういう方々も多いわけですので、そう
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いう親子の学習も非常に大事になってくるのではないかということで。 

  あとは、町民懇談会、子ども議会です。町民懇談会も、私ちょっと調べてみたら、令和元

年５月14日にやって、最後が令和２年２月13日、１年足らずだったのです。それでも10回や

っているのです。これをいろんなテーマを設けて、最初はちょっと格調高過ぎてあれだった

のですが、矢巾町の未来とかいろんなもの、それから今の総合計画から取り出したまちづく

りとかそういったもの、最後には若者が活躍できるまちづくりで終わってしまったのですが、

子ども議会もあまりにも私らの議会みたいに質問の答弁のすり合わせ、そうではなく自由奔

放に、子どもたちは型にはめられると嫌だと思うのです、学校でやっている児童会とか生徒

会のような雰囲気で。ただ、当局は答弁に困るかもしれません。そのときは、もう三役は出

ないで、課長以下で、それが人事評価にもつながるかもしれませんし。だから、そういうこ

とをやっぱりやるべきではないかと。だから、出前授業もあれではなく、子ども議会とか、

出前授業もあらかじめ質問頂戴してそれにお答えするということではなく、そういうことを

やはり考えていかなければと。 

  最後に、フューチャーデザインですが、うちの吉岡政策推進監は一応この先駆けをやった

と。ただ、完結しないで途中で投げるのが悪い癖なのです。そこで、吉岡政策推進監の後、

今職員４人で立ち上げて、矢巾町の未来プロジェクトを立ち上げて、これから進めると、こ

の輪を広げていくということで。それで、若者の発想力が大事なのです。そして、毎日新聞

にも５日、出たのです、フューチャーデザインのこと。今あのかだごどな、保守的な財務省

が今度フューチャーデザインの発想を取り入れるということです。今日は、そこのところだ

けを紹介させていただきたいと思いますが、社会的課題を直視するためにもフューチャーデ

ザインを使うと、我々は痛みを伴っても将来世代の利益になることを選択する傾向があると。

より持続可能な環境や財政を実現しやすくなると期待していると。やはり今さえよければい

いとか、私先ほど水本淳一議員さんにも答弁したのですが、今よければいいとか、その場し

のぎではなく、やっぱりこれからは若者の発想力、そして何よりも地域です、地域のコミュ

ニティ。だから、少子化とか高齢化、いろいろあるのですが、地域がしっかりして、家庭が

しっかりすれば、何も心配することなく、臆することなく人口減少問題に取り組んでいくこ

とができるので、やっぱりそういった意味で夢を実現できるような体制を、地域コミュニテ

ィを構築していきたいなということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） ただいま高橋議員のほ
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うから、町長と語る会のこれまでの実施回数についてご質問がございました。町長と語る会

担当課といたしまして、お答えさせていただきます。 

  令和３年度から、子ども議会であったものを実施形態を変えて、町長と語る会ということ

で開催をさせていただいております。令和３年度、令和４年度と、それと今年度の矢巾東小

学校ということで、これまでに今年度を含めて３回の実施となります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 語る会でちょっと１点だけお聞きしたいのですけれども、例えば学

校訪問した際に何人ぐらいの生徒が参加して、どんな提言が出されたのかということをもし

紹介できるのでしたらお願いしたいのですが。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  対象は、令和３年度、令和４年度は、中学校２年生が対象となってございます。したがい

まして、すみません、今ちょっとぱっと数は出ないのですけれども、100名を超える、２学

年の生徒ということになります。 

  これまでの取り上げられたテーマといたしましては、ＳＤＧｓ、そのカテゴリーを基に子

どもたちが実際に感じているものを、与えられたテーマを基に自ら考えて質問、提言がされ

たということで、令和３年度につきましては高齢者にとっての住みよいまちでありますとか、

子どもに対する支援というものが話をされたと。あとは、令和４年につきましては、再生可

能エネルギーによるスクールバスの導入、また公園の遊具の新設など、あるいは矢巾町の街

灯の増加と、そういったことが取り上げられ、子どもたちから提言がされたということにな

ってございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） それでは、２問目の質問に入らせていただきます。祝咲喜公園及び

さつき公園の今後の対策についてお伺いいたします。 
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  マレットゴルフ場がある祝咲喜公園について、昨年のオープン以来、町内外から多くの方

が訪れ、マレットゴルフを楽しむ姿が見られます。特に高齢者にとっては、外に出る機会と

適度な運動、参加者同士の会話もできて、健康寿命の一役を担っているのではないかと思わ

れます。オープン当初、近くにはさつき公園もあり、子どもたちの元気な声も聞かれ、ふだ

ん離れて暮らしている家族であっても、ゆっくりした１日をこの２つの公園を利用し、楽し

むことができるのではないかなと期待いたしました。そのことから、以下お伺いいたします。 

  １点目、特に高齢者が多く利用する祝咲喜公園のマレットゴルフ場は、木陰がなく、夏場

の利用には熱中症などの危険があるとの意見を多く聞きます。今後の対策についてお伺いい

たします。 

  ２点目、祝咲喜公園、さつき公園とも、災害時の緊急避難場所に指定されているのは承知

しております。しかし、さつき公園については、夏は草が生い茂り、公園としては活用され

ていない状況であります。あずまや等もあり住宅地も近いことから、管理を適切に行い、今

後子どもたちや親子で遊べる公園として活用すべきではないかと思っております。 

  以上、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 祝咲喜公園及びさつき公園の今後の対策についてのご質問にお答えい

たします。 

  １点目についてですが、祝咲喜公園マレットゴルフ場は、高齢者の利用が多く、特に本年

のような猛暑の中での利用の際は、環境省が発表する熱中症警戒アラートにより、屋外活動

の制限など、危険度に応じた注意喚起を行っているところであります。 

  また、木陰となる樹木の植栽につきましては、防水シートが根により破損することが想定

されることから、県との整備協議時点から植栽はしないこととなっております。 

  今後も所有者であります岩手県や指定管理団体であります矢巾町マレットゴルフ協会と連

携を図りながら、適切な施設管理を行ってまいります。 

  ２点目についてですが、今年度のさつき公園の草刈り作業につきましては、従来どおり３

回実施しておりますが、雑草の生育が想定を超えるものであったことから、今後は実情に合

わせ作業回数を増やすなど、適切な管理に努めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 
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  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 祝咲喜公園に、木陰となる樹木の植栽はしないという答弁でござい

ました。新しいマレットゴルフ場を楽しみにしていた高齢者も、とても多いと思います。今

年のような炎天下で、具合を悪くした人はいなかったのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） お答えいたします。 

  今年の炎天下の中で、具合を悪くした方がいなかったのかという報告でございますが、指

定管理者のほうからは実際倒れたとか、そのような報告は受けてはございません。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） マレットゴルフ場については、町内だけでなく、町外からも多くの

方がプレーを楽しんでいると聞いております。私たちも議長会でマレットゴルフをさせてい

ただきましたけれども、私はそんなにうまくないのですけれども、簡単にできて、誰でも子

どもからお年寄りまで楽しめる競技ではないかなと思って、楽しんでやらせていただきまし

た。そのために私たちが今考えていることは、えんじょいサロン等でも、公民館の中でばか

り活動するのではなくて、時には外に出て思いっ切り外の空気を吸ったり、プレーを楽しん

だり、さつき公園を散歩するのもよいのではないかと考えております。町長はいつも、健康

寿命を延ばすには居場所づくりが大切であると言われます。炎天下で外は使えないとがっか

りさせるのではなくて、外で伸び伸びとプレーするために、樹木の植栽ができないのであれ

ば、何か別の方法で木陰になるようなことが考えられないのでしょうか。例えば風がない日

は、大きなパラソルなどで日陰をつくるとかというような考えはないのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） お答えいたします。 

  今年度、このとおり非常に暑い時期が続きまして、私どものほうでも様々な方策を検討い

たしました。それで、あそこに大型のタープのようなものとか、そういうものを設置できな

いかということで検討したのでございますが、やはり河川区域にありまして、近くにも川が

あるものですから、どうしても風が通常の場所よりは強いと。そのため、設置するためには

確実に固定するアンカーと言われるものを打たないとやはり危険だと。よく私どもの行事等

でも、必ずテント等はきっちりと固定させていただくのですが、そちらのところの対策で確

実な方法というのがちょっと今年度の夏では判断することができませんで、今回は何かを設
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置するということはいたしませんでしたが、現在も何かもっといい方法はないかというのは

検討しているところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） ぜひ検討していただいて、せっかく遠くからバスで来ている方もい

らっしゃるのです。そういう方が熱中症になって、病院近いのですけれども、病院に運ばれ

たなんていうことのないように、少しでも木陰をつくってあげれば、高齢者も遊びやすくな

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それで、30年以上前だったと思いますけれども、部落対抗のゲートボール大会が毎年開催

されておりました。子どもたちから高齢者まで、多世代の混合チームで競うのですが、子ど

もがなかなかゲートをくぐせず、泣き出してしまうことも度々ありました。そうすると、お

じいちゃん、おばあちゃんが励ます姿がよく見られました。今は核家族化が進み、３世代同

居という家族が私の地域でも少なくなっております。エン（縁）ジョイやはばの活動も、多

世代交流も含めてということでございますが、なかなか思うようにいかない状況であります。

このマレットゴルフ場を通して、地域での世代間交流が図れるのではないかと思いますが、

今後マレットゴルフ場、祝咲喜公園で、各地区多世代混合の対抗マレットゴルフ大会などを

実施する計画がないのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  今町民スポーツ大会、５種目、６種目行ってございまして、マレットゴルフも大会に入っ

てございます。この方法につきまして、参加年齢を小学生から区分けするですとか、そうい

った工夫をしながら、祝咲喜公園のマレットゴルフ、そういったもので活用していきたいな

というふうに思ってございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 本当に地区対抗というところの地域コミュニティのためにもなると

思いますので、ぜひ実現していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、さつき公園についてお伺いいたします。先ほどの答弁では、雑草に係る答弁でした

が、何か私の質問が悪かったのかもしれないのですが、この公園を子どもたちや親子で遊べ
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る公園として今後整備する考えがないかどうかというのをお聞きしたかったのです。 

  先月、町民と議員をつなぐ会を開催した際に、子育て中の方から、本町のほとんどの公園

で遊具が老朽化で撤去されてなくなった、子どもたちは家の中でゲームばかりしている状況

であり、外に出て体を動かせるようなブランコや滑り台のある環境をつくってほしいとの意

見が出されました。先ほど水本議員からも、公園の遊具についてのことをお話しされました

けれども。また、私が運営委員として行っている介護施設で、スタッフの方が利用者さんを

連れて、年数回バスハイクを実施しているのだそうです。近くに広い公園がないことから、

外へ出かけるため、ゆっくり散歩する余裕がないという意見も聞かれております。もしあそ

この公園が使えるのであれば、ゆっくり歩いて行くこともできるのではないかなと思ってお

ります。また、開発も進んでおりますので、駅中心地に近いさつき公園をもっと活用するべ

きと思うのですが、例えば有事の際には取り外しのできる遊具の設置などの考えがあるのか

どうかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） お答えいたします。 

  今お話のございました件でございますが、私どものほうで現地のほうを何度も確認してお

るのですが、当初は芝生を張っておったのですけれども、密度が低かったのか、施工に何か

問題があったのかはちょっと確認いたしかねるのですが、もうすっかり雑草に負けてしまっ

て、結構今年も頑張って短く刈る努力はしたのですが、すぐにまた雑草に負けてしまってい

るのが実際のところでございます。そのとおり、あのままではお子さん方に遊ばせようと思

っても、何か草の中に入っていくような形で、親御さん方からしてみれば、やはりよくある

南公園とかあっちのほうのような、芝がきっちり張ってあるところが欲しいという声は私の

ほうにも届いてございます。いろいろな形で、そのような状態に今戻していくといいますか、

変えていきたいなという考えは私どものほうでもございまして、振興局の河川のほうと協議

をしながら、ある程度状態を変更するのは、ちょっといろいろ手続等のほかにも問題点があ

るものですから、その辺を何か、例えば今町なかの公園であればボールを使って遊ぶところ

がないとか、そういう声もたくさん聞かれておりますので、伸び伸びとキャッチボールがで

きる、サッカーのようなことができるような広場としての活用、こちらも考えてございます

し、あとは今年度一部東側のところにもう一段階盛土をしまして、鉄道から見える範囲のと

ころにヒマワリを植えて、夏場、ちょっと植えた時期の関係で開花がお盆過ぎにはなったの

ですけれども、そのようないろんな花とも親しめる、子どもたちも遊べる、そういうふうな
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公園を目指していきたいなとは思ってございます。 

  遊具の設置については、ちょっと私どもだけでは判断し切れないところがございますので、

公園の管理者として企画財政課、道路住宅課、様々なところで検討しながら進めてまいりた

いと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたしますが、さつき公園の管理については、これはもう本当

に私の責任で、今課長が人ごとみたいな答弁したのですが、これはあってはならないことで、

私も再三草刈り作業をしっかりやれと。私も現場に行ってみて、それでもともとあそこのと

ころは祝咲喜とさつきと、できるのであれば、祝咲喜のほうはマレットゴルフ場をさせてい

ただいて、ウオーキングコースとかそういう、そしてあそこもせっかくあずまやがあるわけ

ですから、そういうようなものをうまく利用できるように。それであと、あそこの祝咲喜公

園にはテントとか、できるのであれば仮設で簡易型のテントで、帰るときはすぐ折り畳んで

プレハブの中に収めることができるような、そういうことを考えていきたいということで、

誰でも簡単にテントを張れるようなものを、本当はあとは企業から何か提供していただいて、

パラソルみたいなのをおもしをつけて。あそこのところは、さっき課長の答弁もあったので

すが、風当たりが非常に強いのです。だから、今度はそういうようなものが飛ばされて、あ

そこはそして煙山小学校の通学路というか、登下校のところにもなっておるので、だからそ

ういったことにも細心の注意を払いながら対応していきたいと。 

  さつき公園のほうは、いずれ今年はちょっと対応が遅かったのですが、来年、そしてでき

ればあそこのさつき公園は、矢巾に入って矢幅駅に入る前にヒマワリなんかあれすると、矢

巾はヒマワリのまちかと言えるような、そうしたことを私は夢に描いてプランニングして話

ししたけれども、担当課が、実動部隊が動かないもので、だから今日は反省、私の責任のあ

れなので、来年度はしっかり地域の人たちにも喜ばれるような。 

  遊具施設も、これはやっぱりいろいろ抑えたり、安全装置をしなければならない。だから、

遮水コートというか防水シート、中には、もう分かっていらっしゃると思うのですけれども、

岩崎川のいわゆるヒ素のあれが含有されたものが入っているので、今度はこれが漏れ出した

とか、漏出したとかいうことになれば大変なことなので、そういったことも含めて慎重に。 

  それから、世代間交流は、できるのであればマレットゴルフの競技人口の低年齢化も交え

ながら、前向きに検討していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 町長の責任でやると言いましたから。 
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  他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） あと１点だけお願いなのですけれども、今町長がおっしゃったよう

に来年、令和６年度を楽しみにしております。それで、先ほど水本議員の答弁の中に、音楽

のまちとして不来方高校の音楽部とかという話がありまして、コンサートを徳丹城のほうで

開いたという話もありましたけれども、西側のほうが、駅西のほうがちょっと寂しいのです。

それで、もしできればこのさつき公園を使って、コンサートというとなかなか大変だと思い

ます。幸いにも北中近いです。煙山小学校もすぐ近くです。不来方高校も高校生ですので、

あそこまで来ることはそんなに大変ではないと思います。練習の一環としてでもいいです。

午後３時、４時頃からでも、夏であればまだ明るいですので、あそこのさつき公園を使って、

ぜひ音楽のまちをＰＲしてもらえればなと思います。それから、先ほど町長がおっしゃった、

私も考えていました、ヒマワリを周りに入れて、ここはヒマワリのまちでもあるのだよとい

うＰＲを含めて、さつき公園を大々的に皆さんに周知してもらえれば、西側のほうも少しは

にぎやかになるのではないかなと思っています。 

  最後に１つお聞きしたいのですけれども、例えばさつき公園にキッチンカーとか出店を呼

ぶということはできるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 詳しいことは、担当課長のほうから答弁させますので。今野外コンサ

ート、今年は徳丹城をあれして、それから前にも議会でもお話ししたことが、不来方高校に

も野外コンサートあるのです、皆さん知らなかったと思うのですが。私、この間たまたま２

階から見ていたのです、校舎の。よかったですね、野外。だから、徳丹城とか不来方高校の

野外、それから今おっしゃるとおりさつきでもいいし、祝咲喜でもいいし、あとは西部地域

で、水辺の里、今ちょっと土砂があれして、これもちゃんと撤去しますので、そういう野外

コンサートも子どもたちの成長に、私はそういうことが非常に大事だと思うのです。だから、

これは前向きに検討させていただきたいと思います。 

  だから、さっき言ったように、児童生徒に負担にならないような、そしてあそこであれば

何も煙山小学校の吹奏楽部、あそこで練習して、あそこで練習してうるさいと言う人はいな

いと思うので、そういうことも一つの取組だと思うので、そういうことを繰り返しながら音

楽のまち、どこからでも音を楽しむことができるまちづくりをしていきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 
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〇道路住宅課長（水沼秀之君） キッチンカーの件についてでございますが、あちらの駐車場

の部分にキッチンカーが来て営業をする分には、あと保健所の許可等はキッチンカーのほう

で取る内容になりますので、基本的に問題はないかと思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは、これで昼食のための休憩といたします。 

  再開を13時、１時といたしますので、よろしくお願いします。 

              午後 ０時０８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） それでは、３問目の質問に入らせていただきます。少子高齢化での

町営住宅及びアパートの考え方について、町長にお伺いいたします。 

  団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を間近に控え、全国的に少子高齢化により、独

り暮らしの高齢者や高齢者世帯が着実に増加しております。特に独り暮らしで近所付き合い

のない高齢者が亡くなって数日後に発見されたなどの痛ましいニュースを耳にするなど、そ

の状況は深刻な事件にもつながりかねません。そのことから、以下についてお伺いします。 

  １点目、総務常任委員会で本年10月、神奈川県藤沢市のノビシロハウスを視察研修してま

いりました。ノビシロハウスとは、学生や高齢者まで誰でも住むことができる多世代型高齢

者住宅を目指し、2021年にオープンしたものであり、２階建てのアパートをリノベーション

して、２階には若者、１階には高齢者が住み、毎日の声かけやコミュニティスペースでの交

流会を実施しておりました。本町の町営住宅は、古いものでは昭和40年代に建設されたもの

もあり、老朽化が進み、すぐにでも建て替えが必要な住宅が多いようです。しかし、建て替

えの話題は度々あるものの、予算の関係もあり一向に進展しない状況にあります。 

  このことから、このノビシロハウスの矢巾町版、もしくはテストケースとして町営住宅を

リノベーションし、高齢者や若者の多世代が一緒に住み、コミュニケーションを図る町営住

宅の利用を検討できないか、またその考えがないかお伺いします。 

  ２点目、民間のアパートの経営者で、ノビシロハウスのような多世代が交流を図る賃貸住
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宅を始める場合、リフォーム等に対して町からの補助を考えてはどうかと思いますが、その

考えがないかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 少子高齢化での町営住宅及びアパートの考え方についてのご質問にお

答えをいたします。 

  １点目についてですが、町営住宅は公営住宅法に基づき運営しなければならないことから、

議員ご提案の住宅のように、家賃や入居者を自由に設定することができないところではあり

ますが、町営住宅にはおおむね多世代、多くの世代が入居しており、管理人を設置し、自ら

自治活動を行っており、有事の際は町へ連絡するなど、住民同士の見守りは図られているも

のと考えております。 

  ２点目についてですが、現状ではリフォーム等に対する補助制度はございませんが、収入

はあるが、高齢であるためアパートに入居できない単身高齢者と家賃を安く抑えたい大学生

をソーシャルワーカーとして活用し、マッチングするという民間ならではの発想に基づく取

組は、独居老人に対すると、あまりいい表現ではないですが、いずれそういったお年寄りさ

んに対する見守り支援であるとの観点から、高齢者福祉の一環として本町に合った制度設計

について検討をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はございますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 町営住宅が公営住宅法に基づき運営しなければならないということ

は理解しました。先日、第８次矢巾町総合計画の産業建設委員会でのヒアリングを傍聴した

際に、本町では民間アパートの空き部屋も多いとの話を聞きましたが、現在空き部屋等の把

握をしているのかどうかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  私どものほうで町内の不動産業者等から聞き取り調査を行っておりまして、その中で現在

矢巾町内でのアパート等の需要につきましては、いわゆる高価格帯、10万円程度の高いアパ

ート及び中価格帯、６万円から８万円ぐらい、それらのところに人気が集中しておりまして、

空きがあればすぐ埋まると。それに対しまして、低価格帯と言われるそれ以下のものについ
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ては空きが非常に多いと、半分も入っていないような物件が多々あるというふうに伺ってお

ります。それらについては、あまりいわゆる空き家情報といいますか、アパートの空き情報

等には載ってこないというのが現状でございまして、なぜかというのを確認いたしますと、

やはり低価格帯のアパートでは入居者の方とのトラブル等も非常に多いので、貸し出すほう

もかなり人を選ぶといいますか、そういうふうな傾向があるというふうに伺っております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） 低価格のほうが空いていると、私にとってはちょっと不思議だった

のですけれども、例えば本町は学生の町でもありますよね。あるのが医科大学ですので、裕

福な家庭の子が多いのではないかなと思うのですけれども、中にはやっぱり医学を志すのだ

けれども、うちがそんなに裕福ではないという子どもたちも多いのではないかと思うのです。

その場合、例えば低価格のアパートとかに住んでいる方とマッチングさせて、今本当におじ

いちゃん、おばあちゃんと住む子どもたちも少なくなってきていますので、そういうことを

町として進めていってもいいのではないかなとも考えております。 

  ノビシロハウスに行きましたらば、学生とか若者を募集すると、結構応募してくる子ども

さんが多いのだそうです。それで、アパートの中でお互いに、朝「おはよう」という声をか

けたり、あるいは帰りに「ただいま」、あるいは一緒に買物に行ってあげたりということで、

すごくいい関係が生まれるということを聞いてまいりました。１か月に１度くらい、そんな

に長い時間ではないのですけれども、１時間ぐらい交流会を持つことによって、本当の家族

のような感じの高齢者と若者の交流が生まれるということも聞いてまいりました。 

  ちょうど矢巾町、本町は、中心街は若者たちの町でもあるのですけれども、昨日の一般質

問の中で、財産も何も引き継ぐ人がいないというような話、そういうところもあるという話

も聞いております。できれば本当に孤独死させるようなことがないように、そういう方たち

にこういうアパートをお勧めして、学生には家賃補助を幾らか町で負担して、二、三割ぐら

い負担してもそういうマッチングをして、お年寄りとの関係を持たせるのもいいのではない

かなと、つくづくノビシロハウスを見て私も感じてまいりました。これから世代を超えて、

お互いがそれとなく支え合う居場所や地域をつくるのが狙いとのことでございますので、高

齢者と若者が一緒に住むシェアハウスも各地に広まっていることから、矢巾町ではそういう

考えは持っていないのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 
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〇道路住宅課長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  住宅政策という観点から回答させていただきます。現在私どもでいろいろ調査をしている

中で、私どもも学生の需要というものが一定数あるものであろうというふうに事前には想定

しておったのですが、調査を進めたところ、医学部の生徒さんに関して言えば半数も矢巾町

内に住んでいないと。大学に入学して寮に入られて、１年たつとほぼほぼ盛岡市とかのマン

ションのほうに移られる方がほとんどのようでございます。薬学部等の生徒さんについては、

いわゆるアパートに入ってはおるのですが、新築のアパートがやはり基本になっておりまし

て、また駐車場が２台ないと入らないと、ご自分の駐車区画と友達が来たときに止められる

区画と、やはりそのような傾向があるというふうに伺っております。 

  実際私のすぐ近所にもアパートが結構ありまして、医大からも近いので、医大の方が入る

のですが、12月ぐらいに転居していく方が非常に多くて、私が班長をしているときに何でで

すかと聞いたことがあるのですが、除雪したくないと、雪払いできないので、除雪の不要な

ところに引っ越しますというのが理由でございました。そういう方もいらっしゃるし、その

まま住んでいらっしゃる方もいらっしゃるのが実際のところでございまして、ただ、今の議

員からお話のありましたとおり、多世代の方が住めて、若い方と高齢者の方が同時に住める、

そういうニーズというのも一定数あるものとは私どもも思ってございます。どうしてもそう

いう方のニーズというのは、いわゆるワンルーム型のマンション、１Ｋというのが多いかと

思うのですが、どうも町内の学生さんのニーズに限って言えば１Ｋは人気がないと、１ＬＤ

Ｋとか、部屋数の多いほうにお客さんが流れる傾向があるとのことでございました。それに

対して、高齢の方というのはやはり部屋数要らないと、自分が寝て暮らせるところがあれば

いいよというニーズがほとんどでございまして、その辺をいかにして調整していって、マッ

チングしていったらいいのかというのが課題であろうと思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  高橋安子議員。 

〇12番（高橋安子議員） いろいろ課題もあろうかと思いますけれども、私はいつも新聞を見

るたびに、慶弔欄がすごく多くて、出生欄のところがまるっきり少ないというのを、何かこ

れがもう何年も続いたら、高齢化になって、本当にうちの周りを見ても、先ほど言いました

ようにお年寄り、高齢者の独り暮らし、あるいは高齢者世帯が多くなっています。財産も継

ぐ人がないから、行く行くはアパートでも借りて住もうかなという声も聞こえてきます。そ

のときに、アパートを借りて１人で住むのではなくて、そういうもし善意の心で一緒に住ん
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で、近くに住んでくれる若者がいるとすごく心強いのかなという気持ちもありますので、高

齢者に優しい矢巾町において、ぜひこれから検討していただければと思いますが、今後のこ

とについて最後に町長にお伺いして、この質問を終わりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたします。 

  このノビシロハウス、私もちょっと今回質問が出たので、勉強させていただいたのです。

それで、多世代と、多くの世代、そして早く言えば関係のない人たちが、昔でいうと長屋み

たいなところにいろんな世代の人が住むということですが、実はまだ誰にも一回も話しした

ことがないのですが、今地域から核家族化で、実は私もそうなのですが、後継者がいずれ同

じ敷地内に、まだうちを建てて住んでもらえるのであればあれなのですが、そこでこれから

の多世代というよりも、３世代、４世代、昔の、それこそ私らが育ったときは、あとはおじ、

おば夫婦とか、いとこ同士が住んだりというのが当たり前、大家族だったわけです。それが

今どんどんなくなってきていると。 

  私今心配するのは、社会保障の問題で、私らのとき今考えてみれば、例えば子育てのあれ

も、介護のことも、同じうちの中で完結しておったわけです。おじいさん、おばあさん、ひ

いおじいさん、ひいおばあさんは、まず私らのおやじなんかが見て、だから私はそういった

住宅政策の一環として、いわゆる矢巾町もある意味では都市化してきているのですが、まだ

まだ、特にも今矢巾町でも、市街地は別にして周辺部はどんどん寂れてきていると、空き家

が出てきていると。この解消をするためには、私は３世代、４世代に何かの形で財政援助し

たほうが、これから地域コミュニティもいろんな意味で空き家も増えて、崩壊寸前なわけな

ので、できればそういった３世代、４世代に何か支援できるシステムを、そしてもう一度、

いつも言っている原点回帰をできるようにやっていきたいということで、矢巾町もよそから

入ってくる、おいでになる人たちはなる人たち、これまで住んでいる人たちは３世代、４世

代が暮らせるような、そういった環境づくりを考えていきたいと。今第８次の総合計画の中

に、その見出しを考えていきたいと。この間調べてみたら、全国でもやっぱり３世代の世代

に補助を出しているところもあるのです。だから、そういうことを一つ検証しながら、その

代わりただお金を出すのではなく、できるのであればお年寄りの介護、さっき答弁で独居老

人と、いわゆるお独り暮らしの老人、お年寄りさん、そういったものもしっかり家庭でサポ

ートすることなどを条件に考えていきたいなということで、これは第８次総合計画の中で検

討させていただきたいということで、あるいはノビシロハウスの考え方も本町に取り入れる
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ことができるかもしれませんので、その辺のところはしっかり住宅政策の一環として捉えて

いきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で12番、高橋安子議員の質問を終わります。 

  次に、１番、髙橋恵議員の質問を許します。 

  髙橋恵議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （１番 髙橋 恵議員 登壇） 

〇１番（髙橋 恵議員） 議席番号１番、町民の会、髙橋恵でございます。よろしくお願いい

たします。 

  最初に、地域の要望、要請に対する対応について、町長にお伺いいたします。現在町道に

隣接する私有地などから、道路上に剪定されずに伸び切ってしまった枝や垂れ下がった木、

草がはみ出し、通行の妨げになるとともに、歩行者や自転車、バイク、自動車など、車両を

巻き込む事故につながりかねない箇所が複数あり、またこれからの冬の時期は除雪作業の妨

げにもなります。歩行者及び自動車などの安全確保と道路の快適な利用のため、所有者は適

正な管理をしなければなりませんが、所有者が不明など、対応が困難な場合もあり、これら

のような解決できない課題について自治会では要望を出しております。所有者に草木等を切

除していただくという原則に変わりはないと思いますが、これらのような自治会からの要望、

要請に対してどのような対応をしているか、以下伺います。 

  １点目、令和５年４月１日から施行されている民法第233条の改正で、原則は従来どおり竹

木の所有者に切除を求めるべきとしているが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、

竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合などには、越境されている土地の所有

者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変更されております。町道など、越境されている土

地の所有者はまちになるが、現時点で民法改正についての対応はどうなっているか。 

  ２点目、町道などのほか、私有地においても草木等の切除について、後継者や相続人の所

在が不明で、連絡が取れない問題も今後増えてくると思うが、町として対応策は考えている

のでしょうか。 

  ３点目、地域と行政の情報共有を図るため、このような道路上に草や木がはみ出し、切除

を要望している件のほか、自治会からの要望や要請は多岐にわたると思います。それらに対



  

－ 177 －  

してどのような回答をしているのかを町ホームページなどに随時掲載することによって、行

政の信頼も増すと思うが、取り組む予定はないでしょうか。 

  ４点目、自治会からの要望、要請に対して、早急に回答が欲しいという声を耳にしますが、

どのように対応されているのか。 

  以上、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） １番、髙橋恵議員の地域の要望、要請に対する対応についてのご質問

にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、町道等の町有地に越境している竹や木につきましては、交通の障

害となっているかなどの状況を確認し、慎重に判断した上で竹木の所有者に連絡し、その責

任で切除していただくこととしておりますが、催告しても竹や木の所有者が相当の期間内に

切除しない場合や、竹や木の所有者の所在を調査しても判明しない場合は、民法の規定によ

り町で切除することとしております。 

  ２点目についてですが、いわゆる所有者不明土地については、今後本町においてもケース

が増えてくるものと想定しており、喫緊の行政課題になると捉えております。 

  国におきましても、所有者不明土地の問題解決に向けた各種法律の改正等が順次行われて

おり、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づき、市町村長の事

務として不動産登記上の所有者情報以外の情報を調査し、勧告などを行うことが可能となり

ましたことから、ご相談があった場合には特別措置法にのっとり対応してまいります。 

  ３点目及び４点目についてですが、竹や木の越境や所有者不明土地などに関する自治会か

らの要望や要請につきましては、個々の事案によって現地の状況や条件が異なることから、

町ホームページなどで一律に回答を示すことが困難なことから、個別に相談いただき、それ

ぞれのケースに応じた適切な解決が図られるよう、関係課で情報共有を図りながら、法律上

可能な対応策を検討し、進捗状況を自治会と共有しながら、丁寧な対応に努めているところ

であります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 再質問です。１点目についてです。はみ出している竹木などで事故
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やけがをした場合、通常その土地の所有者に損害賠償責任があると思います。調査にある程

度の時間を要するのは理解できますが、万が一すぐに所有者が判明しないときなどを見越し、

少しでも歩行者や自転車、バイク、自動車などを巻き込む事故を未然に減らすため、町道に

はみ出た竹木などに限って、12月から運用開始の住民総合ポータルアプリの道路破損通報機

能を利活用できないでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） お答えいたします。 

  町道部分につきましては、ただいまのご指摘のありましたような、すぐその場でもう交通

に支障がある、特に車にぶつかるとか歩行者のところを塞いでいる、もしくは半分倒木状態

になって電線等にかかっている、そういうふうな場合もございます。それらにつきましては、

急迫の場合という分類になりまして、所有者等の調査をすることなく、道路管理者の権限と

して処理をさせていただいているところでございます。あと、程度がそこまででないと、邪

魔にはなっていますが、喫緊のものではないという場合には、調査を行った上でとなってご

ざいますので、アプリの活用については当課の担当ではないので、私どものほうでは回答し

かねますが、現状ではそのように道路管理者としては対応してございます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 12月４日から、住民ポータルアプリやはナビ！のほうを運用

開始させていただいているところでありまして、徐々に利用者の方増えているわけなのです

けれども、道路の穴ぼこを最初想定して、写真を撮って、その写真に載っている位置情報を

解析して、程度の状況とか判別して、早急に対応できるようにということで導入した部分で

はありますけれども、実はこれは道路の穴ぼこばかりではないというふうに思っています。

今議員からご指摘のあったはみ出している竹木であるとか、あとは例えば地震があったとき

の災害時の災害状況の通報であるとか、こういったことにも十分…… 

              （「道路への落下物」の声あり） 

〇企画財政課長（花立孝美君） すみません。もちろん道路への落下物等も併せて対応できる

というふうに考えてございます。ただ、のべつ幕なしに何でもかんでもというふうにはなか

なかまいりませんので、状況を見極めながら対応させていただきたいと思っております。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 
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〇１番（髙橋 恵議員） 今のご回答で分かりました。大なり小なり道路にはみ出している竹

木などを早急に今後も処理されていただきたいと思いますし、ポータルアプリに関しまして

は、まだ始まったばかりの機能ですので、住民の暮らし、安全を守るため、最大限の活用を

できるよう今後期待いたします。 

  次に、２点目ですが、自分の敷地に越境してくる竹木や草木について、住民の中には隣近

所、世帯の代替わりなどで付き合いが浅かったり、新たに引っ越してこられた、または売却

され管理はほかの人など、どんな人が住んでいるのか分からない場合や遠慮もあり、切除を

お願いするのをためらうそうです。そのような言葉をいただいております。その場合、各班

の班長や自治会の役員に相談することが最適だと思いますが、そうすることもできない場合、

町に相談する窓口があるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今議員がお話しいただいたようなケースでは、町民環境課の環境係のほうにご相談をいた

だくケースが多いです。ただ、そこでもやはりご相談いただくのですが、我々ができること

は、そこの所有者の方をこちらで登記簿とかを調べて、そちらの方に例えば隣の方が困って

いますよとか、地域の方がこういうふうな状況で困っていますよというお手紙を発送すると

ころまでしか今我々としてはできるところがございません。その土地が町長答弁にございま

した特別措置法等に該当するようであれば、例えばですけれども、さらに固定資産税の情報

とかを確認するということは可能でございますので、そういった場合は答弁にあったとおり

法律に基づいて手続をするというふうになっております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） ありがとうございます。住民の不安の声にもぜひとも寄り添ってい

ただきたいと思います。 

  続きまして、同じく２点目についてなのですが、町道のほか、私有地においても草木等の

切除について、所有者不明土地については今後本町においてもケースが増えてくるものと想

定しており、喫緊の行政課題になると捉えているとのことでしたが、実際にはもう既に後継

者がおらず、管理されていなくて草が生えている、もう処理されていない、またはほかに売

却されているなど、所有者が誰なのか、個人や自治会だけでは調査し切れないのが現実だと

思います。そのようなことからも、今後機会があれば町ホームページや広報やはばなどを利
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用し、例えば町民の困り事Ｑ＆Ａなどのコーナーを設けて、所有者不明土地などについてま

ちの対応を載せていただくとか、関連する地方公共団体の相談窓口の連絡先を周知すること

が必要だと思います。これに限らず、相談があってから動くのではなく、まちが率先して住

民の暮らしに関わる問題や課題に取り組む姿勢を見せることが重要だと思いますが、いかが

でしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  ホームページ等で事例を挙げて、例えばこういった際にはこういった対応がよろしいので

はないかというふうな部分について載せることは可能だと思いますので、こちらも前向きに

検討してまいりたいと思います。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 昨日ほかの議員からもありましたように、インターネットを利用し

て知りたいことを検索するのは簡単ですが、誤りだったりすることもありますので、ぜひと

も矢巾町のことに関しては率先して情報発信をお願いしたいと思います。 

  ３点目についてなのですが、私の聞き方が悪く、うまく伝わらなかったと思うので、再度

お聞きいたします。質問の中で、地域と行政の情報共有を図るため、このような道路上に草

や木がはみ出し、切除を要望している件のほか、自治会からの要望、要請は多岐にわたると

質問しております。この件は、例えば道路整備、鳥獣被害、これからの時期は道路の除雪な

どがあると思います。そのような意図の質問だったのですが、その点を踏まえ、自治会から

の要望、要請内容に対して丁寧な対応をしているということですが、再度申し上げますが、

一定の期間を設け、検討し、回答をホームページなどに記載し、透明性というか、町民に見

える仕組みづくりが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  個人情報に抵触しない部分であれば、例えば例として、写真等を載せますと、どうしても

場所が特定されてしまうとか、こういった部分ございますので、そういったところに注意し

た中で、できる限りの情報開示というのはできるかと思います。あと、例えば壊れていたも

のを直しましたとか、こういう部分であれば、そこは逆に十分、ＰＲにもなろうかと思いま
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すので、そういうところも検討してまいりたいと思います。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） とても明るい回答をしていただき、ありがとうございます。何とぞ

検討をお願いしたいと思います。 

  自治会としても、要望したのに思うような回答が来ない、または遅いとなると、自治会と

しても前にも進まない、保留案件だけが残って増えていきます。成り手不足と言われる中、

役員の負担を減らせればと思いますが、スピード感を持ってやっていただけないでしょうか、

お聞きいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） いずれ要望等につきましては、当課だけではなく、全庁を挙

げて早急に対応しているところでございますので、今後もそれに努めてまいりたいと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） その他ありますか。 

              （「ないです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） ２件目について、消防団員の確保について町長にお伺いいたします。 

  消防団を取り巻く環境は厳しく、消防庁によると令和４年４月１日現在の消防団の組織概

要などに関する調査で、全国の消防団員数は前年から２万人以上減り、78万4,000人と初め

て80万人を下回りました。また、社会環境の変化により、若年層は子育てについて家事、育

児など、役割分担している家庭も多く、以前と比べ、ますます参加に消極的な傾向となって

おります。 

  ある地域では消防団員の減少の背景に、操法大会への参加の負担が消防団員の成り手不足

につながっており、それを十分理解し、操法大会を減らす努力もしてきたとの記事を見まし

た。 

  しかし、操法大会に限らず、様々な訓練が行われないと、操作の基本や技術の向上、技術

習得には至らず、実際の現場で大きな事故やけがにつながりかねないと思います。まちとし

て今後どのように考えているのか、以下伺います。 
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  １点目、現状を維持するために、今後町として過去に一般質問のあった学生消防団員への

取組以外の団員確保の策はあるのでしょうか。 

  ２点目、医療、看護分野、地域社会分野、防災環境分野などに通う学生は、防災分野に関

心が高いと思われるので、積極的に教育機関などに学生消防団活動認証制度をＰＲし、まず

体験入団をしてもらい、就職試験に必要なエントリーシート、履歴書などの学チカ、学生時

代に力を入れたことです。のテーマに使ってもらえるような仕組みづくりを検討してはどう

でしょうか。 

  ３点目、ファミリー・サポート・センター事業を活用し、各種訓練時に預かりサービスを

活用し、かかった実費を負担するなど、家族の負担にならない参加方法などを検討してはど

うでしょうか。 

  以上、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 消防団員の確保についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、これまでも消防団員の減少防止策といたしましては、昨年度から

団員の出動報酬等の改善を図ったほか、学生消防団認証制度の導入、火災現場や災害時に真

に必要な能力を備えるための実践的な訓練の追求のほか、無理、無駄を排除した各種行事の

コンパクト化により、ご家族を含めた負担軽減を図ってまいりました。これらの取組の成果

として、昨年度は５名、今年度は10月末現在で８名の新規団員が入団しております。 

  今後におきましても、来年１月から町内企業のうち、特に災害協定等締結企業を主な対象

として、新規団員獲得のための協力依頼を行うこととしております。 

  ２点目についてですが、昨年度から学生消防団認証制度の導入により、これまで２名の学

生に入団をしていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症禍の影響から、学校を直

接訪問し、学校側に対する広報活動は不十分であったと認識しております。 

  今後は議員ご指摘のとおり、専攻する分野などの学生の特性を踏まえた上で、積極的かつ

創意工夫により、本制度の周知を含めた募集広報活動を展開してまいります。 

  ３点目についてですが、団員とそのご家族の負担軽減の一環として、来年１月から消防団

員処遇改善アンケートを実施することとしておりますことから、本アンケートによる団員と

そのご家族の意見を踏まえ、検討をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 今町長の答弁で、学生、学校に対する広報、不十分であったという

ことですが、専攻する分野によりましては、医療分野などは実務実習もありますし、国家試

験対策などで難しい部分もあるかと思いますが、何とぞ募集活動のほうをよろしくお願いい

たします。 

  再質問をさせていただきます。１点目についてですが、団員の出動報酬などの改善など、

すぐ効果が現れる方法もある一方で、費用対効果は低いかもしれませんが、来年度以降、若

者が集まる二十歳の集いなどで、昨年や今年入団された団員に、差し支えなければ年齢、性

別、入団のきっかけややりがい、そして今後どんな消防団員になりたいかなどを書いてもら

い、それを表にしたり作ったりし、消防団員募集のチラシとともに配布し、関心を持っても

らうなどの考えはないでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  消防団員の採用ということで、本当にご質問ありがとうございます。消防団につきまして

は、参考までにお知らせいたしますが、現在410名の定員に対しまして、町長答弁でもござ

いましたとおり微増いたしました。現在300名ということで、徐々に増えてまいりました。

それから、学生消防団につきましても、今まで２名の登録ということでございましたが、昨

今医大のほうで災害対応の研修させていただいた際に、学生さん方たくさん参加していただ

きまして、その場で興味があればということで、今後１月に３名の方が入っていただけると、

ありがたいお声もいただきましたので、これから前が明るいのかなというふうに思ってござ

います。 

  ご質問のありました勧誘の方法でございます。二十歳の集いなどでも、我々選挙のほうで

もいろんなパンフレットを加えさせていただいておりますが、例えば消防団の現在活躍され

ている若手の皆様のそういった写真とか、あと活動とか、意気込みとかというのはもう紹介

させていただくとか、あるいは二十歳の集い以外に町広報とか、いろんな媒体も使いまして

紹介させていただいて、こういったすばらしい活動、地域に貢献しているのだよというよう

な広報活動もさせていただきたいというふうに実は今考えてございましたので、目に見える

形で、そして決して嫌だなと思われないような、明るい消防団活動なのですよということを

周知徹底してまいりたいと思っておりますので、ご提言ありがたくいただきたいと思います。
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ありがとうございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 今後もいい方向に向かうように、検討をお願いいたします。既に働

いていたり、高校卒業や専門学校を卒業したタイミングでの声かけも重要だと思いますので、

ぜひ検討をお願いいたします。 

  次も１点目についてです。東京消防庁の小学生、中学生から成る消防少年団では、主に応

援救護訓練、火災予防広報、初期消火訓練などを行っております。ここまでとはいかなくて

も、小学校で行われている学年親子レクにおいて、消防団の仕事や防災について学び、訓練

する機会を取り入れてもらうことで、子どもは自分たちは地域の人に守られているという意

識づけにもなりますし、保護者には消防団の仕事を知ってもらうよい機会だと思いますが、

検討してはいかがでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  小中学校、それから各施設におきましては、年１回なり２回の火災想定訓練を義務づけら

れておりますので、確かにそういった場に地域の消防団がお邪魔して消火訓練とか、避難の

仕方、あるいは盛岡南消防署矢巾分署の署員も同行させていただいて、専門的なお話なども

させていただくという機会があれば非常に勉強になりますし、実際何か起きた際には非常に

役立つということだと思われますので、そういった機会を検討させていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 児童生徒にはされていると思うのですが、保護者にもいいきっかけ

になると思いますので、消防団への入団にはすぐつながらないと思いますが、前向きな検討

をお願いいたします。 

  次に、３点目についてですが、誰もがご承知のとおり、消防団員が減少すると当然火災時

や災害時に人手が足りなくなり、いざというとき活動に多くの支障を来しますので、団員を

減らすことなく、増やしていくことが重要だと認識しております。 

  ただ、出動報酬など、少しずつ改善されている一方で、一番問題なのはこれから団員にな
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ろうとする、または団員として活動している方のご家族の理解や協力が得られず、入団や活

動参加の妨げになっていることが一番の問題点ではないでしょうか。先ほども話したとおり、

子育て世代では育児のほか、土日には習い事やスポーツ少年団などの付添い、送迎など、役

割分担している家庭も多く、ボランティアをする余裕がないのが現状だと思います。 

  しかし、若年層に協力していただかないと、技術の習得にも時間がかかりますし、中年層

では仕事でも責任のある立場になってきて、さらに協力してもらうのは難しいと思います。

なおさら、これから女性団員も増やしていくことを考えれば、預かりサービスだけではなく、

団員の家族に対して団員が参加しやすくなるサポートが必要だと思いますが、何かお考えは

あるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  こうできます、こうなればいいですというのはなかなか言いづらいところでございますが、

ご質問でございましたが、確かにファミリー・サポート・センター事業などにおいても、今

ご質問あったとおり女性消防団員が登録するきっかけにもなるのかなというふうに私も気

づかされました。そういった部分で、そういった制度も利用しながら、ご本人の意思も当然

ですけれども、ご家族の理解、そして地域のバックアップがあって初めて地域の防災、それ

から安全を守れるという認識でございますので、そういった制度も紹介しながら、そして利

用できるように、使いやすい制度にできるようにということで、我々も努力してまいりたい

というふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） ３点目に関してなのですが、町内には様々なボランティア団体があ

り、いずれも人手不足、成り手不足などが深刻な問題になっていると思います。今後消防団

だけではなく、ほか団体でも参加しやすい、したくなるような取組を模索するためには、ア

ンケートは効果的だと思います。そこで、せっかく集めたアンケートを有効に活用していた

だければと思いますので、来年１月から行う消防団員処遇改善アンケートの回収後の取扱い

はどうなっているでしょうか、最後にお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 
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  アンケートの結果につきましては、一般の方に公表するかどうかというのはまだ未定でご

ざいます。ただ、消防団の本部、それから消防団員、やっぱりアンケートを出された方が一

番気になると思いますので、当然消防団の皆様にはこの内容についてはしっかり公表して、

お互いの処遇改善のためにどのようにしたらいいかということで、検討する材料にさせてい

ただきたいというふうに思っておりますので、現在のところはここまでのお答えとさせてい

ただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきますが、町の消防団、はっきり言って今は住

宅火災とか専門的なあれについては、もう広域消防本部があるので、本町であれば矢巾分署、

例えばこの間できたプロロジスパーク盛岡、ここもやっぱり火災がもし発生したというとき

の対応をちゃんと分署とうちらの町の消防団、または地域の部がちゃんとすみ分けというか。

それで、今町の消防団がなぜ必要なのかと。もう今そういった広域消防本部とか、いわゆる

大規模災害があったときに、消防団の体制整備がしっかりしなければ問われるわけです。 

  そこで、今私ら、議員さんの中でも消防の団員のＯＢの、私も一応、ＯＢですが、私はち

ょっともう駄目団員だったのであれですが、いずれはっきり言って機能別団員とかのほかに、

これからは大規模災害のときには、今防災士も養成しておるのですが、町民、地域総ぐるみ

で、まち総ぐるみで対応していかなければならないと。それを消防団だけに任務を負わさせ

るというのは、これから大変なことなので、そこで議員さん方にもお願いなのは、ひとつ団

員の確保も含めて別な方法を今考えているのは、地域にはそれこそ防災士が今41、今度45に

なるので、養成させていただいておりますので、そういう防災士の人たちを中心にした大規

模災害とか、それから今地域に入ってハザードマップとか、いろんな説明会も開催させてい

ただいておるわけですので、何か一つできるのであれば、昔は婦人消防協力隊とかあったの

ですが、そういうものに代わる、災害時もいわゆる全町民が防災意識を持って対応しなけれ

ばならない、もう今そういうときに来ているのではないのかなと。自らの命は自ら守る、地

元の地域は自分たちで守るのだというようなやはり仕掛けをしておかなければ、これから大

変だと思うのです。 

  だから、団のあれがなかなか難しい、団員の確保が難しいというのも、いわゆるポンプ操

法とか、またはこれから来年であれば出初め式とか、もう本当に、あとは６月に行う大会と

か、いろんな行事があるわけですので、そういうものも一つ一つ丁寧に見直しをしながら、
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入りやすい環境、お金だけではなく、そういう環境づくりを醸成していきたいなと考えてお

りますので、あと参考のためにも、岩手医科大学の学生がやはり学生消防団に関心を持って

もらったということで、そういうことも一つ一つ丁寧に拾い上げてやっていくことが大事で

はないかなということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ないです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、３問目の質問を許します。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） イベント開催時における熱中症対策について、町長にお伺いいたし

ます。 

  この夏は、過去最高を大きく上回る暑さで、全国では児童や生徒が熱中症で亡くなるとい

う痛ましい事故がありました。本町でもこのようなことがないよう、基本に立ち返り、来年

の熱中症対策を十分に考える必要があると思います。 

  町としてもイベントを実施する場合、想定以上に暑熱環境が悪化し、熱中症患者の発生な

ど、不測の事態が起こる可能性を考慮し取り組まれていると思いますが、７月29日の徳丹城

西門マルシェについて、その日は午前10時前、既に30度を超えており、午後２時頃の34.9度

を最高に、夕方６時過ぎまで30度を下回らず、暑さ指数も31を超えており、指針では厳重警

戒で外出を避けるとなっておりました。 

  しかし、当日の11時25分にわたまるメールにて、徳丹城西門マルシェを開催中とさらに参

加を呼びかけるなど、酷暑日に迫る中のイベントの開催を疑問に思います。町民の命と健康

を守るため、イベント開催に伴う暑さ対策を今後どのように取り組まれるのか、以下お伺い

いたします。 

  １点目、環境省の夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020に沿って、イベン

ト企画時点での対策は適切に行われていたのでしょうか。 

  ２点目、不測の事態が起きると、救急車両の不足や医療体制の逼迫により、医療機関への

迅速な患者の輸送ができない。台風接近のため被害が大きくなる可能性があったことから、

９月に開催予定だったチームオレンジやはば祭りは中止したが、徳丹城西門マルシェは参加

者やスタッフに配慮し、中止の検討はされたのか。 

  ３点目、特に高温の時期など、イベント中止の判断基準などはあるか。 

  ４点目、イベントによって従事者は、出展者など個人だけではなく、町職員などもいると
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思うが、熱中症による労働災害を防止するための安全衛生体制などの措置は講じているか。 

  以上、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） イベント開催時における熱中症対策についてのご質問にお答えをいた

します。 

  １点目についてですが、徳丹城西門マルシェにつきましては、史跡徳丹城跡の西側にあり

ます駐車場を会場に、フリーマーケットやクラフト、キッチンカーなどの出店で、午前10時

から午後２時まで開催したところであります。当日は晴天で、気温も高くなる予報だったこ

とから、会場内に暑さ対策として、来場者用に日陰となるテントを４張り設営したほか、熱

中症を含む傷病者の発生に、ここはちょっとあれですが、傷病者というのは極端な例ですが、

そういう方が出たときに備え、看護師を１名待機をさせ、歴史民俗資料館内のエアコンを設

置した部屋を応急処置の場所として確保し、冷たい飲料と氷等を準備するなど、環境省の夏

季のイベントにおける熱中症対策ガイドラインを参考に、万全を期して開催をしたところで

あります。 

  ２点目についてですが、イベント開催時には必ず紫波警察署や盛岡南消防署矢巾分署に事

前の協力依頼を行っているほか、会場が砂利の駐車場で、アスファルト舗装の会場より照り

返しの影響が少ないこと、日陰となるテントの設置や応急処置体制を整えたことから、本イ

ベントは中止せず、開催することとしたものでございます。 

  ３点目についてですが、イベント中止の判断基準は特に設けておりませんが、今後も参加

者や従事者の安全を第一に考え、判断基準の設定や開催時間帯について検討してまいります。 

  ４点目についてですが、今回の徳丹城西門マルシェとして７月、８月、９月と３回開催し

たところでありますが、従事する職員には小まめな塩分、水分補給の徹底など、熱中症対策

を講じているところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） １点目に関してなのですが、念のため、特に高齢者、乳幼児、車椅

子で移動する人や身体に障がいのある人などは、熱中症のリスクが高いことから、会場にポ

スターや注意書きで応急処置の場所の掲示が必要だと思われますが、当日は掲示したりした
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のでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  当日は、本部席、本部と同時に救護所ということで掲載をしておったところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 乳児は話せませんし、幼児や高齢者は熱中症に気づきにくいので、

健康な人だけではなく、全ての人への細やかな対応をお願いいたします。 

  次に、３点目についてですが、イベント中止の判断基準は特に設けていないとありますが、

これは町として荒天時も含めイベントの中止の判断基準がないのか、それとも暑熱環境によ

る熱中症を想定しての中止の判断基準だけがないのか伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、熱中症対策、議員今回ご質問したのは、やはり今の日本の状況を踏まえて、特に矢

巾町も同じような状況でのご質問だと思います。国のほうにおきましても、今年気候変動適

応法を改正しまして、いわゆる今まで気象庁とか環境省のほうで出していました熱中症警戒

アラートというのがありますけれども、これ今まで法的な位置づけがなかったのです。それ

で、やはりこの状況を踏まえて注意してくださいということで、このアラートを出していた

のですが、来年度からはこれが法律、先ほどお話しした気候変動適応法に規定して、もう法

律上の警戒情報ということで、１段格上げした状態で国も取り組むというふうになっており

まして、当然その中では我々地方公共団体も同じように取り組んでいかなければならないと

いうふうになりました。今はそこに向けて、矢巾町で熱中症対策としてどういうふうなこと

をやらなければならないかというのを洗い出ししなければならないなと環境担当としては

思っております。 

  今ご質問のあったイベントもですし、あるいはいろんな町が管理している施設もそうなの

ですが、今まででいう熱中症警戒アラートのさらに上の特別警戒情報というのも今度位置づ

けが出て、今まで日本で出たことはないのですが、そこは本当にもうかなり危険な状態だと

いうふうな情報も出るような体制づくりになってきておりますので、そういったときにどう

いうふうにイベント、それから施設で対応しなければならないか。今ご質問のあったどうい
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った警戒レベルのときにはどういう対応をする、あるいはイベント自体を中止するというの

を、本町各課、イベント、それから施設担当課と一緒にこの対応方法をちょっと当課が中心

となって検討したいなと思っているところでございます。これは、先ほどお話しした法改正

が来年度でございますので、それに向けて体制をつくっていきたいなと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） 今はないということでしょう、全てにおいて。 

              （「ないです、はい」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋恵議員。 

〇１番（髙橋 恵議員） 今の説明で分かりました。町民や参加者の命を守るため、生命、体

等の安全配慮義務をできる限り適切に、速やかにお願いしたいと思います。 

  次に、４点目に関してですが、ここ近年、世界的に温暖化の影響もあり、夏場は猛暑、酷

暑が早くて長くなっております。今後も徳丹城西門マルシェは、徳丹城周辺の活性化にもな

りますし、継続実施を希望いたしますが、行事が立て込んでいるとはいえ、この時期を避け

て企画はできなかったでしょうか。今後開催の時期を再検討されることを期待し、質問を終

わります。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  今回の西門マルシェにつきましては、新規事業ということで、まずやってみようというこ

とで始まったところがきっかけでございます。そういった中での高温ですとか異常気象、こ

ういったものがこういったイベントにも影響してくるというのは、改めて感じたところでご

ざいます。西門マルシェに限らず、この前行った10月１日のロードレース大会、このときも

残暑がかなり長引くという予報があり、これ１週間ずらしたほうがよかったのではないのと

いう意見もあったりで、そういったイベントにつきましては開催時刻など、そういったもの

も工夫しながら、引き続き開催に向けて進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それで、今徳丹城の西門のマルシェだけ取り上げられておるのですが、

例えば町のロードレース大会なんかも、これらもやはり暑さ対策を心配したので、これも実

施するかしないか、そういった判断は最終的にいろんなことを勘案しながら決めていくので

すが、そこで私も西門マルシェには顔を出させていただいて、一番暑い日にまず最初行って、
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確かに暑かったのです。 

  それで、議員さん方にもお願いですが、やはりそういった徳丹城の活性化を図りたいと、

担当課はそういうことで熱き思いで対応しておるわけですので、ちょっと間違って前の日行

ったら、徳丹城の草刈り部隊で議員さん方とお会いして、やっぱり私も徳丹城のマルシェを

何とか成功させたいということで、そういった状況の把握とか、必ず一々全部報告すること

ではないのですが、トップの責任として、今の何か起きたときの対策を常に想定して対応し

ておりますので、ただ足らないところも必ずあるわけですので、終わってからではなく、何

か今もう緊急にこういうことでやはり中止すべきとか、延期すべきではないかというような

ことがあったら、ご遠慮なくご意見を賜りたいと、事故が起きてからではあれなので。今年

の夏祭りも実は非常に暑くてあれだったのですが、いずれそういったこれからの暑さ対策、

それから開催の時期をずらすとか、いろんなことを想定しながら取り組んでいかなければな

らないので、どうかやったことに対してどうだったと言うよりも、やる前にみんなで知恵を

出し合って、そして私らは徳丹城のあそこの西門マルシェを通して活性化を図りたいと。最

後に、マルシェとは別に曲家の前でやったのですが、そのときは地元の選出の国会議員も来

てもらって、私最後までおれなかったのですが、出演した連中が涙して、また来年も会おう

と、そういう取組をしているということをぜひ分かっていただいて、応援していただきたい

なということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で１番、髙橋恵議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開を14時20分といたします。 

              午後 ２時０７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時２０分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、16番、赤丸秀雄議員の一般質問を受けます。 

  赤丸秀雄議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （16番 赤丸秀雄議員 登壇） 
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〇16番（赤丸秀雄議員） 議席番号16番、新誠会、赤丸秀雄です。１問目の質問は、第８次矢

巾町総合計画の策定について伺います。 

  現在町では、来年度から始まる第８次総合計画策定に向け、鋭意取り組んでいる状況であ

ります。議会でも特別委員会を設置して、当局の説明に対し意見などを述べておりますが、

私も町民から問合せをいただいている点があることから、以下の項目について、実施計画な

どと併せ、将来の方針、方向性についてどう考えているか伺います。 

  １、まちづくりの基本であるコミュニティ組織の在り方を地域と町が協働で検討すべき時

期であると強く感じます。第８次総合計画前期基本計画にも関連する項目を掲げていますが、

現状の課題、問題などをどう捉え、方向性や地域とともに歩む具体的な取組内容をどう考え

ているか伺います。 

  ２、生活相談支援体制の充実を掲げていますが、窓口のワンストップ対応は基本でありま

す。望むことは、一歩踏み込んで待ちの相談だけではなく、相談者の時間に合わせた訪問相

談の強化を図ることも必要と考えるが、見解を伺います。 

  ３、西部地域観光の活性化を８年計画でどのように実施する方針であるか、それぞれの観

光資源について体系的にまとめる必要性を感じるが、どのように明示するつもりか伺います。

内容は、ヒマワリ畑、南昌の湯、幣懸の滝周辺、城内山や南昌山、ジャンパランドと煙山ダ

ム、水辺の里、総合グラウンド等々についてであります。 

  ４、町内３小学校の施設、特に校舎、プールなどが老朽化してきています。実施計画など、

方針策定する必要を感じるが、どう考えるか伺います。 

  また、町民は、小学校の児童数格差に対することを気に留めておりますが、機会あるごと

に町民説明を行う考えはあるか伺います。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 16番、赤丸秀雄議員の第８次矢巾町総合計画の策定についてのご質問

にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、コミュニティ組織の在り方につきましては、役員の多忙化や後継

者不足、事業の負担感の増大、地域住民同士の結びつきの希薄化など、多くの地域がそれぞ

れに問題を抱えていると伺っております。これらの問題に関しましては、各地域で具体的な

状況や背景が異なることから、町が一律に解決策や望ましい組織の在り方を示すことは困難
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なことから、それぞれのコミュニティに対して個別具体的なアプローチを行いながら、支援

を図る必要があると考えております。 

  具体的には、各地域において住民の方々が一堂に会し、地域の問題や組織の在り方などを

考えるコミュニティワークショップ等を幅広く展開し、町も地域の皆さんと一緒に参加しな

がら、解決に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。 

  ２点目についてですが、生活の困り事や不安など、様々な相談への対応につきましては、

相談者が役場に来庁して相談するほか、来庁が困難な方に対しましては電話連絡を行った上

で、職員がご自宅等を訪問し、相談支援を行っており、引き続きお一人お一人の状況に合わ

せた柔軟な相談支援に取り組んでまいります。 

  ３点目についてですが、西部地域の活性化につきましては、主に本町の自然環境を生かし

た取組を進めてまいります。一例といたしましては、城内山は身近に登ることのできる里山

であり、町の田園風景と都市化が進む町内一円を望むことができるほか、町のシンボル的な

存在であります南昌山は宮沢賢治にゆかりがあり、初級者から上級者までを受け入れること

のできる山であり、令和４年度には展望台を改修したことで、さらなるＰＲを図ってまいり

ます。 

  また、短時間滞在型の煙山ひまわりパークは、町の観光スポットとして定着しております

が、近隣のやはばアスレチックパークジャンパランド、体験型の施設と併せて観光コースの

提案を行うほか、菜の花と矢巾温泉といった四季を捉えた複数施設により、相乗効果を図る

取組を検討してまいります。 

  さらには、今年新たに煙山ダムの活用方法を検討し、水上スポーツであるサップ教室を実

施したところであり、新たな活性化策として引き続き取り組んでまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、第８次矢巾町総合計画の策定についてのご質問にお答え

いたします。 

  ４点目についてですが、町内３小学校は建築から40年以上が経過し、議員ご指摘のとおり

老朽化が進んでいる状況であります。これらの施設への対応は、矢巾町学校教育施設長寿命

化計画において小規模修繕及び部位修繕を中心に対応することとしております。この計画の

実施期間は令和７年度までとなっており、令和８年度からは今までの施設に係る調査結果等
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を踏まえて、次期矢巾町学校教育施設長寿命化計画を策定し、対応することとしております。 

  次に、小学校の児童数格差についてでありますが、本年５月１日時点において、児童数が

最も多い煙山小学校と最も少ない不動小学校の間には約460人の差がございます。教育委員

会では、この児童数の偏りは好ましいものとは捉えておらず、令和３年６月に矢巾町立学校

通学区域審議会に矢巾町立小・中学校の適正規模、適正配置について諮問し、令和４年９月

に答申をいただいております。 

  今後の方向性につきましては、審議会の答申を尊重し、本年12月に矢巾町立学校の再編に

関する基本方針を策定することとしており、その後具体的な計画案を策定する予定でありま

す。この計画案を策定した後に、町民の皆様への説明も含め、各方面からのご意見をいただ

く予定であります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 昨日の質問、また今日の質問でもコミュニティ組織の話が出ており

ました。やっぱり皆さん気にしているところはそこだと思います。安全、安心がまちづくり

の一丁目一番地であれば、２番手には必ずこれが来るかと私は認識しております。 

  そこで、コミュニティ組織について質問させていただきます。答弁書に、町が一律に解決

策や望ましい組織の在り方を示すことは困難なことから、それぞれのコミュニティに対して

個別的にアプローチを行いながら支援を図る必要があるとしています。そのことは、私も含

め、昨日、今日質問された方も多くの方は認識しておるかと思います。具体的には、各地域

において住民の方々が一堂に会し、地域の皆様と一緒に参加しながら町も支援すると答弁し

ておりますが、それは具体的にはどのようなことであるのか、再度質問させていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  ワークショップというのを、地域懇談会も行うのですけれども、少人数で班を組んで、例

えば10人未満といった、地域ごとの課題に関して、みんなで話し合って解決方法を探るとい

うふうな方法も一つ取れるのではないかというふうに考えてございまして、そしてその中の

まとめ役というか、調整役というか、そういったのにまちの職員が支援して入るというふう

な形でできないかというふうに考えているところでございます。 

  お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 今課長おっしゃったように、おのおのの各地域、今回は45行政区が

４月からスタートするわけですが、いろいろな課題はそれぞれ違うかと思います。ただ、や

っぱりよりよいまちづくりのためには、コミュニティ組織が欠かせないと踏まえますので、

ぜひ今課長おっしゃったようなことを、特に新しい行政区のできるところには力を入れてい

ただきたいし、悩み多い行政区がいっぱいあって、町に相談したいような話も随分私のとこ

ろには聞こえてきます。その辺よろしくお願いしたいと思います。 

  次のことでありますが、私も自治会役員を現在まで13年やっていまして、今危惧している

ことは隣近所のつながりの希薄化であります。災害発生時の共助、近助、当然公助、自助も

入るのですが、高齢者への助けがなくなってきていること。町は、個人情報保護の観点から

は住民情報を共有しないと言っております。また、町内の老人クラブに入会しない人が多い

ために、地元では高齢者を把握し切れないでいます。私の地元では33％以下であります。 

  それから、自治会費は納めるが、自治会活動、運営に協力しないという発言を公然とする

住民もおります。この中には、町の一斉清掃活動などにも当然出てきておりません。特に社

会環境が変わった10年前頃、それ以前から厳しいものとなって、コロナ禍の３年間は特に一

層厳しいものとなりました。この状況に対して、ほかの意見があれば見解をお聞きしたいと

思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 今当課で進めていることに関しましてお答えしたいと思いま

す。 

  いずれコミュニティの問題を全て解決する、それを町で解決するというのはなかなか難し

いことなのですけれども、そして地域によって問題が異なるというのは町長答弁のとおりで

ございます。問題を共有して、お互いの先進事例になるものを学ぶ機会といたしまして、コ

ミュニティ同士の情報交換会というのを今年度２回やってございまして、これが自治会の役

員さんに参加いただいているわけですが、大変好評でございます。それこそ班単位で、それ

ぞれの悩み事をお互いに聞き合って、うちはこうしている、そっちはどうだというふうな情

報交換することによって、それぞれ本当に参考になるというふうな意見いただいているとこ

ろですので、こちらのほうを今後も継続していきたいというふうに考えてございます。よろ

しくお願いします。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 先ほどの繰り返しになりますが、安心、安全の次にコミュニティ組

織の在り方は重要と踏まえますので、今課長おっしゃっていただいたようなことは、町とし

て、全体として取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、西部地域の活性化のことで伺います。自然を活用して、矢巾らしい観光の在り方、

そして人が散策に集う在り方を次期総合計画に具体的に盛り込むことを期待しての質問で

ありましたが、ちょっと具体性に欠けるので、再度確認しますが、どのような構想を８年先

に描いているのか、何かお話しできることがあればお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほど町長の答弁の中で、一例としてということで何点かお

話をさせていただいたところでございますけれども、上位計画である８次総の中では、西部

地域の観光活性化について、まず方向性としてですけれども、町のシンボルである南昌山麓

に広がる自然豊かな観光スポットと連携し、西部地区エリア全体の魅力を発信しながら、人

を呼び込む地域づくりを進めますということで、これは方向性でございますけれども、情報

発信ということもございますけれども、矢幅駅にできました情報発信ステーションｉｃｏｔ

ｔｏも含めまして、そこから町全体、特に西部地域の観光情報、あるいは観光コース、例え

ば先ほど町長の答弁にもありましたけれども、いろんな施設の組合せ、そういったものを提

案できればいいなというふうに考えてございます。 

  ８次総の下位計画でございます観光ビジョンの中でも西部地域活性化について触れてござ

いまして、そういった観光ビジョンを基に、今後具体的な方向性、構想を進めてまいりたい

というふうに考えてございます。今のところ具体的な構想というのがまだ形になってござい

ませんで、例えば先ほど別の議員の一般質問での町長答弁にもありましたとおり、旧マレッ

トゴルフ場、今土砂がいっぱい積まれているわけでございますけれども、そういったところ

も活用の方向で、土砂を取り払った後に、これは内部で検討されていることなのですけれど

も、例えばオートキャンプ場とかに活用するとか、そういった一応検討もしてございます。

具体的にそういったものは、民間事業者とやっぱり組んでやらないといけないところもござ

いますので、そういった一つ一つ構想を検討しながら、西部地域の活性化につなげてまいり

たいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 
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  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 財政が厳しいから一つ一つということしか言えないと思いますが、

せっかく総合計画、８年間の基本計画をつくるわけです。その中で、佐藤課長がいつまでい

らっしゃるか分かりませんが、８年先に夢をどのような形で、絵にすることはお金がなくて

もできますから、そういう構想だけでもやっぱりつくっておくべき必要性を私は感じます。

次の項目の中でお話しするのだけれども、今はお金ないけれども、仮にふるさと納税が15億

とか20億のとき、そういうところに回せる金ができるかもしれません。そういうところも踏

まえて、やっぱり将来構想はつくっておく、それは何も公表する必要ございませんので、そ

の辺はよろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問は、煙山ダムの活用に水上スポーツのサップ教室を実施したとありますが、教室

の参加人数や、町内にサップ人口はどの程度おられるのか把握しておるでしょうかという部

分と、煙山ダム、53年前の岩手国体オープン競技でカヌー競技を開催したわけですよね。矢

巾町のカヌー協会も、それに合わせて設立されたと聞いております。ぜひこういう部分をお

聞きしたいので、質問します。サップ人口の部分、ちょっと分かる範囲でお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） サップに関しましては、二、三回講習会という形で今年やら

せていただきましたけれども、ＰＲの仕方がちょっとうちのほうがまずかったのかどうかは

分かりませんが、なかなか参加してくれる方が少なかったと聞いております。多くても10人

ぐらいというふうな、１回にわたって10人ぐらいというふうに聞いております。どうしても

人数多くなると、水上スポーツでございますので、事故とかあった際には大変でございます

ので、やはり人数は限られた中でやりました。 

  それで、県のサップ協会の助けをいただきながら、援助をいただきながら進めていったと

ころでございますけれども、町内のサップ人口というのはちょっとうちのほうでも把握して

いなくて、恐らく煙山ダムをベースにはしていないと思います。例えば御所ダムとか、そう

いったところをベースにして活動しているかと思いますけれども、私のほうではちょっと捉

えておりませんので、申し訳ございませんが、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 今スポーツも多様性になっていますので、今は競技人口が少ないか

もしれませんが、その辺の頃はよろしくお願いします。 
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  次の質問は、児童数の学校格差が生じることはという部分の質問で、後で質問項目をお話

ししますが、まず地域住民関わることも多くありますと。ただ、町民の思っていることは、

例えば人数が多いから合奏で全国的規模大会に出場できるとか、それからクラス編制ができ

れば、マンネリ化が防げて、学習や運動に活力が生まれるなどと想定していることだと私は

感じております。私、４小学校が取り組んでいる特徴、特筆すべき内容や県内の小学校規模

の実態を聞かれる住民の方々にはお話しはするのですが、聞かれた方は目の前の事象を捉え

がちになることが実態ですので、事あるごとに説明は教育委員会からお願いしたいという部

分の質問でありました。 

  質問ですが、今述べたこととは直接関係ありませんが、教育委員会で定める教育施設長寿

命化計画や学校再編に関わる基本方針は、上位計画の町総合基本計画策定と連動するつくり

となっていないように私は感じておりますが、その辺はいかがでしょうか、お伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまの質問にお答えをいたします。 

  まず、第８次の総合計画に関わっては、これは町の計画とスタート年は一緒ということに

なります。ただし、その後、町の場合には４年、４年の８年のスパンになりますが、教育の

ほうの基本計画は国の計画が５年ごとというスパンになっておりまして、これが県も同様で

ございますので、その部分に合わせて今後は５年というふうなスパンで考えてまいります。

ただし、我々の方針といいますか、教育振興基本計画、これの最上位の計画は町の総合計画

でございますので、その辺りは情報の連携を取りながら、方向性がずれないような形で取り

組んでいくという形で取り進めてまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） この項の最後にしますが、今回再質問した内容で、このような部分

がやっぱり町民の方も気にしているところであります。我々は、当局側から８次総の、ゼロ

次案、１次案かもしれませんが、まず１回は聞いております。あと３か月間の中で２回ほど

説明があるようなので、その中で明確にしますが、私が今説明した部分で何かお答えできる

見解があればお聞かせ願って、最後の質問といたします。 

〇議長（廣田清実議員） すみません、もう少し具体的にお願いします。いいですか。 

  高橋町長。 



  

－ 199 －  

〇町長（高橋昌造君） では、お答えさせていただきますが、第８次総合計画の中で、特にも

西部地域の活性化のお話もあったのですが、やはり併せて東部地域の活性化も考えていかな

ければならないということで、今水面下で交渉させていただいているのは、まず徳丹城の周

辺に、今西部だけでヒマワリ畑をやっているのですが、年明けたらばヒマワリの種をまいて、

今のところ4,000平米ぐらい、分かりやすく言うと４反歩ですね、今用地お借りすることで、

水面下で交渉させていただいておりますので。あと、西部地域は、いわゆる煙山ダムとか城

内山の周辺だけあれなのですが、例えば北伝法寺、この間も釈迦堂の公民館で勉強会があっ

たのですが、釈迦堂、それから館山にも登られたことがあるかと思うのですが、その途中に

お花畑があったのです。今これも手入れがなされておらないので、やっぱりそういった一つ

一つ。あとは安倍の道、もうこれも分かるところと分からないところが、何か紫波町までは

安倍の道というのは明らかにされておるのですが、矢巾に入ってからちょっと途切れ途切れ

になっているところがあるので、そういった安倍の道とかも含めて、いずれお金かけること

もそうなのですが、みんなでアイデアを出しながら西部地域、東部地域の活性化。 

  そして、今のところ観光協会も、私会長をやらせていただいておりますが、できれば来年

の１月から準備期間として、まず観光協会の専任の職員をお願いして、４月から本格的に、

やはり読んで字のごとく、観光というのは光を観る、まちの光を観ていただきたいと。今の

ままであれば、やはりただただあれなので、しっかりした観光振興の基本計画をつくって進

めていきたいなということで、ちょっと時期を逸したと言われればそれまでなのですが、第

８次の総合計画の中に観光振興も取り上げていただいて、あれをしっかりサポートする観光

協会の事務局の体制も整備していきたいなと考えておりますので、そこのところはひとつご

理解。 

  それから、今日は議員さん方にオフレコの議場でお話しするのはあり得ないことなのです

が、今藤沢第２地区に、これまだしっかり決まっていないのであれなのですが、スイミング

スクールの話が持ち上がっているのです。前には県の水泳連盟から、赤丸秀雄議員さんもあ

れで、まずできるのであれば県営プールをというようなお話も過去にはあった。だから、そ

ういうことも含めて小中学校のプール、もしそういうふうなものが想定されるときは、そう

いうところともよく協議しながら、そして今老朽化したのをまた新たに造り直すよりも、そ

ういうものをうまく、もうプール熱とか、いろんな問題も抱えておりますので、その辺のと

ころはまず町の教育委員会ともよくお話合いをしながら、学校現場ともあれして、できるの

であればスイミングスクールとか県営プール、誘致できた暁には、もう１年を通して、そし
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てできれば水泳でオリンピック選手を出せるぐらいの意気込みを第８次総合計画では考え

ておきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） ２問目は、ふるさと納税取組の強化について伺います。 

  当局から、再三財政が厳しいと聞かされることが多いが、知恵出しすれば幾ばくかの財政

を潤し、町民の幾つかの施策要望に応えることができると思います。 

  そこで、以前の最多額15億円を超えるふるさと納税額に匹敵するよう、町民一丸となって

取り組む体制構築を望むことから、以下提案を含めて伺います。 

  １、10月から一部ふるさと納税に対する運営制度が変わったようでありますが、当町では

どのように見直しを図り、今後のふるさと納税額の推移をどのように想定しているか。また、

先月までの金額は目標値に対してどうであるか伺います。 

  ２、国、県内の各自治体でも工夫を凝らし、納税額アップに苦心しています。全国のアイ

デア事例が多く公開されておりますが、それらを参考にする考えについてどうか伺います。

また、町では何を主眼として今後取組強化を図るつもりであるか、方向性も伺います。 

  ３、ふるさと納税を何に利用するか、全国にアピールをして取り組む方策を掲げている自

治体があります。町も第８次総合計画がスタートするタイミングで、目的を明確にし、さら

なる強化を考えてはどうか。そのために、マーケティングにたけている町民の中から会計年

度任用職員を募って、取組強化を行う考えがあるか伺います。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ふるさと納税取組の強化についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、本年10月の国の告示改正に伴い、本町では返礼品の地場産品基準

の厳格化により返礼品を精査した結果、今年度は昨年度の７割程度の寄附額と見込んでおり

ます。また、10月末までの寄附額は約２億6,000万と、厳格化前の駆け込み需要により、同

時期の対前年度比で約160％で推移しております。 

  ２点目についてですが、各自治体におきましても趣向を凝らした返礼品が公開されており、



  

－ 201 －  

本町でも他自治体の先進的な事例を参考に、矢巾ファンの獲得を目指し、地域特性や地域特

産品等の掘り起こしに努め、来町していただける流れを創出するべく、既存のペイペイ商品

券のほか、町内店舗のみで使用可能なクーポン券等の事業者発案の新たな返礼品を追加する

こととしております。返礼品を選ぶだけのふるさと納税制度ではなく、応援したい自治体を

選んで寄附するという制度本来の趣旨にのっとり、町の魅力を発信して、事業者の販路拡大

の支援に努めてまいります。 

  ３点目についてですが、ふるさと納税の使い道を選択して、まちづくりに関わることがで

きるのもふるさと納税の魅力の一つであることから、具体的な使途、いわゆる使い道を明確

にすることで、賛同される多くの方々に応援していただけるよう努めてまいります。 

  また、さらなる強化を目指すためのマーケティング戦略につきましては、ポータルサイト

の特性を生かした販売戦略を立てて既に取り組んでおり、費用対効果を見極めながら、引き

続き効果の高い施策を推進してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） まず１点、単純な質問をさせていただきます。 

  今年度の昨年度に対する部分で、７割程度の寄附額にしかならないような答弁でありまし

たが、10月末では160％という形で言っていますが、去年の５億8,000万に対する７割程度な

のか、これは控え目に見た金額でそういう答弁したのか、まず確認させてください。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 昨年度５億7,800万ということで、令和５年度は一応予算額ベ

ースで４億ということだったのですけれども、昨年度の７割５分ということで考えていただ

ければと思います。予算額４億については、これはあくまでも見込みでございますけれども、

十分間に合うのではないかなというふうな見込みを立ててございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 分かりました。目標に対する７割、去年の７割ということであれば、

当然４億は達成できる額なので、１つは安心しましたが、それではちょっとお話しさせてい

ただきます。皆様もご存じと思いますが、ふるさと納税の現状、概要を少し話させていただ

きます。 
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  ふるさと納税は、2008年にスタートして16年目となり、当初は全国で総額81億円程度であ

ったものが、昨年、2022年度は9,654億円と１兆円近くにまで来ております。市町村別人口

１人当たりの実質収支の資料が今週出たのですが、トップは400人の村の和歌山県北山村で

122万何がしと。それから、東北のトップは、矢巾町の友好都市である普代村が11万二千八

百何がしという発表で、東北でトップだそうです。総額では、宮崎県の都城市、ここが195億

円という形で、上位６自治体が100億円を超え、26番目の自治体までが50億円を超えている

ものが現状であります。 

  本町の過去を見ますと、私が議会にお世話になった過去８年間の推移ですが、平成27年、

109万円、28年、397万円、29年、１億7,200万円、30年に今までの最高の14億400万円、以下

５億7,000万、７億500万、５億7,900万という形で本町では推移しております。 

  私、28年に初めてふるさと納税の質問をしました。そのとき300万円台だとあったので、町

長に２桁数値が違うのではないですかと、３億だったら分かるのですがというお話をして、

そうだな、頑張ろうなというような意味合いの回答をいただいたことを記憶しております。

その後、職員の努力もあり、その次の年には１億7,200万、そして２年後には10億何がしと

いう形になっています。 

  そこで質問ですが、北山村は英語教育に力を入れることを宣言して取組強化を図った結果

が先ほどのような話、それからこの自治体以外にも民俗資料館の修繕や若手起業家の支援の

部分、建物であったり、パソコンであったり、そういうところの支援を明確にして、目的を

明確にして取り組んだ結果が結構いい成績のようです。このような取組がありますが、当町

ではこれに対してどのような見解をお持ちなのか伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 細かい目的別の寄附集めということになりますと、何かクラ

ウドファンディングのほうがどっちかというと似合っているのかなというふうに、ふるさと

納税だと若干、地方創生計画の中でも定めているものの中で使途を決めているという部分ご

ざいますので、確かに今赤丸議員お話しのとおり、一つの目的をもう少し明確にして全面的

に出せば、それに集まるお金も多いのではないかというのは確かだと思います。その辺は、

今後ふるさと納税のＰＲの仕方として考えてまいりたいというふうに思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） その考えも一理あると思います。私は以前から、ふるさと納税は真
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心と誠意、そしてアイデア勝負だと今までも述べてきました。普代村は、職員が配送以外は

自分たちの手作り取組でありますという部分。それから、去年大幅に伸びたのが山形県の上

山市、ここは少額返礼品を設けましたら、約2.5倍の27億円を集めることができたと、返礼

品額も3,000円程度。ここは、たまたま米粉を使ったシュークリームですか、それが受けて、

半年待ちとかというような形で話題にも乗っております。 

  当町でもヤマブドウを使ったサブレとか、それからこの前資料を頂いたのですが、スイー

ツですか、こういうものであれば返礼品を、何も万単位でいただかなくても返せる品物であ

るかと思います。そういう工夫も私は必要ではないかと考えております。ですから、当町も

力の入れ方では、まだまだ取組強化を図れば、額が前達成した15億並みのものが果たせるの

ではないかと思っておりますが、この辺はどのように考えておるのか再度伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えいたしますが、赤丸秀雄議員に今叱咤激励をいただいたと思っ

ておりますが、いずれこの制度がスタートしたのが平成20年、私が町長に就任させていただ

いたのが平成27年で、27年に就任したときにふるさと納税の実態を職員から聞いて、本当に

がっかりしたのです。先ほどお話あったとおり100万程度で。そこで、やはりふるさと納税

に力を入れなければならない。当時の担当職員から聞いても、ふるさと納税の意味も分から

ないでやっていたと、ふるさと納税していただいたところから苦情が来たということで、そ

こが本町のふるさと納税の起点で、平成20年から26年までは全然ふるさと納税の取組がなか

ったのです。 

  27年からスタートして、それで今ここまで職員の努力によってまず実績を築き上げること

ができたのですが、ただ赤丸秀雄議員がおっしゃるように真心と誠意、それも大事なのです

が、やっぱり返礼品になるもののあれが、今度また原産地表示が厳しくなるということで、

本町では本当にこれからある意味では厳しい取組が求められるということで、今１つは、ま

だあれなのですが、できれば遅くても年度内、できるのであれば、相手方はもう進んでおる

のですが、うちのほうの対応がちょっと遅れているので、葛巻町と一緒にふるさと納税の共

通返礼品と。これはもうトップ同士で了解をもらって、やるべということで今進めておりま

す。ただ、進めるのには、やはり返礼品の内容をしっかりあれして、または皆さんのここに

は何といったってふるさと納税をやっておあげしたいということを、そういったものを今内

部で検討させていただいております。 

  あともう一つ、これがどういうふうに化けるかどうか。実はこの間、保養センターと秋ま
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つりにおいでになっていただいた大江裕さんが、矢巾町のアンバサダーになっていいという

ことの了解をもらったのです。今企画財政課のほうで、これもなかなか進まないのですが、

大江裕さんが矢巾町で、私でよろしければぜひ協力をさせていただきたいというような、そ

ういうことを一つ一つ積み重ねながら、あとは煙山の佐々木弘見さん、皆さんにもコピーを

おあげしたはずですが、あみちゃんライズで、いわゆるスイーツですね、私はあれはうまく

いくのではないのかなということで、共通返礼品の中にあれも考えていきたいなということ

で、議員さん方からもひとつ。 

  今ヤマブドウのお話とかがあったのですが、絶対量、特に今年は不作であれなのです。だ

から、そういった意味でこれからヤマブドウもあれなのであれば、できるのであれば耕作放

棄地とか町有地をあれして、やらなければ前に進まないわけですので、そういったことでふ

るさと納税、これまで最高額十四、五億やったのですが、もうそういったことを目標にして

進めていきたいということで、これは赤丸秀雄議員さんの思いと私らの思いは、本当にへち

ょことへちょこがぴたっと一致する、そういう思いでありますので、そういうことを捉えな

がら返礼品、ふるさと納税に取り組んでまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 町長もそういうところ、私が言うのもあれですが、努力されている

というのは聞いておりますし、また何よりも通称企業版ふるさと納税のところは、やっぱり

町長裁量で、トップセールスで確保しているというのも当然だと、当然というのはいただい

ているのがすごいなということの当然でありまして、そういうところに努めているというの

を認識しております。 

  次の質問は、矢巾町は返礼品の話をすれば、音楽のまち、スポーツのまち、一頃は日本一

の餅まき、現在は県の対がん協会や岩手医科大学附属病院もあります。人間ドックとイベン

トを抱き合わせ、地元ホテルとの連携によって、またそのイベントの部分であれば、ニュー

ヨーク・タイムズで紹介された盛岡市の観光とタイアップを考えた施策、返礼品、この辺も

矢巾町を売り出すきっかけではないかと。また、町で売り出している、先ほどの繰り返しに

なりますが、ヤマブドウ商品、サブレや、今町長おっしゃっていただいたスイーツ、これは

少額返礼品に対応可能でありますし、それから米や牛肉は、県産であれば返礼品に含められ

るということで政府の方針も出ていますので、それらを、矢巾町では米、リンゴ、野菜等の

小分け配送をきめ細かく行えば、まだまだ納税額を増やせる余地が私としてはいっぱいある
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と思うのですが、その辺について担当課長はどのようにお考えなのか伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今議員ご発言の中で、対がん協会の話もありましたけれども、

一応体験型の返礼品ということで、こちらはパッケージとしてあります。実際今ありますの

で、そちらを利用している方々もいらっしゃるかと思います。 

  あと、小分け配送につきましては、ただいま定期便というものがございます。要は一回に

返礼品を受け取るのではなくて、毎月小分けで頂くといったものもございます。一度に小分

けで、いろんな返礼品としてお送りするということも可能ではございますので、そこはやり

方だと思います。いろいろなご意見を承りながら、またニーズ調査もしながら、そこは努め

てまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 今課長おっしゃったように、小分けも考えていただきたいのもさる

ことながら、人間ドックは、これは県のがん協会とタイアップしている、返礼品に入ってい

ます。ここで一歩踏み込んだ話をしてほしいのです。ただ入れているのだ。来る方は、新幹

線で来たり、飛行機で来たりするのです。知らないところに来て検査を受けるわけですから、

その後のフォローとか、そういうのもタイアップして、それから今お話ししようとしている

のは、ふるさと納税を納める方は、結構節税対策のためにやっている方があって、30万、50万

の寄附を何とも思っていないのが調査からいえば25％もあるのです。そういうところをター

ゲットにすればいいのと、それから先ほど私言った少額返礼品の部分もきめ細やかにやった

り、それから私東京にも２回いたのですけれども、米２キロか３キロです。それ以上のもの

を買ったって、置くところないのです。それぐらい狭いのです。そういうところも考慮すれ

ば、やっぱり小分け配送は絶対必要だと思うのですが、その辺をぜひ考慮していただきたい

と思います。 

  それで、質問は、マーケティングにたけている町民や矢巾にゆかりのある方を雇用して、

取組強化を図ることを提案したいと考えます。雇用契約は、やっぱりこういうものですから、

１年契約がベターであると思うし、それを20万や何ぼで雇用するのではなく、四、五十万か

けて、最低でも年間500万ぐらいおあげできる。それから、今目標が４億、５億です。それ

に対して、この人がやったことによって６億、７億になったときは、最大で500万程度のイ

ンセンティブをつけるとか、成果報酬型の雇用をすればやりがいもあるのです。これ全国の
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自治体で、やっているところはあるのです。そういうところ、民間にいれば当然の話ですけ

れども、これが行政としてはできないのであれば、行政で無理とおっしゃるのであれば、非

営利組織等への委託でも構わないと思うのですが、そういう形で働きがいのある雇用形態に

しないと、増えても増えなくても毎月20万もらえるのだみたいな話になってしまうと、それ

なりの仕事しかしないと私は自分の経験からは思います。 

  そういうことも考えながら、やっぱり町長が何度も言う、町民も含めてお互いに知恵を出

して、アイデアを出し合って、ふるさと納税に少し取り組んで、町財政の少しの潤いでいい

ですから、夢見てみたいなと思って質問しましたが、これについて見解お願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 私のふるさと納税をやろうとしたきっかけは、ちょっと不純だったか

もしれません。ということは、ぜひ矢巾町に屋外ドームを造りたいと、そして何とかふるさ

と納税でため銭をつくって、それをもと、基金にして、ところが財政運営が非常に厳しくて、

ふるさと納税のため銭を財政運営に使わなければ収支が合わないということで、だから私は

本当に最初はそういった不純な動機で、夢を持って取り組んだのですが、今赤丸秀雄議員が

おっしゃるように、ここまであれして、ここで落ち込むのではなく、さらに何とか、今矢巾

町でできれば、知事さんもマニフェスト、39の政策の中に、スポーツ医科学センターを考え

ると、それに合わせて本町に、できるのであれば県営の施設１つ抱き合わせてやっていきた

いということで、もう一度奮起して、十四、五億の実績をつくったこともあるので。 

  あとは、何回も言うけれども、担当する職員、知恵比べなのです、これは。もうよそでど

ういう動きをするか。だから、うちの政策推進監がやったときは、何も彼がいいポリシーを

持っているのではないのです。よそがどういう動きしているかというのをいち早く察知して、

そしてそれに負けないような、対抗した結果だったのです。だから、できるのであれば先ほ

ど言ったように、まだ担当には話をしていないのですが、観光協会を立ち上げて、そして観

光振興と先ほどの対がん協会との、今本当にがんというのがあれなので、そういった検診を

受けることとか、岩手医大も巻き込んで、そういう地元にあるものを、よく私天地人と言う

のですが、天の時と地の利と人の和をうまく利活用して、ふるさと納税にもう一度再挑戦を

させていただきたいと思います。何とか議員の皆さん方からもいろんな意味で、叱咤激励し

ていただくこともあれなのですが、サポートのほうもひとつよろしくお願いをいたしたいと

思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 
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  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） この項の最後の質問になるかと思います。私も節税している方がそ

んなにいるのだという部分で、ちょっと勉強させてもらいました。単純にお話しします。ま

ず、所得税や住民税減税のために取組を利用している方がおりますから、12月は普通はボー

ナス時期ですよね、これが確定したときに申し込むから12月は申込みが多いと。それから、

節税も、誰でも節税になるかというと、これは違うのです、当然。医療費控除とか、そうい

うのを無視して考えてもらいたいのだけれども、250万以下の所得の人は節税になりません。

500万では２万8,000円、800万では11万8,000円、1,000万では14万4,000円、2,000万では52万

6,000円ぐらいのふるさと納税を最大ですれば、それで節税が半分になるという部分です。 

  こういう利用をされて東京都とか横浜が一番困っているのは、東京都では令和５年度の予

測は675億円の減収、これは土地の価値も違うのですが、いわゆる特養、特別養護老人ホー

ム75棟を建てる分、100人規模で、高層ビルですから建てますが、100人収容できたとすれば

75施設分、7,500人分、横浜市に至っても200億円近くの減税になっていると。だから、東京

都はこれに反対しているという部分であります。私もちょっと知らない方もいるのではない

かと、こっちの後ろのほうには、そういうことを思って調べてみました。もし見解があれば

お聞かせ願いたいし、なければこれで終わります。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 通常の自治体であれば、交付税で、要するに寄附として持っ

ていかれた分が補填されるというふうな制度がございますけれども、東京都とか横浜とか、

そういうところは普通交付税の不交付団体ということで、出ていくばかりということで、今

赤丸議員お話あったとおり、寄附によって損しているというのは現状かと思います。これを

国のほうでも問題視してございますし、地元のほうでもただ持っていかれるばかりで、財源

がなくなるということで、そういったことで今国ばかりではなくて専門家の人たちも、やは

りこういったふるさと納税の在り方というのがいかがなものかということで、いろんな意見

が出てきております。そのたびに国のほうでも制度の見直しをかけたり、今年の10月のよう

に返礼品の厳格化を図ったりとか、そういったもので今後のふるさと納税の在り方というの

は、これからまだいろんな変遷を経て、本来の在り方に行くのかなというふうには思ってお

りますけれども、やはり矢巾町を応援してくれる寄附者の方に一つの気持ちとして返礼品を

出すというようなことは、やっぱりひとつ信念として持ち続けながら、矢巾町の魅力を発信

していきたいというふうに考えてございます。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「この項はないです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは、１時間過ぎましたので、暫時休憩といたします。 

  再開を15時35分といたします。 

              午後 ３時２３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時３５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） ３問目は、町内移動の利便性向上の交通網整備について伺います。 

  私、今年１年で４か所の自治体を訪問して、各町の交通網の在り方を学習しました。また、

現在では全国の多くの自治体で、公共交通網対策が問題、課題となり、メディアでも取り上

げることが多くなりました。そこに、2024年問題による運送業関連の働き方改革が来年４月

からスタートし、今でも他業種より賃金が低いと言われる運送業関連の人手不足と離職者が

多発すると想定されています。 

  国では、ライドシェアの検討を始めていますが、観光地や過疎地を対象としたものと私は

捉えており、５Ｇによるタクシーなど、自動運転導入も含め、まだまだ先の近未来の話であ

ります。 

  このような状況下でありますが、町民の町内外を含めた移動手段をどのように考えている

か、以下伺います。 

  １、全国的な課題、問題として、人口減少や高齢化が進み、公共のバス運行路線が大幅に

削減されています。どこの自治体もこの対応に苦慮しているが、住民等の移動手段確保には、

自治体財政によるバス運行の委託、デマンド型交通の導入が必要不可欠であります。この運

行体制を考える上で共通していることは、利用者の300メートルほどにバス停を設置し、住

民の８割以上をカバーし、それ以外のところをデマンド型交通で対応、そしてほぼ年間を通

して運行していることであります。このことを町はどう捉えているか見解を伺います。 

  ２、現在の町で運行している予約型乗合バスの利用料金でありますが、複数の町民から料

金が高いのではという声があり、他自治体の運行料金等を踏まえれば高いと感じます。料金

改定、見直しの考えはないか伺います。 
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  ３、町は、第８次総合計画策定で町内くまなく説明会を開催して、町内移動手段について

どうあるべきかヒアリングすべきと考えます。よく町は、公共交通対策推進委員会など、有

識者の意見を伺いながらと答弁しますが、利用するのは町民であることを第一義に考えるこ

とが最重要と思いますが、見解を伺います。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 町内移動の利便性向上の交通網整備についてのご質問にお答えをいた

します。 

  １点目についてですが、本町で運行しております市街地循環バス及び予約型乗合バスは、

公共のバス路線を補完するものとして実施しているものであり、限りある資源を有効に活用

しながら、交通空白地の解消を図っております。市街地循環バスは、ＪＲの発着に合わせた

運行時間の調整やＩＣカードの導入を行っており、また予約型乗合バスは利用者からの要望

による乗降所、やはり乗り降りするところの追加設置など、利便性の向上に努め、平日のみ

ではありますが、通年運行としているところであります。 

  ご提言の住民の８割という点につきましては、現行の大型バスによる運行では、利便性を

担保するダイヤの構築が難しいことから、現在の形となっているものであり、大型バスの運

行が難しい地域を含め、町内全域をデマンド型の予約型乗合バスによる対応としているとこ

ろでありますので、ご理解をいただきますようお願いを申し上げます。 

  ２点目についてですが、本町で実施をしております予約型乗合バスは、その移動方式から、

民間事業者によるタクシー事業と競合するものであり、タクシーとの違いを明確にするため

予約制とし、乗降所、やはり乗り降りをするところから目的地への移動とすることにより、

一律に低廉な料金で町内全域の移動を実現しております。あくまでも採算性を考慮した民間

事業者による交通サービスと、公共性を考慮した自治体による公共事業という点で差異があ

ることにご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

  また、他自治体の料金と比較し、一概に高いとの認識にはないところであり、加えて逼迫

した町財政において無制限に財源を投入することは困難でありますことから、今後も現在の

利用料金を維持しながら、さらなる制度の周知と乗り降りするところの充実による利便性の

向上に努めてまいりますので、併せてご理解いただきますようお願い申し上げます。 

  ３点目についてですが、公共交通に特化した説明会は行っておりませんが、町民の皆様に
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機会を捉えて、随時町内の移動手段についてはどうあるべきか、現在の公共交通についての

周知に努めつつ、ご意見をいただいているところであります。 

  また、本町の公共交通会議並びに現在新たな枠組みとして行っております盛岡都市圏地域

公共交通会議におきましても、コミュニティや老人クラブなど、地域の代表の方も委員とし

て委嘱されており、様々なご意見をいただきながら進めております。盛岡都市圏地域公共交

通計画策定におきましては、盛岡市、滝沢市、そして本町、この矢巾町の３市町それぞれに

おいてワークショップや各年代のアンケートを行い、計画策定する予定でありますことから、

今後も事業者主体ではなく、利用者の立場からのご意見をいただきながら進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） 各自治体のコミュニティバスやデマンドタクシーの運行状況を学習

させてもらった結果、私の運行体制に対する考えも変わってきております。特徴として、単

なる市町民の移動の便利さを追求することだけではなく、まちづくりの一環として取り組ん

でいる自治体が非常に多いことであります。 

  一例でありますが、愛知県の知多半島にある南知多町は若者の定住化と観光客の足確保、

それから先日行ってきました新潟県見附市は健康維持等イベントへの参加推進、またお隣の

雫石町は地元タクシー会社の保持と通勤者、買物の足確保など、運行に当たっては地域住民

と何度も意見を重ね、まちづくりの在り方を考えて運行時間や乗降場所を設定して、その上

で国や県への助成申請を行い、財政措置しているとのことでした。 

  昨年のバス路線廃止延長は、全国で6,670キロと言われています。政府は、ライドシェア導

入を行おうとしていますが、現在の運行規定では、タクシー営業区域外で町中心部から15キ

ロ以上離れたところであります。ですので、矢巾町では法律が変わっても、将来的にもライ

ドシェア導入の適用はあり得ないと私は考えております。 

  そのことを踏まえ再度質問しますが、今回データ要求や意見交換の中で、当局側もバス運

行に工夫を凝らし運営されていることは理解できました。しかし、どうしても改善していた

だきたいことがあります。１つは、町のイベント開催時は、住民ニーズを把握して、会場ま

で来たい人の足確保に努めていただきたい。今のデマンド型乗合バスは、土日運行していな

い部分であります。 

  もう一つは、徹底して住民説明を行い、町の運行スタイルを理解していただきたいことで
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す。短期間に実施願うとは言いませんが、スケジュール作成の上、小まめな対応に努めてい

ただきたいのですが、このことについて見解をいただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  土日の運行につきましては、これまでは少なくとも今のデマンドを使っての運行というの

は大変難しいというふうな形で、事業者と協議の結果なっているものでございます。ちょっ

と今後その事業者と再度協議のほうを進めながら、またデマンド以外の方策が取れないか改

めて検討してまいりたいと考えます。 

  あとは、住民説明をしてほしいというふうな件、それにつきましては議員から度々お話を

頂戴しているところではございますが、こちらについてはまだまだ確かに周知が足りないの

かもしれませんが、随時機会を捉えて行っているところでございまして、今後さらにこちら

の周知に努めてまいりたいと考えております。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） まず、土日の運行をデマンド型でやっていただきたいという話をし

ているのではないのです。イベントを企画したとき、何名の町民等を集めるのか、そこに対

して足確保、例えばできないかもしれませんが、スクールバスは土日運行していないと思う

のです。要は、運転手を確保すればいいことではないですかというような、極端な例です。

そういうことを検討していただきたいということです。 

  それから、住民説明、行っておりますと言うのですが、私は45行政区ぐらいのイメージを

考えているのです。特に車を運転できない人を対象に説明するのです。それを夜やったり、

ここでやりますから来てくださいでは誰も集まらないというのを以前から言っています。そ

こをぜひ考慮して行動してほしい。 

  質問、もう時間もないので、今のデマンド型乗合バスの利用料金の話ですが、500円で運行

している自治体もあります。400円のところ、300円とあります。でも、乗り合いにした場合

のときの料金は、割り引く制度があるのがほとんどであります。ぜひここは町でも、どうせ

採算を重視しているわけではないのでしょうから、ですから100円、200円割り引いたってい

いと思うのです。特に夫婦で同じうちから行って、同じところに降りるのです。そのとき、

500円、500円で、片道1,000円ではないですか。往復したら2,000円ではないですか。これは、
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年金生活者等にはきついと思います。若い方だってそうです。子どもさんと乗ってもそうで

す。だから、そこはぜひ考えてほしいのですけれども、まずこの部分の料金の見直し、特に

乗り合ったときの料金の見直しをお願いしたいが、どうでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  料金の見直し、先ほどの町長答弁の中ではご理解をというふうな形で答弁させていただい

ているところですけれども、こちらのほう、確かに他自治体も乗り合いに関しては安くなっ

ているというのはあるかと思いますし、以前定期券の検討もしてみたいというふうなところ

もお話しさせていただいたところですが、ちょっとまだ実現できていない部分がありまして、

こちらのほうを実証実験等をできないか事業者のほうと協議を進めて、できるものに関して

は実現していきたい。もし乗り合いではなくて全体的に安くできるのであれば、それが最も

いいのではないかと思うところもあるので、そちらも含めてちょっと検討させていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありませんか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇16番（赤丸秀雄議員） １分半あるので、ちょっと質問させてください。二戸の金田一地区

に、12月２日の新聞、岩手日報でありますが、ＡＩ活用により乗合送迎バスを運行したとい

うことで、これは本当にいいのかなと。我々も後発隊でいけば、こういうシステム導入もで

きたのかなと思います。 

  それから、情報ですが、県交通さんは来春にまた人員確保はできないそうで、減便を当然

想定しています。という情報はいただいています。そういうところもあったり、それから今

回じょいｊｏｙの機関資料が、これ四半期に１回発行しているようですが、これの中にデマ

ンドのお話あります。こういうのを使ってもいいですから、ぜひ予約型乗合バスのアピール、

これをやっぱり活用してほしいのです。平均1,900円程度かかる経費で、500円しかもらえな

いところに、1,400円の負担が１件当たり発生するかと思うのですが、やっぱり必要として

いる住民もおるということを踏まえて運行してほしいのですが、今お話ししたことについて

見解があればお伺いして最後とします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきます。 

  赤丸秀雄議員には、毎回デマンド交通を含めて交通政策のご質問をいただいておるところ
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でございますが、まず今最後にお話しされた岩手県交通、これは今もう休止とかというあれ

ではない、路線を廃止。これは、私ども市町村にとっても深刻な問題であります。この間も

新聞報道で出ておったのですが、金ケ崎の町長さんと地元の高校の生徒さんたちが何とかな

くさないでほしいと、路線を廃止しないようにと。これは県交通よりも、県とか国が本来し

っかりサポートしてやるべきことではないのかなと。 

  そこで今議論が出ているのは、ライドシェアの関係です。これがどのようになっていくか、

ちょっと私もこれからの動きを注視していかなければならないのではないのかなと。今自家

用車でお金を取るということは、法律で禁じられておるわけでございますので、そういった

ことで。あとは、やっぱり今の既存業者、タクシーとか、大きく言えばバス会社とか、あと

はＪＲにも影響することなので、落としどころをどういうふうにするか。やっぱり一番最後

は、乗るお客さんの安全確保です。これが起きたとき、誰が責任を負うかということです。

このライドシェアがどのように議論されて、形づくられていくかということが１つと。 

  あともう一つは、去年の10月からですか、スタートした高齢者の協同組合法です。これも、

今まだ私らもいろいろ情報収集しているのですが、昨日は昆秀一議員から訪問介護の質問が

あったのですが、労働者協同組合法で地域のことは地域でということで、そういった訪問介

護、今非常に大変な状況にあるわけです。そういうものとか、あとはやはり地域づくりも含

めた、あとは子育て支援とか、いろいろあるわけです。 

  だから、こういった２つの、ライドシェアと労働者協同組合、これらのこれからの動きを

しっかり見ながら、本町として一番、ベターというよりもベストな取組は何かということで、

そしてもう赤丸秀雄議員さんと交通政策でこれ以上議論しないでも解決できる道を、方策を

何としても見いだしていきたいなと、こう思っておりますので、ひとつよろしくお願いをい

たします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「終わります」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で16番、赤丸秀雄議員の質問を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しましたので、これにて散会いた

します。 

  なお、明日も引き続き一般質問を行いますので、午前10時に本議場に参集されますようお

願いいたします。 
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  本日は大変ご苦労さまでした。 

              午後 ３時５５分 散会 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、順次質問を許します。 

  最初に、９番、木村豊議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （９番 木村 豊議員 登壇） 

〇９番（木村 豊議員） 議席番号９番、日本共産党矢巾町議団、木村豊です。早速質問番号

１から始めます。 

  プロロジスパーク盛岡の竣工に伴う車両増加について。町長、答弁お願いいたします。青

森、秋田、岩手の東北３県をはじめ東北地方広域への配送動脈としてプロロジスパーク盛岡

が建設されましたが、それに伴う大型車両の増加する予測が立てられますので、この地域の

冬は特に雪が多く寒いため、道路は圧雪、ミラーバーンの状態になることが多々あります。

物流車両は、東北縦貫自動車道のみならず、県道13号、国道46号への移動のため、町道西部

開拓線を利用すると考えられることから、以下を伺います。 

  １点目、町道西部開拓線に流入する交差点信号部分、つまり南昌台団地、流通センターか

らの接続部は、特に急勾配になっており、冬場にはスタックする大型車両が見受けられます

ことからロードヒーティング化できないでしょうか。 

  ２点目、一般的に橋梁やトンネル出入口に設置しているロードヒーティングは、大改良工

事になるため費用や時間がかかってしまいます。ロードヒーティングが予算的に厳しいので

あれば、現在は建設技術も進歩しており、安価でできる滑り止めもできております。例えば
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ゴム貼りインターロッキングブロック舗装、これにできないでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ９番、木村豊議員のプロロジスパーク盛岡竣工に伴う車両増加につい

てのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現時点で当該交差点にロードヒーティングを設置する予定はない

ところではありますが、凍結防止剤の散布を重点的に行うなどの対策を確実に行い、交通の

安全確保に努めるとともに、今後の道路交通状況の変化を見極め対応してまいります。 

  また、過去に発生したスタック現象は、冬タイヤの未装着等が主な原因であり、昨年北陸

で発生したスタック車両による渋滞発生の例もありますことから、冬期間の装備の徹底につ

いてトラック事業者に対して周知を行ってまいります。 

  ２点目についてですが、ゴム貼りインターロッキングブロック舗装は耐久性に劣るため、

積雪が少なく、除雪を行わない地域の凍結対策として歩道等に施工することが有効なことか

ら、積雪が多く、凍結も発生する当地域におきましては、除雪作業によって容易に破損する

ことから導入しておりませんが、今後も新技術については積極的に情報収集し、安全対策に

取り組んでまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） 現在私南昌台団地に住んで、もう30年ほどになります。当時は、住

宅も少なく、十字路交差点にも横断歩道もない状態でした。それから西部工業団地ができ、

信号が設置され、みちのくコカコーラからプロロジスパーク盛岡と変化して、住宅も270世

帯を超えました。車がないと生活できない団地のため、冬場は非常に危険な交差点になりま

す。加えて西部開拓線は、通常でも通勤車両や大型車両が多い道路でもあります。 

  １点目について伺います。凍結防止剤の散布を重点的に行うということは、車両から行わ

れると思いますが、重要部分はスピードダウンして散布するということでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） お答えいたします。 

  現在散布のときの車両の速度自体は、もともとそんな速いスピードで走っているわけでは

ございませんが、散布の頻度、それらを上げることで凍結の防止を図っていくということで
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ございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） ２点目ですけれども、インターロッキングブロック舗装については、

道路を温めるのではなく、車両の通行で氷を砕く工法が北海道深川市にあったものですから、

その一例として取り上げた次第です。ほかにもザペック工法というのもあります。これは、

既存の道路に縦筋を入れ、カルシウムアセテートと廃スタッドレスタイヤを混ぜた物質を充

填する工法であります。ほかにも安く、早くできる工法があると思いますから、ぜひ検討し

ていただきたくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 水沼道路住宅課長。 

〇道路住宅課長（水沼秀之君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  ゴム貼りインターロッキングを含めまして道路への加工、あとはゴム等の充填につきまし

ては、除雪との関係がございまして、いわゆる路面を削りながら除雪していく私どものよう

な地域の除雪におきましては、やはりワンシーズンももたずにそれらが破損してしまうとい

うのが現状でございます。 

  北海道等の道路につきましては、何点か私どものほうでも勉強させていただいております

が、基本的に向こうの道路は、冬期間もう圧雪の状態になるのが前提となっておりまして、

路面が出ておらないようでございます。その中でどうやって春までいくかということになっ

ておりまして、路面の状況に応じて様々な工法があろうかと思いますので、私たちの地域に

適切な工法等を考えながら、今後も努めてまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、２問目の質問を許します。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） 質問番号２、上水道の水質について。町長にお願いいたします。 

  西部浄水場、東部浄水場ともに地下水を水源としているため、おいしい水と感じていまし

たが、東部浄水場から供給されている地域の方から指摘があったものですから、以下を伺い

ます。 

  １点目、西部と東部浄水場から供給されている範囲は、東北本線を境にしているようです

が、双方からの流入する地域はありませんか。 
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  ２点目、西部浄水場は、湧き水と深井戸５井、東部浄水場の水源は、浅井戸２、深井戸４

となっています。深井戸と浅井戸の違いは深さのみの差でありましょうか、またそれによる

水質の差はあるのでしょうか。 

  ３点目、過去３年間の水質検査結果で基準値の20％を超えた値の項目は、西部浄水場での

３から６項目、それに比べ東部浄水場は８項目で約1.3倍となっています。３か月に１回の

頻度の検査で水質は保持できるのでしょうか。 

  ４点目、浄水処理方法の薬剤で次亜塩素酸ナトリウムとポリ塩化アルミニウムを使用して

いますが、使用薬剤数量はどちらも同じ量なのでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 上水道の水質についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、西部系及び東部系の供給範囲は、基本的には東北本線を境にして

おりますが、下矢次地区及び駅東地区の一部区域は、東北本線の東側ではありますが、西部

系の供給範囲とし、西部系と東部系の配水量を均衡させております。 

  ２点目についてですが、浅井戸は、深度、深さ30メートル未満における第一帯水層の不圧

地下水または伏流水を取水する井戸であり、深井戸は深度、いわゆる深さが30メートル以上

の深層部にあります被圧地下水を取水する井戸とされております。 

  また、水質に関しては、浅井戸は大腸菌やクリプトスポリジウム等の細菌汚染のリスクが

深井戸より高く、深井戸は鉄、マンガン等の地質由来成分を浅井戸より多く含むといった特

徴がありますが、浄水処理することで水質管理上の問題は全くないところであります。 

  ３点目についてですが、当町の水道水は、水道法の規定に基づき定期の水質検査を実施し

ており、水道水質基準値以内であることを確認しております。また、検査項目、頻度につき

ましても法令等に基づく検査回数を全て満たしており、水質管理上の問題は全くなく、安心、

安全な水道水を町民の皆さんに供給をさせていただいているところであります。 

  ４点目についてですが、西部浄水場と東部浄水場では、浄水量と原水の水質の違いから、

それぞれに必要とされる薬剤の量も異なる状況になっております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  木村豊議員。 
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〇９番（木村 豊議員） １点目のことで伺います。 

  例えばどちらかの浄水場の供給量が足りなくなってしまった場合、相互供給できる連絡管

は存在しているのですか。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまのご質問、連絡管等があるかというご質問に対して

お答えいたします。 

  現在矢巾町においては、東部系、西部系を連結している連絡管については、赤林地区、南

矢幅地区、あと白沢地区、３か所で横断管があります。議員がご心配されるとおり、例えば

事故等があって、東部系のほうの水量が足りなくなったというときには、その緊急連絡管を

活用して給水エリアを多少変更すると。それは、バルブ操作によって変更して水を供給した

いなと考えております。 

  なお、そのときにおきましては、水圧等も変化することも考えられます。そのときには事

前に広報等で町民の方々に、こういう状況でこういう操作をします、万が一には水道水が濁

るということも想定されますけれども、それについては町のほうで責任を持って対応します

というような広報をして、皆様に安心を提供したいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） 引き続き、２点目についてお尋ねいたします。 

  東部浄水場から供給を受けている方から、臭いがひどく、白い沈殿物が混じっている、風

呂のシャワーヘッドが詰まる、高圧減菌機の管が詰まって掃除が大変だと、そういう声が聞

こえてまいりました。東部浄水場に浅井戸とあったため、このせいかと思っていましたが、

水質管理上問題ないとのことで安心いたしました。水質検査51項目の中でカルシウム、マグ

ネシウムが西部浄水場ではリッター当たり42ミリグラム、それに対して東部浄水場は、リッ

ター当たり70ミリグラムとなっていますが、これが影響しているのでしょうか、お願いいた

します。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、白いものがというのは、いわゆる原水由来の、例えばカルシウムとかマグネシウム、

それに由来するものだと思います。これについては、体に悪いものではないです。ただ、大
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量摂取するというわけではなくて、一応水質基準内に収まっているもの、もしその白いもの

が気になるというのであれば、そのものについては、弱アルカリ性成分になっております。

それについては、中和させるということで、弱酸性のもので洗うことによってシャワーヘッ

ドなどのほうは使いやすくなるのかなとは考えております。ただ、それは地下水の水質に由

来するものですから、確かに東部系、西部系の違いはあるのかもしれないです。ただ、それ

についても町長答弁でもございますように、水質基準値内においては全てクリアしていると

いうことは確認をしておりますし、自信を持って回答できるところであります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） ３点目について、これについては、安心、安全な水道水を供給とい

うところで了解いたしました。 

  続いて、４点目です。おいしい水の要件で残留塩素0.4ミリグラム以下となっていますが、

東部浄水場は１リットル当たり1.0ミリグラム、浄水処理薬剤、次亜塩素酸ナトリウム、ポ

リ塩化アルミニウムの量が少し多いのではないかと思うのですが、ちょっとそれが心配です

ので、そこだけお知らせください。 

〇議長（廣田清実議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えします。 

  まず、次亜塩素酸ナトリウムというのは、ご存じのとおり消毒剤、ポリ塩化アルミニウム

パックというものは凝集剤です。これの量をどのようにして決めているかというと、原水を

採水して、試験をして注入量を決めております。それによって原水に注入して浄水処理をす

ると。ただ、それについては、浄水場においても水質管理は行っております。また、東部系

の末端のエリア、例えば高水寺等においても水質モニターを町民の方にお願いしておりまし

て、毎日水道水の状況、濁りとか残留塩素、それを報告をしていただいてもらっております。

当然浄水場においては、町の職員または委託している業者のほうにおいて、これは毎日、毎

時間、それはチェックしております。ということで、多いということは言えないのかなと思

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 
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〇議長（廣田清実議員） 次に、３問目の質問を許します。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） 質問番号３です。高齢者の補聴器購入助成事業について。町長にお

願いいたします。 

  難聴は、認知症の危険因子として注目されています。それと同時に、補聴器の使用が認知

機能低下を抑制するかどうかも注目を浴びています。欧米の研究でも、難聴のある人が使用

すると脳の活性が保たれたという報告や、使用開始前と比べて開始後は記憶スコアが低下し

にくくなったという報告などがあります。日常生活に支障が生じるような難聴のある方は、

補聴器を使用すると一部の認知機能の低下を抑制すると言えることから、次のことを伺いま

す。 

  １点目、まず集音器というのもあります。集音器とは、音を大きくしたり、会話を聞こえ

やすくしたりすることができますが、医療機器ではないため、一般的に安価であるものの、

難聴者の使用を前提とした作りにはなっていません。補聴器とは、個々の課題に合わせて調

整され、補聴器メーカーが厚生労働省に申請して、厚生労働省から正式に医療機器として認

定されているものだけでございます。現在県内では、大船渡市、久慈市、遠野市、九戸村の

４市村が何らかの形で助成を行っています。補聴器は高額であるため、本町でも購入費助成

できませんか、お願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 高齢者補聴器購入助成事業についてのご質問にお答えをいたします。 

  本町では、障害者総合支援法に基づき、町が窓口となり、国、県及び町の負担により、聴

覚障がいのある方への助成を行っており、特にも重度難聴につきましては、身体障害者手帳

２級または３級、高度難聴につきましては４級または６級の方が対象であり、65歳以上で聴

覚障がいをお持ちの方は現在35名であり、過去５年間で16名の方に助成を実施しているとこ

ろであります。 

  なお、現状では、軽・中等難聴の高齢者の方への助成は行っておりませんが、議員がご指

摘のとおり、難聴と認知症の関係に係る研究結果もありますことから、公的な補聴器購入助

成制度の必要性を認識しているところであり、本年６月には県に対して当該助成制度創設に

係る要望を行ったところであります。今後におきましても、当該助成制度の創設について、

引き続き県や国に要望してまいりたいと思います。 
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  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  木村豊議員。 

〇９番（木村 豊議員） 私の父も93歳で他界したのです。それも難聴から認知症へと移行し

たのではないかと私は思っています。思い出せば、通常に話を聞いているように見えるので

すが、ただ相づちを打っているだけだと思うと、残念になってしまいます。 

  １点目について質問いたします。集音器というのは、助聴器とも呼ばれているのだそうで

す。それも骨伝導式というのがあって、骨に響かすという、その部分だけ耳が２つ使えると

いうことになります。これは、人それぞれによって好みはあるでしょうけれども、購入助成

内容につきましては、これは補聴器です。各市村様々で、県内では久慈市が65歳以上の方、

両耳の聴力が40デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象にならない方、そして耳鼻咽喉科

治療で聴力の改善が見込まれない方、この人に対して助成金として限度額が４万1,600円か

ら４万3,900円です。遠野市は、聴力レベルが両耳55デシベル以上70デシベル未満で治療に

よる聴力の改善が見込めない60歳以上の方に補聴器を給付しています。現物支給という形で

す。原則１割は自己負担という形になっております。本町も素早い実施を期待しております。 

〇議長（廣田清実議員） 質問に変えなければ駄目、一般質問だから、要望では駄目です。 

〇９番（木村 豊議員） 実施することができますか。 

〇議長（廣田清実議員） それもちょっと、この答えはもう出てしまっているから。 

  浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  県内でも議員ご指摘のとおり、高齢者の皆様の補聴器購入の費用の助成ということで少し

ずつ実施する自治体が増えていることは、私どものほうでも承知しております。直近では、

宮古市がさらに創設したかなというふうに捉えております。その内容も、それぞれの自治体

によって、今議員お話があったとおり、それぞれ費用助成または貸与だとか様々な対応があ

るかなというふうに捉えております。 

  本町といたしましては、町長答弁にあるとおりの内容となりますが、私どもも高齢者の補

聴器の購入制度の創設について、県を通じて制度として創設いただくような要望を何度も何

度も行ってきております。今年度につきましても、県を通じて要望を行っているところでご

ざいますので、粘り強くこの点は進めてまいりたいと思っておりますし、また県内の動向に

つきましても、他県も含めて動向は注視していきたいと思っております。そういう上で、お



  

－ 225 －  

話ありましたとおり、難聴が様々な認知症、そしてフレイルだとか様々な影響があることは、

研究だとか、いろんな場面でも私どももお聞きしておりますので、そこら辺の動向を注視し

ながら検討してまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で９番、木村豊議員の質問を終わります。 

  まだ４人ありますので、一般質問ですから、要望ではなくて質問に変えてよろしくお願い

します。ここは要望の場ではなくて一般質問の場ですから、そこのところを踏まえて、要望

事項であっても、こういうふうな質問だという部分に変えて一般質問をしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、３番、横澤駿一議員の質問を許します。 

  １問目の質問を許します。 

  横澤駿一議員。 

              （３番 横澤駿一議員 登壇） 

〇３番（横澤駿一議員） 議席番号３、強くやさしい矢巾、横澤駿一です。通告に従って一般

質問をさせてもらいます。 

  質問１、質問事項、人が集いつながっていくまちづくりについて。町長へ答弁をお願いい

たします。現在、国全体で人口減少、少子高齢化問題をどう乗り切っていくかが喫緊の課題

となっております。特にも地方、この矢巾町においては、超高齢化社会に足を踏み入れてい

る現状です。人口増加の一つの解決策として、数年前から関係人口、交流人口というワード

が話題に上がっています。特にも矢巾町は、小さい面積ながらも首都圏からの交通の便もよ

く、豊かな田園都市として町内外から人が集まりやすい環境があります。コロナ禍によって

仕事のＤＸが進み、リモートワークが普及し、地方への移住、定住や国策として東京一極集

中是正の議論も活発になってきています。そこで、人が集いつながっていくまちづくりにつ

いて、以下伺います。 

  １点目、矢巾町としての関係人口の定義はどうなっているか。 

  ２点目、ワーケーションを検討している町外の企業やフリーランスの方へ、空き家や遊休

物件などを活用した移住定住支援はできないか。 

  ３点目、昨今メタバースを利用した関係人口の創出や、まちの魅力発信を行う自治体もあ
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る。移住定住のきっかけづくりとしてデジタル技術を用いた取組はできないか。 

  ４点目、人が集うという観点では、盛岡市がニューヨーク・タイムズ効果でインバウンド

需要が高まっているように、海外需要にも対応した決済システムも含めた観光インフラの整

備も重要だと考えます。本町でも外国人観光客などを見据え、町内の店舗であれば、どのお

店でもスマホ一つで買物ができたりするようなインフラ整備も行政として後押しすること

も重要だと考えますが、その見解を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ３番、横澤駿一議員の人が集いつながっていくまちづくりについての

ご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、関係人口につきましては、今のところ全国的に統一された定義は

なく、各自治体や団体がそれぞれの捉え方によって把握しているものと認識しております。

本町におきましては、町全体として関係人口を具体的に定義したものはございませんが、こ

れまでに行われた個別事業の中では、令和２年度から４年度にかけて国の地方創生推進交付

金を活用して実施をいたしましたまちづくりサポーターを活用した関係人口創出事業にお

ける指標の一つといたしまして、令和２年度以降に矢巾町に対してのふるさと納税を利用し

たことのある町外の方のうち、２回以上利用したことのある、いわゆるリピーターの方の実

人数を関係人口として集計しております。 

  ２点目についてですが、ワーケーションから移住定住へとつながっていくため、前提条件

といたしましては、ワーケーションを考えている事業者に本町を知っていただき、この地域

に魅力を感じていただくことが必要と考えております。このことから、まず本町を知ってい

ただくための入り口として、ワーケーション体験プログラムのような事業が実施できないか

検討してまいりたいと考えております。 

  また、移住定住支援を推進する上で、空き家や遊休物件等の利活用は一般的に有効な方法

と考えられておりますが、本町におきましては、今のところそれに適した物件として把握し

ているものはないところであります。今後利活用できる物件の掘り起こしを進め、その適切

な利活用方法についても検討してまいります。 

  ３点目についてですが、インターネット上に構成されました三次元の仮想空間であります

メタバース空間を活用した自治体の取組として、自治体のＰＲや地域の活性化を目的とした

施策を実施している例もありますことから、ご提言のあった移住定住のきっかけづくりとし
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て、例えば町の魅力発信に生かしていくこと、メタバース空間上で町出身者を募っての集ま

りを開催していくことなど、実現が可能な取組内容を検討してまいります。 

  ４つ目についてですが、町内店舗等におけるスマートフォンによる代金支払い決済、いわ

ゆるキャッシュレス化につきましては、本町では令和３年12月、町内187事業所にご参加を

いただき、ポイント還元事業を実施したことで町内におけるキャッシュレス決済の導入促進

につながったところであり、岩手県でも同様の事業が実施されたところであります。 

  しかしながら、取扱手数料経費の課題もあり、キャッシュレス決済の導入について思いと

どまる事業者もあることから、今後メリットやデメリットのほか、システム内容の説明など

町商工会と連携を図り、導入に向けた取組を推進してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） まず、１点目について再質問させていただきたいと思います。答弁

にもありましたとおり、関係人口というのは、かなり曖昧な定義の下議論されているなとい

う印象がありまして、この質問の議論を進めていく上で定義をしないと議論を進めていけな

いと思い質問したのですが、今回の答弁にもありましたとおり、まちづくりサポーターを創

出した事業におけるふるさと納税でカウントしているとの答弁でしたが、これだけだとすご

く範囲が狭いような気がして、関係人口とくくってしまえば、例えばフリモントとの交流と

かも、もしかしたらその中に含まれるのかなという印象もありまして、例えば国内に限って

ですけれども、それ以外にある程度関係人口と認識できるような指標が、これというのがあ

れば教えていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  本町のほうで定義づけしたものがなかったので、これまで関係人口としていたのは、町長

答弁にあったとおりなわけなのですけれども、本町に関わりがある方というのが結局関係人

口なわけです。ふるさと納税だけではなくて、本町にルーツがある方とか、何らかの関わり

がある方というのも当然関係人口というふうに考えます。 

  ただ、実際に数値として把握するというのがなかなか難しいものですから、どうしても把

握しやすい数値として今回ふるさと納税２回以上というふうな方を使わせていただいてい

るもので、例えばふるさと矢巾会という会がございます。こちらに参加していただいている
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方々なんかも関係人口と言えるかと思います。それで、あとはいずれ観光で本町を訪れるほ

かに魅力を感じて何らかの方法で関係したいと思っていただけるような方、そういった方が

どんどん増えるようなまちづくりをしていきたいと思っておりますので、関係人口に関して

は、いずれこれからもどんどん増えていくという方向で施策を展開してまいりたいと思って

ございます。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） そのふるさと矢巾会とか、２点目の質問にもつながるのですけれど

も、ワーケーションを検討している町外への企業へのＰＲという答弁にもありましたとおり、

ある程度認識しているものがないと、このＰＲもしていきづらいのかなと思いましてお聞き

したところであります。ぜひともその拡大を図っていってもらいたいと思います。 

  ２点目の再質問に移りたいと思うのですけれども、ワーケーションを検討している企業に

ワーケーション体験のようなプログラムを考えていくとあるのですけれども、私が承知して

いる点で10月にカダルさんが窓口となって行った矢巾式ワーケーションモニター事業とい

うのがあったと思うのですけれども、それがこのプログラムに相当するのではないかなと思

うのですけれども、どういった認識でしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおりで、こちらもワーケーションのほうのプログラムの一環として、当

方ないしカダルのほうで検討させていただいたもので、ただ残念ながら応募していただく方

がちょっとなかったわけです。なので、もうちょっとＰＲに努めて、今後同様の事業をやっ

ていきたいというふうに考えてございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） そのＰＲがある程度どの自治体でもやっている、そういうような肌

感覚もありますので、差別化なども含めて展開していかなければならないのかなと考えてお

ります。 

  それで、応募者がいれば、感想とか、それを踏まえて今後展開していけたのではないかと

思うのですけれども、まずはその獲得というところから進めていかれることを願って、答弁
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にもありました移住定住を推進する上で、空き家や遊休物件等の利活用は有効な方法という

ふうにおっしゃられていたのですけれども、それに適した物件として把握しているものはな

いと言っていたのですけれども、適した物件というのはどのようなことを指しているのか、

お答えいただければと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） なかなかちょっと、いろいろあるかと思うのですけれども、

ワーケーションですので、ある程度の期間居住していただいたりする必要があろうかと思い

ますので、いずれ古民家と言わなくても、空き家になっている物件が、そしてある程度やっ

ぱり人が住んでみて、そんなにひどくないなと思われるような物件でなければ難しいのかな

というところがございますし、あとは後々、例えば矢巾町で起業していただきたいとか、商

店を構えたいとかという方であれば、商店とか、こういったことも考えられるのかなという

ふうに考えているところでございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） その方のニーズに合わせてということである程度あるかなと思うの

ですけれども、古民家に関して言えば、恐らく西部地域とか、いわゆる独り身になったとこ

ろとかにアプローチする方法も有効的ではないかなと思いまして、そういった掘り起こしと

いうことを進めていくという答弁がありましたので、そのアプローチの仕方について、どう

いったことを考えているのか伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えいたします。 

  ワーケーションも悪くないと思うのですけれども、昨日、おととい、いろんな議員さんか

らご質問等があって、地域の活性化もしたいというふうな考えもあろうかと思います。そし

て、町が介入しなくても地域を活性する方法というのはあろうかと思うのです。例えば私先

日研修に行った際に、大学生の長期休みの際の旅行と、あとは日雇いアルバイト的なものを

組み合わせた、例えば事業者、農家なら農家さんでもいいのですが、そういった方と学生を

マッチングして、学生に限りません、これは我々のような年代の方でもいいそうですけれど

も、そういった方をマッチングして、例えば農業であれば、田植えとか収穫の時期だけでな

くて、ふだんの草刈りとか除草とか、そういったのも含めてマッチングしている企業という
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のがあるというのを私も先日知りまして、このマッチングに関しては、企業は非常に、マッ

チング率100％に近いというふうな実績を持っているということでした。 

  ですので、例えば農家さんであれば、寝床とその働いた分の報酬を用意していただくと、

そしてあとはマッチング企業には25％ほどの報酬を払っていただければいいというふうな

形で、町が介入しなくても各事業者さんの方が独自に取り組める方法ではないかと考えます。

そして、それが将来的に関係人口につながっていくというふうなこともあろうかと思います

ので、こういったところを農協さんとか商工会さんと連携して広報していくというのも一つ

の手段なのかなというふうに考えるところでございます。 

  以上、お答えさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） そういった企業さんとかを使っていくのは、私も有効的な手段とし

て捉えていまして、ただ実際に動いていく際に、仮にマッチングできて、そういった場所が

できて拠点ができましたといった際に、行政が主体で動いてしまうと、いつか事業費がなく

なってしまった際に、せっかくつくったところが続かないというところが結構先進的な事例

であったりしまして、有効的な手段としてＮＰＯなどの第三セクターへ行政が支援をすると

いう形が有効的ではないかなと思うのですけれども、町内にそういった動きをしているＮＰ

Ｏ等は、あれば何社ぐらいあるのか、またはどういった活動を行っているのか、ちょっと簡

潔に教えていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 事業といたしましては、カダルさんがそれに当たるかと思い

ます。 

  お答えさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 面積も小さい町ですし、１か所というのは、選択と集中がしやすい

のかなという利点もあるかと思います。移住定住促進に関して、県でも補助メニューを出し

ていまして、もうこれは締め切ってしまったのですけれども、令和５年度移住促進事業費補

助金などを、県がメニューを出していまして、県内全域にそういったＮＰＯ団体が交付を受

けられる事業補助金があったのですけれども、この補助金の検討やカダルさんに提案等はあ

ったかどうかを教えていただきたいです。 
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〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 我々も県と一緒にですが、移住支援促進事業に関しては広報

しているところでありまして、ご利用いただく方は、ちょっと矢巾町にはなかったわけです

けれども、周知のほうはしております。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 利用いただける方がなかったというのは、そこはしようがないかな

と思うのですけれども、引き続きの周知と提案等は、カダルさんをはじめ様々な方が地域お

こし協力隊とかで入ってきているので、いろんな人材を確保して、この目的としては、やは

り企業とかのワーケーションを呼び込むことによっての、当局お答えのとおり、地域の活性

化、担い手不足とか、そういったところにつながっていくのが目指す姿かなと思いますので、

引き続きの積極的な支援をお願いしたいと思います。 

  ３点目の再質問に移らせていただきたいと思います。メタバース、いわゆる仮想空間への

アプローチと、その活用というところなのですが、取組の内容を検討するとあったのですが、

やはりこれにはかなり専門的な知識がある人材がいないと、どうにもこうにも展開できない

のかなと思いまして、具体的に人、物、そしてお金、その観点をどのように確保していくか、

分かる範囲でいいので、見解を伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 議員おっしゃるとおりでございまして、現在町の中でそうい

った専門性、知識を保有している方というのがちょっといないのではないかというふうに考

えてございます。なので、すぐメタバースの世界にというのは、なかなか難しいのかなと思

っているのが本音でございます。今後ちょっとそちらのほうも検討を進めて、あとは予算の

問題もまずございますので、そういったところを総合的に勘案しまして、できるのであれば

進めていきたいというふうに考えます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） やはり専門的な知識ですので、いるところといないところとあるの

ですけれども、産技短などもある矢巾町なので、そういったところから人材を育成するとい

う観点も視野に入れながら進めていく方向性が有効的ではないかなと考えております。 
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  それで、予算に関してなのですけれども、これは国が進めているSociety5.0というふうな

事業もありまして、これに関する事業補助金も結構な額で出たりしているので、そういった

ところも視野に入れながら、お金のほうは予算組ができるのではないかなと考えておりまし

た。 

  それで、メタバースというあまり日常には落とし込めていない状況でありますけれども、

目指す方向として、あらゆる方面に本町と関わりを持つ機会を増やすツールだと考えており

ます。総務省の見解によりますと、今後メタバース市場は、技術の進展等サービスの開発に

よって、メタバースの世界市場は2021年に４兆2,640億円だったものが約７年後、2030年に

は78兆8,705億円まで拡大すると総務省の見解も出ております。やはりこれから大きくなる

市場に行政としてもアプローチしていくような取組を今から進めていかないと、後手後手に

回ってしまって取り残されてしまう感覚があります。インターネット等の普及によって、都

市部と地方の情報格差もなくなったことですし、ＩＴ人材の積極的な獲得と育成を含めたこ

ういったメタバース事業の積極的な導入ができないか、改めて見解を伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  人事サイドとの協議が必要になろうかと思うのですけれども、例えば外部人材の登用がで

きるのかとか、こういったところを含めて将来的に検討していきたいと思ってございますの

で、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） まずは、伝書鳩のような、それにたけた人材を探してもらい、地場

でそういった産業が回り出すところまで支援できれば、あとはその人材の中でよりいいもの

をつくり上げていくのかなと考えております。積極的な取組を期待いたしております。 

  ４点目の質問の再質問に移りたいと思います。インバウンド需要を見込んだスマホ決済に

ついてなのですが、やはりペイペイなどの還元とかによって、かなり導入が促進したなとい

う肌感覚もあります。それで、国内では30％程度の普及率、海外に比べると、やはり日本は

後れを取っているのですけれども、インバウンド決済を導入する目的は、やはり町内の地場

産品を海外に売り込む目的が一番妥当というか、その方向性でこれを導入していくというふ

うな位置づけがいいのかなと思っております。やはり町内の特産品である米とかを海外の人

が気軽に来て、気軽にお金を払ってもらえるような体制を行政で進めていく必要があると思
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うのですけれども、187事業所で導入が進んだとあるのですけれども、大体それは町内で何

割の導入実績になったのか伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほど横澤議員のほうからペイペイのお話がございましたけ

れども、キャッシュレス決済につきましては、いろんな業態がございますので、それを、全

体を押さえることはちょっと困難でございまして、大体半分以上の店舗もしくは事業所では

導入が進んでいるのではないかなというふうに捉えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 普及率なのですけれども、実際の事業所数、令和３年で1,359ほ

どある中での百八十幾つということで、すみません、ちょっと今計算機を持っていないので

すけれども、それくらいの割合と、18％くらいですか、13.7％ぐらいの普及率でございます。 

  お答えさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 今回のはペイペイの話でしょう。その他もあるから、こっちと見解

が違っているけれども、それはそれでいいのかな。 

  他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 導入しやすいところと、あと手数料などによって導入しにくいとこ

ろがあると思うのですけれども、やはり大きなスーパーとかでは導入はすぐ進むと思うので

すけれども、小さいところ、いわゆる日本の文化が残るスナックとか、ママさんがいるお店

ですとか、そういったところに海外の人たちは多分ほれ込む要素があるのだと思いますので、

そういったところへの支援と導入をそっちの方向に進めていく必要があるのではないかと

思うのですけれども、その選択とかはどうなっているのか伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、横澤議員の１問目の質問、人が集いつ

ながっていくまちづくりと、これは本町にとっても、これから大事なことでございまして、

今日大きく４つお話があったわけですが、まず１つは関係人口、ワーケーション、メタバー

スと、そして決済システムと。これどれ一つ取っても、横澤議員が質問したこれから人が集

いつながるまちづくりにとっては欠かせない要素です。だからこそ、このことにはやっぱり

しっかり取り組んでいかなければならないということで。いずれ本町としても、今民間企業

が本当に先導的な役割を果たしてどんどん進めておるわけです。いろんなデジタルとかグリ
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ーン、いろんなトランスフォーメーションで取り組んでおるわけですが、そういったことを

一つ一つ形にして見える化していくこと。 

  この間国民保養センターで、平成25年８月９日に被災して、リニューアル10周年のイベン

トをやったのです。そうしたら、あそこに来る方はお年寄りさんたちが多いから、入浴料を

現金でほとんどやるのかなと。私もあそこの脇で、いらっしゃいませをやってみている中で、

今決済もスマホをかざして、お年寄りさんたち、そのとき私恥ずかしい思いをしたのです。

今あそこに来る保養センターに来る方々も、お金ではなく、そういった決済システムをもう

やっていると。だから、ある意味では、自治体が遅れているなと。そういったことで、あと

はメタバースとか何か、さっき文化スポーツ課長に答弁しろと言ったのですが、いわゆる「今

徳丹城に行ったって何もないじゃ」と、こう言われるわけです。だったら仮想空間で、昔は

こうだったということを見える化したら、人はどんどん来る。特に若者がそういうものに非

常に関心を持って来ると思うのです。 

  あと関係人口のこれから、定義はないということですが、先ほどいろいろなご指摘いただ

いたことも踏まえながら矢巾町との関係上。 

  あとは、ワーケーションはご存じのとおり、ワークとバケーションの組合せ、だからそう

いう移住定住したいなという町を、そういうところないから、まず何もないのだと、ワーケ

ーションも何もないのだということでは前に進まない。だから、今のところ返礼品もだし、

地場産品も、今まさに世界に発信できるような、そういうものをみんなでつくり上げていか

なければならない。 

  だから、今日私、この４つのキーワード、非常にいいご質問をいただいたということで、

これからのまちづくりの、例えば町へのつながりとか、町としてのこだわり、これをこの４

つを大きな柱にして、これから考えていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ないです」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは、ちょうど区切りがいいので、暫時休憩といたします。 

  再開を11時15分といたします。 

              午前１１時０５分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１５分 再開 
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〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     発言の訂正 

〇議長（廣田清実議員） 先ほどの答弁の中で、ちょっと訂正があるということで浅沼上下水

道課長から申出がありましたので、それを許します。 

  浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） 木村議員さんの質問の中で、東部系と西部系を結ぶ連絡管の

場所ということについて一部修正をさせていただきたいと思います。 

  答弁の中で赤林、南矢幅、白沢の３か所というふうに答えておりました。そこは、下矢次

地区、南矢幅、白沢地区、この３か所ということで修正させていただきたいと思います。大

変申し訳ありませんでした。 

〇議長（廣田清実議員） 木村議員さん、よろしくお願いします。そういうことで訂正があり

ましたので。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） ２問目の質問に移らせていただきたいと思います。 

  質問２、インクルーシブなまちづくりの実現に向けて。町長、教育長へ伺います。 

  令和５年度の施政方針の重点的に取り組む５項目のうち、１つ目に「共生で輝くいのちを

守る取り組み」とあり、インクルーシブな考え方がこの取組の根底にあると考えます。国の

施策でも今年度障害者総合支援基本法等の改正が行われ、障害者が地域で安心して暮らして

いけるような環境づくりが求められています。 

  インクルーシブなまちづくりの実現には、障がい当事者の自立と健常者の意識改革が必要

であり、障がいのある方が社会に出やすい環境を町としても進めていく必要があると考えま

す。ここ数年でスポーツ、ｅスポーツ、アートなど、障がいがある、なしにかかわらず、様

々な分野で社会や地域で活躍できる環境も整ってきています。そこで、インクルーシブなま

ちづくりの実現に向けて、以下伺います。 

  １点目、支援学校に通う子どもたちや何らかの障がいを抱える方を対象に、役場庁舎内の

掃除業務等の職業体験はできないか。 

  ２点目、医療的ケアが必要な方や重度心身障がいのある方の社会進出の一つのツールとし
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てｅスポーツの活用が考えられる。障がいのある人もない人も同じ土壌で切磋琢磨できるす

ばらしいツールだと考えますが、インクルーシブなまちづくりの一環として、まちづくり出

前講座などに活用する考えはないか伺います。 

  ３点目、既に障がいを持つ方でもｅスポーツの世界で活躍している方もおります。小中学

校においてもインクルーシブ教育の一環として、これらの方を招き、児童生徒との交流の場

を設けてはどうでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） インクルーシブなまちづくりの実現に向けてのご質問にお答えをいた

します。 

  １点目についてですが、支援学校に通学する生徒につきましては、学校の進路指導の先生

方が調整を図り、一般企業での職業体験を実施しているところであります。また、支援学校

に通学される方以外の方で障がいをお持ちの方につきましては、県立産業技術短期大学校な

どの職業訓練施設やハローワークが相談窓口となり、就労を目的とした職業訓練等を実施し

ているところであります。 

  本町といたしましては、支援学校やハローワークから職業体験の依頼があった際は、役場

庁舎内の清掃業務を含め、障がい者の自立や社会参加への支援につながるように対応してま

いります。 

  ２点目については、一般的にｅスポーツは、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ

全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、そしてビデオゲームを使った対戦をスポー

ツ競技として捉える名称とされ、全国的にもｅスポーツを活用し、世代、地域の交流を目的

とした地域づくりに取り組んでいる例もあり、子どもから高齢者、障がいのある人も、ない

人も、全て幅広く親しみやすいツールであると考えております。 

  本町では、平成31年にスポーツのまち宣言を行い、健康長寿のまちづくりに取り組んでお

り、障がい者スポーツのイベントも開催しておりますが、現時点でｅスポーツへの取組はご

ざいませんが、まちづくり出前講座等の活用を含め検討してまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、インクルーシブなまちづくりの実現に向けてのご質問に
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お答えいたします。 

  ３点目についてですが、インクルーシブ教育の目的は、障がい者と児童生徒との交流を通

し、お互いの存在を理解し合い、学習活動に参加している実感、達成感を持ちながら、生き

る力を身につけることであり、ｅスポーツに携わる障がい者との交流も、この目的にかなっ

ているものと捉えております。 

  現在学校には、環境教育、復興教育、金融教育、主権者教育など、様々な教育が求められ

ております。学校の教育課程の編成権は校長にありますので、教育委員会としては、今回い

ただいたご提案を校長会議などを通じて学校へ情報提供をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） １点目の質問についての再質問をいたします。 

  答弁にありました支援学校やハローワークから職業体験の依頼があった際は検討するとい

うふうな答弁の内容でしたが、これはこういったロジックというか、ルートが確立されてい

るので、こういういわゆる町の姿勢と思うのですけれども、こういったことになっているの

か、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  各支援学校というか、矢巾町もその支援学校の就労関係の連絡会議がありまして、そちら

のほうに出席しているところでございます。その中で、そういったことも希望があるのであ

れば対応するということでの答弁でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） そういった座談会のような会議で出席もされているということであ

れば、私はなぜこの庁舎内でというところに質問を組み込んだかというと、やはり質問にも

あったとおり、自立と共生には当事者以外の意識改革が必要でありまして、福祉のまち宣言

をしている矢巾町の庁舎内で、中心からそういった障がい者と、いわゆる人生の先輩方、お

じいちゃん、おばあちゃんとの交流をしながら、経済活動を営んでいく姿を発信していく必

要があるのではないかと思いまして、この質問に至ったところであります。 
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  ぜひともその会議とか、いわゆる積極的な取組をできないか、働きかけをして向こうがイ

エスと言わないのならば、それは仕方がないと思うのですけれども、ぜひ庁舎内での検討を

お願いしたいと思うのですけれども、もう一度その検討について伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  現在職場体験ということで、支援学校以外の例えば中学校とか、高等学校とかというのも

実際に受入れしておりますので、支援学校の生徒さん方につきましても、そういったご要望

があれば、我々も積極的に対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 積極的な要望活動ということでお願い申し上げまして、次に２点目

についてですけれども、ｅスポーツを出前講座にできないかという点なのですけれども、こ

れはやり方、出前講座を検討する際に気をつけないといけない点があると思っております。

やはりｅスポーツというのは、まだまだ歴史が浅いものでありまして、ゲーム機器を活用す

ることから、しょせんゲームでしょうという議論になってしまうと、いいものも悪い方向に

なってしまうような流れもあります。やはりそこで活躍している、いわゆる障がいを持つ人

とかも、社会にはあまり出られないのだけれども、家の中でそういうところを通して社会参

加をしている人たちの阻害になってしまうことがないような心がけを検討の際に行う必要

があると思いまして、やはり出前講座を検討する際に、大体大きく分けて３つの方向性があ

ると考えております。 

  まずは、一般的な子どもたちとか、はやっているゲームソフトなどを対象にした出前講座、

２点目は、もう障がい者スポーツという名目でそういった方を対象に、そういった方がいる

のだよということを対象にするような検討の仕方、３点目が、もう分け隔たりなくユニバー

サルスポーツだというふうな認識でアピール、ＰＲしていくような検討の仕方、これがある

と思うのですけれども、どういった検討をしていくのか、答弁をお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  まずｅスポーツ、そのとおり普及がどんどん進んでいる中で、本町といたしましては、ま

だまだその普及率が少ないというふうなところも認識してございます。町職員もそうですけ

れども、まずｅスポーツに対してのノウハウの取得、これが初めかなというふうに思ってお
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ります。 

  先般９月23日の岩手日報に紫波町の高水寺に在住している方が、その方は電動車椅子です

けれども、この方は自ら顎でスティックを押しながらゲーム対戦を行うとかという方ですけ

れども、この方はプロデュースもやっておりまして、大規模なバリアフリーイベントという

ことで９月23日、24日に八幡平市で大きなイベントを開催している実績もございます。そう

いった方、この方などを含めて、まず勉強会、講習会を開きたいなというふうに思ってござ

います。 

  そういった際に、町職員あるいは町民、そういった皆さんもそうですし、高齢者としまし

ては青松学園、うちのほうにもありますので、そういったところでこういった方のお話を聞

いて、まずｅスポーツのスキルを身につけたいなというところを最初にし、そして出前講座、

そういった方向で展開していければなというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと補聴器だけれども、聞こえないか、もしくはちゃんとマイ

クに向けて、立てないで、みんな、何か後ろのほう聞こえないような感じがしますので、ち

ょっと全体的に音を上げることはできないみたいなので、元気よくいきましょう。 

  他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 大変理解ある答弁で、まずは学習からということで、共通の認識を

持った上で進める丁寧な進め方をしていただきたいと思っております。 

  それで、ｅスポーツの価値は、町長からの答弁にもあったように、世代、性別、障がいの

有無に関係なく、同じフィールドで参加できる部分にあると考えております。矢巾町第７次

総合計画後期計画の第１章に、健やかな生活を守るまちづくりに関してもバリアフリー化と

当事者との交流、ふれあいの推進と明記されております。この計画の推進と、さらにその先

にある共生社会の実現のためには、様々な立場の人が自立し、しっかりと経済活動を行える

土壌づくりが必要だと考えております。 

  この観点から考えると、このｅスポーツというのは、どんな立場の方であっても、重度の

障がいがあっても経済活動できるような可能性がある分野であると思います。市場規模を見

てみますと、財務省の資料でありますけれども、ｅスポーツ元年と言われている2018年は

48億円だったのにもかかわらず、その３年後には78.4億円に膨れ上がっております。対して

世界のｅスポーツ市場は1,188億円であります。この世界の規模に対して、日本はまだまだ
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6.3％と小さい規模になっていますが、日本は世界的に有名なゲーム機器メーカーがありま

すことから、特に福祉的な分脈でのｅスポーツ市場に注目が世界から集まっております。や

はり国内外問わず、今では複数の企業でｅスポーツのチームを社内に設置したり、それこそ

アスリートとして契約したり、中には障がいをお持ちの方でもプロとして活動している方も

もう既にいらっしゃいます。特にも、この矢巾町におきましては、となん支援学校や医療的

ケア児支援センター、そして医大がありますことから、福祉のまちとスポーツのまちの掛け

算で、スポーツを通じて育て上げられるインクルーシブ、誰もが分け隔たりない社会の実現

に向けてという意味合いでのｅスポーツの普及をお願いしたいと思うのですけれども、改め

て見解を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  現在スポーツ推進計画の改定をしている時期でございまして、このｅスポーツを盛り込む

こと、これは必須というふうに思ってございます。このスポーツ推進計画をつくるに当たっ

て、これからアンケート調査を実施する予定ですので、その中でこういったｅスポーツにつ

いての項目についても触れたいというふうに思ってございます。 

  あと岩手県のｅスポーツ協会というところもございますので、そういったところからのご

指導もいただき、さらにはいずれは中学校の部活動の地域移行を今進めていますけれども、

こういったｅスポーツの競技についても後々は入ってくるのかなというのも想定しており

ますので、そういった点を含めまして、教育委員会あるいは担当課、福祉課サイドとも連携

を取りながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） アンケート調査と、そういったところも含めてというところでかな

り前向きな答弁をいただき、心強く思っております。やはりそういった点に気をつけながら、

誰もが参加しやすい社会を実現していきたいと思っております。 

  ３点目の再質問に移らせていただきたいと思います。教育長の答弁では、かなり理解のあ

る答弁をいただいたと感じております。教育現場において、先ほどの質問ともかぶるのです

けれども、やはり教育現場においてこそ、ｅスポーツがなかなか受け入れられないのではな

いかという説明の仕方について考えておりまして、校長会議での情報提供の際に、しょせん
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ゲームでしょうというような議論にならないような情報提供を心がけてほしいのですが、こ

ういった点から、教育委員会としてｅスポーツをどのように捉えているのか伺いたいと思い

ます。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  ｅスポーツに対する見解でございますが、まず今町内小中学校におきましては、特別支援

学校の児童生徒さん方が交流席というものを利用して小中学生とともに共同学習を通じて

交流の機会を持っているということがございます。その中に、今議員ご案内のｅスポーツ、

そういったものも、お互いの理解というふうなための交流のツールの一つとして十分活用が

できるものではないかなというふうに、今お話を伺いながら感じたところでございます。幸

いといいますか、今１人１台端末が子どもたちに配付になってございます。それも一つ追い

風と感じているところでございます。 

  また、ｅスポーツ、ＩＴ端末、ＩＣＴ端末を使うということにつきましては、障がいのあ

る方、有する方々にとっても、その後のキャリアの部分においても非常に有効なツールであ

るというふうな思いも持ってございますので、ぜひタブレットの活用の検討も含めてｅスポ

ーツ、学校のほうで交流のツールの一つとしていかがでしょうかというふうな形で学校のほ

うには情報提供をしたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） １人１台端末も追い風になっているという認識で私も同じような認

識でおりました。それで、特に障がいのある方がｅスポーツをする際に、やはりそこには人

の関わりがあります。例えば顎しか動かない方が顎でコントローラーを動かすこともありま

して、そういった方には、いわゆるＯＴ、作業療法士などが支援について、その方がプレー

しやすいようにセッティングを出すのです。そして、その方がプレーして勝つと、みんなで

喜ぶような、これはまさしくこのスポーツでしか味わえない体験、それは成功体験で、子ど

もたちにとっても、こういった次につながる夢や希望を追いかけられるエネルギーになるの

ではないかと認識しております。 

  インクルーシブな社会の実現に向けて、やはりそれぞれが持ち場、持ち場で小さい活動を

行っていく必要があると考えておりまして、中でもやはり次の時代をつくっていく子どもた
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ちにこそ、こういった教育と、やはり机の上だけでは分からない実体験から学べるものがそ

こにはあると考えております。そして、その多様性を尊重する次の時代を生きる力を身につ

けるためにも、やはり先ほど教育次長からの答弁にもありましたとおり、１人１台端末を使

ってみんなが平等に学べる環境とか、そういった実際にいろんな人が関わって、それを競技

している人を支えるとか、そういった現場を見ることこそが大切だと考えておりまして、ぜ

ひともまず情報提供ということなので、情報提供する際にも、むしろそこにそういった方を

お呼びするのもいいのかなというふうに今思いまして、そういったことも含めまして、どう

いう考えなのかの見解を伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

  インクルーシブ教育という部分は、教育の世界においては、もう10年以上前から行われて

いるもので、全ての先生方がこのことについて知っていると言っても過言ではないというふ

うに捉えております。その中の一つのいわゆるツールといいますか、交流の一つのアイテム

としてｅスポーツもあると。ただ、そのｅスポーツにつきましては、議員ご案内のとおり、

なかなか表面的な理解にとどまっているケースがいまだ多いというのが現状でもございま

す。 

  先ほどご提示いただいたような例も含めまして、校長会議等で、いや、こういうのもある

ということも含め、ちょっと私どもも勉強しながら伝えてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

  以上、答弁といたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） ３問目の質問に移らせていただきます。質問３、持続可能な農政に

ついて。町長から答弁を伺います。 

  ロシアによるウクライナ侵攻等により、日本の食料自給率問題が浮き彫りになりました。

矢巾町は、豊かな田園都市として基幹産業である農業を基盤に発展し、様々な文化を築いて

きました。農業従事者の高齢化、後継者不足、生産コストの高騰が話題となる中で、水田活

用交付金の見直し等による地方の集落営農や家族経営体の農家のこれから先のビジョンが
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見えづらい現状があります。そこで、持続可能な農政について、以下伺います。 

  １点目、畑地化促進事業の周知は、どのように行っているか。 

  ２点目、畑地化促進事業を利用し、畑地化を進める上で転換作物等の収益力強化、また持

続的な作付に向けて矢巾町としてどのような取組を行っていくのか。 

  ３点目、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和５年４月から地域計画が定められ、

目標地図の策定が進んでいると思うが、現在の状況を伺います。 

  ４点目、生産コストが高騰しているのに対し、それに見合った売値の価格転嫁ができない

状況にあります。肥料等の生産コストに対する支援も継続しつつ、価格転嫁しやすい環境づ

くりを進めていく必要があると考えますが、その見解を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 持続可能な農政についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、矢巾町農業再生支援協議会におきましては、本年２月に農業者の

方々へ要望調査を行い、その後も事業概要に関する資料を各農家組合や農家組合長会議等に

おいて配付をさせていただき、周知を図ったところであります。また、今後の事業説明会に

おきましても、さらに周知に努めることとしております。 

  ２点目についてですが、収益力の点におきましては、高収益野菜、花卉、加工用野菜、長

期的な作付の点におきましては、小麦や大豆、飼料作物などの畑作物が適しておりますこと

から、農業者個人はもとより、地域全体の将来的な作付計画を基に畑地化促進事業を活用す

ることが必要と捉えております。 

  畑地化促進事業につきましては、制度自体の要件も多く、畑地化促進事業を活用して、水

田を畑地化する以外にも水田収益力強化ビジョンのメニューを選択することも可能である

ことから、どの事業を選択することが農業者にとってよりよい方法であるか、農業再生支援

協議会として積極的な情報収集と丁寧な説明に努めてまいります。 

  また、畑地化促進事業における定着促進支援金が畑地化実施後５年間の交付に限定された

条件となることから、持続的な作付に向け、国に対して支援期間を延長するよう働きかけを

行ってまいります。 

  ３点目についてですが、令和７年３月末までに町内各地区において地域計画を策定する必

要がありますが、現在の状況といたしましては、昨年度に全31地区で実施をいたしました説

明会を踏まえ、本年12月から来年３月にかけ農業委員会とともに順次地域計画策定に係る地
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域主体の意見交換会を実施する予定であり、令和７年３月末の持続可能な農業経営を目指す

目標地図を含めた地域計画の策定に向け、関係機関と連携を図りつつ、引き続き各地区にお

いて、農業者の方々と話合いを重ねてまいります。 

  ４点目についてですが、議員ご承知のとおり、本町では物価高騰対策といたしまして、畜

産農家及び町内農業者への経費の掛かり増しに対する補助、肥料高騰に係る補助を行ってき

たところでありますが、農業を取り巻く環境に明るい兆しを見いだせない状況が続いており

ます。現在国において食料・農業・農村基本法の見直しを行っており、新聞報道によります

と、政策展開のポイントとして、食料安全保障の強化、農産物の輸出促進、農林業のグリー

ン化、スマート農業について議論が交わされておりますが、中でも食料安全保障の強化にお

ける国内産の麦、大豆の生産拡大のほか、適正な価格転嫁を進めるための仕組みの創設につ

いて、国から見解が示される見通しでありますことから、今後の情勢をしっかりと注視をし

てまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） １点目の質問に対しての再質問をいたしたいと思います。 

  現時点での畑地化促進事業の希望者は何名なのか、簡潔にお答えいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 最初の申請者につきましては、88名で435筆、面積にして41ヘ

クタールとなってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 何となくですけれども、少し少ないような、少ないというか、もう

少しあってもいいのではないのかなと思うのですけれども、やはりそこにはどういった、水

田の収益力強化ビジョンもあるということで、そういったところとの整合性でそちらを選ぶ

方がいるのか、それとも先日の藤原信悦議員の一般質問でありましたとおり、農業従事者の

高齢化によって、次の新しいチャレンジ、それができづらいのも課題の一つなのか、そうい

ったところの現場感を教えていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 国の事業が目まぐるしく変化していく中で、やはり農業者の
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方々も今回の畑地化促進事業についても、なかなか理解が進んでいない部分が正直あるかと

思います。この辺につきましては、町としても丁寧に説明を加えながら、何とか農業者にと

って一番有利な、要は支援の方法を見いだしていただいて、継続して農業を営むような形に

進めば、矢巾型農業につながるのかなというふうに感じてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） 答弁にもありましたとおり、畑地化促進事業の国からの支援金が５

年間というところも、やはり矢巾町の現状とは少しマッチングしていないなというところも

ありますので、粘り強く食料生産の町から働きかけを行っていただきたいという点もありま

す。 

  それで、３点目の再質問に移りたいと思うのですけれども、持続可能な農業経営を目指す

地域計画の策定ということが進んでいると思いますが、この目標地図というのは、やはり

10年後を想定してつくるものであると認識しております。高齢化する中で10年後、その地図

を策定した上で、そこを実際に管理するところまで考えられているのかどうか、そこら辺を

伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話があった目標地図につきましては、それこそ絵空事の

地図にならないように、しっかり管理、もともとは集積、集約というのが、この目標地図の

趣旨でございますので、最終的には管理がしっかり及ぶように、そこはこちらとしても皆さ

んと協議を進めながら行っていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） やはりつくったままだけでは、その労力の無駄というのですか、そ

ういうことになり得ることもありますので、留意しながら持続的な農業の発展に私も努めて

まいりたいと思っております。それに関してなのですけれども、農地の集積というところに

関して、これは管轄は農業委員会になるかと思うのですけれども、地域計画策定に関わる地

域主体の意見交換会の実施等も答弁がありました。その中でも11月26日に農地相談会が行わ

れたと思うのですけれども、そのときの状況をお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 
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  この農地相談会は、当日10組の方が参加されまして、主にやっぱり貸借関係であるとか、

相続関係の相談が多かったです。ただ、農地集積の関係も、例えば後継者、就農の関係にし

ますと、現在町内で５反歩に満たない農地で農業経営をしているけれども、これから規模拡

大をしていきたい、そのための手続はどうしたらいいかというような相談がございました。 

  あとは、相談会のほうで、現在自分が今お勤めで農業ができなくて、農地を全部貸してい

るけれども、退職後にそれをまた活用して農業経営をしていきたいというようなご相談があ

りまして、それぞれ農業委員さんが助言しながら、手続等必要なものについては、農業委員

会の事務局のほうからご案内したところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） そういった出向いて相談を受けて、つなげるという活動を地道に続

けていくことも、担い手とか将来を見据える活動になるのかなと思い、継続的なそういった

開催を求めます。 

  ４点目に移らせていただきます。この価格転嫁の問題こそが農業の担い手の根幹にあるか

なと私は認識しております。やはり家庭菜園とかがはやり出して、農業体験も多分ある程度

親子での参加とかも、先日の答弁でもありましたとおりあるという話を聞きます。そのもの

とか、農作物を作ることが好きな人は、一定数潜在的には存在しているにもかかわらず、や

はり農業となると、それで生活が成り立たないとやらない、そこにそもそもの国の農業の政

策の欠点というか、そういうのがあるのかなというふうなことも考えておりまして、やはり

本町として、答弁にもありましたとおり、新聞情報とかに農産物の輸出の促進とかスマート

農業等の情報もありました、そういったものは直接価格転嫁に関して有効的な政策展開の一

つだと考えますが、本町としての政策展開についての見解をお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） やはり価格転嫁につきましては、町としても、なかなか一町

村だけでは、どうしてもこういった転嫁するというのは非常に難しいところでございます。

国あるいは県に対して、これについてはシステムとして確立できないかということで国、県

のほうに要望を出してございます。 

  あと輸出の話ございました。今円安の時点で、輸出というのはなかなか厳しい状況ではご

ざいますけれども、一番なのは、輸出というのも十分重要なカテゴリーではございますけれ
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ども、やはり国内の自給率をいかに上げていくかということが今求められているところでご

ざいますので、その辺はいろんな作物ございます。基本は水稲にはなるかと思いますけれど

も、そういったものも含めて自給率を少しでも上げられるように、町としても農業者のほう

に訴えかけていきたいなというふうに思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 価格転嫁は、矢巾町だけでどうするという問題ではないので、そこ

ら辺を考えて質問をお願いします。 

  他に再質問ありますか。 

  横澤駿一議員。 

〇３番（横澤駿一議員） やはり先ほど答弁にもありましたとおり、価格転嫁は、日本全体の

スタグフレーションが原因になっておりまして、デフレマインドといいますか、食べ物は常

に食べられて安いものだというふうな認識が根本にあるのかなというふうなことを思って

おります。ですが、農業を取り巻く食料生産の現場は、とてもコスト高騰によって今までと

は全く違う環境に置いておられます。やはり価格というところに関しては、もともと基本の

考え方として需要と供給というものがありますが、それ以前に消費者と生産者の合意の上で

形成されるものであります。やはりこれぐらいの労力でこれぐらいのコストをかけて食料を

作る、そしてこの値段で売っているけれども、実際は全然蓄えにならないのだよというふう

なことを自治体間で、小さい単位で取り組んでいけば、そういった意識の改革が始まって、

やはりいいものはいい値段で買わないと、いずれは生産者がいなくなって、スーパーに食べ

物がなくなってしまったときに気づいてからではもう遅い、そういったことにつながりかね

ないので、そういった取組は、ＳＮＳとか町の広報紙でも毎月配られるので、やはり状況、

状況によって変わる肥料の値段とか、今月はこれぐらい上がったので、農業者の方々の負担

がこれぐらい増えています、なのでこの値段で売らないと、もう成り立たないのが現状です

けれども、頑張ってこの値段で出していますのような、こういった説明をしていくことは、

行政としてもできるのではないかと思うのですが、これを最後の質問にしたいと思うのです

が、町長に農業を取り巻く環境を含めて伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきます。 

  今回のご質問は、持続可能な農政、これは表看板なのです。本当は農業者の思いは、もう

かる農業、魅力のある農業なのです。ところが、今私ら市町村も含めて農家の実態をしっか

り把握してサポートしているかというと、特にも今国では、食料・農業・農村基本法、そし
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て今食料安全保障のいろんな話が出ている。食料自給率38％で、戦争はあってはならないこ

とだし、日本が巻き込まれることがあるかもしれません。そのときに、今の食料自給率38％

で国民の皆さんの食料を賄えるかなと思うのです。賄うことはできないのです。 

  今日ご質問の中に、畑地化促進事業、国は５年でやれと、畑地化の、今日は一番最後に、

再質問のところにもあったのですが、畑地化というのは、ご存じのとおり田んぼも肥料は必

要とするのですが、畑こそ良質な堆肥というか。だから昔は、畑作に力を入れて耕畜連携な

のです。うちには馬とか、牛とか、豚とか飼って。だから私に言わせていただければ、まさ

に真逆なことを今やっているのではないのかなと思うのです。 

  そこで、今そういうことを議論しても前には進まないわけですので、本当に畑地化をやる

のであれば、５年ではできません。これはもうご存じのとおり、昭和45年に減反にまず入っ

たのですが、そのくらい半世紀またかけて畑地化に戻すぐらいのお考えがなければ、私は畑

地化は絶対失敗すると思うのです。だから、農家の方々が本当に一番末端で、まさに猫の目

農政です。このことで辟易としておると思うのです。 

  そこで、本町としてもそういうことを考えた場合、県とか国の批判ばかりしているわけに

はいかないわけですので、畑地化するのであれば、私はいつも言っているのですが、例えば

土壌診断をやったり、どういう肥料をあれしたら、どういう作物、みんな各農家で単品でや

るのではなく、矢巾町としてはジャガイモをやるとか、タマネギをやるとか、サツマイモを

やるとか、そういう方向性を、高収益につながる転換作物を矢巾町、できれば広域、県で。 

  この間もたまたま県北で、民間の組織が応援して魅力ある農業にお手伝いすると、県北の

５つの市と町、市町村に。だから、本町でもそういうことを魅力のある農業、もうかる農業

をみんなで、そして、農業委員会だけの農業委員にだけ任せる、農協に任せるというのでは

なく、やっぱり自治体そのものも動かなければならないのです。だから、私あんまりこうい

うことは言いたくないのですが、農協の組合長が背広を着てあれしているのではなく、長靴

履いて、作業服着て、後ろに手拭い下げて、帽子をかぶって、そしていわゆる営農でもうけ

たあれで共済とか貯金、今逆なわけです。共済とか貯金するために年金のお金をあれしたり

している。だから、真逆なこと、だから行政もそうだと思うのです。だから、これは市町村

とか、農協とか、ＮＯＳＡＩとか、または水土里ネットだけではなく、今こそみんなで知恵

を出し合って、魅力のある、そしてもうかる農業を考えていきませんか、みんなで力を合わ

せて頑張っていきましょう。 

  お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で３番、横澤駿一議員の質問を終わります。 

  ここで昼食のための休憩に入ります。 

  再開を13時、午後１時といたします。よろしくお願いいたします。 

              午前１１時５９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  この時間から中川農業委員会会長が出席しておりますので、お知らせいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     発言の申出 

〇議長（廣田清実議員） それから、ここで高橋町長より発言の申出がありましたので、これ

を許します。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 先ほど横澤駿一議員の質問の３点目で持続可能な農政の中で、私の答

弁にちょっと舌足らずなところがあって、いわゆる農協の組合長は背広というのは、私の兄

が生存中、農協の組合長をやっていたときのやり取りで、それこそ皆さん、今農協の組合長

さん、みんな立派な方々なので、兄とのやり取りの中のお話なので、ここだけは誤解してい

ただかないように、ご理解いただきたいと思います。ありがとうございます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） びっくりしました、申出があったので。 

  それでは次に、８番、小川文子議員の一般質問を受けます。 

  小川文子議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （８番 小川文子議員 登壇） 

〇８番（小川文子議員） 議席番号８番、日本共産党の小川文子でございます。 

  質問に入る前に、一言申し述べさせていただきます。10月７日にハマスの攻撃に始まりま

した今回のパレスチナガザ地区におけるこの戦争は、今朝の報道では、パレスチナガザ地区

では既に１万7,000人の犠牲者が出ているという報道がされております。そのうち、約４割
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が子どもの被害となっております。このような世界の惨事が一刻も早く停戦に結びつくこと

を願っているものでございます。このことをまず最初に述べさせていただきます。 

  それでは、１問目の質問を町長にお願いします。ごみゼロ宣言ができないかについてでご

ざいます。昨今の大洪水、干ばつ、森林火災、海水温の上昇による漁獲高の激減、農産物の

高温被害は、二酸化炭素の排出による地球温暖化の影響であることが誰の目にも明らかにな

ってまいりました。二酸化炭素の排出抑制とごみの減量は、最重要かつ喫緊の課題であるこ

とから、以下お伺いをいたします。 

  １問目、ごみのリサイクルを進めるためにも家庭系、事業系ともにプラスチック、容器包

装、硬質プラスチックのさらなるリサイクルを進められないか。 

  ２点目、町民の理解と協力を得るために、温暖化防止、ごみ減量化を対象としたシンポジ

ウム等は開催できないか。 

  ３点目、本町の令和３年度のリサイクル率は19.3％でありますが、さらなるリサイクル率

の向上に向けて目標値をどのように設定しているのか伺います。 

  ４番目、町民へ強いメッセージを発し、ごみのリサイクル、これをまちづくりの柱とする

ためにごみゼロ宣言をしてはどうかということでございます。よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ８番、小川文子議員のごみゼロ宣言ができないかについてのご質問に

お答えをいたします。 

  １点目についてですが、家庭から排出されるプラスチックのうち、容器包装プラスチック

につきましては、平成22年８月から分別収集及び資源化を行っており、その量は年々増加傾

向にあります。また、製品プラスチックにつきましては、盛岡広域環境組合が令和14年度を

目指して整備する新ごみ焼却施設の稼働までに関係市町の全域で分別収集及び資源化を実

施することを県央ブロックごみ処理広域化の推進に関する協定書において定めております

が、本町では早期に取り組むことを目指して検討に着手をしております。 

  ２点目についてですが、地球温暖化防止及びごみの減量化は喫緊の課題であり、様々な事

業を展開しているところであります。その取組について町民の皆さんに理解を深めていただ

くため、町広報紙や町ホームページなどの媒体の活用、青空教室の開催、町主催のイベント

等の機会を捉えての周知を図っているところであります。 

  なお、シンポジウムの開催も啓発契機の一環と考えますが、ふだんの生活習慣や既存イベ
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ントで無理なく環境問題に取り組むことにより、行動変容を促すことも有効であると考えて

おりますことから、タイアップして町民の皆さんとともに実施する、またできる方法を現在

検討しているところであります。 

  ３点目についてですが、リサイクル率の将来目標は設定しておりませんが、環境省の一般

廃棄物処理事業実態調査から算出されるリサイクル率は、事業系を含む一般廃棄物に対する

割合となっており、事業所が多い本町では、総体的にリサイクル率が低下する要因となって

おります。このことから、事業系ごみの資源化を推進するため、本年４月から盛岡・紫波地

区環境施設組合清掃センターへの事業系古紙類の搬入規制を行っており、分別した古紙類を

資源回収業者に直接持ち込んでいただいております。 

  ４点目についてですが、宣言のようなメッセージにより発信を行うことも一つの手法と考

えますが、令和４年度施政方針においてゼロ・ウェイストに取り組む旨を示しているところ

であります。２点目でもお答えしたとおり、無理なく町民や事業者の皆さんが取り組みやす

い個別の施策の積み重ねにより、ごみ減量につながる意識の向上を狙って事業を展開してま

いりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 再質問に入る前に、国連の気候変動締約の会議が、ＣＯＰ28が今Ｕ

ＡＥのドバイで開かれた経過がございます。この中で、大変貴重な宣言がなされております

ので、皆さんもご承知だと思いますが、この質問と深く関わっておりますことから、紹介を

させていただきます。 

  この中で、グテーレス事務総長さんは、今本当に温暖化ガス排出を抑制しなければ、世界

は大変なことになるというふうな危惧を表明されております。また、常日頃グテーレス事務

総長は、もう地球温暖化の段階ではないと、地球沸騰化の段階に入っているというような発

言もされております。また、世界気象機関ＷＭＯは、2023年の世界の気温が産業革命以来最

も高い気温となり、そして1.4度上昇する見通しに立ったということを発表いたしました。

2021年のパリ協定では、産業革命以前の1.5度未満に抑えるというパリ協定の内容がござい

ましたけれども、今長期目標が危機に瀕している状況になっているというふうに発言をして

います。そして、このままこの事態が続きますと、世界は死と荒廃をもたらす状況になると

いう警告をしています。そのことを踏まえて質問したいと思います。 
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  また、気象庁も今年９月から11月の平均気温が、今までの最高気温であったことを報告を

しております。いずれ気温を上げるもとが、温暖化のもとがＣＯ２をはじめとする温暖化の

ガスでございますので、この温暖化のガスをいかに抑制するかが喫緊の課題であります。そ

の点において、私は次の質問をしたいと思います。 

  本町は、いち早く紙容器包装に取り組んでおりますけれども、資源として活用もされてお

りますが、事業系ごみの容器包装については、まだ回収をされていない状況でございまして、

みんなみんなできるというわけではないかと思いますが、事業所によっては、たくさん出る

ところもあると思います。そこで、この事業系の紙包装、プラについてもリサイクルにでき

ないかについて、まず伺いたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、事業系のごみでございますけれども、基本的にプラスチックは、産業廃棄物に該当

しますので、我々市町村での処理というよりは、産業廃棄物としてやっぱり事業者さんが取

り組むべきものだと思っております。先ほど町長答弁にもございましたが、事業系の中でも

一般廃棄物と言われるものは、盛岡・紫波地区環境施設組合で処理しているのですけれども、

その中で、やはり古紙類とかが結構多いと、でもこれは資源化できるものだということで今

年の４月から搬入規制を行ったのですが、これによりまして事業者さんは自らあるいは業者

さんにお願いしてなど方法はありますが、資源化をできる業者さんのほうに持ち込んでいた

だいたことによって、これは明らかに数字に現れているのですが、昨年の４月から11月、そ

れから今年の４月から11月までのごみの搬入量を比べてみたら、まず家庭系の可燃ごみ、こ

れは大体３％ぐらい減っていたのです。これに対して、事業系ごみは14％下がっています。

というのは、細かい分析ができているわけではないのですが、これはもう明らかに古紙類の

搬入規制の効果が現れているのだなと思っております。 

  ということで、さらに今年度組合のほうで、ちょっと組合の取組をここでご紹介していい

のかあれなのですけれども、組合のほうでその事業系ごみの組成分析といいますか、抜き打

ちでちょっと点検をしております。そうしたところ、本当に燃やすごみ以外に、先ほど議員

がお話あった包装プラ、こういったのも混入されておりますので、これらを事業所さんのほ

うで分別していただいて適切な処理に回せば、もっとごみの減量というのは可能だと思って

おります。ということで今その点検をして、事業所さんのほうにこういったものはこちらの

組合のほうには搬入しないでくださいという、今は文書でのお願いになりますが、そういっ



  

－ 253 －  

た取組も始めておりますので、いずれ事業系ごみの減量というのは今後も引き続き取り組ん

でまいりたいなと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 家庭も頑張っておりますし、特に本町の場合は事業者が多いという

ことで、家庭と事業系の比率と申しますと、令和３年では事業系が46.5、家庭が53.5という

ことで家庭系のほうが少し上回っておりますけれども、約半分が事業系となっておりますこ

とから、この事業系のごみをいかにリサイクルに回すかが、やはり今後は大事な視点になる

のではないかと思います。廃プラ、紙容器包装についてもぜひ進めてほしいし、硬質プラに

ついても進めていただきたいと思います。 

  そして、質問には出さなかったのですが、さらに分別をする必要があるだろうなと考える

ことから、スチール缶、アルミ缶だけではなく、いわゆる缶詰のブリキ缶も現在ではまずリ

サイクルになっておりませんが、このリサイクルの可能性についてお聞きをしたいと思いま

すが、いかがでしょうか、ちょっと無理ですか。 

〇議長（廣田清実議員） していますよ。 

〇８番（小川文子議員） ああ、そうですか、そこのところをちょっと確認をさせてください。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） 私の認識に間違いがなければ、缶詰の缶はスチール缶で通

常の資源ごみに出していただいて大丈夫なものだと認識しております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） それでは、そのように私の認識がちょっと足りませんでしたので、

さらに、いずれ燃やすごみを減らすことが二酸化炭素の削減に直接つながるわけでございま

して、さらなる分別とリサイクルを進めていただきたいと思って、そのために私たち町民も

頑張らなければならないという思いでございます。 

  そういうことからいきまして、シンポジウムができないかということも質問したわけでご

ざいますけれども、いろんな機会を捉えてやっていただくことは大変いいことだと思います。

私がこれを取り上げたのは、一昨年だと思いますけれども、町が愛媛県の紙おむつも全部ひ

っくるめて発酵させて燃やすごみをゼロにしているという市の取組を紹介をしていただい

た、そのシンポジウムが大変よくて、それがいろいろごみの減量、それから燃やさないでも
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済む方法もあるということを知ることにもなりましたので、そういう機会をつくっていただ

ければ、リサイクル、分別は大変やっかいなことではありますが、それが環境を守ることに

つながるという、そういう意識の向上になるかと思います。 

  視察研修で徳島県の上勝町に７月に行ってまいりまして、私もそこでレクチャーを受けて、

大変理解が深まったと感じております。ここは、リサイクル率がまず８割を超えて、燃やせ

ないのはあと紙おむつなどの衛生用品とゴムだけであるという日本で一番進んでいるので

はないかと思う町でございまして、そこで合同会社パンゲアが視察に来た人たちにいろんな

説明をしてくださっておるのですけれども、高齢者が生き生きと45種類の分別をしておりま

した。そして、町に誇りを持って取り組んでいる、そういう姿が見られましたし、リサイク

ルセンターも廃品、要らなくなった窓枠で造られておりまして、それがモザイクのような模

様になっておりまして、遊び心もあって、非常に感銘を受けてまいりました。 

  そこのパンゲアの理事長さんが葛巻町の森と風のがっこうにいらっしゃった方で、私も葛

巻町がエネルギー自給率100％を成し遂げたときに、上外川の風力発電と、その帰りに森と

風のがっこうに寄ってまいりましたけれども、そこにいらっしゃった方が、そのパンゲアの

理事長として頑張っておられます。 

  そういうところでレクチャーを受けることが大変よかったので、できればその方に矢巾町

に来ていただいて、ぜひその話をしていただきたいななどと思いましたけれども、そういう

人の話を聞くと、本当に理解が深まるという思いでまずやりましたので、町長はむしろ私以

上にそういうことをたくさんご存じでしょうから、ぜひ取り上げていただきたいと思います

ので、その点について、またちょっと再度お答えをお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっともう一回、何を。 

〇８番（小川文子議員） さらに充実させるように、町民にどのように周知させるかについて、

私はシンポジウムというのを取り上げましたけれども、ほかに青空教室とかもあるでしょう

けれども、やはりシンポジウムって大変いいなと思っておりましたので、そこの点をもう一

度お願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えしますが、今実は鹿児島の、議員さん方も行っていらした方、

大崎、町村ではナンバー１、志布志という市もあるのですが、これも市でナンバー１。これ

は私お世話になった盛岡・紫波地区の手法を用いて向こうで花を咲かせたと。原点は、私ら

の組合なのです。だから、何か議員さん方行ったとき随分待遇がよかったと、何か送っても



  

－ 255 －  

もらったと。あそこの町長は、もう分かっているのです。 

  私もどのように化けているのか見に行ったのです。私も本当は、今回町長をやらないで、

ごみの、もうごみで22年２か月お世話になったので、最後はごみに恩返ししたいなと思って

おったのですが、実はこれはやっぱり当局、私が組合におったときは、とにかく集積所に足

を運ぶことです。何をお願いするかを、例えば今集積所に乾電池のみんな、あの発案は私が

やった案です。ところが、あれからまだ変えようとしないです。もうどんどん時代が変わっ

ているわけですから。だからあの当時は、ビールの缶がどんどんごみに出てきたので、それ

に穴を空けて、そして乾電池ボックスに、回収箱にして、そういう発想です。 

  それから、ごみの仕事をやるのは、今私その癖が残って日経新聞、どういう商品開発がさ

れて、私どもが環境施設組合であんまり大型ごみ、いわゆる今は粗大ごみとか、当時言った

のですが、あんまりどぎまぎすることなかったのは、これは何年か後には、もうごみに出て

くると、そういう受入れ対策を考えたのです。だから、商品が容器とか何か、いろんなもの

が出てくるわけです。それがこれが何年後に、何か月後に出てくるか、その受入れ、そうい

うもの。 

  今私紙おむつに挑戦して、今ちょっと中座していたのですが、紙おむつも名前は紙おむつ

なのですが、実際こんなこと、それこそ肌に触るところだけが良質なパルプ材、あとはみん

な廃プラスチックなのです。だから、あれが全部紙だったら、今トンネルコンポストでもや

っているのですけれども、コンポスト化もできるのです。だから、残飯と、今度、ならば紙

おむつを一緒にコンポスト化できないかと、発酵速度が違うのです。だから、発酵速度の違

うもの、だからよくあんまりよその話はしたくない、お隣でも家畜ふん尿と残飯とやって、

結局失敗したわけです、発酵速度が違う。だから、私はもうこれをやるときに、絶対失敗す

るなと。 

  今バイオマス発電で、いわゆる好気性発酵と嫌気性発酵とあるのですが、消化液といって

最後に液が出るのです。この処理が大変なのです。だから、例えば今葛巻なんかでもバイオ

マス、あそこは広い牧野というかあるわけです。そういうところにまず散布できるからいい

のですけれども、矢巾町の場合はなかなか難しいということで、ちょっと前段の話が長くな

ったのですが、今日はごみゼロの町なり宣言できないかと、もう高橋昌造は宣言が大好きだ

からと、恐らく今日はそこを意表をついて小川議員が質問されてきたと思うのです。ただ、

絶対令和14年度には矢巾町が減量化、資源化で、あそこに持っていくごみが一番少ないと言

われる町をつくりたいです。 
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  そして、これは私もあれなのですが、絶対ランニングコストは利用割だと、全部。これい

ろいろな議論もあったのです。利用割にしなければ、みんな真剣にならないのです。持って

いったごみで運転経費を積算するということです。それは、私も絶対もう利用割でなければ

駄目だと、10割、100％、そうするとどこも本気度になるのです。 

  だから、ここです、もう令和14年といっても10年ないです。だから、これは議員さん方も、

私らも一緒になって、本当は私、毎週土曜日、盛岡・紫波地区に行って職員は平日休んでも

らってもいいから、一緒に集積所を歩きたいのです、まず矢巾町の300足らずの。そして、

そこにいろんなものを数値化して、今アプリでどういうごみが出されているとか状況が分か

りますので、そういうものを分析しながらやっていきたいと。 

  だから、今ランニングコストで４億4,000万円、これを１割減らしても4,400万円です。３

割近く減ったら、もう１億円を超えるわけですから、これはみんな税金なのです、補助金も

何もないのですから。だから、これは生かじりではなく、議員さん方も真剣になって一緒に、

そして矢巾町は３市５町で一番、家庭系ごみだけでもまずいいから。 

  それから、事業系ごみは簡単なのです。当たり前にごみ処理手数料を取れば持ってきませ

んから、今半分近く税で負担しているわけです。それをやると、私はやれと言っているので

す。紫波も矢巾も、盛岡、都南地域。ところが、盛岡はなかなか駄目なのです。だから、一

番何も事業系のごみなんか手数料を、かかったくらいの経費を手数料で取れば、持ってきま

せん。だって、高いのですもの。 

  だから、そういう、今日今ちょっと考えたのですが、今ナッジ理論ってあるのですが、ご

みゼロ宣言もいいですけれども、ナッジ理論の考え方からいけば、私は前から言っているの

ですけれども、ごみを出さないために町民の皆さんは分別（ふんべつ）、ごみは分別（ぶん

べつ）、徹底しませんか、一度挑戦してみませんかというキャッチフレーズで私やってみた

いと思うのですが、ごみゼロの宣言の前にナッジ理論で各集積所に、そのとき議員さん方も

ぜひ各行政区の集積所に立っていただければ非常にありがたいです。そうすると、がらり変

わります。 

  だから、質問していただくことはいいのですが、質問されるほうも一緒になって、さっき

のもうかる農業、魅力ある農業ではないのですが、一緒になって考えてみませんか。そして、

令和14年４月には矢巾町はもう一番ごみが少ないのだと、出すのが。そういうふうにしてい

きたい。これは、やればできます。だって、やっている自治体があるのですもの、あとは本

気度です。やる気と根気と、この３つの気だと思います。ごみゼロ宣言はちょっと待ってく
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ださい、それからです。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 町民に対していろいろな方法で理解促進をいただくという町長の姿

勢はよく分かりました。 

  私は、次の再質問にリサイクル率なのですけれども、本町は以前は24％ぐらいだったこと

もありますが、だんだん下がってきて19.3％が令和３年のリサイクル率で、全国平均は約

20％であります。その中で、国も今年、いわゆる基本法改定をしまして、リサイクル率28％

を目指してほしいというような改定もしております。いろんな指針も出しているわけであり

まして、一日の１人当たりのごみは440グラムまでとか、そういう現状目標も出しておりま

すので、やはり本町も頑張ろうという合い言葉も非常にいいと思いますけれども、実際に本

町は、それでは、ではリサイクル率をどこまで上げていくかとか、あるいは二酸化炭素の排

出量を本町はどこまで下げていくかというような目標値をやはり持ったほうが町民の理解

が促進するのではないかと思いますので、そこのところについてのお考えをお聞きいたしま

す。 

〇議長（廣田清実議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、リサイクル率の部分でございますけれども、今の矢巾町のごみの関係の計画で率を

持っていないのですけれども、この率を出すときに、矢巾町の町民の方が、例えば努力が足

りないからちょっと低いとか、そういうふうには私全然思っていないです。なぜならば、こ

のリサイクル率の数字を出すときに、例えばなのですが、スーパーさんの店頭で拠点回収を

やっていますが、例えば白色トレーですとか、ああいったものって入っていないのです、こ

の率には。だけれども、実際町内のスーパーとかに行っても、結構来店する方、あそこに投

入しておりますが、現実そうやって努力していただいているのだけれども、それは実際の率

に跳ね返っていないというのがあります。だから、統計上の数字と実施の町民の方のリサイ

クルの行動とは少し離れている部分があるのかなと思っています。 

  その中、今我々の課で考えているのですけれども、昨年度ちょっと取り組んだ、ちょっと

小さいことからこつこつとと思ってやっているのですが、コンタクトレンズの空ケースの回

収を始めました。これ、本当に小さくて重量も少ないのですけれども、昨年度は６か所で始

めて、特に昨年度は矢巾中学校、矢巾北中学校のほうがかなり集まったのですけれども、こ



  

－ 258 －  

れは生徒さんの協力でかなり集まりました。今年度を見ると、中学校さんは同じように集ま

っているのですけれども、やはぱーくと矢幅駅に設置したボックス、こちら去年どっちかと

いうとあまりなかったのです。ところが、矢幅駅も先日ちょっと見たら、かなりたまってい

るということは、駅を利用する方がやっぱり気づいていただいて、こういうところに投入す

ればリサイクルにつながるのだという意識がやっぱり出てきているのだと思っていました。 

  そういったのを今度取り組みたいと思って、特にもいろんな企業さんがやっているリサイ

クル活動あります。今年度もちょっとある企業さんともいろいろ話をしているのですが、そ

の中で取り組めるものがないかというところを検討しています。それによって、ふだんの生

活の中で無理しないで取り組めるほうが、多分町民の方に長くやっていただけるのだと思っ

ていましたので、そういった取組をできるだけ数を多くして、そしてふだんの生活の中でお

店なり、いろんなところで資源物を捨てられるというのをやりたいなと思っております。そ

ういったことで最終的にリサイクル率というのは上がっていけばいいなと思っております。 

  それから、後段のほうで二酸化炭素の関係、これにつきましては、今年度から環境省の重

点対策加速化事業を利用して５年間の計画に取り組み始めたのですが、この計画を採択して

いただく条件といたしまして、温暖化対策法に基づく区域削減の策定が義務づけられており

まして、これは来年度計画を策定する予定となっておりまして、その中でこの目標値という

のは定めたいなと思っております。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、２問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） それでは、２問目に移ります。子どもの医療費助成における一部負

担をなくして全額無償化をということで町長にお伺いをいたします。 

  本町の子どもの医療費助成は18歳、高校卒業まで現物支給が今年の８月から実施されてお

ります。子育て支援の主要な柱となっているところでございます。その効果も十分に検証さ

れていると思いますが、父母等から一部負担をなくしてほしいという声もあることから、大

分進んできている本町ですので、そろそろ全額無償化に取り組めないかということについて

お伺いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 
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〇町長（高橋昌造君） 子どもの医療費助成における一部負担をなくし、全額無償化をについ

てのご質問にお答えいたします。 

  子どもの医療費助成事業につきましては、医療機関等を受診した際の診療報酬、明細書ご

とに一月当たり外来750円、入院2,500円を超えた医療費の助成を行っております。なお、３

歳未満及び住民税非課税世帯の自己負担額は、生じないところであります。 

  医療費を無償化した場合の費用につきましては、これまでの実績から推計をいたしますと、

約2,400万円が見込まれることから、子ども医療費助成事業の全額無償化は、現在の財政状

況を勘案して町単独での実施は難しいものと捉えております。 

  しかしながら、子育て世帯の支援は、町のみならず国や県の重要施策でもありますことか

ら、国主導による子育て世帯に優しい医療費助成制度の実施や財政支援の拡充について引き

続き国や県に要望をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 確かに本町にとって2,400万円という額は、大変大きいものがあるか

と思います。しかし、一方で今度感染症とかが大変はやっておりまして、１人かかるとみん

なかかってしまうという家庭内の感染が、学校でも学級閉鎖等が行われておりまして、非常

に感染力が今回の風邪などは強いものがあります。非課税世帯ではなくても、若い世代の方

々は、その医療費に大変苦慮しているのでございます。 

  それで、やはりどう考えるかということになるかと思いますけれども、本町の特殊出生率

が多分今1.23ぐらいのところにあるかと思います。国も県も1.4を切りまして、それは全国

的な流れにはなっておりますけれども、本町の特殊出生率、子どもが生まれる数というのが

非常に激減をしている。そういう中で、やはり子育て支援にもっともっと力を入れなければ

ならないのではないかとまず考えるところでございます。 

  教育民生で私も今回は関西地方に行ってまいりました。せっかくですので、ご紹介したい

と思いますけれども、１つは兵庫県の相生市というところでございました。ここは、いわゆ

る子育て応援都市宣言をなさっているところで宣言をされています。相生市は、企業城下町

でありましたけれども、その企業が撤退した後、昭和50年には４万2,000人の人口があった

ものが令和２年では２万8,000人、本町とあまり変わらない人口になっておりまして、非常

に財政的に逼迫をしたという市でございました。投資的経費の見直しとか、本当に繰上償還
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による市債残高の削減とか、いろんなのに取り組む中で、やっぱり子どもの数が少ないとい

うことが一番課題であるということに行き着いて、それでそういう財政状況の非常に厳しい

中ではあったけれども、やっぱり選択と集中で子育て応援都市宣言を行って、子育て世帯を

ターゲットにした政策をまずやったということでございます。これは、明石市の泉市長から

のお話を聞いたこともございますが、明石市でもそのような状況でございました。高齢者福

祉もいっぱいやらなければならないことはあるけれども、今はまずは子どもだという考えで

ございます。 

  次に行きました大阪の門真市でもそうでありました。子どもを真ん中に置いた政策をする

と。あれやこれやも大事だけれども、集中と選択を図っていくと、まずは子どもでやると。

そして、その子どもへの支援をしますと、子育て世帯が消費にお金を回すことができると、

それが経済を循環させていくと、好循環を生むのだということで徹底して子育て世帯への支

援をやって成功した例でございます。 

  うちの町も確かに財政収支比率99.5％なんていうときもありますし、おととしも99.5とか

99.7とか、数字から見ると、本当に0.3％しか自由度がないのかというぐらいの状況ではあ

りますが、こういうときこそ集中と選択で子育て世帯を応援してこの難局を乗り切るのだと

いうぐらいの成功例がありますので、そういう立場に立てないかなということをちょっとお

聞きをしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） まず、今年の６月、国ではこども未来戦力方針を示された。まず、私

は、少子化対策も高齢化対策も、ある意味では、いろんな意味で多角的な視点から考えてい

かなければならない。今少子化だけ大事にすれば、今度、ならば高齢者の人たちがどうなの

だと、やっぱりこれは一元化して考えていかなければならない。限られた財源の中で、特に

も市町村は、その財源の割り振りが非常に大変なのです。 

  そこで国では、こども未来戦略方針、一つ一つ取ったら「子ども」の「未来」の「戦略」

と、その方針を国で示したわけです。だから、私は、国でしっかり対応すべきだと思うので

す。そうでなければ、あとは市町村管理のパイの奪い合いみたいになってしまう。人口の増

えるところは、それは財源を見込むことができる。できないところは、ますます尻すぼみに

なると。だから、私はやっぱり少子高齢化対策は、国でしっかり方向性を、そして国も今児

童手当を増やすとか、いろんな議論、何か一貫性がないような気がするのです。もう少し私

は、子育てが楽しいと言えば失礼だけれども、いや、もうやってみたいとか、１人よりも２
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人をと、今の国の政策だったら、そういう気になれるかどうかです。 

  あとは、市町村でも、私ら今年限られた財源の中で、学校児童生徒さんに３人目のお子さ

んからは学校給食費を無償化すると。本当は全部無償化したいのです。だって、そうでしょ

う。みんな等しく、そして食育とか、今三育のほかに食育が非常に大事になってきているわ

けですから。私は、だから今日、今ご質問いただいた子どもさんたちの医療費の、子ども医

療費助成、こんなのは本当は二千何百万円ぐらいやっておあげしたいのです。でも、限られ

た財源の中でのやりくりですから、だからそこをひとつみんなで考えていかなければならな

い。 

  あとは、今国でよく言われているのは、予備費をいろんなものに、物価高騰対策とか、私

からこういうことを言うとあれなのですが、もっと子どもとか、お年寄りさんたちとかにお

金を使うべきではないのかなと。だから、６月にそういう方針を示され、まず何回も言うよ

うに、こども未来戦力方針を示された。そこにしっかり私はいかりを下ろしていただいて、

あまりきょろきょろとあれしないで、国民の機嫌を取るようなことではなく、地に着いた政

策の実行をやってもらいたいということです。 

  いずれここのところは、何ぼ小川文子議員さんに言われても、限られた財源の中だという

ことだけはご理解していただきたいということです。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 多分そういうお答えだろうなと予想はしておりましたけれども、こ

こが逆転の発想なのです。泉市長も相生市もそうだけれども、とにかく高齢者に少し待って

くれと、まず子どもをやらせてくれと、その後は必ずあなた方のちゃんといいようにするか

らという説得力があったのだそうなのです。 

  相生市でも発表時の主な意見としては、なぜ子育て世代だけの支援なのかと、そして学校

給食も無償化しております。食に関しては、給食費は保護者が負担するべきではないかと、

高齢者福祉サービスが後戻りするのではないかと、財政難で短期的に終わってしまうのでは

ないか、財政的に続けていけるのかという市民の声があったそうです。だけれども、実際こ

れで成功して、そして子どもの出生率が1.59まで増加したということでございます。そうし

て二次的な経済の好循環が生まれた。これ逆転の発想というのではないかと思うのです。も

う駄目だ、お金がない、何でもできないというのではなく、集中と選択をどこに持っていく

か。 
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  本町は、私が議員になった頃は健康長寿日本一というのが標語でした。高齢者福祉はかな

り力を入れてこられたと思います。今は、やはり子育てにもっと集中することによって全体

が浮かんでくるというような取組の、まず紹介でございましたので、ぜひこれも参考にして

いただきたいと思います。受け売りでございます。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと質問になって…… 

〇８番（小川文子議員） 町長からもう一言…… 

〇議長（廣田清実議員） ただ、大丈夫ですか。 

〇８番（小川文子議員） 選択と集中についてお聞きをしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 医療費、そっちのほうを減らしてやるという、今提言していますけ

れども、本当に大丈夫ですか。 

〇８番（小川文子議員） 違うのです。 

〇議長（廣田清実議員） だから、質問にしてください、ちゃんと。先ほど木村さんにも言い

ましたけれども…… 

〇８番（小川文子議員） というのは、お金がない…… 

〇議長（廣田清実議員） 答えが出る質問にしてください。 

〇８番（小川文子議員） 2,400万が大変だという質問なのだけれども、逆転の発想でお金がな

いときこそ子どもにかけるべきだという発想についての逆転の関係についてのお考えをお

聞きします。 

〇議長（廣田清実議員） 町長、手短にお願いします。 

〇町長（高橋昌造君） ちょっと今日答弁が長くて大変すみません。小川文子議員さん、先ほ

どは木村豊議員さんは高齢者に補聴器と、実は私も補聴器やっているのです。そこで、小川

文子議員さんは、今度はまずは少子化のほうで子ども医療費助成をと。同じ党内の中でも片

やは少子化対策と、片やは高齢者対策と。言いたい放題と言うと怒られるかもしれません。

何回も言うのですが、もう絶対それで、実は昨日の小笠原佳子議員にずばりと指摘されて、

私も反省しているのですが、矢巾町は今人口が増加しているのですかと。私、あのとき答弁

調整したときに、「傾向」を入れたらいいのではないかと、あそこに「増加傾向」と。実は、

今３地区、藤沢第２と田中と下花立、ハウスメーカーさんに押さえていただいて、住宅の関

係はほぼ完売の方向になっているということなので、いいですか、ここからが大事なのです

が、そういう町税が、もしそういうことで幾らかでも今より財源が確保できるようなことが

出たならば、そのときは党内でも意見が割れないように、補聴器に出せとか、子ども医療費
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に出せとかと言わないで、みんなで議会の内部でこういう方向性でやっていただきたいと、

私らも一緒に、ならば考えていきますかというようにしていきたいということで、今日は子

ども医療費助成は、まず国でも今考えて年齢拡大もしていただいておりますので、この拡大

も含めてひとつその辺も国にこれからもしっかり要望してまいりますので、よろしくご理解

をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） ちょっと誤解があってはならないので、少しそこだけ訂正も兼ねて

の質問になります。 

〇議長（廣田清実議員） 質問ですよ。 

〇８番（小川文子議員） そうです。 

〇議長（廣田清実議員） 意見ではなく。 

〇８番（小川文子議員） はい、はい、分かります。 

  私どもは、それぞれが自分の考えていることをまず取り上げておりまして、そして高齢者

福祉ももちろん重要なことでございます。子ども、福祉ももちろん重要なことでございます。

私は、高齢者福祉を否定したわけではなくて、泉市長の言葉を借りて、そういうふうな説得

をしたと、市民に対して。そのことでまず訴えたのでございまして、高齢者福祉を否定した

のではない。流れからいって、やはり本町にとっては子育て支援が今喫緊、やっぱり重要な

のではないかという流れの中でお話をしたことでありまして、さらに町長にはいろんな立場

の人がいらっしゃるのは、そのままそのとおりでございますので、取り上げていただきたい

と思いますが、子育て支援は、国も口ではおっしゃっておりますけれども、現実的なものに

なると、なかなか見えてこない。そういう学校給食を無償化するとかという方針も出してお

りますけれども、それがいつのことになるのかということが見えてこない。 

  そういう中で、やはり今後も、特にも子育て支援は、本町にとっては、住宅地が増えれば

子どもが増えるという予想もございますけれども、やはりこれはそこで今喜んでいるわけに

はいかないと。本当に重点的に取り組まなければならないことだということをやっぱり誤解

のないように私のほうからも言って、再度そういうお考えがあるということで質問をしてお

きたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） ちょっとこれは答えいいでしょう。 

〇８番（小川文子議員） 答えはいいです。 

〇議長（廣田清実議員） 自分でも言っていることをちゃんと理解してください。さっき老人
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福祉のほうは後回しにしてと自分で言いましたからね。 

〇８番（小川文子議員） それは、泉市長の言葉を借りて…… 

〇議長（廣田清実議員） ですから、やっぱり言うことには自分で責任を持って発言してくだ

さい。よろしくお願いします。 

  それでは、再質問ありますか。 

              （「再質問はございません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは、ちょっと早いのですけれども、ここで暫時休憩に入りま

す。 

  再開を14時５分といたします。 

              午後 １時５４分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時０５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  さっき午前中にも木村議員さんにも言いましたけれども、やっぱり質問になるように、答

えがないような抽象的な質問だと、さっきは意見として処理しましたけれども、ぜひそうい

う部分はご理解いただいて、小川さんが一番先輩議員さんですから、よろしくお願いします。 

  次に、３問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） それでは、３問目に移ります。３問目は、児童館の日曜、祝日の利

用について教育長にお伺いをいたします。 

  本町の児童館は、６年生まで受入れ可能であり、また利用料金もなしであることから、放

課後の児童の育ちを支えてきております。その中で、最近の父母の労働環境の変化、そして

日曜、祝日の出勤等によって、特にも小学校低学年の児童の預かり場所が必要となっている

ことから、休日の利用が求められております。そこで、利用者のニーズを把握するためにア

ンケート調査を実施し、日曜、祝日の利用を検討してはどうかについてお伺いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 児童館の日曜、祝日の利用についてのご質問にお答えいたします。 

  第２期矢巾町子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、令和元年に実施いたしました

矢巾町子ども・子育て支援に関するニーズ調査において、日曜、祝日の利用希望について調
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査したところ、利用する必要はないと回答した割合は、未就学児の保護者が71.9％、就学児

の保護者が82.8％であり、その当時の利用ニーズは高くない状況となっております。 

  なお、令和元年以降子育て環境や労働環境が変化していることから、第３期矢巾町子ども

・子育て支援事業計画の策定に向け、本年度はニーズ調査を予定しておりますことから、ご

提案の内容について改めて確認し、ニーズの把握を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問はありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 令和元年度のアンケートについてちょっとお聞きをいたします。必

要はないという回答が未就学児の71％、そして就学児の保護者の82％であったということで

ありますけれども、逆に言いますと、未就学児の29％は必要だったのか、あるいは就学児の

18％が必要だったのかについてお聞きをしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  就学前の児童で低学年の間は利用したいという回答が12.5％です。同じく就学前で高学年

になっても利用したいは10.9％、小学校になりまして、低学年の間は利用したいが4.8％、

高学年になっても利用したいは8.3％、その他は無回答4.7、4.1％というふうになっており

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） 10％あるいは５％、８％という感じで全体的には、その当時は多く

はなかったということで理解をいたしました。私の周りでも子どもが学校に入ったので、そ

ろそろ働きに行きたいと思っているけれども、やはり職安等に行きますと、採用していると

ころがまず飲食が多いと、サービス業が一般的には多いということで、サービス業は土日が

書き入れどきですので、やはり土日に働いてほしいという状況が多いということで、夫のほ

うが定期的に休めれば、自分は土日子どもを預けて行けるけれども、夫の勤務も不規則であ

ったために仕事をもうちょっと待ってみようかなということでちゅうちょしたという人が

いらっしゃいまして、昨今の経済状況から家庭でお子様を保育、養育なさっている方でも、

やはり共働きしたいと考えていらっしゃる方が増えているのではないかと思うので、その点
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も含めてぜひ進めていただきたいと思うのです。 

  このアンケート調査に従って考えるということでよろしいとは思いますけれども、ただこ

れだけの一応人数があるわけでございますので、やはり多くなくてもそれなりの改善といい

ますか、そういう選択ができるようなシステムがあればいいのかなと思いまして、例えば全

児童館が祭日を開けるというのがまず大変であれば、人数的にそこまで多くないというので

あれば、１か所開けて、全町がそこに来ていただくとか、そういう形からスタートをして、

人数が増えた段階で各児童館に振り分けるとか、いろんな方法があろうかと思いますけれど

も、人数がある程度まとまった時点でやることはできないかについてお伺いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  教育長答弁にもありましたとおり、令和元年度の調査になっていましたので、５年たって

いましたので、社会情勢とか経済情勢、雇用情勢とか変わってきていると思いますので、来

年１月以降になりますけれども、再びニーズ調査を行って、結果を見て、それで検討してま

いりたいと思います。 

  先ほど提言があった児童館４か所を１か所に集約して日曜、祝日の児童館の利用をやると

いうお考えは、もしやる場合はそれでいいかと思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） そのようにぜひ進めていただきたいと思います。私たちの教育民生

でもこの間子育てに関していろいろな自治体に研修をしてきたわけでございますけれども、

やはり大阪の門真市などでも児童館以外にも子どもたちの居場所づくりをしているという

ことで、先ほどの相生市でも子どもたちに11の事業をやっておりまして、放課後の先生のＯ

Ｂの人たちの力をお借りして、英語、数学、それから国語の授業もして、補習などもやって

いるということで、子どもたちのそういうニーズもあるし、そしてやはり安全な居場所づく

り、そしてまたいろんな友達との関わりの中での育ち、そういうことも含めて児童館という

のは、非常に多様な育ちの場になっているのかと思いますけれども、一般的に見ると、放課

後児童を預かるというような状況でございますが、非常にニーズも多様化しているというこ

ともありますので、そこら辺の見解についてお伺いをしたいと思います。意味がよく通じな

いかもしれませんね…… 
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〇議長（廣田清実議員） いや…… 

〇８番（小川文子議員） それこそ…… 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと待ってください。 

〇８番（小川文子議員） そうですね。 

〇議長（廣田清実議員） ４行で答えているよ、最後の４行で。 

〇８番（小川文子議員） そうですね、以前に髙橋敬太議員さんのほうからも夏休み等、長期

休業は給食といいますか、そんなのを出してほしいというようなことも出されておりまして、

それこそいろんなニーズがまずあるかと思われます。そういうことについての今後の考え方

があったらお聞きをして終わりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 小川議員、本年度ニーズ調査をすると、逆に言えば、今まで令和元

年でやってこの事実があるのだけれども、これから小川さんの言ったとおりにというか、言

っていることで本年度また調査して、そういうことでやるというので、今質問していること

は、また同じ４行の答えです。 

〇８番（小川文子議員） ニーズ調査の中に、給食等のニーズがあるかどうか、そしてまた例

えば英語教室とか、そういう相生市の取組なのですけれども、そういうふうなニーズに応え

るようなものもアンケートの中に入れるのかどうか、そんなところをお聞きしたいと思いま

す。 

〇議長（廣田清実議員） そうであれば分かります。アンケートの内容にそういう部分を入れ

てほしいので、考えはないかということですね。 

  田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  ご指摘の児童館の昼食の提供につきましては、髙橋敬太議員に対する質問の回答をしまし

て、やっぱり今回の子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の項目として取り上げて、保

護者と子ども本人からも聞くことにしております。そういう答弁をしております。 

  あとは、いろいろなニーズ、先ほど視察に行かれたところのお話もあったわけですけれど

も、相生市ですか、当課の職員もこの相生市に視察に同行しておりましたので、ちょっと話

をよく聞いてみて、採用できる質問項目があるのであれば、聞いてみたいというふうに考え

ております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） その他ございますか。 
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              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） それでは次に、４問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） では、４問目に移ります。農作物の高温被害、物価高騰対策につい

て町長にお伺いをいたします。 

  この夏の異常な気温上昇による農作物の被害が全国で発生しております。本町においても、

リンゴや野菜、米等での影響を聞いております。また、物価高騰も続いていることから、以

下お伺いをいたします。 

  １番目、農作物の町内の被害の状況と支援策を伺います。 

  ２番目、畜産農家への支援の状況を伺います。 

  ３番目、昨年に引き続き物価高騰対策ができないかについてお伺いをいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 農作物の高温被害、物価高騰対策についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

  １点目についてですが、議員ご承知のとおり、本年４月下旬から５月上旬にかけては、遅

霜によるリンゴの凍霜害が発生したところであり、凍霜害によるリンゴの被害の状況は、岩

手中央農業協同組合りんご部会矢巾支部会員から結実不良の報告が113件あり、そのうち栽

培面積の30％以上に被害があった会員は94件となっております。また、今年の夏、今夏の異

常気温による農作物被害といたしましては、水稲では白濁や胴割れによる品質低下、ズッキ

ーニ、キュウリ、トマトの作物では、品質及び収量の低下となっております。 

  町の支援といたしましては、リンゴの凍霜害に関しましては、岩手中央農業協同組合りん

ご部会矢巾支部に対して、病害虫防除や生育回復に係る農薬等の経費の一部を農作物災害復

旧対策事業として補助を行うこととしております。 

  ２点目についてですが、畜産農家緊急支援給付金の支給を本年９月から実施したところで

あり、支援の内容につきましては、家畜の頭羽数により定めて、頭数とか、そういったもの

に定めており、乳用牛、肥育牛、繁殖育成牛は１頭につき5,000円、繁殖牛成牛、子牛は４

頭につき5,000円、豚、養豚の関係は６頭につき5,000円、鶏は、養鶏の関係ですが、300羽

につき5,000円として、いずれも申請者当たり100万円を上限に本年11月22日現在21件、129万

円の申請があり、順次支給をしておるところであります。 
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  ３点目についてですが、物価高騰対策をはじめとする農業者支援につきましては、国から

の支援メニュー等の情報収集を行い、実施時期等について検討を進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） リンゴの遅霜というのも気候変動によるものでございますし、高温

被害はもちろん気候変動によるものでございます。昨今の気候変動は、本当に大変なものが

ありまして、先ほどご紹介いたしましたＣＯＰ28でも農業を大変比重を大きく捉えておりま

して、家族農業支援を明記をしています。状況把握の段階で農業、食料システムは小規模農

家、家族農業者などを含む生活や生計の基礎となっているものであると。それから、気候変

動が農業、食料システムを脅かし、弱い人々の食料アクセスが困難になっている。そして、

国の食料安全保障で十分な食料を確保する、できる権利、実現が必要であるというこの３つ

の状況認識を示す中で、宣言の内容といたしましては、自然の保護、回復を図りつつ、持続

可能な食料安全保障や技術革新へ資金、技術を支援する。貧困や飢餓に陥りやすい女性や子

どもへの社会的保護制度、そして学校給食を充実させる。そして、気候変動で生計が脅かさ

れている農業者らが働きがいのある仕事に就けるように支援をする。そして最後に、温室効

果ガスや食品ロスの削減、そして生物多様性の保護を軸に持続可能な生産や消費を支援して

いくという、いわゆるエミレーツ宣言がなされております。 

  その中で、やはり家族農業をしっかりと支援していくと、弱い立場の人たちの食料を保障

していくのだということが宣言されたわけでございます。本町も食料自給率37％で、今回の

高温障害は、さらに低下を招いているのではないかと危惧されているところでありまして、

本町も非常に重要な役割を担っているのだと思っております。 

  先ほどの横澤議員の発言にもありましたけれども、畜産農家が今大変な苦境になっていて、

先日のＮＨＫのスペシャルでも北海道の酪農家の実態を報道しておりましたけれども、搾れ

ば搾るほど赤字になると。そして、餌がほとんど、飼料を海外に依存しているために、特に

トウモロコシが足りないと。その中で、北海道のトウモロコシをどのように確保するかとい

うことで青森県の七戸町でトウモロコシ、子実コーンを作っているという紹介がされました

けれども、本町の場合は面積がそこまで多くないので、牧草を供給するというのはちょっと

無理があるのではないかと思いますが、トウモロコシの子実コーンであれば、これは可能で

はないかと考えますけれども、その考えについてお聞きをしたいと思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今畜産農家の現状をお話をさせていただいた上で、転作作物

ということでよろしいでしょうか。子実トウモロコシの普及ということでございますけれど

も、残念ながら矢巾町においては、子実トウモロコシを広く植えているというような農家さ

んは今のところございません。隣の紫波町のほうでは盛んと子実トウモロコシを推しながら

植えているというふうなところございます。矢巾町でも今のところ特に農家のほうからそう

いった牧草なり、飼料作物等が不足しているということで困っているという話は、直接私の

耳には届いておりませんけれども、いずれにしても飼料については、いろいろ海外の情勢の

関係もありまして高騰が続いております。そういった部分については、先ほど町長の答弁に

もありましたとおり、１頭当たり5,000円ということで、最高の5,000円、１農家当たり最高

で100万円ということで、そういった対策のほうをやってございますので、子実トウモロコ

シについては、あくまでも植える方の判断にもよりますけれども、いずれそういったことで

水田活用交付金のほうでも補助がございますので、そちらを活用してもらえるような説明も

こちらから行ってまいりたいというふうに思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） いずれ輸入乾燥もなかなか高いと、飼料が今後下がるという見通し

はないという報道がされております。今中国がかなり世界のトウモロコシを買っているとい

うことで、世界的にトウモロコシが足りなくなっている現状があります。そういう中で、う

ちの町内だけに限らず、いずれ飼料が不足しているということは、もう確実でございますし、

これが酪農家の急激な廃業につながっています。本当に牛乳を搾れば搾るほど赤字になると

いう現状でありますので、やはり町内で循環して支給するというのも大事なのですけれども、

全国的な視点に立ちまして、やはり子実コーンが非常に求められているという状況を少し検

討なさって、紫波町でそれをもしやっていらっしゃるのであれば、そのお話を聞くなどの対

策も少し考えていただきたいのですが、その点についてお伺いをして終わりにいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほどの話の続きになりますけれども、その辺は十分検討し

てまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） その他ございませんか。 

              （「ありません」の声あり） 
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〇議長（廣田清実議員） 以上で８番、小川文子議員の質問を終わります。 

  次に、５番、吉田喜博議員の質問を受けます。 

  吉田喜博議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （５番 吉田喜博議員 登壇） 

〇５番（吉田喜博議員） 議席番号５番、町民の会、吉田喜博です。昨日は大雪ということで

ありましたけれども、昨日は本当に大雨で、今日はこのような天気、せいせい晴れ晴れとし

ております。そしてまた、今日は針供養というような日でもあります。各施設でいろんな祭

りはやっているだろうと思います。我々もいろいろな苦悩している状態でありますので、や

はり供養というものは、なかなかできるようでできないのでありますけれども、やはり今日

に限っては供養したほうがよろしいのではないかなと、そう感じております。供養、いろん

な供養もありますけれども、といったところで質問に入らせていただきます。 

  質問１、指定管理者制度について。地方自治法の一部改正により、これまでの公の施設を

管理する管理委託先は、公共団体や公共的団体、町の出資法人に限定されておりましたが、

管理方法の選択肢を広げ、住民サービスの向上と経費の削減等を図るため、指定管理制度に

移行し、公の施設の管理を法人や法人格のない団体を指定することができるようになりまし

た。現在本町では、22施設、13団体を指定管理者として指定していますが、町が指定管理者

制度を導入されてから収支状況等について以下伺います。 

  １点目、指定管理者制度の主な導入目的は、住民サービスの向上と経費の削減であります

が、矢巾町農村環境改善センター及び矢巾町文化会館の２施設について、指定管理者制度に

より向上したサービス内容及び経費はどれくらい削減されたのか、また２施設の指定管理料

の積算方法を伺います。 

  ２点目、指定管理者選定に際しては、複数の団体による申込みがあり、競争によってサー

ビスの向上や指定管理料の低下が図られると思われます。本町では、非公募による指定が多

く見られますが、その理由を伺います。 

  ３点目、現在指定管理者制度を導入していない公の施設もありますが、指定管理者制度を

導入する判断基準はどうなっておりますか伺います。 

  ４点目、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、利用者が減少した施設に対する補

填等、指定管理料の調整について町の対応状況を伺います。 

  ５点目、公の施設の管理の適正を期するため、管理業務及び経理状況について、指定管理
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者から毎年事業報告書を提出することになっておりますが、提出された報告書の検証はどの

ように行われておるのか、また検証結果についての指導は、指定管理者へはどのように行わ

れるのかお伺いします。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ５番、吉田喜博議員の指定管理者制度についてのご質問にお答えをい

たします。 

  １点目についてですが、矢巾町農村環境改善センターにつきましては、指定管理者制度へ

の移行により、単年度会計の原則に縛られず、複数年による安定した運営に取り組んでおり

ます。向上したサービスでは、休館日の貸出しのほか、指定管理者が類似施設の実績等を踏

まえ、所有する貸出備品の充実により、利用率の向上が図られております。また、経費の削

減では、民間企業が持つ施設管理のノウハウにより、主に委託により作業を実施しておりま

した清掃等に係る経費分約30万円が縮減されたものと捉えております。 

  なお、指定管理料の積算に当たりましては、施設を管理する上で必要な給与等の人件費、

光熱費等の需用費、清掃等の管理費の積み上げにより積算をしております。 

  矢巾町文化会館につきましては、指定管理者制度の移行により民間のノウハウと類似施設

の運営実績を最大限に活用しながら運営に取り組んでおります。 

  向上したサービスでは、多くの芸術文化活動が行われるように受付時間の延長や利用時間

の延長、休館日の貸出しを行うほか、自主事業は、今のところ月に１回のペースで様々なジ

ャンルで実施しており、ホールの利用率にも反映されております。 

  また、経費の削減では、保守点検業務においては、専門知識を活用した最小限の経費に抑

え、一元化した人員配置で業務の効率化を図り、直営当時は約9,000万円の経費だったもの

が昨年度は約5,200万円、直近５か年を見ましても、約5,000万円の経費に削減しているとこ

ろであります。 

  なお、指定管理料の積算に当たりましては、施設を管理する上で必要な給与等の人件費、

光熱費等の需用費、清掃等の管理費、事業費の積み上げにより積算をしております。 

  ２点目についてですが、指定管理者による管理運営を行う公の施設は、平成18年度の導入

後、公募が７つの施設、非公募が15の施設となっております。公の施設の指定管理につきま

しては、施設の特徴、規模、機能等を考慮した上で当該施設の設置目的を効果的かつ効率的
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に管理運営できる法人や団体につきましては、非公募としております。 

  なお、今回は各児童館、町民総合体育館等は、これまでの非公募から公募に変更して募集

を行ったところであります。 

  ３点目についてですが、現在指定管理者制度を導入していない公の施設は、指定管理者制

度の開始において、個別法令等の規定でその施設管理者について制限がある施設や施設の設

置目的や特徴、管理運営状況等を勘案し、町が主体となって管理する場合と指定管理者によ

る効果を比較検討の上、判断しております。 

  ４点目についてですが、新型コロナウイルス感染症の蔓延により利用者が減少した施設に

対しましては、状況を踏まえ協議の上、指定管理料の減収補填を行っております。 

  ５点目についてですが、指定管理者から毎年度事業報告を受け、管理運営状況を評価して

おり、指定管理者に対して評価結果を告知し、改善点を指示することで施設のさらなるサー

ビスの向上に取り組んでおります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 指定管理者制度を導入した自治体では、導入前と導入後に大きな違

いがなかったことや制度導入のメリットが発揮されなかったことなどから、指定管理者制度

をやめて直営に戻す自治体も見られるような話も聞いております。本町といたしましても、

施設ごとの設置目的や指定管理者を再度検討し、果たして指定管理者制度がその施設にとっ

てふさわしいものなのか否かを検証することが必要ではないかと思うことから、以下伺いま

す。 

  指定管理者制度そのもののメリット、デメリットについては、ご承知のとおりであります

が、お伺いしました２施設、農村環境改善センター、文化会館については、サービスの向上

が図られ、経費の削減にも結びついているとのことでありました。特にも文化会館の経費に

ついては、直営当時より大幅な削減となっており、まさに指定管理者制度導入のメリットが

生かされている施設であると見受けられました。 

  そこでお伺いしますが、文化会館について、保守点検業務において、専門知識の活用と人

員配置の一元化により、年間約4,000万円というような削減をされているとのことですが、

具体的な取組の内容を伺いたいと思います。 

  この中では、管理者制度の中には多分職員の給料が入っていないと思いますけれども、管
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理者制度の中には、人件費の入っていない部分以外の取組内容についてお知らせ願います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  田園ホールの取組につきましては、毎年自主事業をメインとしながら、毎月１回イベント

を行ってございます。中でもピアノスペシャルキャンペーンですとか、バックステージツア

ー、あとはアコースティックライブ、こういったものを行っているところでございます。こ

の運営につきましては、矢巾町文化会館運営委員会という組織がございまして、これはほと

んど外部の学識経験者の方で構成されておりますけれども、田園ホールの事業効果を高める

ため、実施事業の内容ですとか成果、こういったものを検証し、運営委員の助言をいただき

ながら、次年度のイベントなど、そういったものに対してのご意見をいただいているところ

でございます。 

  あとご質問のありました人件費についてでございますが、人件費については、指定管理料

の中に含まれているものでございます。そのほかには需用費…… 

〇議長（廣田清実議員） ちょっと待って、マイク当たっている。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） 失礼しました。需用費、役務費、あとは直営で業務を委

託しているもの、例えば清掃管理ですとか、機械の整備ですとか、そういった委託料、あと

は租税公課、ちょっとした税金もかかってございますので、こういったものを含めての指定

管理者で委託しているものでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 分かりました。次に、移ります。指定管理者制度の導入に際しては、

経費の削減が図られている件数がうたわれておりますが、職員の人件費の削減以外に現在し

ている施設で公費削減に結びついている施設があれば、伺います。あるのであれば、どんな

施設で何のコストが削減できているのか、また収入減によるものか、併せて伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  申し訳ございません。個別の施設については、個別の管理課が担当になっていますので、

総体的なお話で回答させていただきます。 

  まず、指定管理者制度については、費用面のほかに住民サービスに十分応えることができ
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ているかというのも大きな目標になってございます。さらに、指定管理になった事業者が民

間のノウハウ等の活用をしっかり生かしていただきながら、住民サービスに生かしているか

というような、この２点も大きな課題になってございますので、その中で様々なノウハウを

生かしていただきながら民間の能力も生かしていただいて、経費の削減につながるというよ

うな方向性を目指してございます。 

  基本的には、全ての22の指定管理している施設が経費削減になっているかというところで

はないところもございますけれども、そういった住民サービスにしっかりと活用が有効であ

るかという部分について着眼して指定管理を行っているということもご理解いただきたい

というふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） よく分かりました。 

  次に移ります。文化会館と町民総合体育館について、令和５年度に指定管理者が企画、実

施し、自主事業の内容と、その事業がどの程度の収益を上げているのか、併せて伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  まず、田園ホールのほうでございますけれども、事業収益としましては、いわゆるコンサ

ートのチケットとかにもなるのですけれども、大体百二、三十万円といったところが収益が

上がっているところでございます。 

  あと町の体育館につきましても、自主事業は行っているところでございますけれども、ほ

ぼ施設の管理のほうをメインとして行っておりまして、自主事業といたしましても、例えば

何とか教室というものにつきましても数百円で行っているというところで、トータル金額は、

今手元にはございませんけれども、主にそういった指定管理の中の建物の管理、こちらのほ

うをメインとして行っているところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 確かに120万円、金額は大きいですけれども、立派にやっていると思

いますけれども、やはりまだまだ、やはり公共事業でありますし、住民サービスというよう
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な今の言葉にもありましたけれども、それが先決であるためには、どうしてもその程度かな

と、もっとより以上のものを求めていければなと考えます。 

  次に行きます。指定管理者選定に際しては、公募による指定を推進されているようですが、

答弁にありました各児童館、町民総合体育館、今回公募に変更して募集を行ったわけですが、

特に町民総合体育館等が公募になった理由はいかがかなと、伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  町体の指定管理につきましては、今回公募で行ってございまして、これは平成18年の指定

管理制度が始まってからずっと体育協会が指定管理として行ってございます。先日齊藤勝浩

議員さんからもお話があったかと思うのですけれども、最近民間活力というものが非常に大

きくなってきてございます。そういったところ、民間での活力というものを今の指定管理者

とどのくらい違うのか、どういったサービスを受けられるのか、そういったものも検証した

いというところで今回公募を行ったところ、全部で４者から声が上がりまして、今２者の申

請をいただいているところです。 

  今現在の庁舎内の指定管理者選定委員会のほうで内容を協議を進めているところでござい

まして、いずれ議員の皆様にご提案するときが来ますので、その際はよろしくお願いいたし

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） ４者のうち２者の申請を選定すると。中にはいろんな方もいらっし

ゃるだろうと思いますけれども、やはりそういったものに関しては、スポーツにたけている

とか、そういったいろんな特徴のある法人か個人か団体か分からないけれども、どんな方が

大体、名前をおっしゃらなくていいけれども、どんなものがあるか、ちょっと教えていただ

けますか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  今お話しのとおり具体的な社名等はお話しはできないところでございますけれども、一般

的な企業として、総合会社的な、そういったところも来ているところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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              （「これは、企業ですか」の声あり） 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） 民間の企業も含めてでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 企業でもよろしいでしょうけれども、やはり一般的な体育館の運営

のためには、企業も確かに選定するにはそれなりの審査は必要であろうと思います。それは、

なってからでは遅いわけですから、なる前にしっかり精査して、審査してお願いします。 

  次に移りましょう。指定管理者制度を導入する際の判断基準について答弁いただきました

が、それを踏まえて今後共同調理場、煙山保育園、総合グラウンドについて指定管理者制度

を導入する計画はあるのか伺います。また、それ以外の施設に予定や計画があるのであれば、

併せてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今吉田喜博議員のご質問に出された３つの施設、これはやっぱり今利

用されている方々のご意見もお聞きしなければならないし、利用されている方々、それから

町民の皆さん、議会の皆さん方からもよくお聞きして、方向性を示していかなければならな

いと思いますので、今ここで指定管理者制度を導入するとか導入しないということでなく、

例えば一例を挙げれば、今の町立の煙山保育園も定員があるわけですが、昨年は定員割れを

したというようなこともありますので、まずいわゆる定員の見直しをするとか、そういうふ

うなことも含めながら、その施設に合った方向性を皆さんとよく協議しながら取り組んでま

いりたいと、こう思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） 町長の答弁に尽きますが、総務省の見解としてご紹介させていた

だきます。 

  公の施設は、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設とされて

おります。これは、明確な規定はございませんが、例えば福祉施設や病院、図書館、それか

ら町民センター、それから保育所、児童館、体育館などが公的施設としてされてございます。 

  なお、混同されやすいのですけれども、廃棄物処理センター、ごみ焼却施設あるいは給食

センターなどの公的施設は、自治体の庁舎と同じように行政事務を執行するための施設であ

りますので、指定管理者制度の対象となる住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に
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供するための施設に当たらないというのが総務省の見解でございます。 

  しかしながら、今町長から答弁ありましたとおり、最終的な判断は、住民の福祉の増進の

ためということであれば、町長の判断ということになりますので、付け加えさせていただき

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 確かに総務課長も町長の判断でということで、私も町長からご理解

願いますと言われれば、理解しましたと感じております。 

  次に移ります。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用者が減少した施設に対し

て指定管理料の減収補填等を行っている答弁でありましたが、これは指定管理者の責による

ものではなく、指定管理者との協定締結内容に基づいて補填されたものと思われますが、令

和４年度について、どの施設にどれくらいの指定管理料の減収補填を行っているものなのか

伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） 総務課として全体の考え方についてお答えします。金額がある場

合は、各課の課長から答弁させます。 

  指定管理の協定書の中には、リスク分担表というのを必ず添付してございます。その中に

は、いざというときのためのそれぞれの町と指定管理者、受け持った部分のリスク管理の分

担の明記がなってございます。その中の一つの項目の中に不可抗力という部分の項目がござ

います。不可抗力、自然災害、暴動、その他町または指定管理者のいずれの責めに帰すこと

ができない自然的または人為的な現象に伴う経費の増加及び事業履行不能な場合は、町の負

担だよということで明記してございますので、この条項に基づきまして、今回の自然災害、

不可抗力の部分でございますので、コロナ禍における事業費負担という部分については、各

担当課と事業所が協議の上、どの程度のリスク分担をするかということで負担割合を決めた

という状況でございます。全体の考え方でご紹介いたしました。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 令和４年度どこかないの。 

  佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 令和４年度に限らず、令和３年度もやっているところもござ
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いますけれども、産業観光課で担当している施設につきましては、保養センターと、あと流

通センターにある勤労者共同福祉センター、こちらにそれぞれリスク分担ということで四、

五百万円ずつそれぞれ補填をしているところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  文化スポーツ課では、文化会館、町民総合体育館、屋外運動場、それぞれ指定管理を行っ

ているところでございまして、今産業観光課長の答弁あったとおり、大体同じぐらいでの金

額での減免補填というふうにさせていただいたところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 数百万といっても、100万から990万まであるのです。1,000万円以下、

101万円から990万まであります。 

〇議長（廣田清実議員） 9,900…… 

〇５番（吉田喜博議員） ですから、今数百万とおっしゃいましたから、どの程度の金額なの

か分からないです。 

              （「四、五百万」の声あり） 

〇５番（吉田喜博議員） 四、五百万、ちょっと耳が難聴なもので、すみません、本当に。 

  ということで、でもこれは本来は管理者の責任ではないですか、そっちまで、それは国か

らの補填もありますけれども、いろいろなものがあるでしょうけれども、本来は管理者のや

っぱり責任といいますか、実際にやっていることですから、そことの解釈の仕方がちょっと

間違えば、いろんなものになってくるのではないですか。それは、これからいろいろ協議し

てやっていかなければできないのではないですか、そう思います。 

  それでは、次に行きます。公の施設の管理方法について、自治体の運営が指定管理者制度

かという二者択一ではなく、指定管理者制度の目的である多様化する住民ニーズへの対応や

民間能力の活用、経費の削減を図るといった目的を鑑みた場合、いま一度現在の公の施設の

現況を検証されまして、民間への移譲も一つの選択肢と考えますが、ご所見を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、例えばＰＦＩとか、あるいは独立行政法人にお願いすると、移管すると
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いうような手法も確かにあると思います。そういった部分につきましては、公の施設の指定

管理委員会、庁内にも委員会ございますので、そこでしっかり管理、それから審査を行って

必要があれば、そういった部分も町長に提案していただいて、町長の判断も仰ぎたいという

ふうに思っております。ありがとうございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 町長判断ということですから、ひとつよろしくご判断をお願いしま

す。 

  最後に、指定管理者制度では管理者運営状況を議会に報告する義務がないわけであります

けれども、議会としてチェック機能が発揮できないことから、指定管理者の業務報告に基づ

いて議会で質疑ができるよう検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。逆に町側

の検討でなく、議会から町への申出により実現するものなのか伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村総務課長。 

〇総務課長（田村英典君） お答えいたします。 

  自治法上は、指定管理の指定に関する表決が議会にお願いしているという状況でございま

すので、それ以上の部分については規定がないということになっていますので、今この場で

ははっきりとしたお答えは出せませんが、例えばそういった指定管理の施設、それぞれの運

営状況だとか、それから現在の状況というのを例えば委員会とか、そういった場でというお

話ということであれば、ご紹介、報告もできるというふうに考えてございますので、今のと

ころはそこまでの回答とさせてください。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 条例判断ですから。他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 確かに今の状態の中では、そうだと思います。ですけれども、やは

り我々からすれば、町から金は出ていっているわけですから、その辺も踏まえて、やはり監

視、監査しなければならない義務というものもありますから、それをやっぱり遂行していく

ためには、ぜひともそういったものをやっていかなければできないのではないかなと。今の

状態の中では何もできないです。ですから、それを遂行するためには、そういったものの機

関、今までの一本通りのものではなく、ひとつ監査、審査できるようなもので遂行していた
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だきたいと、そう思っていますので、いかがですか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、まず議員もご存じのとおり、本町では

監査委員による監査制度もあるわけですし、それから何か問題が起きたときは、速やかに内

部調査委員会、それでも解決ができないときは、第三者委員会とかも設置して対応するとい

うことで、いわゆる地方自治法に規定されたことを粛々と踏まえて対応してまいりたい。 

  ただし、議会にも報告しなければならないような事案とか、事件が起きたときは、これは

当然議会にも報告しなければならないわけですので、まず地方自治法のルールにのっとって

進めていくということだけはご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 議会の判断で採決で指定管理決まりますので、しっかりその部分は、

私たちも全協で説明を受けながらやっていますので、その中でしっかり検証していきましょ

う。よろしくお願いします。 

  他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） ちょうど区切りのいい時間になりましたので、暫時休憩といたしま

す。 

  再開を15時15分といたします。 

              午後 ３時０４分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時１５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 矢巾町合併70周年についてお伺いします。 

  矢巾町は、合併70周年記念に向けて現在矢巾町史の編集を進めておりますが、前回は昭和

60年の発刊でありまして、その間の動きに加えて、これまでの歴史がさらに充実した内容に

なるように、町の歴史、教育、地域を大切に思う気持ちを育むことや愛着を持つこと、そし

て町民参加のまちづくり等につながるものと考えますので、お伺いします。 

  １点目、町外の方々から矢巾町の魅力はと聞かれます。一方で町内の方々からは、矢巾町

は何もないと、そういった言葉を聞き、残念な気持ちになることがあります。矢巾町史の発
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刊は、町の歴史、これまでの歩みを文章や写真などを活用して示されることで町民の興味を

引くものと思われます。町民が町の歴史を知り、学ぶことで新たな視点での町の魅力を発見

するよい機会であり、今回を機に町の歴史をひもとく資料や写真を活用し、今後学校教育や

社会教育のそれぞれの分野で矢巾町の歴史を知る環境をつくり、魅力発見につながるよう継

続して取り組むべきものと考えますが、いかがですか。 

  ２点目、我々住民が地域を大切に思う気持ちを育むことや愛着心を醸成し、最終的には、

町民が地域の構成員であり、当事者として地域をよりよい場所にしていこうとする機運を高

めていく継続的な取組が必要と考えます。これがコミュニティの再生にも大きく関わると思

いますが、合併70周年を一つの機運として、町民が町の歴史に触れ、町の魅力を知ることに

よって広い視点でコミュニティの再生につなげるストーリーを考えるべきではないでしょ

うか。 

  以上です。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 矢巾町合併70周年についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現在矢巾町史の現代版の発刊に向け月１回のペースで町史編さん

委員会を開催し、来年度末の発刊に向け原稿の作成や校正を進めております。現在の矢巾町

を築き上げてくれました先人、先輩の足跡を後世にしっかり伝えるとともに、魅力のあるま

ちづくりに資することを目的とし、町史は誰もが手に取り見たくなるように、活字だけでは

なく写真等も含めた内容として、分かりやすく、親しみやすい町史を目指しておるところで

あります。 

  また、町史発刊後も継続的に編さん作業を進め、町内の暮らしぶりに関する資料や町内に

残されている貴重な資料を整理してまいります。 

  ２点目についてですが、地域コミュニティの再生は、本町にとってこれからの最重要課題

の一つと認識しております。昭和55年に全国に先駆けて制定した矢巾町コミュニティ条例の

下、長年にわたって町民の皆さんが力を合わせて築き上げてきた本町のコミュニティの価値

を合併70周年を節目として、いま一度地域の中で、それぞれの地域コミュニティの中で再認

識していただく機会を持っていただけるよう、町といたしましても各コミュニティにしっか

りと働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 町史は誰もが手に取りたくなるような活字だけでなく写真等を含め

た内容となるよう記載しておりますが、さらに町民の方に見てもらうための矢巾町史のデジ

タル版を作成するとともに、図書として発刊する内容に加えて編集に携わった方々の苦労話

やこぼれ話など、いろんなものがあると思います。それをまとめて興味の持てる内容にする

ことも矢巾町史をいかに好んで読んでいただけるかの意味も含めて、その考えについてご意

見を伺います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  まず、町史編さん委員につきましては、委員６名で構成されてございます。新しい町史に

つきましては、第１章から第４章、約70項目についての構成になっております。今現在の状

況でございますが、おおむね一通りの粗原稿はできておりまして、それを庁舎の方々の皆さ

んにご協力をいただき、精査をしているところでございます。 

  さらには、特集記事として、約10から13ほど特集も組む予定となっておりまして、それで

構成をしてまいります。今お話がありましたとおり、活字だけではなく写真の挿入ですとか、

そういった構成、そういったものにも工夫をしながら、誰にとっても見やすい町史にしたい

というふうに思ってございますし、あともう一点、デジタル化につきましてでございますけ

れども、これも委員の中でも話題になってございます。これにつきましては、係る経費の問

題があったり、あとどれくらいの方がデジタル版を見るか、そういったものも検証しながら、

デジタル版の導入について検討を進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） やはり町民誰しもが喜んで見ていただけるような町史にしていただ

きたいと、そう考えております。それは、町民だったら誰もが考えていると思うのです。 

  次に、多くの町民の記憶に残る合併70周年とするために、希望者に自宅の写真をドローン

で空撮し、70周年のときの記念として自宅を写真に撮ってプレゼントするような気持ちと、

以前に空撮した自宅あるのです。それが昭和60年と平成18年なのです。それが自分の自宅の

写真を空撮で、昔はヘリコプターなのです、今はドローンがありますけれども、それが昭和
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60年と平成18年に撮っています。そのとき私も記憶があるのです。そのときが自己負担なの

です。それが今の農協なのです。農協の組勘から差し引かれたような気がします、たしかそ

うなのです。組勘って分かると思います。ですから、そういうふうな自己負担なのです、昔。

何ぼ払ったかというのは分からないですけれども、ですから今言ったように、全部が全部協

力してくださいという意味ではなく、やはり町民の方々が理解してくださる方は、幾らかで

もやって、町でも幾らかでも助成してもらって、そして自分の自宅をドローン等で空撮して

いただけたら。 

  というのは、自分の家は自分で分かるのです。自分の家の周り、特に今矢巾地区なんかは、

昔見れば、あれ、ここにあったな、写真を見ればもう一度分かるのです。今藤沢も変わって

いる、いろいろ変わっています。和味なんかも変わっているのです。道路が変わっているの

ですから、全部変わっているのです、山も変わっている。ですから、その家を見るだけでは

なく周りが見えるのです。ああ、あのときあったなと、これもあったなと、そういうふうな

ものを町史に載せておけば、これは町史とまた別な話なのですけれども、そういったものを

撮っておけば、やはりこれからのもう70年、あと30年後、50年後になれば、ああ、こういう

のがあったのだなと、あの人もいたったと。確かに私も撮ってあるのです。そのときに私の

息子がちょっと手を挙げている写真があるのです。まだ小学校に入る前かな、保育園だった

かな。そういう写真があるのです、ああ、あそこにそういえば杉が生えておったな、何あっ

たなと、ベコもやったっけなと、そういうふうなものを今ずっと思い出してくるのです。ち

ょうど私も家に行ってその写真を見て、思い出すのです。それを今度は町史に、どこかの、

簡単に言えば、学校の周り、昔、何年前かな、運動場、あそこの火葬場も一緒に写りながら

の写真があったのですけれども、そういうものを見れば、そこに住宅なんかなかったのです。

火葬場の煙突だけしかなかった。それがグラウンドがあって、そしてそこにみんなが集まっ

てやっている、運動会か何かの写真があったのです。それを見れば、やはりそうだなと、そ

れを周りの写真、空撮してやったらいかがかなと、それについて幾らかでも助成をお願いし

たいということですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 吉田喜博議員、指定管理者制度、そして町の合併70周年の非常に格調

の高いご質問をいただいている中で、今のご質問については、例えば今税務課でも固定資産

の評価で航空写真というか、そういうのはやっておりますので、私ら町史とそういったもの、

プライバシーの問題もあるわけですし、だからその辺のところは、自分たちでドローンを飛
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ばして、そういう空撮する。ただ、今非常にルールが厳しくなってきておりますので、だか

らこれは町史とこのことは結びつけることはちょっと難しいので、いや、今日は本当に吉田

喜博議員さんはすばらしい質問をしていらっしゃるなということで、今このご質問をお聞き

して、ちょっと何か残念な思い、やっぱりこれは町史と関わりのないことなので、それはは

っきりできないということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  吉田喜博議員。 

〇５番（吉田喜博議員） 誠にそのとおりでございます。でも、この中から見れば、やはりそ

ういったものに関しては、また別の場所でひとつお願いしたいなと、そう考えておりますの

で、ひとつこれからのことについて町長が駄目と言えば駄目です。ですけれども、別な場所

でひとつ協議いただけるような考えを持っておるかどうか、ひとつそれで最後にしたいと思

います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  ドローンの撮影というとてもよいアイデアをいただきまして、大変ありがとうございます。

実は、町史編さん委員会の中でもドローン撮影のほう、検討してありまして、主要な建物を

撮ることにはなると思うのですけれども、それメインではなく、歩き回って四季折々の景色

ですとか、そういった写真も盛り込みながら町史をつくっていきたいというふうに考えてご

ざいます。貴重なご意見ありがとうございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で５番、吉田喜博議員の質問を終わります。 

  次に、２番、髙橋敬太議員の質問を受けます。 

  髙橋敬太議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （２番 髙橋敬太議員 登壇） 

〇２番（髙橋敬太議員） 議席番号２番、子育ても老後も、髙橋敬太です。早速質問に移らせ

ていただきます。 

  持続可能な地域社会の構築を見据えた産業振興によるまちづくりの展望について、町長及

び農業委員会会長にお伺いいたします。岩手県内でも高齢化率の低い本町では、今後さらに
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子育て世帯等の増加が見込まれ、令和９年に総人口のピークを迎えることが予測されており

ます。それ以降は減少に転じることとなりますが、その後も持続可能な地域社会を形成して

いくために、早期に政策を実行し、将来も安心して生き生きと暮らせるまちづくりに備える

必要があります。雇用機会の創出と地域経済の活性化、地域資源の活用と地域のブランド価

値向上による住民の生活満足度向上等について当局の展望を伺います。 

  １点目、市街化調整区域における地区計画制度による企業誘致事業について、指標では令

和２年度から令和７年度で誘致企業の数９社とあるが、現在は何社でありますでしょうか。

また、資料等もつけさせていただきましたが、業務用地確保の進捗状況として、令和４年度

末時点では２件、現在は新規地区４か所で調整中とのことでありますが、９社分確保のため

今後残り新規３か所を調整するのか、さらにそのめどはついているのかお伺いいたします。 

  ２点目、本町にとって農業従事者と後継者の確保は喫緊の課題であります。新規就農者の

数は徐々に増加しているものの、第７次矢巾町総合計画の達成状況では、およそ半数にとど

まっています。人・農地プランに代わる地域計画を作成する必要もある中、新たな取組等活

路についてお考えをお伺いいたします。 

  ３点目、本町が行っている創業支援事業補助金について、今年度の申請件数をお伺いしま

す。 

  ４点目、地域資源の活用として、住民が主体となり、先々月開催されました徳丹城曲家ミ

ュージックフェスティバルが開催されたことは、喜ばしい限りであります。地域資源を活用

して本町を盛り上げていくための今後の企画や各団体との協力、支援の拡充についてどう取

り組んでいくのかお伺いいたします。 

  ５点目、本町は、岩手医科大学や産業技術短期大学校等学生をはじめ若者が多いという強

みがあります。一方、若者や子育て世帯からは、カフェやファミレスのような施設がもっと

欲しいという声をよく聞いておりますが、そのような業種にフォーカスしてヒアリングを行

う等、誘致に向けた渉外活動を行ったことはあるのかお伺いいたします。 

  ６点目、町内の事業者を応援するために、今月リリースされました住民ポータルアプリや

はナビ！で紹介するページを追加してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ７点目、道の駅構想について、現在の進捗状況をお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ２番、髙橋敬太議員の持続可能な地域社会の構築を見据えた産業振興
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によるまちづくりの展望はについてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、市街化調整区域における地区計画制度による企業誘致事業により

立地した企業数は、現在のところ１社であります。また、市街化調整区域内における地区計

画の策定状況につきましては、地権者の意向を踏まえつつ検討するものであり、現在４地区

を候補地として事業者の候補者を選定しているところであります。 

  ２点目についてですが、農業従事者及び後継者の確保は、全国はもとより本町におきまし

ても深刻な問題となっております。本町では、人手不足を解消するため、国の新規就農者支

援策を活用し、担い手確保に関わる支援を行っておりますほか、親元就農を促すための独自

支援を行っております。 

  また、新規就農者が地域を支える担い手として経営の安定、規模拡大を図れるよう盛岡農

業改良普及センター、岩手中央農業協同組合、町農業委員会と各分野で連携した支援体制と

情報共有により営農相談から就農まで一貫した指導、助言を実施しておるところであります。 

  ３点目についてですが、創業支援事業補助金の本年度の申請件数は、現時点、今のところ

１件であり、前年度の申請と合わせて本年度２件の認定をしております。 

  ４点目についてですが、本年初めての試みで行った徳丹城曲家フェスティバルにつきまし

ては、地元とくとく振興会が主催し、町の商工会壮年部と町が共催で開催したところであり

ます。初開催でありましたが、来場者やアーティストから一定の評価を得ているところであ

ります。行政だけでは気がつかないことなど、お互いのよい案を持ち合わせた内容となり、

盛会裏に行うことができましたことから、今後の企画、協力や支援の拡充につきましては、

今回の改善点を踏まえ、関係団体と一緒になり、また考え取り組んでまいります。 

  ５点目についてですが、町内は飲食店が少ないことについては承知しているところであり

ますが、町としても学生やファミリー層のニーズに応えるべく飲食サービス業の誘致に向け

て現在交渉を行っているところであります。 

  ６点目についてですが、町の媒体では、公平性の観点から特定の企業や店舗の紹介ができ

ないことから、やはナビ！におきましても、紹介ページの追加を行う予定はないところであ

ります。町の媒体を活用する場合は、事業者の紹介という形ではなく、広告という形での事

業内容等の掲載を町広報紙、やはラヂ！、町ホームページにおきまして広告料をいただいた

上で実施しておりますので、今後も町の保有する資産を有料広告媒体として活用し、地域経

済の活性化を図ってまいります。 

  なお、矢巾町商工会では、ＳＮＳでの町内事業者の紹介に取り組んでおりますことから、
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町商工会等の民間団体と連携した町内事業者の応援について検討してまいります。 

  ７点目についてですが、第７次矢巾町総合計画の目標進捗において、候補地を含めた具体

的な方向づけが進んでいない状況となっております。平成30年３月の道の駅設置に係る調査

結果の中間報告では、全国の道の駅の成功、失敗事例を検証しつつ、立地場所を国道４号付

近、矢巾スマートインターチェンジ周辺を候補地として考察しておりますが、設置及び運営

に係る町の財政負担が非常に大きいとして取りまとめたところであります。 

  なお、具体的な候補地としておりました国道４号周辺の史跡徳丹城跡につきましては、昨

年に取得した駐車場と併せ道の駅としての活用を検討したところでありますが、国土交通省

が定めております道の駅としての基準を満たすことが難しい状況となっております。道の駅

を整備することにより、町の知名度向上を満たすことも必要でありますが、本来の目的は、

地域の活性化につながる施設としての位置づけでありますことから、現在実施しております

徳丹城マルシェなどのイベントを通じて交流人口、関係人口の増加に努めてまいります。 

  以上、私からのお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 中川農業委員会会長。 

              （農業委員会会長 中川和則君 登壇） 

〇農業委員会会長（中川和則君） 引き続き、持続可能な地域社会の構築を見据えた産業振興

によるまちづくりの展望はについてのご質問にお答えいたします。 

  ２点目ですが、農業委員会では、毎年県が開催する新規就農セミナーや独自に開催してお

ります農地相談会におきまして、本町の新規就農支援施策をアピールしながら、農業委員会

が就農を検討する方の相談に応じ、就農者の確保に向け取り組んでいるところであります。 

  なお、国において農業従事者の減少に対応するため、多様な農業担い手の確保や新規就農

の後押しなどを目的として、本年４月に農地法の一部改正が行われ、農地の権利取得に係る

下限面積要件、俗に言う５反歩要件が撤廃されたところであります。この改正に伴い、農地

の権利取得を伴う新規就農の相談がたびたびあり、本年度は３名の方々が新規就農し、地域

を担当する農業委員が、その方々の営農に関する身近な相談役、地域の農業者とつなぎ役を

担っているところでございます。地域によりましては、農業委員会と営農組織が連携して休

日に農業後継者への農作業技術の伝承に取り組んでいるところもございます。 

  農業委員会は、新規就農や農業後継者に対し、直接的な支援施策を講じるものではござい

ませんが、今後も様々な機会を通じて本町の支援施策を広く周知するとともに、さきに申し

上げました農業委員による地域での活動を継続することで新規就農者や農業後継者が安心
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して農業に取り組むことができる環境を全町的に広め、農業従事者、後継者の確保につなげ

てまいりたいと考えております。 

  以上でお答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） １点目についてお伺いいたします。 

  まず初めに、市街化調整区域における地区計画制度による企業誘致を進めてこられており

ます。普通の企業誘致と異なり難しい点など、これまで感じられたことをまず教えていただ

けますでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） ご承知のとおり、市街化調整区域における開発

というのは非常に制限がございます。その中でこの事業を始めるに当たりまして、様々な手

法を検討してまいりました。１つは、全体を用地買収して達成後に売却を企業のほうにする

パターン。２つ目は、そこにあるインフラのみを買収して整備して企業に渡す。もう一つは、

地権者交渉などに関与して、そこのみにとどめて、あとは民間のほうに任せる。この３つの

方法を検討させていただきました。当時特命担当という担当課長がございまして、そこの中

で、この３点について早期に矢巾町で市街化調整区域において業務用地を提供するにはどの

ようにしたらいいのかというようなことを踏まえて、この３つを検討してまいりました。そ

の中で、一番期間を短く整備につなげることができる３番目、この用途、この手法に基づい

て事業を進めていくというものを令和元年度に事業化を決定いたしまして、これを市街化調

整区域における地区計画制度における企業誘致事業として進めてきたものでございます。 

  一番苦労した点といいましては、様々ヒアリングを基に、例えば当時議会の全員協議会の

ほうに説明させていただいた資料につきましては、９社程度誘致したいと。大体計画面積は

９ヘクタールということで考えていたのですが、どのような形だったのかというと、ヒアリ

ングに基づきますと、多くの場合が１万平米、約１ヘクタールぐらいの業務用地が欲しいで

すというようなお話がたくさん寄せられたと聞いています。ですので、９ヘクタールですか

ら、１ヘクタールずつだったら９社というふうな形で当初考えておりましたけれども、やは

り蓋を開けてみますと、そこの事前の調査のニーズと実際はかなり異なっていたという現状

はあるというふうに認識しておりまして、現在はそういうことを踏まえながら事業を進めて

いるところでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） ちょっと細かいことの確認なのですが、これは企業推進事業ではな

くて、政策推進事業ということでよろしいのでしょうか。予算とかの関係。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） これは、道路住宅課で行っていた事業を未来戦

略課で引き継いで今やっている形になりますので、新年度に当たりましては、事業のほう、

政策推進監のほうの事業に回してくるような形で調整はしているところでありますが、なの

で新しく新設になりました未来戦略課のほうが、以前行っていた道路住宅課の分から引き継

いだ事業というような形になっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） それでは、この４地区を候補地として事業者の候補者を選定中とい

う答弁でございましたが、つまり応募が実際にあったということでよろしいのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） ４地区ということでございますけれども、まず

どこどこかということなのですけれども、現在間野々地区、これは６月１日から10月末まで

ということで募集しましたけれども、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区ということで３か所に分けま

して募集を行っております。募集結果といたしましては、区画２、１件、Ｂ区画はございま

せんでした。Ｃ区画には２社応募がございました。今現状はそういう形になっておりますし、

今３つですが、残り１地区、南昌地区にございましては、企業の調整を進めているところで

ございますので、全てにおいて、Ｂ地区はございませんでしたけれども、進めているところ

でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） それでは、社数は教えていただきましたが、それぞれ業種など教え

ていただけますでしょうか。 
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〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） こちらまだ事業者の審査途中ということでござ

いまして、公表は差し控えさせていただいておりますけれども、物流関係のようなところの

企業が申し込んできているというところでございます。こちらなのですが、募集要項の中で

限られた中での募集になりますので、その用途、例えば事務所、研究所、工場、自動車車庫、

倉庫、自動車修理工場、あとはドライブインとかコンビニ、あとガソリンスタンド、こうい

ったところでの範囲の中での募集となっておりまして、その中での募集があったということ

で現在とどめさせていただいております。 

  なお、このことにつきましては、今月中に審査を終えまして、公表ができる段階になりま

したら皆様のほうにはお知らせをしたいと考えているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） しっかりと戦略立てて限られた募集をしているということで、とて

も希望が持てる内容だったと思います。本町の国道４号沿いでは、個人的には空き物件が今

目立つように感じるのですが、この原因は何であるかと推察されて、この状況に対して当局

は今後どうしていくのか、方針がありましたら教えてください。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） まず、最近空き物件が目立ってきているという

ことについて、私どもでどのように分析しているのかということでございますけれども、交

通体系というものがある程度整備されてきておりまして、国道４号につきましては、町内の

中を移動していくに当たっては、ストロー現象というものが起きているのではないかなと思

います。交通の便がよくなりますと、当然自動車の流れというものもよくなります。そうし

ますと、滞留せずに直接目的地へ行ってしまうというような現象が起きがちになります。そ

ういった意味で現在沿道サービスにおきましては、そのような状況に陥っているのではない

かなというふうに分析しているところでございますし、このようなものに対してどのような

形で滞留させていくのかというようなことなのですが、それが今回地区計画を張っておりま

すけれども、沿道サービスにおいて若干滞留できるような企業の集積を図りたい。 

  ただ、ここは市街化調整区域でありますので、人口の集積が起きてはいけないというよう

な制約もございまして、そういうジレンマはあるのですけれども、そういった形で滞留させ



  

－ 292 －  

ながらというようなところを実現できるような土地利用がしたいなというふうに考えてお

ります。 

  なお、今回Ｂ地区、募集がなかったわけなのですけれども、ここにつきましては、再度地

権者さんのほうに相談いたしまして、そういうところに特化した形で募集ができないかなと

いうようなことも踏まえて検討してまいりたいと思いますが、あくまで最初のスキームで申

し上げましたように、私たちは介入してご紹介するというような立場になりますので、その

中で地権者の合意を、説得というか、地域がよくなるようにというような形で皆さんと話合

いをしながら、新しい区画のほうの募集につなげて、空き物件なんかも、それを一気に解消

することはできないのですけれども、滞留することによって、ああ、あそこは空いているか

らうちも入ってみようかなというような動きをつくれればいいのかなというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 私の考えとも一致しておりまして、まさに飲食店等については、そ

もそもの矢巾の人口数であったり、目的地が矢巾となっていない場合は、そのまま通り過ぎ

るだけであるので、現状は難しいのではないかと思います。なので、幹線道路沿いは長期的

視点による製造業またはヘルスケア産業だったり、物流だったりの誘致を進めて、そのよう

な働くところが増えた段階で飲食店も入ってくればいいのかなと思っておりましたので、引

き続き企業誘致事業の推進をお願いしたいと思いますが、その企業誘致事業の予算について

ちょっと確認させていただきたいと思います。 

  ちょっと遡りますが、平成30年では200万円強の予算となっており、令和元年度は250万円

増額されております。この令和元年度は関東だけでなく、関西方面にもセミナーなど参加す

るための理由で増額されていたと思いますが、現在も関西方面へ行っているのか、また関西

方面での感触などを教えていただけたらと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） 今この事業につきましては、どちらかというと

地権者さんが関東のほうにいらっしゃる場合が多いので、そちらに行って話し合うための旅

費というような形は取っていることでございます。あとこのような勉強という形、関西に直

接行ってお話をして、企業の方々とお会いしてお話をするというのは、例えば在京の企業の
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方々の県人会みたいな形のものに参加したりしながら、ネットワークを広げて情報交換をし

たりということもございますし、個別に企業訪問したりすることもございます。あとは、地

権者との交渉というような形でのものになっております。あとは、県の誘致のセミナー等も

開催されておりますので、県主催でたくさん集めて一気にやるようなセミナーもあるのです。

そういうものに参加するような形で予算は使わせていただいているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 予算は使えばいいというわけではないと承知はしておりますが、し

っかり使うところには使って、町の発展のために引き続き頑張っていただきたいと思ってお

ります。 

  もう一点、町内に誘致されたプロロジスパーク盛岡についてお伺いします。プロロジスは、

行政や地域社会とともに官民一体となって新しい次代のまちづくりに取り組むと社でうた

っているわけでありますが、他の自治体を見ますと、まちづくりも協働で行っている例もあ

り、兵庫県のプロロジスパーク猪名川では、周辺住民が利用できる約4,000平方メートルの

公園があり、防災広場として整備もされていて、災害時の消防活動拠点や避難拠点として活

用されているようです。また、愛知県のプロロジスパーク東海では、地元地権者で構成され

る土地区画整理組合が広域交流機能、居住機能、工業機能、物流機能など、複合的な機能を

導入するまちづくり事業を施行中で、伝統を生かしながら、多様な都市機能を配置し、歩い

て楽しいまち、にぎわいあふれるまちの形成を目指しているとのことでした。本町は、プロ

ロジスパーク盛岡との連携、官民一体のまちづくりについての動きがあるのかお伺いいたし

ます。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） プロロジスパーク盛岡とどのような形をという

ことで、今現在本社のほうと様々やり取りをしているところでございますけれども、おっし

ゃるとおり、防災の関係の協定は結べるかどうか、あとはただ結ぶのではなくて、実効的な

ものとなるかどうかというようなことに関して今調整を進めているところでございます。 

  あともう一点、これはまだ確定という形というか、様々な障害をクリアしなければいけな

いという前提ではあるのですけれども、プロロジスパーク盛岡の建物、屋根の部分、こちら

全てソーラーパネルを張ることになっています。そこから水素を作りまして、その水素を使
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ったまちづくり、当然自社利用もするのですけれども、その使い切れなかった分を今度みん

なで使っていくというようなスキームをプロロジスパークさんのほうでは考えているよう

で、本町を含め県も一緒になって、そういうことができないかということを今考えていると

ころでございます。 

  土地利用に関して、これもまた土地利用が出てくるのですけれども、非常に制約が多いの

ですが、できない理由ではなく、やる方向で今考えているところでございまして、そうなる

と岩手県内においては初めてそういう水素の何らかの形で実装していくパーツになります。

そうなれば、矢巾町にとっても脱炭素という部分の中で大きなパーツの一つになるのではな

いかなと期待しているところでございまして、そういった部分につきましては、プロロジス

さんぐらいの大きな企業だからこその連携というところの中で特色を生かすような形にな

ればいいなというふうに考えておりますし、実現できるように努力してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） それでは２点目、本町における農業の現状について、これは本当に

嫌みとかではないのですが、まず午前中の横澤議員のときに町長がまさに今後の矢巾町の農

業の将来像について語っていただいたので、私がまたあえて聞くことはないのですが、私は

担当課へちょっと細かいところを聞かせていただければと思っております。 

  まず、本町の農地集積率は81％で県内トップクラスとなっております。そして、集落営農

組織が多いというのが特徴ではないかと思っていますが、一般的に農地集積は、農地中間管

理機構が主体となって行われるものと思っておりましたが、本町の場合は、どのように集積

率を高めてきたのか、また現在の課題についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  本町の農地集積につきましては、やっぱり圃場整備が進んでいるというのが大きいものと

思います。それと併せまして集落営農組織を早くそれぞれの地域でつくりまして、そこに農

地を住民の、地域の皆さんの理解を得ながら集積を進めてきたというところが非常に集積率

の高い要因となっているところと思います。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（廣田清実議員） 問題点があったら。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） すみません、問題点ですけれども、やはり昨年度地域

計画、目標地図作成のために地域を回ったときに、やはりその作成に当たっては、後継者、

実際に将来の目標地図を作っても、就農する人がいるのかというところがやはり課題として

出てきました。それに対応するためにも、やはりちょっと目標地図であるとか、地域計画を

しっかり地域の中で話し合って、実際に後継者はいないといいながらも、次の世代にどうや

って農業をつないでいくかというのを地域の皆さんで考えていただきながらということで

この地図づくり、地域計画づくりを進めていきたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 当局担当課及び農業委員の皆様のご尽力のおかげで遊休農地は0.28％

維持されております。さらに分散錯圃の課題に取り組まれ、県のモデル地区となったサンや

はばでは集約化が行われてきました。現状町内の集積率は高いですが、持続可能な農業のた

めに、私はやはり国の指針でもありますように、その先の集約化及び大規模化が重要である

と思っております。集約による効率化を考えた場合に、集落営農組織が多いということが、

それぞれの組織ごとの立場であったり、考え方があるかと推察されて、集約等が難しくなっ

てくる場合があるのではないかと思いますが、そのような問題はあるのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現時点では、集落営農組織同士での農地に関する問題というのは、特には発生していると

いうことはございません。ただ、やはり集約、大規模化を進めていくために、本町のほうと

しましては、やはり離作、例えば盛岡市の方が来て農地をつくっているとか、そういうこと

も実際に多くありますので、そういった辺りでの地域内だけの調整ではなくて、他市町村と

の方との調整というのも出てくることが課題でもあると思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） ただいま議員のほうから集落営農組織が多いというようなお

話もあったわけでございますけれども、確かに一つの行政区の地区で３つの集落営農組織が

あるという場所もございます。サンやはばがモデル地区になって集積、集約化に向けたとい
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うふうなお話もございましたけれども、主に平場地区におきまして出作入作、要は地区外の

人がその地区に入って営農しているというような状況を解消するために、そういった話合い

を進めながら、今では、サンやはばの次に白沢地区において、そういった中間管理機構を通

じた集積、集約ができないかということで、いろいろ取組を行っているところでございまし

て、いずれにしても目標地図というようなものを作成しながら、そういった見える化を図っ

て集積、集約化が図られればいいのかなというふうに思ってございます。 

  集落営農組織が多いというようなことでございまして、それが７次総合計画にも掲げてご

ざいます法人化に向かっていけばいいのかなということで、そういった取組も農協あるいは

普及センター等と一緒になってフォローをしていきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） ７次総の施策の方向として、農地利用最適化の推進があり、地域の

担い手間の連携強化しますと記載があるのですが、これは集落営農組織内の連携を指すのか、

集落営農組織間での連携を指すのか、どちらを指しているのかと、またこれまでどのような

連携を取られてきたのか教えていただけますでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がありました担い手間の連携につきましては、今年度

の例を挙げさせていただきます。定期的に行ってございます就農者の現地訪問の際に、タマ

ネギの栽培を始めたものの、機械を持たない経営体と逆にタマネギの機械は持っているけれ

ども、オペレーターが不足しているというような経営体のほうから相談がありました。これ

につきまして、矢巾町の農業経営改善支援センター、このセンターが仲介することで、それ

ぞれの問題点を解決したと、必要とするもの、余っているものということで、それぞれ解決

したという例がございました。 

  いずれにしても、担い手間あるいは集落間に限らず、こういった連携については、何が課

題でありまして、どのようにしていったらいいのかということを明確化して、それに向けて

必要なサポートを関係機関とともに行っていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 事例のご提示、ありがとうございます。一例だとは思うのですが、

そういう機械の利用に関しては、集落営農組織の前進である機械利用組合が担っていること
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で、それが進化して集落営農組織となったと認識しております。集落営農組織は、先ほど答

弁ありましたように、法人化を見据えた組織だと思いますが、具体的な法人化に向けての動

きであったり、支援、初日の信一議員のことともちょっと重なることがありますが、法人化

に向けた動きについて、ちょっと教えていただければと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 具体的な法人化に向けた動きということでございますが、今

圃場整備事業が町内で２か所行われてございます。１つの地区は矢次地区ということで、今

煙山小学校周辺で盛んと面整備が行われている地区がございます。あともう一つの地区は、

広宮沢地区ということで、県道不動盛岡線、今予定されている国道南道路の周辺になります

けれども、その２地区で約30ヘクタールほどの面整備が行われまして、区画が拡大して効率

的な農作業ができるというような事業が行われているところでございますが、このうちの矢

次地区のほうで今後法人化を目指すということで、いろいろ町としても施策等を行っている

ところでございますので、この面整備をきっかけ、圃場整備事業をきっかけにそういった法

人化が進めば、さらに明るい農業が少しでも見えてくれればいいのかなというふうに考えて

ございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） まさにその法人化を推し進めるという点については、私も同じ認識

であります。８次総の案の中では、農地利用の最適化推進で集積、集約及び新規就農を促進

していく必要があるとされておりますが、新規就農が大切なのはもちろん理解しております

が、やはり私はまず農地集約による効率化と法人化による福利厚生の充実など、労働環境の

改善また経営、継承の円滑化など、将来も安心して働ける魅力ある農業をつくり上げること

にまずは注力して、そこから環境を整えてから新規就農者を掘り起こしていったりだとか、

確保していく動きのほうが苦戦しなくていいのかなと勝手に思っているわけでありますが、

農業次世代人材投資事業で本町における経営開始型は、令和３年度では３組あったと見るこ

とができましたが、これまでで大体何件、そういう新たな補助、交付金などを利用してやら

れた方がいたのか、ちょっと数、もし分かれば教えていただきたいのですけれども。 

〇議長（廣田清実議員） 的確に答えて。佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話しいただいた分、担い手育成事業ということで新規就

農関係かなというふうには思いますけれども、令和３年度につきましては、確かに３組、夫
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婦が２組と個人が１組ございました。今年度につきましては、これは５年間の事業でござい

ますので、引き続きまだやっておられる方、夫婦１組ございますし、そのほかにもう一件個

人の方で予定されている方がございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） これまでにそのような支援を受けて農業を始めた方がいらっしゃる

と思うのですけれども、続けられなかった事例だったり、途中で離農してしまった方などい

らっしゃるのか、教えていただきたいのですが。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） そのまま新規就農者が認定農業者、もう一つ、ワンランク上

になった方もいらっしゃいますし、あと１件だけ、営農意欲の低下によるということで、そ

ういった継続して営農することがちょっと困難になったという方が一例だけございました。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） やはり環境を整えることが大事なのかなと、今の答弁で思ったとこ

ろであります。集約化のモデルとなったサンやはば、今度白沢でも進めていくということで

したが、この集落営農組織間の連携が持続可能な農業を考える上では、やはり重要であるの

かなと思います。サンやはばも元は３つの地区が一緒になって法人された背景があるとお聞

きしました。人材がいないのであれば、ほかの地域と連携して行う、そのような取組が重要

であると思いますが、他の地域でそのような組織を超えたような連携があるのかを確認させ

てください。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話があったとおり、サンやはばにつきましては、３つの

地域が１つになって一つの法人として営農を続けられているわけでございますけれども、ほ

かの地域につきましては、なかなか進まないというのが現状でございまして、モデル的な地

区があれば、それに倣って進めばいい話なのですけれども、なかなか、やはり地域のしがら

みというか、ちょっと一昔の考え方がまだ残っている部分がございまして、やはりそれは今

後後継者が代替わりすることによって解消していくのではないかなというふうに見込んで

おりまして、積極的にこちらからも働きかけをしながら、合併というよりも共同でできる部

分は共同でということで進めてまいりたいと思います。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 当局でも支援をしていくということでしたが、信一議員の質問で法

人化の支援に対する質問もあったのですが、そのときは法人化を目指す地域の集落営農組織

についての勉強会を行ったり、支援していくということでしたが、そういうまず法人化をし

ようという気にさせるところからの旗振りであったり、そういう支援も行うことが大切かと

思いますが、勉強会だけでなく、そういうぜひ旗振り役を担っていくような考えはあるのか、

最後にお聞きしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） いろんな研修会とか、そういった農業者が集う機会がありま

すので、そういった機会を捉えながら、法人化のメリットだけでなくてデメリットもお示し

しながら、よりよい農業経営に向けてこちらのほうでも指導を行ってまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 次に、農業委員会へお伺いしたいと思います。 

  まずは、休日に技術の伝承を行っているということで、ご尽力に頭が下がります。多くの

人材確保に向けて農業委員会の発展も必須であると思っております。ご存じのとおり来年農

業委員の改選を迎えるわけでありますが、農林水産省では、青年、女性の積極的な登用に努

めることとしております。しかし、そもそもそのような方が応募とならなければ任命もでき

ないわけで、そのような人材の確保や新たな委員の参入によって活性化をしていくなど、何

か取組は行っているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 

  農業委員さんの選出については、公募ということになっておりますので、こちらのほうか

らなかなか働きかけというのは、難しいところはございます。ただ、公募になったのは平成

27年の法改正で公募になりまして、それ以来農業委員さんは、農業者の方の県とか広域単位

での会議、研修会などで、女性とか広い年代でというような話は出ておりますし、あとは農

業委員会のほうで農業者の皆さんに普及しております全国農業新聞というのがあるのです

けれども、そちらのほうにも女性の農業委員さん、若い農業委員さんの活動であるとか、最

近は本町の女性の農業委員さんも紹介されておりましたけれども、そういったことで普及さ
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れているのかなと。そして、本町の農業委員さん、現在の委員さんですけれども、改選時に

女性の方２人、40代の方が３人というふうになっておりますので、徐々にではありますが、

浸透しているものかなというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 農業委員会における最適化活動の目標については、農地の集約を目

標設定されておりますが、集約率は高いとされていることから、集約について目標を定める

お考えはないのかお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 

  農地集積につきましては、農地を拡大していくということで、例えば８割というような目

標設定は可能なものですけれども、集約については、例えば認定農業者の方、Ａさんに集約、

Ｂさんに集約、集落営農組織に集約というような形になりますので、なかなか数値で目標設

定するのは難しいということがありますので、今回今年度から来年度にかけて、その地域の

方々と話し合いながら作成する目標地図、その目標地図は、数字で現れない分、誰が見ても

農地の集約が分かる可視化したものとなりますので、その目標地図の策定で集約の目標を設

定するということになります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） あとこの質問で何項目ぐらいある、質問の内容。 

〇２番（髙橋敬太議員） あと３つ。 

〇議長（廣田清実議員） では、他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 平成30年、本町の最適化推進に関する指針では、地域によって農地

の利用状況が異なっていることから、地域の実態に応じた取組を推進し、それに向けた対策

が求められている。また、地域の特色を生かしながら、活力ある農業、農村を築くため農地

利用最適化推進委員を置かないと決めたと記載されております。 

  私は、地域の特色を生かすためには、推進委員を置いて、多くの方の意見を取り入れたほ

うがいいのではないかと思ってしまうのですが、その点についてお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 
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〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 

  推進委員につきましては、国のほうで設定する基準、設定しなくてもいいというところで

の基準を本町のほうでは満たしております。そして、農業委員さん、各地域、担当を持って

活動しておりますし、最適化活動の日数につきましても、本町のほうは集積率が高いので、

１日以上というような設定の仕方をしているのですが、４日以上皆さん活動していただいて

おります。それ以上活動している方もいらっしゃいますし、あとまた地域のほうの営農組織

のほうがしっかりしているということもありますので、その営農組織の役員の方と農業委員

さん、うまく連携を図っていただきながら、地域での農地の適正化の活動をしていただいて

おりますので、現状の中でも特に問題はないものと捉えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 集積率であったり、遊休農地であったりの基準があって、あえて設

定しなくてもよいというので、してもいいのだと思うのですが、私は農業委員への負担が大

きいのではないかということを懸念しておりまして、紫波町ではもともと19名であった農業

委員を12名にして、新たに推進委員を18名加えて、合計30名で活発な農業政策を推進されて

いると聞きます。また、先ほどおっしゃったように、県でも推進委員の研修会を開催して、

資料もつけさせていただきましたが、他の市町村ではうまく連携して活発に活動している体

系が取られているのかなと思います。 

  本町では、農業委員が兼務する体制となっており、推進委員を設けることによって農業委

員の負担を軽減し、農業委員はもっとほかのことができるのではないか。例えば必須事務と

任意事務がございますが、任意事務の法人化の推進であったり、そのような業務もできるの

ではないかと思って、そのほうがより有意義な組織になるのではないかと思ったので質問さ

せていただきましたが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 

  他市町村の事例とか、私たちのほうでいい事例もあれば、悪い事例もございますので、そ

ういったところをちょっと確認しながら、農業委員さん、今度改選がありますので、新しい

委員さんとまた改めて推進委員につきましては検討させていただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太委員。 

〇２番（髙橋敬太議員） これで農業関連は最後になります。答弁で５反歩要件が撤廃されて、

狭い農地面積で新規取得された方が３名あったということでしたが、こういう狭い農地をぽ

つぽつと取ることによって、そういう集約化に対して不都合が生じることはないのかお伺い

したいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田口農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（田口征寛君） お答えいたします。 

  当然農地取得については、農地法による許可が必要なものになります。その中で、当然地

域計画であるとか、目標地図作成、地域の集約に影響がない範囲での対応ということで判断

させていただいております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） ここで暫時休憩といたします。 

  再開を16時35分といたします。 

              午後 ４時２４分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時３５分 再開 

〇議長（廣田清実議員） 再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    会議時間の延長 

〇議長（廣田清実議員） 今日は、一般質問がすごく白熱しておりまして、到底５時には終わ

らないようなので、ここで皆さんにあらかじめ申し上げます。 

  矢巾町議会会議規則第９条第１項の規定により、会議時間は午後５時までとなっておりま

すが、午後５時を過ぎることが予想されますので、同条第２項の規定により延長することを

あらかじめ宣言しておきます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 続きまして、創業支援事業補助金についてお伺いいたします。 

  現在家賃の補助もしくは土地の補助としておりますが、起業の際に一番困るのは、初期費
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用ではないかと思います。他の自治体では、初期費用としてまとまった金額を補助している

ところもありますが、家賃補助としている理由を教えてください。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 確かに初期投資がかかるということで、いろいろ事業を始め

るに当たりまして、いろんな備品、消耗品、いろんなものを買う必要がございますけれども、

一番手っ取り早い、起業するのに今まで聞いてきた要望の中では、やはり家賃なり、地代の

補助をいただくと一番、これは毎月に関わることでございますけれども、家賃であれば２分

の１以内の月額４万円ということで、そういった毎月かかる部分の費用を意外と見込んでい

ない起業する方がいらっしゃるということで、最初にかかる部分については、当然償却資産

も含めていろんな、車を用意したりとかというのは考えているようですけれども、そういっ

た毎月の負担分が大きいという声があったものですから、町としては、こちらの創業支援事

業補助金ということでただいま行っているのは、家賃と地代の補助という形となってござい

ます。 

  また、いろいろな声がございましたならば、やはり伴走型の支援ということで別な形での

支援も考えていきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） これは、まず考え方の違いでどちらもあるということだと思います。

初期費用としては、まとまった金額を出すということは、やはりインパクトもありますし、

リスクに対しては審査を厳しくするなど対応して、逆に大きな支援を受けることで矢巾町を

愛する企業に成長する可能性があるのではないかと思います。この補助について、盛岡など

でも行われている起業家コンテストのようにイベントにして起業家にピッチ、いわゆるプレ

ゼンをしてもらって、金融機関と連携して、各組織の方に審査してもらう。そうすれば、町

のそういう起業の雰囲気が醸成されたり、町民からも注目を浴びたり、周知、集客にもつな

がるかもしれません。町全体で盛り上がるのではないかと思います。すぐには難しいと思い

ますが、令和４年度のこの補助の予算は156万円で、決算を見ますと87万円だったので、幾

らかは余地があるのではないかと思いますが、このことについてご意見をいただけたらと思

います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 予算に対しまして、実際使われた金額が若干やっぱり少ない



  

－ 304 －  

ということで、これにつきましては、町に在住している人が町内で家賃を払いながら事業を

やるというような、今対象はそういう形になっていますけれども、逆に町外に住所があるの

ですけれども、町内に店舗を持つという形態も支援が必要なのかなというふうに考えてござ

いますので、今後要望等、その辺商工会と一緒になって、今起業支援ということで経営支援

を含めて応募している方が商工会のほうにありますので、そういった方々からも聞き取りを

しながら、ぜひ矢巾町内で事業を起こしたいという方の支援も必要なのかなというふうに思

ってございます。 

  あと先ほど髙橋議員のほうからありましたビジネスコンテスト、こちらは盛岡広域という

か、滝沢、盛岡、矢巾ということでビジネスコンテストをやってございますし、あと出資の

ほうでＦＢＣということでＳＤＧｓに関わる出資、要はビジネス提案をすると、それに対し

て出資金が賄えるというか、出資してもらえるような取組も盛岡、滝沢、矢巾でやってござ

います。それに加えて紫波町も入ってございますけれども、そういった出資できるような仕

組みもございますので、そこはＰＲをしていきたいなというように思ってございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） まさに、その対象者についてお聞きしようと思っていたのですが、

矢巾町に居住する方を限定とホームページには記載しているかと思うのですけれども、これ

は移住予定といいますか、もしお金をもらえるのだったら矢巾町に住むよという方も対象に

なるのか、それとも本当に住民票がそこになければもらえないのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 現在の仕組みで申し上げますと、町内に居住する方というこ

とが第一前提となってございますので、その辺は今髙橋議員からもお話あったとおり、今後

住もうとする方についても対象にできるように、その辺は要項等を改正できるような形で、

方向性で考えてまいりたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） これは、事例提供なのですが、石川県羽咋市では、起業家支援に力

を入れておりまして、初期費用に使用できる基本額は90万円、さらに加算として若者及び子

育て世帯では50万円、転入者で50万円、まちなかでの創業で10万円、上限額200万円出して

いる自治体もございます。若者や、先ほど転入者についてでしたけれども、若者や子育て世
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帯が新たにチャレンジしたいという方に対して加算をしていくような、そのような考えも町

を盛り上げるためには必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） いい取組をお聞かせいただいたので、その辺についても併せ

て検討させていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） では続きまして、曲家ミュージックフェスティバルについてお伺い

します。 

  答弁で今回の改善点とありましたが、どのような改善点があったのかをお聞きいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  今回開催した際に、入場された方にアンケートを取ってございます。アンケート回収率は

100％ではなかったのですけれども、その中では、今回チケット制にしたところがあります。

それを分からないで来た方が、ちょっとお金を払うのであればということで帰られた方も数

名いらっしゃったとお伺いしております。そういったところ、ある一定の対価を支払って見

てもらうというのも一つの方法ではあるのですが、多くの皆さんに来てほしいというところ

の気持ちを考えますと、無料で見ていただく、こういった方法も来年度に向けて課題の一つ

だなというふうに捉えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 曲家の利活用についてご質問いたします。伝統的な建物でございま

すので、いわゆる和のものといいますか、そういうのと相性がいいのかなと思います。そこ

で、これまでも四季を通してのイベントであったり、お茶会だったり、いろいろやられてい

るということを拝見しましたが、書道家の方の個展を開催してもらったり、また町民には日

本画の講師をされている方など、その他芸術活動を行っている方、たくさんいらっしゃいま

すので、そのようなアーティストやクリエーターにイベントスペースとして期間限定で貸し

出したりすることで地域の芸術文化を促進し、曲家自体がアートの中心になるのではないか

と思いますが、そういうイベントスペースとして貸出しは可能なのかお伺いします。 
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〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  曲家の活用につきましては、例えば農家レストランですとか、そういった方法も検討した

経緯がございます。ただ、あの建物、耐震診断を行っていないというところもありまして、

耐震診断を行って、もし改善というふうになりますと、建て替えしたほうが安くなるという

県の方のご指導もあったところでございます。ただし、一時的な活用ですとか、そういった

ものであれば、今でもわたまろ探検隊とか、中で手遊びとか、昔の遊びとか、あるいは昼食

を取ったり、そういったもので一時的な活用はしてございますので、今ご提案がありました

ものを含めて調整してまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） そのわたまろキッズ探検隊で火起こしを行ったりというお話、先日

お聞きしましたけれども、そこで大人向けの体験を用意してみてはいかがかなと思いまして、

イメージとしてはグランピングのような感じで、囲炉裏を使って鍋を食べるだとか、そうい

うことができるのか。また、以前は宿泊体験があったと聞きますが、現在その宿泊は可能な

のかお聞きしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  以前にもちょっとご質問いただいたところで、曲家の中で火を使って、例えば鍋を食べる

とか、そういったお話も髙橋敬太議員から質問があったところですけれども、あそこの中で

火をたくとなりますと、消防法の関係とか、そういったクリアする面がかなりありますので、

今ここではっきり断言はできないところではございます。 

  ただ、先ほども申しましたとおり、いろんな使い方、一時的な利用の仕方によって可能だ

と思います。といいますのも、今回ミュージックフェスにつきましては、１週間前から雨の

予報で、当日も雨予報でどうしようかというところで、奇跡的に当日の天気予報で晴れたと

ころです。ただ、雨の日も想定しまして、中でフェスを開催するということも準備をしてお

りました。そういったところで２つのダブル開催ということも来年はもしかしてできるのか

なというところも考えておりますので、いろんな使い方をできるところでやっていきたいな

というふうに思ってございます。 
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〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 私は、春の徳丹城まつりについてなのですが、昨日安子議員、恵議

員おっしゃっていたように、今はもう春から秋までずっと暑いという中で、人出が多いこと

はいいことでありますが、あまりに多過ぎであったり、特に祭りだと小さいお子さんを連れ

てきたりとか、家族連れが多くいらっしゃいますが、やっぱり野外なので、休むところがな

いので、屋内で飲食できるところがあればいいなとも思いますし、また駐車場もすごい渋滞

だったかなと記憶しておりますが、このような課題に対して今後近隣との協力など、考えて

いることがあれば、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをいたします。 

  春まつりに限っての話をさせていただきますと、今年度久しぶりに通常開催としたところ

で、かなりの皆さん、このイベントを待っていたのかなというふうに思ってございまして、

予想以上に人が多かったというところで臨時駐車場、併せて追加の駐車場も急遽準備したと

ころでございます。 

  来年度におきましても、そういったことを想定しながら、開催準備を整えたいというふう

に思いますし、暑さ対策につきましては、昨日恵議員からもご質問があったところでありま

すので、イベントを開催する際には、そういった気象状況を十分考慮しながら、予定あるい

は確認を進めながら行いたいというふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） これまで多く答弁されておりました町長の徳丹城周辺及び西部地区

における活性化に対する熱い思いであったり、高橋課長のまずはやってみるという、そうい

うスタイルは本当にすばらしいと思って聞いておりました。私としては、何とか宮沢賢治と

南昌山に絡めたＰＲをしていきたいという思いがありました。 

  観光客誘致には一日を通して楽しめるツアーのプランが大切だと聞いております。城内ダ

ムを訪れて、南昌山を登り、保養センターの温泉に入って、キャンプ場でもいいですけれど

も、曲家で南昌山に沈む日輪を眺めるような、そういったできれば町内にも宮沢賢治の案内

板等数か所ありますが、そういう宮沢賢治を押し出すような今後のＰＲ等考えがあれば、教

えてください。 
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〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） いろいろ南昌山に関連しまして、銀河鉄道の夜の舞台とも言

われているところでございますけれども、いろんな場面で看板であったり、あとは行事であ

ったり、今は宮沢賢治を語る会ということで、そういった会もございますので、そういった

ところを通じながら、矢巾町と宮沢賢治の深い関わりというものをＰＲできればというふう

に思ってございますので、そういったイベントを通じながらＰＲを図ってまいりたいと思い

ますし、あとは何回かほかの議員の方にもお話をさせていただきましたけれども、今髙橋議

員からもありましたけれども、そういったコースの提案も考えていきながら情報発信ステー

ションのほうでＰＲをさせていただきたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 次の質問に移ります。カフェやファミレスに絞った誘致についてで

すが、現在交渉中とのことでしたが、何社と交渉しているのか、また感触はどうかなど教え

ていただけたらと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） お答えいたします。 

  昨日も小笠原議員への答弁で使いました数字ですが、89の企業の方々と情報交換を行って

いるところでございます。この中には、感触のいいもの、悪いものございますし、当然その

中で飲食系あるいは飲食につながる店舗の運営というようなところでは、現在５つの会社、

法人とやり取りをしております。その中で、矢巾町にぜひ出店したいという強い意欲を持っ

ているものは２店舗、２法人になります。そのほかは、動向を見ながらであるとか、今後の

まちづくりの推移を見ながらというような状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） そのような飲食店となった場合に、場所の候補地とか、そういうと

ころまで決まっているのでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） ご承知のとおり、限られた用地になりますので、

例えば今開発しているエリアとか、そういうところへの出店希望とかございますし、駅周辺
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あるいは医大に向かった停車場線、そこら辺に対する問合せは非常に多いというふうに認識

しているところでございますが、やはり朝、夕の人の流れというのは、矢巾町は非常に多い

というところでございますが、昼の人の流れというのがないというようなところでございま

して、出店希望者は、特に飲食の場合、昼をいかに取り込むかといったところがやはり勝負

どころというところで、駅前でありますと駐車場がない、その駐車場がないところにそれだ

け食べに来るという、有料駐車場に止めるということは基本的にはあまりないというふうに

伺っておりますし、あるいは店舗、停車場線周辺あるいは新規のところになりますと、今度

価格帯が高いというようなところの中で、やはり非常に考えているというようなところがあ

るようでございまして、そういったところを企業の方々には説明しながら、あるいは納得し

て出店していただけるように現地を見てもらってというような今工夫を、つなぎ方をしてい

るところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） では、６点目、やはナビ！について、これは昨日吉岡政策推進監が

おっしゃっていたように、町内の事業者にファンをつけたいという思いがありまして、しか

し公平性の観点からできないというのは確かに納得するところであります。私は、いわゆる

ローカルウェブメディアに魅力を感じています。事例を挙げると、盛岡市の盛岡という星で、

また花巻市のまきまき花巻、盛岡は官民連携で、花巻は始まった当初の形は分かりませんが、

今は住民主体、行政参加の形だと思います。広告だと、どうしても営業時間であったりとか、

座席数などしか載っておらず、そういうのではなくて、店主の事業に対する思いであったり、

矢巾町に対する思い、そういうのを載せることでファンをつくる取組が持続可能な事業とな

っていくのかなと思っております。それで、資料をつけましたが、カダルさんで実際に町の

事業者に取材に行くような取組も行っておりましたし、答弁でありました商工会さんもＳＮ

Ｓを使ってやられているということで、もしこれらの取組を官民連携でローカルウェブメデ

ィアへ発展させていくこと、そのような民間からの協力依頼があった場合、町としては連携

可能なのかお伺いします。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 官民連携ということで、ほかの議員の方にもお話ししたよう

に、例えば商工会とか、そういったところとの連携というのはできると思います。ただ、い
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ずれ一企業にクローズアップして我々のほうでそこを取材して公表するというのは難しい

と思います。 

  ただ、例えばやり方としてＳＤＧｓに先進的に取り組んでいる企業があったりすると、で

あればそういうところであればいいのではないかというふうに考えます。なので、お店の状

況を紹介するではなくて、そこの取組だけクローズアップするとか、そういったところであ

れば、紹介できる可能性があるかなと思っているところでございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） それでは、質問の１の最後の道の駅についてですが、まず具体的な

方向づけが進んでいない状況とのことですが、７次総の進捗状況では、今年度末に方向性決

定の見込みとありますが、その辺ちょっと詳細、説明お願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  まず、候補地としての徳丹城の周辺というところについてでございますけれども、岩手河

川国道事務所、近藤所長さんのところに私６回ほど足を運んでございます。何とか新しい駐

車場用地にというお話もさせてもらいましたけれども、まず２つ条件クリアできないところ

がありまして、１つは、まず国県道に面していないというのが１つ目の条件ですし、もう一

つは、道の駅石鳥谷に近いということが挙げられておりまして、それ以外で何か方法はとい

う話もお伺いしたところでございますけれども、まず徳丹城周辺の道の駅というのは、ちょ

っと難しいなというふうに指導をいただいたところでございますので、徳丹城周辺につきま

しては、道の駅ではないところで、先ほどもお話ししましたソフト面、まずいろんなイベン

トを開催しながら、例えばそのイベントを開催しながら、こういったものが必要だよという

ような感じで今の状況を続けながら見極めていきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 徳丹城絡みの道の駅については、今文化スポーツ課長がお話

ししたとおりでございますけれども、７次総を計画した際には、国道南道路の話がまだ来て

おりませんで、当時はスマートインターチェンジ付近がどうかというような候補の話もあっ

たわけでございますけれども、今後は国道南道路の進捗状況を見ながら、そちらのほうの検
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討も今後必要なのかなというふうなことで考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） ちょっと理解が追いつかなかったのですが、つまり今年度で何かし

らの方向性が決まるというか、継続という方向性が決まるということなのでしょうか、確認

をお願いします。 

〇議長（廣田清実議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 総合計画で上げてございましたけれども、一旦ここで検討を

一回取りやめまして、また新たな展開が生じた際には、新たな目標として掲げてまいりたい

というふうに考えてございます。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 私のほうからちょっと補足をさせていただきますが、道の駅について

は、実は国土交通省岩手河川国道事務所から、いわゆる先ほど文化スポーツ課長が答弁した

とおり、徳丹城は、場所としては最高の場所だと、医大もそばだし。ただ、今言ったように

国道に接道していなければ駄目だということです。それから、もう一つは、石鳥谷でこの間

道の駅を改修ばかりで、そこで今国土交通省からは、南道路と併せて盛岡南インター、矢巾

スマートインターチェンジ、そして紫波インターまで包含した道の駅を考えるべきではない

かと。その際には、私らも応援しますからということで、だからこれはちょっと南道路のこ

れからの進捗状況を見極めながら道の駅ということで、あとはもうご存じのとおり、今度宮

古から秋田までつながる道路とか、西バイパスも今度あれなので、そういった道路環境が整

備されてくるのと併せて造るのであればよかったなと言えるような状況で考えてみたらど

うなのかという岩手河川国道事務所のアドバイスですので、そういったことを包含しながら、

第８次の総合計画の中で検討させて、ただ南道路がどのぐらい、今月も南道路の関係で河川

国道事務所が来ますので、どういう進捗でいくか、あとは予算のつけ方なのです。だから、

そういうこともあるので、第８次の総合計画にのせられるかどうかも含めてちょっと河川国

道事務所の動向を見極めながら慎重に対応していきたいということでご理解いただきたい

と思います。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） その８次総にはしっかり見極めたいということでしたけれども、本
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日この後全員協議会の資料に都市計画マスタープランの改訂案ありましたけれども、そこに

はまだばっちり推進していくみたいな文言が載っていたので、今後そのマスタープランもち

ょっと道の駅の文言について一回取っておくのか、上位の８次総に即してそごがないように

しないといけないのかなと思うのですが、その辺はどうでしょうか。 

〇議長（廣田清実議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監兼未来戦略課長（吉岡律司君） この後、都市計画マスタープランの説明がある

わけですけれども、こちらにつきましては、平成30年から令和５年までの動向を踏まえてと

いうことでございまして、それに関して大きな取組の変更点があったものということで考え

ているところでございます。 

  現段階で私ども集約した段階では、道の駅というのは、今後考えていくものというふうに

認識しておるところでございますけれども、現在はこちら掲載されたとおりという形の中で

各課協議が出ておりますので、先ほど町長が申し上げましたとおり、今後の動向、随時変わ

っているので、最終的にということではどのような形になるかというのは、最終調整になろ

うかと思いますけれども、現段階では記載のとおりという形で調整をしているところでござ

います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） ちょっと最後に確認でお聞きしたいのですけれども、これまで多く

の成功と失敗の事例を検証してきたということでしたが、あとは今回いただいた答弁書では、

やはり財政的になかなかそっちの面も難しいというような答弁でしたが、矢巾では、そうい

う事例を検証した結果、成功する見込みがあり、財政的にも比較的めどがついたら行いたい

という方向なのか、その成功事例、失敗事例の検証について矢巾はどうなのかお聞きをして

終わりにしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） ちょっと私のほうからお答えをさせていただきます。 

  岩手河川国道事務所からもいろいろご指導をいただいたところでは、道の駅を造ったとこ

ろが必ず活性化しているというわけでもなく、今道の駅の中でも飲食店を閉めたり、ただト

イレだけが残ったりという悪い事例も聞いております。なので、今建物を建てればいいとい

うわけではありませんので、建物を建てていいかどうか、ここについて、そういったものも
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検証しながら、果たして地域の活性化として地元発信というところは一番大事だなというふ

うに思っておりますので、そういったものにつきましては、建物の建築等につきましては、

十分地元の皆さんとの話合いをしながら、町発信ではなく進めていきたいなというふうに考

えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 次に、２問目の質問を許します。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 続きまして、矢巾町病児保育事業について教育長にお伺いいたしま

す。 

  新型コロナウイルスに加え、今期はインフルエンザが猛威を振るい、県内でも多くの学校

で学級閉鎖になっております。夫婦共働きや核家族の増加、さらには各業種で働き手不足が

問題となっている現在では、子どもが体調を崩した際でもなかなか仕事を休めないという方

もいらっしゃいます。さらに、多子世帯では、兄弟で次々と感染が広まり、休暇を長期に取

得しなければいけない場合もございます。休暇を取得しても仕事のことが気になり、子ども

の看護へ余裕がなくなってしまうことも懸念されます。 

  このようなときに期待されるのが病児保育であり、親子ともに適切なサポートを受けるこ

とができる、これまでの一般質問で多く取り上げられてきた背景もあり、当局も多くのニー

ズがあると認識されており、綿密な調整を図りながら実施に向けて努めるとの答弁がござい

ましたので、再度現状をお伺いいたします。 

  １点目、平成31年度より滝沢市とも協定を締結されましたが、これまでの滝沢市の施設の

利用件数についてお伺いします。 

  ２点目、煙山保育園では感染症対策に対して職員向けの講習会等は実施されているのかお

聞きします。 

  ３点目、煙山保育園での感染症による体調不良児の保育の対応はどうなっていますでしょ

うか。また、個室での隔離等感染防止の対応はできているのかお伺いします。 

  ４点目、病児保育シッターを利用した際の補助を検討してはどうか。 

  以上、４点お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 菊池教育長。 
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              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 矢巾町病児保育事業についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、滝沢市の利用可能施設は２か所あり、平成31年以降令和３年度に

２件の利用がございます。 

  ２点目についてですが、新型コロナウイルス感染症をはじめとした各種感染症に関する理

解を深め、各施設において適切な感染対策を講じることができるよう矢巾町感染症対策アド

バイザーを講師に町内の児童福祉、教育施設の職員を対象に感染症対策に係る研修会を令和

３年度から３年連続で開催しております。煙山保育園におきましては、研修会の内容を職員

会議で共有し、感染予防の徹底を図っております。 

  ３点目についてですが、感染症による体調不良児の対応につきましては、発熱時に保護者

に連絡を行うとともに、保護者が迎えに来るまでの間、看護師が付き添いの上、施設の構造

上、個室での隔離とはなってございませんが、保育室から離れた事務室内のベッドで他の園

児と隔離し、静養する対応を取っております。 

  ４点目についてですが、病児保育シッターの利用状況につきましては、町で把握してはお

りませんが、令和元年に実施した矢巾町子ども・子育て支援に関するニーズ調査において、

子どもの病気等への対処の際に利用したいと回答した方はおりませんでした。第３期矢巾町

子ども・子育て支援事業計画の策定に向け、本年度ニーズ調査を予定しておりますことから、

ご提案の内容について改めて確認し、ニーズの把握を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） まず最初に、４点目について確認したいのですが、令和元年度に実

施したニーズ調査、これ実際に探すことができなかったのでお聞きしますが、子どもの病気

等への対処の際に利用したいと回答した方がいないというのは、病児保育についてなのか、

病児保育シッターについてなのか、ちょっと確認させてください。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  今言われたこと…… 

〇議長（廣田清実議員） ちょっとマイク、マイク、マイク押して。 

〇子ども課長（田村昭弘君） すみません。病児保育シッターの利用がなかったということで
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ございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 他市町と病児保育の協定締結しておりますが、負担金の額はどのよ

うに決まって支出されるのか教えてください。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまの質問にお答えをさせていただきます。 

  補助限度額というのがありまして、それを超えると補助限度額を基準に計算するわけです

けれども、国が３分の１、県が３分の１、残りの３分の１を、例えばここで言えば盛岡市、

滝沢市、矢巾町でひとつ協定を結んでいますし、もう一つは、紫波町と矢巾町で協定を結ん

でいまして、紫波町の場合は人口割もありますけれども、基本的に利用割で計算、負担割合

を決めて、矢巾町が例えば紫波町に負担金を支出すると。滝沢、盛岡、矢巾の場合は、盛岡

市に負担金を支出するということになります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） 滝沢市と盛岡市、矢巾町の盛岡広域でやっているということですが、

矢巾町にそもそも病児保育がないから連携して、仕方がない部分もあると思いますが、協定

を結んでから今年５年目ですか、滝沢市への利用が２件という数字に対して、どのように感

じているのか、ちょっと教えていただければと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  やはり保護者さんからしてみれば、近くの施設を利用する傾向になっていまして、盛岡市

の施設、４施設あるのですけれども、ほとんど町境といいますか、都南地区、向中野地区と、

近いところ２か所だけ使われていまして、あと上田とか、そっちのほうの盛岡の北側のほう

の施設は、やっぱりゼロ件になります。滝沢につきましても、やはり遠方になりますので、

そういった関係で使用が低くなっているということになります。一番使われているのは、紫

波町の病児保育施設になります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 聞き方が違っていたから、全体的には何件あるの、そうしたら。件

数、滝沢は２件なのだろうけれども、きっと。 

  田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） すみません、滝沢は31年から協定を結んでいまして、４年間で

２件になります。盛岡の場合は、４施設あるのですけれども、平成31年度は109件、令和２

年度は31件、令和３年度は58件、令和４年度は44件というふうになります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） ２点目、３点目について関連があるので、併せてお聞きしますが、

煙山保育園に限らず町内の幼児施設での話も含まれますが、インフルエンザや新型コロナウ

イルス以外での発熱の場合、解熱後24時間経過後の登園が望ましいと厚労省の指針に従って

保護者に自宅療養をお願いしているところが多いと思います。しかし、中でも、どうしても

仕事を休めないから保育を引き受けてしまう、そのようなケースが生じていると聞いており

ます。案の定、そのまま再び発熱してしまい、そこから他の園児に感染が広がってしまうこ

ともあるとのことでした。また、発熱による体調不良児の保育は、個室で管理できているの

が町内の施設では一部のみとなっており、多くは事務室内の保育となりますが、その場合、

職員への感染拡大も懸念されます。また、体調不良児が出ると、職員１人が付きっきりとな

ってしまって、人手不足となってしまい、通常の保育へも影響が出てしまうことがあります。 

  保護者及び社会全体の理解も大切であり、煙山保育園ではしっかりとした感染症対策につ

いての講習会が行われているとのことでしたが、その資料を保護者へ配布し、理解を促すよ

うなことは行っているのかお伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  保護者への周知ということですけれども、そのことだけを周知していることはないと思い

ます。あとはオガールシステムという保護者との連絡メールがあるわけですけれども、あら

ゆる連絡事の中で感染症対策については周知しているというふうに思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 
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〇２番（髙橋敬太議員） 園児には、小学生の兄弟がいることも多く、小学校での学級閉鎖な

どの感染状況が分かれば、早めにより一層気をつけて感染対策に臨むことができるので、情

報をいち早く欲しいという現場の声もありました。小学生の保護者には、メール等により迅

速に情報提供をされることもありますが、保育園に対してもメール等で小学校の学級閉鎖な

どの感染状況について情報提供をしているのか、お伺いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 南幅教育次長。 

〇教育次長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（南幅正勝君） お答えいたします。 

  閉鎖の学級が本当に限られている少ないようなときにつきましては、なかなか今議員ご指

摘のような形での共有ということはできていないということでございます。ただ、やはり今

議員お話しのとおり、兄弟等々が多い状況もございますので、今お話しいただいた形で情報

共有のほうを図ってまいりたいと思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

  髙橋敬太議員。 

〇２番（髙橋敬太議員） このように現状といたしましては、保育施設の職員による献身的な

努力によって支えている部分も大いにあると思います。しかし、現場では限界を訴える声も

あり、やはり矢巾町で病児保育実施については、場所や設備など検討しなくてはいけません

が、実際に保育士の職員さんたちからは、人材については町内の保育施設が協力して輪番制

とすることなどで対応できるかもしれないので、もしやってくれたら助かるというご意見も

いただいております。 

  このように保護者だけでなく、保育現場からも病児保育を望む声がありますが、子どもが

体調不良のときは親が看護するのがもちろん一番よいですが、そういう仕事の都合など、ど

うしてもの場合も想定されますので、また町内で働いている方は、紫波や盛岡での病児保育

となるのは、距離的な負担もありますので、矢巾町での病児保育の環境を選択肢の一つとし

て整備しておくことが今後の優しい子育て環境につながるのではないかと思いますが、矢巾

町の病児保育実施について、今後の見解をお伺いしたいと思います。 

〇議長（廣田清実議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  病児保育は、医療機関併設型と保育所併設型と単独型と３パターンありまして、一番保護

者が安心するのは、医療機関併設型になります。医療機関に隣接する保育所に預ける、病児
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保育室に預けるというやり方が一番安心すると思います。保育所併設型は、一旦医療機関に

行って受診をして、離れているか近いか分からないのですけれども、隣接はしていない保育

所に預けるという一手間かかるわけでして、そういったところから考えると、矢巾町の場合

は、まず小児科専門医が１か所しかなくて、そこの先生とも協議を２回ぐらいしているわけ

ですけれども、ちょっと難しいというお返事をいただいておりまして、それ諦めることなく

また交渉して前向きに進めたいというふうに考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 以上で２番、髙橋敬太議員の質問を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、これにて散会

いたします。 

  なお、明日、あさっては休日休会、11日は休会、12日は予算決算常任委員会を行う旨、昆

予算決算常任委員長から申出がありましたので、午後１時30分に本議場に参集されますよう

お知らせいたします。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 

              午後 ５時２０分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会１２月会議議事日程（第５号） 
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      ７番  齊 藤 勝 浩 議員      ８番  小 川 文 子 議員 

      ９番  木 村   豊 議員     １０番  小笠原 佳 子 議員 

     １１番  山 本 好 章 議員     １２番  高 橋 安 子 議員 

     １３番  水 本 淳 一 議員     １４番  村 松 信 一 議員 

     １５番  昆   秀 一 議員     １６番  赤 丸 秀 雄 議員 

     １７番  谷 上 知 子 議員     １８番  廣 田 清 実 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
 政 策 推 進 監 
 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 総 務 課 長 田 村 英 典 君 
 課 長 
 
    
 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 
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職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長 吉 田   徹 君  高 橋 俊 英 君 
  補 佐 
 

 主 事 渋 田 稀 結 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

             午後 １時４５分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 議案第９４号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予 

                 算（第２号）に対する訂正について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、議案第94号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）に対する訂正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 廣田議長さんはじめ議員の皆様方には、この提案理由の前に、令和５

年度矢巾町国民健康保険事業特別会計の補正第２号につきまして、私の全く確認不足でこの

ように至ったことについて、まずもっておわびを申し上げます。 

  それでは、ただいま上程されました議案第94号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）に対する訂正についてご説明を申し上げます。 

  このたびの訂正につきましては、12月５日に提案をさせていただきました議案第91号 令

和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について一部に訂正が生じた

ものであります。 

  その訂正内容でありますが、歳入歳出予算補正事項別明細書の中の３、歳出の４款保健事

業費の１項保健事業費、２目疾病予防費を追加し、補正額の財源内訳の欄の国庫支出金を８

万6,000円とし、一般財源を８万6,000円減とし、１項保健事業費の補正額の財源内訳欄の計

の欄について国庫支出金を５万9,000円減にして、一般財源を20万3,000円減に、それぞれ訂

正するものであります。 



  

－ 322 － 

  また、今回の訂正につきましては、議員各位におわびを申し上げるとともに、今後こうい

うことのないようにしっかり取り組んでまいる覚悟でございますので、ひとつよろしくお願

いをいたします。 

  なお、詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の

上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  訂正ですから、もうこれは質疑も討論も行いますので、よろしくお願いします。質疑ござ

いませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第94号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）に対する訂正についてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

  お諮りいたします。本案について、訂正された議案第94号 令和５年度矢巾町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）については、会議規則第39条第１項の規定により修正前

と同様予算決算常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本議案については、予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  次に、前にも言いましたけれども、予算決算常任委員会に付託した補正予算議案について

は、12月14日午前10時までに審査を終了し、報告書を当職のもとへ提出するよう期限をつけ

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 
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〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本議案については、12月14日午前10時までに審査を終了し、当職のもとに報告書

を提出するようお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

  これにて散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

              午後 １時５１分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会１２月会議議事日程（第６号） 

  

令和５年１２月１４日（木）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第６号） 

第 １ 請願・陳情の審査報告 

     ５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休戦を求める 

            請願 

第 ２ 議案第９０号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について 

第 ３ 議案第９１号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ 

           いて 

第 ４ 議案第９２号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

第 ５ 議案第９３号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４号）について 

第 ６ 議案第９５号 矢巾町手数料条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議案第９６号 訴えの提起に関し議決を求めることについて 

第 ８ 議案第９７号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第１０号）について 

第 ９ 発議案第８号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休戦に向けた取 

           り組みを求める意見書の提出について 

第１０ 閉会中の継続調査の申出について 

第１１ 閉会中の議員の派遣について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  髙 橋   恵 議員      ２番  髙 橋 敬 太 議員 

      ３番  横 澤 駿 一 議員      ４番  ササキマサヒロ 議員 

      ５番  吉 田 喜 博 議員      ６番  藤 原 信 悦 議員 

      ７番  齊 藤 勝 浩 議員      ８番  小 川 文 子 議員 

      ９番  木 村   豊 議員     １０番  小笠原 佳 子 議員 
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     １１番  山 本 好 章 議員     １２番  高 橋 安 子 議員 

     １３番  水 本 淳 一 議員     １４番  村 松 信 一 議員 

     １５番  昆   秀 一 議員     １６番  赤 丸 秀 雄 議員 

     １７番  谷 上 知 子 議員     １８番  廣 田 清 実 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
 政 策 推 進 監 
 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 総 務 課 長 田 村 英 典 君 
 課 長 
 
   税 務 課 長 
 企画財政課長 花 立 孝 美 君 兼会計管理者 佐々木 智 雄 君 
   兼 出 納 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 

 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
   文化スポーツ 
 道路住宅課長 水 沼 秀 之 君  高 橋   保 君 
   課 長 
 
 農 業 委 員 会 
  田 口 征 寛 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
   教 育 次 長 
 教 育 長 菊 池 広 親 君 兼学校教育課長 南 幅 正 勝 君 
   兼 学 校 給 食 
   共同調理場所長 
 
    
 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君  
    

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長 吉 田   徹 君  高 橋 俊 英 君 
  補 佐 
 

 主 事 渋 田 稀 結 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

             午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 請願・陳情の審査報告 

          ５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的 

                 な休戦を求める請願 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、請願・陳情の審査報告を議題とします。 

  総務常任委員会に付託しておりました５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における

即時かつ持続的な休戦を求める請願について審査が終了した旨の報告がありましたので、こ

れを議題といたします。 

  総務常任委員長の報告を求めます。 

  高橋安子総務常任委員長。 

              （総務常任委員長 高橋安子議員 登壇） 

〇総務常任委員長（高橋安子議員） 審査報告書を読み上げまして報告とさせていただきます。 

  令和５年12月14日。矢巾町議会議長、廣田清実様。矢巾町議会総務常任委員会委員長、高

橋安子。 

  請願審査報告書。 

  本委員会が令和５年矢巾町議会定例会12月会議において付託を受けた請願の審査が終了し

ましたので、矢巾町議会会議規則第94条第１項の規定により、その結果を次のとおり報告い

たします。 

  記。１、付議事件名。５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的

な休戦を求める請願。請願者、矢巾町大字煙山第24地割１、みちのく療育園矢巾九条の会、

共同代表世話人、伊東宗行。矢巾町大字南矢幅第６地割80番地１、三堤住宅４号棟11、矢巾
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九条の会、共同代表世話人、佐藤征克。紹介議員、小川文子、昆秀一。 

  ２、委員会開催年月日。令和５年12月12日。 

  ３、出席委員。高橋安子、赤丸秀雄、髙橋敬太、ササキマサヒロ、齊藤勝浩。 

  ４、審査経過。令和５年12月12日午後零時30分から委員出席の下、５請願第２号について

協議、検討を行い、慎重審議した。 

  ５、審査結果。５請願第２号については、採択すべきものと決定した。 

  ６、審査意見。パレスチナ自治区ガザ地区を支配するイスラム組織のハマスとイスラエル

の戦闘が始まり２か月以上が経過しました。双方の応酬はガザ地区において、多くの犠牲者

を出すとともに市街地に甚大な被害をもたらしております。特に無差別攻撃により、多くの

一般市民や幼い子どもたちが犠牲になっており、人道的見地から、一刻も早い紛争の終結に

向けた国の取組を求める本請願の趣旨は理解できるものであり、採択すべきものといたしま

した。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして審査報告とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休

戦を求める請願についてを起立により採決いたします。 

  本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、５請願第２号は採択することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 議案第９０号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）につ 

                 いて 
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     日程第３ 議案第９１号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予 

                 算（第２号）について 

     日程第４ 議案第９２号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算 

                 （第２号）について 

     日程第５ 議案第９３号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４号） 

                 について 

〇議長（廣田清実議員） 次に、日程第２、議案第90号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算

（第９号）について、日程第３、議案第91号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）について、日程第４、議案第92号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について、日程第５、議案第93号 令和５年度矢巾町下水道事業会

計補正予算（第４号）について、この補正予算４議案については、予算決算常任委員会への

付託に関わるものであります。審査報告書が当職のもとに届いておりますので、これを議題

といたします。 

  予算決算常任委員長の報告を求めます。 

  昆秀一予算決算常任委員長。 

              （予算決算常任委員長 昆 秀一議員 登壇） 

〇予算決算常任委員長（昆 秀一議員） 審査報告書を読み上げて報告といたします。 

  令和５年12月14日、矢巾町議会議長、廣田清実様。矢巾町議会予算決算常任委員会委員長、

昆秀一。 

  予算決算常任委員会審査報告書。 

  議案第90号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について、議案第91号 令和

５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第92号 令和５

年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第93号 令和５年度矢

巾町下水道事業会計補正予算（第４号）について。 

  本常任委員会は、令和５年12月５日付で付託された上記の議案を審査した結果、原案を可

決すべきものと決定したので、矢巾町議会会議規則（昭和62年矢巾町議会規則第１号）第77条

の規定により報告する。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田清実議員） 委員長の報告が終わりました。 

  各議案に対する質疑は、予算決算常任委員会で審議を尽くしておりますので、省略いたし
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ます。 

  ただいまから各議案について討論に入ります。 

  なお、討論は４議案を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議がないようなので、一括して討論を行います。 

  それでは、討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。以上で討論を終わります。 

  これより採決に入ります。 

  議案第90号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）についてを起立により採決い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第91号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第92号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第93号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第４号）についてを起立

により採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第６ 議案第９５号 矢巾町手数料条例の一部を改正する条例について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第６、議案第95号 矢巾町手数料条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第95号 矢巾町手数料条例の一部を改正する条例について提案理

由の説明をさせていただきます。 

  このたびの条例の一部改正は、令和元年に交付されました戸籍法の一部を改正する法律の

一部施行に伴い、戸籍に関する新たな事務が生ずることにより、地方公共団体の手数料の標

準に関する政令が改正されることから、所要の改正を行うものであります。 

  その主な改正内容でありますが、戸籍謄本等の交付請求が本籍地以外の市区町村の窓口で

もできる広域交付が可能となるほか、行政機関での手続の際に、戸籍謄本等の添付に代え、

市区町村から発行を受けた電子証明書提供用識別符号を提出することができることなど、手

数料を徴収する事務を追加するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第95号 矢巾町手数料条例の一部を改正する条例についてを起立に

より採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第７ 議案第９６号 訴えの提起に関し議決を求めることについて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第７、議案第96号 訴えの提起に関し議決を求めることについ

てを議題とします。 

  なお、当職より皆さんにお願いがあります。本案件の相手方は、議案書に示されたとおり

でありますが、個人情報でありますことから、質疑等発言に際しては、個人情報の保護に配

慮願います。 

  なお、全員協議会でまだこれの扱いについては、守秘義務が発生しておりますので、そこ

も個人名、それから住所等の質問も気をつけていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第96号 訴えの提起に関し議決を求めることについて提案理由の

説明をさせていただきます。 

  このたびの訴えの提起は、町営住宅に入居しているが、居住実態がなく、加えて家賃を滞

納し、督促や催告にも応じない入居者に対し、町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払い請

求をするため、地方自治法第96条第１項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせ

ていただきます。 
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〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第96号 訴えの提起に関し議決を求めることについてを起立により

採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第８ 議案第９７号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第１０号）に 

                 ついて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第８、議案第97号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第10号）

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第97号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第10号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、15款県支出金の生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業費補

助金を新設補正し、14款国庫支出金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、

18款繰入金の財政調整基金繰入金を増額補正するものであります。 

  次に、歳出につきましては、３款民生費の生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策給付

金支給事業を新設補正し、同じく３款民生費の住民税非課税世帯等の物価高騰対策給付金給

付事業、８款土木費の道路橋梁総務事業を増額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ
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ぞれ１億6,147万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126億6,079万5,000円

とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長（花立孝美君） 議案第97号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第10号）

の詳細についてご説明いたします。 

  事項別明細によりましてご説明いたします。９ページにお進み願います。歳入補正の説明

に当たりましては、款、項、項の補正額の順で行います。歳入、14款国庫支出金、２項国庫

補助金１億5,522万9,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増１億

5,522万9,000円は、住民税非課税世帯等に７万円を給付するための交付金と県で行う生活困

窮者原油価格・物価高騰対策費の県補助以外の部分に充当する分となります。 

  15款県支出金、２項県補助金560万円、生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業費補

助金560万円で、昨年度もこの時期に行っておりますが、非課税世帯や一定基準以上の障がい

者がいる世帯等に7,000円を給付するための県補助金となります。 

  18款繰入金、２項基金繰入金64万1,000円、財政調整基金繰入金の増64万1,000円で、これ

によりまして補正後の財政調整基金残高は10億179万3,000円となります。 

  次に、歳出の説明をさせていただきます。13ページにお進み願います。歳出補正の説明に

当たりましては、款、項、項の補正額の順で行います。主なものについて説明をさせていた

だきます。歳出、３款民生費、１項社会福祉費１億6,082万9,000円、住民税非課税世帯等物

価高騰対策給付費給付事業の増１億4,938万8,000円は、既に非課税世帯等に給付している３

万円に続き７万円を給付する給付費及び事務費となります。対象世帯は、住民税非課税世帯

等が2,100世帯、家計急変世帯分として30世帯を想定しております。また、生活困窮者原油価

格・物価高騰等特別対策給付金支給事業1,144万1,000円は、住民税非課税世帯等1,600世帯へ

の給付費及び事務費となります。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費64万1,000円、道路橋梁総務事業の増64万1,000円は、退職す

る職員の分を会計年度任用職員で補充するための人件費となります。 

  以上で議案第97号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第10号）の詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま
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す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を受けたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議がないようなので、一括して質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

  ８番、小川文子議員。 

〇８番（小川文子議員） この申請ですけれども、プッシュ型になるかと思われますが、申請

が必要な部分もあると思いますので、その広報をどのようにされるのかについてお伺いをい

たします。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  周知の関係ですが、１月の広報に掲載させていただきたいと思っております。あとホーム

ページでも掲載いたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） 他に質疑ありませんか。 

  10番、小笠原佳子議員。 

〇10番（小笠原佳子議員） ７万円の給付は、いつ頃になるのでしょうか、お伺いしたいと思

います。 

〇議長（廣田清実議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  本日議決後、直ちに事務のほうに取りかかりまして、今年中に給付のほうを考えておりま

す。３万円既に受給している方につきましては、確認と、あと口座等も確認できていますの

で、プッシュ型でいきますので、何とか今年中に考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（廣田清実議員） その他質疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 
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〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第97号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第10号）についてを

起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第９ 発議案第８号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的 

                 な休戦に向けた取り組みを求める意見書の提出につ 

                 いて 

〇議長（廣田清実議員） 日程第９、発議案第８号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時

かつ持続的な休戦に向けた取り組みを求める意見書の提出についてを議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。なお、朗読は表題のみといたします。 

              （職員朗読） 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明を求めます。 

  12番、高橋安子議員。 

              （12番 高橋安子議員 登壇） 

〇12番（高橋安子議員） 発議案第８号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的

な休戦に向けた取り組みを求める意見書の提出について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの意見書は、５請願第２号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的

な休戦を求める請願について、総務常任委員会において審査報告を行い、本議会において採

択されたことに伴い、地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁などに意見書を

提出するものであります。 

  パレスチナ自治区ガザ地区を支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘が始まり２

か月以上が経過しましたが、双方の応酬によりガザ地区において、多くの一般市民や幼い子

どもたちなど貴い命が犠牲になっております。請願の趣旨にあるとおり、一刻も早い紛争へ

の終結への働きかけや人道的支援のほか、併せて人質解放も含め、国としてでき得る取組を

求めるべく関係省庁等に意見書を提出し、要望するものです。 

  なお、意見書の提出先については、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、衆参議員議長及
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び県選出国会議員であります。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（廣田清実議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第８号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休

戦に向けた取り組みを求める意見書の提出についてを起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（廣田清実議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１０ 閉会中の継続調査の申出について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第10、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 

  議会運営委員長、広報広聴委員長、第８次矢巾町総合計画策定調査特別委員長から調査中

の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の

継続調査の申出があります。 

  お諮りします。それぞれ委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１１ 閉会中の議員の派遣について 

〇議長（廣田清実議員） 日程第11、閉会中の議員の派遣についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会後、次期定例会までの間における本町の重要事項の促進要望、
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事業の調査及び実務研修などのため、県内外の関係機関等に本議会の議員を派遣する場合、

その期日、派遣地及び人員については、矢巾町議会会議規則第128条の規定により、その都度

議長において指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の議員の派遣については、そのように決定しました。 

  以上をもって、12月会議に付託されました議案の審議は全て終了いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） ここで高橋町長から挨拶の申出がありますので、これを許します。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま廣田議長さんからお許しをいただきましたので、12月会議の

閉会に当たりまして、一言御礼のご挨拶をさせていただきます。 

  廣田議長さんをはじめ議員の皆様方におかれましては、今月５日から本日までの10日間に

わたりまして、議会定例会12月会議におきまして、本町の施策推進に様々なご提言やご意見

を頂戴いたしましたことに、まずもって深く感謝を申し上げます。 

  また、一般質問につきましては、昆秀一議員、村松信一議員、小笠原佳子議員、藤原信悦

議員、水本淳一議員、高橋安子議員、髙橋恵議員、赤丸秀雄議員、木村豊議員、横澤駿一議

員、小川文子議員、吉田喜博議員、そして髙橋敬太議員の13名から37項目と多岐にわたるご

質問をいただいたわけでございますが、今後その内容をしっかり精査をさせていただいて、

これからの町政に反映してまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  また、私ども当局からは、条例の制定や一部改正、指定管理者の指定、一般会計をはじめ

とした各会計の補正予算など21件にわたる議案を提案させていただきましたが、全てご可決

賜りましたことに感謝申し上げますとともに、このことにしっかり確実に施策を推進してま

いります。 

  また、この１年間を振り返りますと、４月には町議会議員選挙が行われ、町民の皆さんか

らご信任を得られました議員の皆さん方の特段のご理解の下に町勢発展のために各種施策を

推進させていただきました。特にも重点的な取組といたしましては、１つ目の「共生で輝く

いのちを守る取り組み」におきましては、昨年の11月の「認知症の人にやさしいまちづく
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り やはば」宣言を受け、認知症への理解やサポートにつなげるべく矢巾町認知症とともに

生きるまちづくり条例を制定したほか、医療的ケア児の受入れの実現など、全世帯に優しい

まちづくりに取り組んできたところであります。 

  ２つ目の「住環境の整備」におきましては、皆さんもご存じのとおり、今現在藤沢第２地

区、田中地区、そして下花立地区で大規模宅地開発が行われており、移住定住の促進が図ら

れるものと期待しているところであります。 

  ３つ目の「産業の活性化」におきましては、一般国道４号盛岡南道路の事業化などを背景

に、西部地区には、東北エリア最大級のマルチテナント型の物流施設、プロロジスパーク盛

岡が11月に竣工したほか、国道４号沿線には、岩手日野自動車株式会社の本社、盛岡支店が

来春に新築移転予定でありますことから、物流基盤を生かしたさらなる販売ルートの開拓に

よる産業の活性化と併せ地域雇用の創出と地域の活性化に引き続きしっかりと取り組んでま

いります。 

  ４つ目のデジタルトランスフォーメーション、いわゆるＤＸの取組、これに併せて今グリ

ーントランスフォーメーション、ＧＸも併せて、特にもデジタル化が急速に進む中、町民の

皆さんの利便性の向上のため、住民総合ポータルアプリやはナビ！を今月から運用し、プッ

シュ型で行政情報の発信を行っているほか、マイナンバーカードを利用したオンライン手続

などのＤＸの推進に引き続き取り組んでまいります。 

  そして、グリーントランスフォーメーションも皆さんもご存じのとおり、西部地域にはバ

イオマス発電、これも着工されて、着々と今進められているところを併せて皆さん方にご報

告をさせていただきます。 

  また、一方では、若者の活躍が目覚ましい年でもありました。スポーツ分野では、第18回

春の全国中学生選手権大会において、町立矢巾中学校男子ハンドボール部が準優勝の快挙、

立派な成績を収めたほか、音楽分野では、第76回全日本合唱コンクール全国大会において県

立不来方高等学校音楽部が15大会連続となる金賞を受賞したほか、第23回東日本学校吹奏楽

大会において、町立煙山小学校吹奏楽部が銀賞を受賞するなど、スポーツのまち、音楽のま

ちの下、若者が大いに活躍する姿に今後のさらなるご活躍を期待するところであります。 

  また、年明けて令和６年には、第８次の矢巾町総合計画を目指す本町の将来像に向けて各

種施策をスタートする年となりますが、町政運営に当たりましては、地域コミュニティの醸

成と、そして共に創り上げる共創による町民本位のまちづくりを念頭に、議員の皆さん方か

らもいただきましたご意見、ご提言をしっかり受け止め、またそのことを大切にしながら意
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を体して取り組んでまいる覚悟でございますので、今後とも廣田議長さんはじめ議員の皆さ

ん方におかれましては、大所高所からご指導、ご助言を賜りますようお願いを申し上げまし

て、御礼のご挨拶とさせていただきます。 

  この１年間、皆さん方には本当にお世話になりました。そして、来年は甲辰なのだそうで

す。皆さんにとって本当に躍進、そして希望に満ちた新年をお迎えになられますことを心か

ら願い、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） ここで矢巾町民歌の斉唱を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

              （町民歌斉唱） 

〇議長（廣田清実議員） これをもって令和５年矢巾町議会定例会12月会議を閉じます。 

  大変ご苦労さまでした。 

              午前１０時４０分 散会 
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